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研究代表者　市　門 門（横浜国立大学）

　1970年代以降、高度科学技術革新によって社会は大きく激動し、これまでの自己完結的

な学校の在り方を改め、生涯にわたる学習という過程（時間系列）の中で、また、家庭・

地域との連携（横断的連携）の中で、学校の位置（役割）を新たに明確化にし、具現化す

ることが求められている。また、公立校における中・高一貫校など新たな学校制度の改革

も進められてきている。

　他方、情報量の爆発的な増加、通信技術の長足な発展によって、“知”の枠組みの再構

築も緊要の課題とされ、文部省も、70年代後半から、教育課程の抜本的な再編に着手しは

じめた。まず、研究開発指定校に対して、教科の枠をはずした教育課程の開発を認めるよ

うになり、小学校低学年の『国語』と『算数』を統合して「記号』（兵庫教育大附小）、

『社会』と『家庭』と統合して「人間』（東京・錦華小、福島大三門）などの新教科の設置

や、『探検』「調べ』『育て』「創造』「習い』「運動』「交流』「働く』『みんなの時間』（愛媛

大附小）と既設の教科を完全に組み換えた試みまで行われるようになった。こうした動き

を背景にして合科的な学習が広がり、89年には小学校低学年に『生活』が新設された。そ

して、96年の中教審第一次答申で、「生きる力」が強調されて以来、単に過去の知識を記

憶する教育から、自ら課題を考え、自ら考え、主体的に判断することなど、児童生徒の自

主的な活動を奨励し、そのために教育内容の3割削減、体験活動・問題解決的学習、『総合

的学習の時間』の実施、教育課程の弾：力的編成、開かれた学校運営などが強調されるよう

になった。

　2002年度から、その新学習指導要領を完全実施し、『学び』から逃亡している子どもが

意欲的に学習に取り組み、先行き不透明で難問累積の社会に主体的に関わっていく「生き

る力」を育んでいくことをめざす教育が始まらんとしているこの時に、この教育では、基

礎・基本的な力が身に付かず、日本の発展を危うくするとの批判が高まりつつある。

　本研究は、こうした状況を踏まえて、教育課程の構成と基準を抜本的に見直し、新たな

方向を具体的に示すことをめざして平成11年度より13年度まで3年間の科学研究費補助金

（B）（1）を得て、その課題に取り組んできた。

　その研究の主な特色として次の3点を挙げることができよう。

　そのまず第一に、教育行政・教育社会学・教育課程・教育方法・教育評価などの教育学

研究者だけではなく、『国語』『算数・数学』『理科』「社会』「図工・美術』『技術』『家庭』

の各教科、及び特別活動・道徳・生徒指導など教科外の教育学研究者と共同して幅広い視

野で研究を進めてきたこと、第二に、国内だけではなく海外の教育課程改革の動向を具体

的にとらえ、その研究の成果を、毎年、『報告書』として発行し、現在、わが国で進行し

ている教育課程改革の研究・実践に寄与すべく努めてきたこと、第三は、教育課程の再編

に当たって、最も根幹となすものとして学力論の究明が不可欠であるとして、学力論の文

献の収集・整理に努め（その3冊目は各教科の学力論の掲載も検討されたが、最も研究の

蓄積のある社会科の学力論にしぼることとした）、本研究メンバーの共有の基礎的研究資



料として内部発行資料集を作成して、研究を進めてきたことである。

　本書は、最終報告書ではあるが、それ以前に発行されたものも含めて3年間の研究成果

としてとらえたい。各分野から究明された上記の研究成果を関係づけて、そして縦に、つ

まり、将来の教育課程の編成・基準の在り方について研究と実践を進めていくことに役立

てていただければ幸甚である。
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学力低下間題と研究の課題

一戦後学力研究聴覚書一

田中耕治（京都大学大学院）

1　はじめに

　1999年の上半期あたりから、「総合的な学習の時間」（以下「総合学習」と略称）を提起

した新学習指導要領の告示（1998年）にあわせるかのように、「学力低下」や「学力危機」

ひいては「学力崩壊」といった言葉がマスコミに登場するようになった。戦後の学力問題

史を叩いてみると、「学力低下」問題が社会的な話題になるのは、戦後初期のいわゆる

「新教育」期と1970年代初頭の「現代化」期であり、それぞれ「新教育」や「現代化」の

妥当性を問いつつ、やがてそれらの原理を転換させる導火線の役割を担うことになったこ

とがわかる。

　このたびの「学力低下」キャンペーンは、「分数ができない大学生がいる」という衝撃

的なメッセージに代表されるように、とりわけ大学生の学力問題を発火点にしていること

が特徴である。しかしながら、その衝撃波は、大学生の学力問題にとどまらずに、この間

とられてきた「新学力」観にもとつく受験制度や教育課程政策の是非にまで及ぶ勢いを示

しつつある。まさにそのことを象徴するかのように、2001年の新年早々に読売新聞の一面

トップを飾った文部省による「『ゆとり教育』抜本見直し」（2001年1月5日付け）は、教育

世界に激震を走らせた。しかし、そのほぼ二週間後に日本教育新聞は、文部科学省による

「「ゆとり教育、抜本見直し』報道を否定」（2001年1月19日付け）を伝えている。さらには、

今年（2002年）の1月には文部科学省から「学びのすすめ」というアピールが出された。事

の真相を知る由もないが、教育課程行政の中にある種の「揺れ」が生じていることだけは

推察できよう。

　このような学力低下キャンペーンに疑問を呈する立場から執筆された論文（汐見、2000

年）を読むと、そのキャンペーンの背後には系統的に知識を教授していくといった旧い学

力観（「産業社会型学力」）があると指摘した上で、現代のような「多文化共生時代の学力」

はまざしく総合学習を要請していると主張する。それに対して、抽象的な思考力は体験的

な活動だけで本当に学べるのか、創造性や考える力と言っても、幅広い基礎的な知識の積

み上げがなければそこに到達することはできないのではないかという反論がなされている

（苅谷、2000年）。

　この小論では、「学力低下」問題の惹起と総合学習の提起という、一見すると二項対立

的な様相を示しつつある日本における学力問題の現状を前にして、それを戦後学力研究の

歴史に立ち返って読み解くとともに、今後の学力研究の課題を明らかにしたいと思う。旧

史は繰り返すといわれるが、今日の二項対立的な様相は戦後初期以降に精力的に展開され

た学力論争の争点と論法に酷似しており、それゆえにこそ歴史の「振り子」を単に振り戻

さないためにも、このような戦後の学力研究を総括するという基礎作業が必要となってい

1



るのである。

皿　学力実態をどうみるのか

　子どもたちの「学力低下」が問題視される場合には、まずどのような根拠をもって、そ

のように主張されるのかが問われなくてはならないだろう。この点に関しては、戦後初期

のいわゆる「新教育」期においては久保舜一調査（戦前と比較して、「6年生算数で2ヶ年

以上低下した」と報告）が重要な役割を演じたし、1970年代初頭の「現代化」期では全国

教育研究所連盟の調査報告書（「授業についていけない子が半数以上いる」と報告）に端

を発して国立教育研究所や国民教育研究所がそれを裏づける調査結果を発表した。

　しかし、このたびの「学力低下」に関しては、現在までのところ、「意識調査」はある

としても、その根拠となる確かな学力調査が実施されているわけではない。公表されてい

る範囲では「日本の大学生の数学学力」に関する調査報告があるが、やはり部分的なもの

にとどまっている。逆に、第17期中央教育審議会答申「初等中等教育と高等教育との接続

の改善についてゴ（1999年12月16日）では、文部省の「教育課程実施状況調査（1993年～

1995年）」と「第3回IEA国際数学・理科教育調査」（1995年）の結果を引いて、「学力低

下」に対する否定的な見解が示されている。

　「学力低下」の真相はやがて実施されるであろう大規模な学力調査（1999年12月17日の

教育課程審議会への諮問内容に学力調査の実施が示唆されている）によって明らかになる

と思われる。しかしながら、ここで指摘しておきたい点は、子どもたちの学力実態を全面

にわたって把握するためには、学力の「高低」を問題にする学力水準の観点のみならず、

少なくとも学力格差の観点、さらには学力構造の観点を持たなくてはならないということ

である。むしろ、学力の高低問題のみがクローズアップされることによって、格差問題や

構造問題が看過されることを危惧するのである。

　たしかに先の中央教育審議会答申が指摘するように、日本の子どもたちの学力水準は世

界のレベルに比して高いと言えよう。（ただし、日本の高校生や大学生の学力水準が高い

かどうかについては、その抽出方法に困難がともなうとしても、別途調査される必要があ

る）。しかしながら1水準が高い（または低い）といっても、それはあくまでも平均値で

あって、子どもたち全員が高い（または低い）とは限らない。事実、1982年に実施された

国立教育研究所の「小学校国語・算数学力到達調査」では、小学校中学年あたりから学力

格差が顕在化することを指摘している。このように、学力水準が高いまたは「大学生」の

学力低下というキャンペーンからは死角になりがちな、小学校からの低学力問題をどのよ

うに解決するのかという観点を見失ってはならないだろう。

　次に問題になるのは、学力が高い（または低い）といっても、そこで問題とされている

「学力」の構造一学力の質一はいかなるものかが問われなくてはならない。より具体的に

言えば、当該の学力調査（問題）でいかなる「学力」が試されたのかということである。

この点で興味深いのは、IEA調査の問題分析を行った堀哲夫が、日本の子どもたちの正

答率が高かった「応用」問題のひとつはたんなる記憶の再生問題にしか過ぎないと指摘し

ている点である（堀、1998年）。「認識におけるモノ離れ」とか「できるけれどもわからな

い」と指摘される、いわゆる「病める学力」の問題性を挟出するようなテスト項目を含ん
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だ学力調査を踏まえてこそ、真に学力の高低が語られるべきであろう。以上、子どもたち

の学力実態をトータルに問題にするときには、目に見えやすい学力の水準のみならず、学

力の格差や構造についても点検を加える必要があることを指摘した。日中の数学学力の比

較を行う本研究は、まさにこのような観点のもとに実施されたものである。

　それでは、次に戦後の学力研究において、「学力低下」問題がいかに議論されてきたの

かを素描することによって、その争点や課題について考察を加えたいと思う。この「学力」

を冠する最初の本格的な学術書として登場したのが、青木誠四郎たちが著した『新教育と

学力低下』（原書房、1949年）であり、その書名が象徴するように、「学力」という用語は

まさしく戦後初期「基礎学力論争」の焦点となった「学力低下」問題という文脈で使用さ

れ始めたのである。

皿　戦後初期「基礎学力論争」で議論されたこと

　戦後初期に展開された「基礎学力論争」の出発点は、1948年頃からマスコミを通じて活

発化する「学力低下」への不安や不満であって、最近の子どもは「手紙が書けない」「県

庁の地名がわからない」といった素朴な世論であった。この「学力低下」は、戦中や戦後

直後に事実上の機能マヒに陥っていた学校や教育のシステムに主な原因があると考えられ

るが、事態の展開はその責任の所在として当時スタートした「新教育」の問題性として焦

点化されていく。

　このような批判に直面して、「新教育」のオピニオン・リーダーであり、戦後初の学習

指導要領の作成者であった青木勝四郎は、「読み・書き・算」を強調する考え方は過去の

「知識主義」の学力観であり、新しい学力観では「読み・書き・算」は「用具」に過ぎな

いのであって、「生活の理解力」と「生活態度」をこそ向上させることをねらいとしてい

る。したがって、「学力低下」という指摘は、過去の学力観にもとつく批判であると反論

した（青木、1949年所収）。一方、「新教育」批判の急先鋒に立っていた国分一太郎は、

「読み・書き’・算」の「基礎学力」を「人類文化の宝庫をひらくようなすばらしい鍵」と

して位置づけ、それを軽視する「新教育」を批判して、まさしく「基礎学力の防衛」

（1952年）を強調したのである。（国分、1954年所収）。もちろん時代背景に違いがあるとは

いえ、先に紹介した今日の「学力低下」問題をめぐる争点や論法と酷似していることが理

解できよう。、

　その後の経過は、久保舜一調査（1951年）などによって「学力低下」が客観的にも明白

になる中で、「基礎学力」の位置づけや意味内容が変化していく。「新教育」支持の立場に

たつ人々は、「読み・書き・算」の役割を射程に入れざるをえないことを認めつつも、そ

れらはめざすべき「問題解決学力（生きて働く学力）」にとってはあくまでも「基礎」に

過ぎないとの判断から、学力構造論を展開していく。この立場は、「三層（基礎課程、問

題解決課程、実践課程）」説（コア・カリキュラム連盟の提案）・にはじまり、次に見る広

岡亮蔵の学力モデルによってより洗練された提案となっていく（広岡、1953年）。

　一方、「新教育」批判の人々にとっては、「基礎」とはまさしく人格発達の基盤を意味し

ており、したがって「基礎」の対象は拡張されていく。国分一太郎は「基礎教育の防衛」

（前掲書所収）という論文において、「読み・書き・算」に加えて、「科学・文化の基礎知
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識」をあげ、城丸章夫は「それ自身が認識」であり「認識の概括」である「読み・書き・

算」を「狭義の基礎学力」としたうえで、国民的要求に支えられた教育内容（ミニマム・

エッセンシャルズ）を「広義の基礎学力」と規定したのである（城丸、1959年）。

1V　学力における「基礎」の意味

　以上のように展開された「基礎学力論争」を検討すると、「学力における基礎」につい

て、次の四つの解釈が生まれていたことがわかるだろう。

　（a）すべての学習の基礎となる3’R（読む、書く、計算する）としての基礎学力

　（b）それぞれの教科学習にとって基礎となる教育内容としての基礎学力

　（c）国民的教養の基礎として、少なくとも義務教育段階までに共通に獲得してほしい

　　　教育内容（ミニマム・エッセンシャルズ）としての基礎学力。

　（d）学力構造（知識・理解、問題解決学力、関心・態度など）における基礎部分とし

　　　ての基礎学力

　実のところ、このように林立する「基礎」に関する解釈の相違が、その後の学力研究や

学力論争に混乱を持ち込んだひとつの原因となっている。そこで、このような混乱や混同

を避けるために、ここではやや大胆に次のように整理してみたいと思う。すなわち、（a）

と（b）と（c）は学力の客体的で実体的な側面から、（d）は学力の主体的で機能的な側面

から「学力における基礎」を規定しようとしたものであると。

　このように整理すると、基礎学力研究は一方では「現代を生きるのに必要とされる教育

内容とは何か」という問いを立てることができる。この観点から、既存の教育内容を精選

するとともに、転換期に生きる子どもたちの人格の発達を促す新しい教育内容の創造も必

要となってくるだろう。しかしながら、このように教育内容を列挙するだけでは基礎学力

とはならない。基礎学力研究は、このように精選され、創造された教育内容がまさしく子

どもたちの中で「生きて働く学力」に転化する、、その「構造」を解明しなくてはならない

のである。

V　学カモデル研究の展開

　　　この「生きて働く学力」に転化する「構造」を解明する研究が、学力モデル研究であっ

　　て、広岡亮蔵の学力モデルはその先駆的な提案となった（広岡、1964年）。広岡は、まず

・　今後の望ましい学力の姿について、「高い科学的な学力を、しかも生きた発展的な学力を」

　　という形でまとめている。この表現には、戦後初期の学力論争に対する広岡の総括が凝縮

　　されている。すなわち、「高い科学的な学力を」とは、戦後のいわゆる「経験教育」が、

　　「主体的な知識を重んじるのあまり、知識の抽象性（概念）、知識の客観性（文化遺産）、

　知識の体系性（論理構造）の面が弱まってしまった」という反省の上に提起されたもので

　　ある。

　　他方、「生きた発展的な学力を」とは、この「経験教育」に対する批判を行った「科学

　主義教育」の問題性一「経験教育」が主張する知識の主体的把持、行為的知性などの積極

　面をも全面否定した点一を念頭において提起されたもので、「生きた学力とは、習得した
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知識（技術）が、内的には主体化されて身についたものとなり、外的には応用力ないし適

用力を帯びたものとなっていること」と規定されている。そして、「態度主義の問題解決

学習」と「知識主義の系統学習」との両者の弱点と積極性を踏まえて、基本的には「知識

層と態度層の二重層でもって学力構造をとらえること」（知識層はさらに外層と中層に分

化されるが）が提唱された。

　この広岡モデルは、戦後初期の学力論争をバランスよく整理した点において、また教師

たちが自生的に持っていた望ましい学力像をうまく説明した点において、たしかに説得力

ある提起となった。しかしながら、広岡モデルのまさしく中心課題である、「高い科学的

な学力」と「生きた発展的な学力」との関係、「知識層」と「態度層」との関係、さらに

門衛すれば「学力（わかる力）」と「人格（生きる力）」との関係構造に対して、批判が加

えられるようになる。それは、端的に言えば、両者を意識活動において「同根」とみるの

でなく、「異根」とみなし、結局のところ「態度主義」に陥るのではないかという批判で

あった（上田、中内、1964年）。たとえば、広岡が「態度は、知識のいわば背後にあって、

知識を成り立たせ、知識を支えている力」と説明する時、たとえ知識と態度の不離一体が

主張されても、「科学」や「芸術」の持つ陶冶力を過小評価して、「科学」や「芸術」にと

って外在的で、したがって非合理的な「態度」（単なる心構え）を学習主体に直接的に持

ち込むことになるのではないかと危惧されたのである。

　このような学力における「態度主義」とは何かという問いは、文部省による全国学力テ

ストの実施という緊迫した情勢（1961年度から1964年度にわたり中学2・3年生対象に、悉

皆調査）を背景として、この当時の学力研究の焦点となっていたものである。勝田守一の

「計測可能」学力の提起（1962年）＼それを前後する大槻健と上田薫との「態度主義論争」

（1962年）は、このような背景を無視しては理解できないものである。しかしながら、学

力研究において「態度主義」を批判することに急な余り、学力モデルにおいて態度をいか

に位置づけるのかという課題は残されたと言えよう。（なお、勝田守一の「計測可能」学

力の解釈をめぐっては、1975年の鈴木秀一，・藤岡信勝1と坂元忠芳との論争において争点の

ひとつになった。また、大槻健と上田薫との「態度主義論争」については、汐見が今日的

な視点から再解釈を試みている一汐見、1997年）。

　この教育内容が「生きて働く学力」に転化する「構造」’を解明する際に、広岡の問題意

識を継承しつつ、しかも「態度主義」を回避する学力モデルを提案したのが中内敏夫であ

る（中内、1998年所収）。それは次のように説明される。「生き方、思考力、態度など、人

格価値に属するものの到達目標論的な形態とはなにか。わたくしは科学的概念や各種の芸

術的形象、そして方法や知識など到達目標の内容をなしているものが学習主体によって十

分にこなされた形態、つまりその習熟レベルがそれであると考える。このように、人格価

値を認識価値と並置させず後者の側から一元的にとらえていくと、人格価値に属するもの

を到達目標のかたち（その一種）であらわすことができるようになるからだ」。すなわち、

従来から「態度」と言われているものは、「習得」した教育内容が主体によって十分にこ

なされ、「習熟」した様相を示すものと捉えられたのである。まさしく、「十分に『わかる

力』が『生きる力』である」（『現代教育科学』1983年9月）と喝破した。（なお、その後の

学力モデルの展開については、田中、1993年を参照されたい）。
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V［　「新学力」観と関心・意欲・態度の問題

　ところで、1970年代初頭に顕在化した「落ちこぼれ・落ちこぼし」問題の原因として、

「現代化」学習指導要領（1968年改訂）の高度で過密な教育内容と詰め込み教育が問題点

として指摘された。また、国際教育到達度評価学会（IEA）による国際学力比較調査の

結果として、日本の子どもたちは「世界一」を誇る学力水準を持っているにもかかわらず、

学習意欲の面では深刻な問題を持っていることが明らかになった。たとえば、日本の子ど

もたちは、「数学の勉強に時間を取られるのはいやで、できることならこれ以上数学を習

いたく思わない」「数学の問題を解いている時は、いつも気が落ち着かず楽しくない」「数

学の体系は固定して変化に乏しい」「将来、数学に関する仕事をしたいとは思わず、数学

は日常生活に役立たない」などという否定的な反応を示したのである。

　このような問題状況を踏まえて、それ以降の教育課程政策は「ゆとり」（1977年改訂）

「新学力」観（1989年改訂）そして「総合的学習」の提案（1998年改訂）と、パラダイムを

シフトさせていく。よく使われる比喩を用いるとするならば、系統学習に振れていた「振

り子」が、再度問題解決学習に振りもどされていくかのようである。とりわけ、「新学力」

観は、指導要録における「観点別学習状況」における「関心・意欲・態度」項目の優位と

それに対する「絶対評価」の採用をともなって、教育現場に強力に浸透していくことにな

る。

　もとより、「関心・意欲・態度」を重視したことをもって、「態度主義」と批判すること

は早計である。先述した学力モデル研究の成果を踏まえるならば、「関心や意欲は、育て

あげなければ子どもの内に根づかないもの、したがって、どのような『知識・理解』に支

えられ、どのような『思考・判断』を経るかによって、育成が左右される」（片上、1991

年）と把握することによって、まさしく「生きて働く学力」の形成が展望できるのである。

しかしながら、「新学力」観が登場したとき、「詰め込み教育」批判という本来は教育方法

上の問題点が拡大解釈されて、教育内容としての知識・理解の意義までも軽視する傾向が

生じ、そのことが今日の「学力低下」問題の一因となっていることは否定できない事実で

あろう。

　この点に連関して言えば、新学習指導要領において「総合的学習」が提案されて以降、

教科学習こそ詰め込み教育の元凶であったと論難する一方で、方法知を学ぶ「総合的学習」

の優位が説かれ、教科学習の「総合的学習」化こそがこれからの方向であるという主張を

散見する。しかし、従来の教科学習に弱点があったとしても、詰め込み教育の全責任を教

科学習に負わすことには無理がある。また、内容知は教科学習で、方法知は「総合的学習」

で身につけるとする論法も事態を単純化したものであって、むしろ内容知と方法知の組み

合わせの質が教科学習と「総合的学習」では異なると考えるべきだろう。

V江新しい学力像の探究にむけて

　戦後の学力研究においては「基礎学力論争」以来、教科学習と「総合的学習」は相互排

除する関係とみなされてきた。しかしながら、現在の「学力低下」問題の根底には、子ど

もたちの「知の営み離れ」というより深刻な問題状況が存在しており、それを克服するた
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めには教科学習を改善するのみならず、学習における自己決定や自己効力感を促進する総

合学習が必要とされている。そして、両者は対立するのではなく、総合学習が質的に高度

な探究活動を行うためには、教科学習の支えが必要であり、教科学習もまた総合学習から

生まれる問題意識に触発されて活性化していくという相互補完的な関係の構築が求められ

ている。つまり、二つの異なる質を統合した学力がとりわけ今日の学校教育では求められ

ていると考えるのが筆者の主張である。したがって、この立場からは、教科学習の「総合

的学習」化はもちろん、「総合的学習」の教科学習化も批判の対象となる。

　先の中内モデルは、教科学習の領域において妥当性の高いものである。すなわち、その

モデルは、教師による系統的な指導性を前提として、子どもたちがある知識や概念とそれ

にともなう方法論を自らの生活知や経験知との葛藤を経て「習得」し、さらにはそれを応

用場面に適応することで「学び直し」や「わかり直し」を行いつつ「習熟」していぐとい

う学習のプロセスを写しとったものである。それに対して、現在提起されている「総合的

学習」は、子どもたちの生活文脈から立ち現れてくる総合的なテーマに対して、教師と子

どもたちがある意味では「横並び」の関係を取りつつ、探究活動を行おうとするものであ

る。

　学力の質に着目するならば、「learn　（習得的な学び）」と「research（研究的な学び）」

を区別し、教科学習は「learnからresearch」へと展開していくのに対して、総合学習は

「researchから1earn」をとらえ直すことであると理解してよいであろう。市川伸一も前者

を「基礎から積み上げる学び」、後者を「基礎に降りていく学び」と区別した上で、両者

を相互補完の関係としてとらえている（市川、1999年）。ちなみに、このような質の異な

る学力が存在することは、それこそ古くは孔子の『論語』にある「学びて思はざれば則ち

岡（くら）し、思ひて学ばざれば則ち殆（あやう）し」という言葉にも示されており、

「学びて思う」学力と「思ひて学ぶ」学力を区別した上で両者の相互還流の必要性を指摘

していると考えてよいだろう。すると、この両者を包含する学力像はいかに構想されるの

であろうか。

　ここでは、この新しい学力像を構想す筍際に必要とされている観点を「参加すること」

「表現すること」「自己評価すること」の三点から明らかにしておきたい。

　「子どもの権利条約」が批准・発効されて以降、「子どもの保護」、「権利の供与」とと

もに、権利実現の過程に子ども自身が「参加すること（Participation）」が強調されるよう

になっている。この点について、藤田昌士は「子どもの学校参加」（「生活指導』1995年2

月号）という論文において、「子どもの学校参加」とは、「子どもが必要な情報を得ること

を前提としながら、学校の管理運営の過程、さらにいうならば学校の意思決定の過程に参

加すること」であると規定している。そして、その意義について、子どもを指導のたんな

る対象とするのではなく、教育過程それ自体を構成する参加者、協力者と位置づけるとと

もに、その参加を通じて権利行使能力の育成をはかるものであると述べている。

　もちろん、そうは言っても、子どもたちが具体的にはどのような領域（学校の管理・運

営、教科指導、教科外指導など）に参加するのか、またどの程度参加するのかについては

慎重な検討が必要となる。子どもたちの参加の程度については、先の藤田論文では、「関

与」と「共同決定」の二つを区別している。「関与」とは子どもだちの意見を反映するが、

最終決定は教師が行うもの、「共同決定」は文字通り教師と子どもたちが協議して決定す
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ることとされ、参加する領域や内容、子どもの発達段階に応じて区別されなくてはならな

いとされている。

　その際、授業場面における参加について、子安潤は「「学び」の学校』（ミネルヴァ書房、

1999年）において、教科内容の基本的な枠組みといった社会的決定に属することは「関与」

という参加であり、下位の教科内容をどのような教材でどのような方法で学ぶのかについ

ては「共同決定」という参加が可能であるとしている。その例として、「家族問題」や

「性と世代交代」のレベルは教師が基本的に決定するが、「夫婦別姓」「シングル」「同性婚」

などのレベルは「共同決定」を行っている吉田和子の実践を引いている。この子安の提案

は、授業への参加をたんなる授業形態のひとつと考えるのではなく、その内実にわたって

の参加のあり方を明らかにした点で、興味深い。

　次に、「表現」とは、自分の考え方や感じ方といった内面の精神状況を身振りや動作や

絵画や言語などの媒体を通じて外面に表出すること、またはそのように表出されたものを

いう。現在の学力形成に求められている、主体的に、五感を通じて、集団で学ぶというこ

とは、子どもたちにいかなる表現を呼び起こし（または期待し）、どのような表現の媒体

を通じて表出させようとしているのか。さらには、それらの表現されたものがいかに活用

されるのか。

　たとえば評価方法のひとつとして「慰問法」がある。「4×8ニ32となるようなお話をつ

くってください」というものである。今までは子どもたちは与えられた問題をひたすら解

く立場であったものが、問題を表現するという立場にたつことで、自分たちの「生活知」

を活性化させる意欲を喚起される。そして、乗法にかかわるさまざまなエピソードやイメ

ージを想起しつつ、ストーリーを紡ぎ出そうとするだろう。

　そして、子どもたちによって作問（表現）された「作品（work）」群には、それこそさ

まざま乗法の意味理解（またはつまずき）が映し出されることだろう。もちろん、この表

現方法としては文章表現のみならず、図示や描画といった方法も場合によっては認められ

てよい。もっと積極的にいえば、どのような表現媒体を選択するのかの判断を子どもたち

に委ねることも考えてよいだろう。そして、このようにして生み出された「作品」群をク

ラスに提示することによって、子どもたちは自分とは異なるさまざまな考え方に驚きつつ、

あらためて自分が持っていた乗法の意味理解を吟味（「異化効果」）することになる。この

ように「表現すること」を授業に意識的に組み込むことによって、子どもが「参加」する

授業のあり方がさらに豊かになってくるだろう。

　この「表現すること」を教育実践の核心に位置づける典型例として注目を浴びているフ

レネ（Freinet，C）教育を、佐藤広和の『生活表現と個性化教育』（青木書店、1995年）を

参考にして紹介しておきたい。フレネ教育のもっとも重要な方法は、子どもが書きたい時

に思いついたテーマを表現する「自由テキスト」を印刷して生活勉強の学習材とする学校

印刷機の実践である。この「自由テキスト」は日本の伝統的な教育方法である「生活綴方」

と通底しているものであって、子どもたちの自由な表現を尊重する。

　その際、興味深いのは、これらの「自由テキスト」から選択して印刷に付される一編を

選ぶ時に、教師と子どもたちが同じく一票を投じることである。このような仕掛けは、教

師と同等の選択権を与えられた子どもたちが、「自由テキスト」に表現されるさまざまな

生活事象に自由にそして責任を持ってアプローチしていくことを可能にしている。また、
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教師たちも自らの「権威」で選択することは許されないことから、自分の見解を子どもた

ちに説得的に提示することが必要とされる。まさしく、表現を中心として集団で学ぶこと

と参加することが統一して追求されようとする実践なのである。

　三つ目に、「自己評価」とは、子どもたちが自分で自分の人となりや学習の状態を評価

し、それによって得た情報によって自分を確認し今後の学習や行動を調整することである。

自己評価能力は、メタ認知とかモニタリングとも言われる。この自己評価能力の形成が、

今日の教育状況の中で着目されている

　その理由のひとつは、子どもたちは常に排他的な競争の渦の中に巻き込まれて、「やっ

てもやってもお前はまだ不十分だ」「おまえは努力しないと置いていかれるぞ」という強

迫概念に責め立てられているからである。つまり自信のない子どもたちが多く生み出され

ている。この事態の解決には、子どもたち自らが自分の値打ちを発見し、その歩みを確認

できる「自分さがし」や「自己決定」を行なう指導場面が必要となっているのである。

　さらには、情報社会の進展と生涯学習社会の到来の中で、以前にも増してますます学校

において自己学習能力の形成が求められるようになっている。学校の卒業イコ「ル学習か

らの解放ではなくて、生涯にわたって学習を行なうことでより豊かな人生を設計できる可

能性が拓かれてきた時代であり、その中であらためて学校での学習のあり方も問われてい

る。言うまでもなく、自己学習能力は自己評価能力に裏打ちされない限り、十全に機能す

ることはできないのである。

　そして、このような自己評価を促す評価方法として、ポートフォリオ評価法（Portfolio

assessment）が注目されている。学習のプロセスで生み出されるさまざまな「作品」を蓄

積しつつ、教師や仲間たちが参加する「検討会（カンファレンス）」の場面では集中的に

自己評価が促される。そして、まさにこのフ．競争スのなかで自己評価能力が着実に形成さ

れているのである。このようにポートフォリオを活用することによって、教師は学習のプ

ロセスに即して多面的に子どもたちの学力を評価できるとともに、子どもたちも評価行為

に参加することによって文字通り自らを自己評価の主体として自覚するようになるのであ

る。学力研究は新たな地平を拓く段階に入ったのである。
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1970年代における新自由主義教育言説の萌芽

一藤岡信勝の学力論を中心にして一

小国喜弘（東京都立大学）

　本稿は、1970年代における藤岡信勝の学力論を分析の対象とし、そこに1990年代半ば以

降の藤岡の立場との連続性を読みとることを通して、日本の教育言説における新自由主義

的な思潮がどのように登場したのか、その一類型を理解することを目指している。

　近代の教育言説において、学力論はしばしば教育を政治問題化する際の表徴として用い

られてきた。よって学力は明治時代以降常に「学力低下」問題として論じられ1、論者が

望ましいと考える改革への支持を取り付けるために利用されることになったのである。本

稿で取り上げる1970年代は、1945年を画期とする戦後日本において、1940年代末葉から50

年代にかけて、1960年代初めに次いで三度目に学力が社会問題化された時期にあたってい

る2。学力が関心を集めるようになったきっかけは1971年6月全国教育研究所連盟が教師に

対するアンケート調査の結果公表を行ったことにあった。このアンケートは全国の小中学

校の教師や指導主事を対象に行ったもので到り、小中学生の半数の子どもが授業を理解し

ていない現状を浮き彫りにして「学力低下」に関する人々の危機意識を煽ることになった。

アンケートを行った全国教育研究所連盟は全国の公立教育研究所が加盟する団体で、同ア

ンケートでは「日本の教育は危機に面している」「量から質への重大な転換期だ」という

言葉が何度か繰り返されている3。その調査結果は、教育の行き詰まりを強調し教育の複

線化を打ち出した中教審答申の妥当性を統計によってあとづける役割を果たしていたので

ある。

　このような動向に敏感に反応し独自の学力論を提唱したのが当時日本教職員組合の国民

教育研究所に勤めていた坂元忠芳であった。文部省が学力低下問題を教育の複線化の根拠

として利用しようとしたのに対して、坂元は同じ問題をむしろそのような複線化に対抗す

る言説を作り上げるために援用した。坂元は高度経済成長による地域の「生活破壊」が子

どもの「生きる力」を奪い、文部省の「差別・選抜の教育政策」が授業についていけない

子どもを大量に産み出していると考え、「地域生活の破壊、生存権の侵害、平和をおびや

かす事態にたいして、子どもが今日の社会を生きぬいていく教養の基礎」として学力を再

定義し、そのような学力を養成するために教育内容の「民主的・自主的編成運動」を展開

すべきだと主張した。「学力低下」をいかに意味づけるか、さらにはそもそも「低下」し

たという「学力」をどう定義するかは、いかなる教育政策を理想とするかをめぐる政治で

あった。

1例えば明治時代における学力低下問題について、岩田一正「『万朝報』「小学校教師の学力問

　題」に見る教師文化の構造」『東京大学大学院教育学研究科紀要』第38巻、1998年12月。を参照。

2汐見稔幸「『学力』を超える」岩川直樹・汐見稔幸編『「学力」を問う』、草土文化、2001年。

3　「朝日新聞』1971年6月3日朝刊、1面。『日本経済新聞』1971年6月7日朝刊、17面。
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　本稿が焦点をあてる藤岡信勝はそのような状況の中で教育学の論壇上に登場し、自らの

学力論を展開している。当時において「学力」が文部省によっても、それに対抗する民間

教育団体においても政治問題の表徴として利用されていたのだとしたら、藤岡は民間教育

団体の内部から、学力を政治問題として利用することを批判する言説を展開することにな

った。興味深いのはその言説の矛先は文部省ではなく民間教育団体の側に向けられ、その

反動性を指弾していったことである。藤岡の主張する学力論は、政治的立場やイデオロギ

ーを一切排除し「科学」的な教育内容がどれだけ子どもに獲得されたかを測定する指標と

して学力を定義しようとするものであった。一切の政治的立場を排除した科学は結局のと

ころ保守的な政治と親和性を持つことになるのだとしたら1970年代の藤岡は左翼陣営の内

部から左翼の論理を切り崩すような働きを自覚的であったか否かにはかかわらず果たして

いたことになるのではあるまいか。

　ところで1990年代以降の藤岡信勝による「新しい歴史教科書をつくる会」の活動をどの

ように理解すべきかをめぐってはこれまでにも大きく分けて二つの見解が提示されてき

た。すなわち1970年代から80年代を左翼系歴史学者として活動してきた藤岡が90年代に至

って新自由主義へと転向したとみなす議論に対して、佐藤学や川本隆史ら何人かの論者は、

むしろ戦後左翼のつくり出してきた言説がナショナリズムを暗黙の前提としてきたことを

問題としている4。筆者も網野善彦が藤岡らの「つくる会」の主張を戦後の国民的歴史学

運動の「鬼子」であると捉えていることをヒントとしで、1950年代の歴史学運動と歴史

教育との関連をナショナリズム批判の観点から論じたことがある6。

　本稿は、以上の視点に付け加えて、1970年代半ばに論文を執筆しはじめた藤岡の教授学

の言説自体にすでに1990年代の藤岡の所説の萌芽ともみられる特徴が認められるのではな

いかという第三の仮説を提出してみたい。ただしそのような作業は藤岡の人物研究を最終

の目的とするのではなく、藤岡に関する新しい理解を模索することを通して、教育の言説

空間における新自由主義の登場を再考することを目指している。すなわち従来の教育学の

学説史では、あくまでも政府や財界による教育政策転換の問題として新自由主義を論じて

きた傾向が強いが7、そこでは教育学者や教師の側にも政策転換を受容する基盤があらか

じあ形成されていた可能性が見落とされているように思われるのである。本稿ではそのよ

うな基盤の一端を教育内容の科学化の思潮の中に読みとる必要性を提起したい。

　以上のような問題意識の下、本稿では1970年半の学力論を代表するものとしてとらえら

れてきた、藤岡信勝と坂元忠芳をめぐる学力論争を取り上げる。この論争は、概略次のよ

4佐藤学「個の身体の記憶からの出発」小森陽一・高橋哲哉編『ナショナル・ヒストリーを超

　えて』、’東京大学出版会、1998年。川本隆史「民族・歴史・愛国心」同「ナショナル・ヒスト

　リーを超えて』、など。

5網野善彦「人類史的転換期のなかの歴史学と日本社会（下）」『神奈川評論』39号、2001年7月、

　137頁。

6　拙稿「国民的歴史学運動における『国民』化の位相一加藤文三『石間をわるしぶき』を手が

　かりとして一」東京都立大学『人文学報』326号、2002年3月刊行予定。

7　たとえば児美川孝一郎『新自由主義と教育改革』、ふきのとう書房、2000年。
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うな形において行われることになった。すなわち口火を切ったのは藤岡信勝であり、藤岡

は「季刊　科学と思想』誌1975年春号において鈴木秀一との共著で「今日の学力論におけ

る二、三の問題一一坂元忠芳氏の学力論批判」を発表し、さらに同年8月には藤岡単独で

「『わかる力』は学力か」と題する論文を『現代教育科学』に執筆し、坂元忠芳の学力論へ

の批判を展開した。それに対して坂元が翌年の同誌に二回にわたって「今日の学力論争の

理論的前提をめぐって一鈴木・藤岡論文への反論（上・下）」と題した長文の反論を寄せ

たのである。一連のやりとりは論争と呼ぶにはやや盛り上がりに欠けた感もあるが、当時

の教育学者によって「学力論争」と呼ばれ、何人もの研究者によってリファーされること

になったのである8。以下では、藤岡信勝と坂元忠芳をめぐるこの「学力論争」を取り上

げ、両者の主張の違いに注目することを通して、1970年代の藤岡の主張の特質を明らかに

することを目指したい。

第一節　学力論争をめぐる政治化と脱政治化

①藤岡の学力論と態度主義批判

　藤岡信勝が学力を論じるにあたっての基本的な立場は自称「科学一元論」であった9。

すなわち教育内容の科学化・系統化を押し進める立場から、藤岡が学力に関する望ましい

定義と考えていたのは、次のようなものであった。

　成果が計測可能でだれにでもわかち伝えることができるよう組織された教育内容を、

学習して到達した能力

　藤岡によるこのような定義は、以下にみるような「態度主義」の学力論に対する批判と

して、「「態度』や「思考力』を学力の概念から排除し、学力に科学や技術などによる内容

的表現を与え」、「教育内容を『だれにでもわかち伝えることがでえきるよう組織』する課

題を教育学と教育実践に課」すためのものとして作成されていた10。

　ここで藤岡のいう「態度主義」は、「『態度』や『思考力』を学力の中心におこうとする

立場」であり11、1940年代後半にアメリカから移入された経験主義の教育を継承しようと

する人々の主張を批判するレッテルとして使用されている。藤岡はこのような「態度主義

8　たとえば、山田勉「学力形成と人格形成の関連一今日の学力論争の整理」『現代教育科学』

　1976年8月。長尾彰夫「教科研究の方法論についての一考察」『教育方法学研究』1巻、1976年

　3月。吉本均「学力論争」新堀通也編『現代教育の争点』1976年1月。汐見稔実「学力と人格」

　『国民教育』27号、1976年1月など。

9藤岡信勝「学力観の歴史的変遷」『児童心理』376号、1978年1月、41頁。

10鈴木秀一・藤岡信勝「今日の学力論における二、三の問題」94－95頁。

11鈴木秀一・藤岡信勝「今日の学力論における二、三の問題　　坂元忠芳氏の学力論批判」『季

　刊　科学と思想』16号、1975年4月、92頁。
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／

学力観」の「原型」を広岡亮蔵の学力論に見出している12。広岡の主張は、個別的能力

（語句の読みとわけ、四則計算など）・概括的能力（文章の読解、それぞれの時代構造な

ど）・行為的態度（科学的な態度、仮説し検証する態度など）の「三層」から学力を構造

化して捉えるものであり、その際広岡が教育内容に対する関心が薄く、「現在の指導要領

と教科書を肯定する立場」に立ってしまっていると藤岡は批判する。藤岡によれば、「教

科書教材のままですべての子どもの探究的な態度を育てることはできない相談」であり、

「結局ついていけるのは、教師の意図に忠実な少数の「できる子』だけ」になってしまう

のだ。藤岡が態度主義を問題にしたのは、「全国の小・中学生のうち授業がよくわからな

い、授業についていけないという子どもが半数以上にものぼる事実」の背後に態度主義が

あると考えているからであった。藤岡は言う。

　社会科を例にとれば「歴史的な見かた」を育てるにはほど遠い暗記知識のつめこみ教

科書と、「歴史的な見かたをしょうとする」という学力観がセットになって共存してい

る事態、それがわからない子を大量に再生産しているという状況を打破するためにこそ、

こうした構造を支え合理化している学力観を批判するのである13。

　藤岡は他の多くの左翼系教育学者と異なり、授業を理解し得ぬ子どもが「大量」に出現

することになった責任を文部省の能力主義政策に帰そうとはしなかった。そうではなく日

常的な教育実践を合理化している教育文化を問題にし、その教育文化を制度化している教

育学者の言説にメスを入れようとしたのである。藤岡の議論を再構成すれば、「現在の指

導要領と教科書を肯定する立場では、子どもの学習は無数の事実が立証しているようにつ

めこみとかラクタ知識の暗記勉強となるほかはない」のであるが14「態度主義」をとる教

育学者は「形成すべき学力の中心を人類が歴史的に蓄積してきた自然と社会に関する科学

的認識の成果や技術、芸術に求めず、文化遺産の内容とか力濠）りのない「態度』や『思考

力』を学力の中核にすえることによって、事実上教育内容の科学性を否定していく立場」

に立つため15、「指導要領と教科書を肯定する立場」と．「態度主…義」は共犯関係にあるとい

うことになるというのだ。

　藤岡の論理は往々にして論理的飛躍を含み、その論理的な甘さを「無数の事実が立証」

といった無根拠な断定的表現と「ガラクタ知識の暗記勉強」といった一見小気味いい中身

のない批判によって煙に巻く論法をとっている。1957年度以降の指導要領は事実上教育内

容の系統化・科学化に大きく踏み出しており、学力に態度を含めようとする新教育論者の

すべてが「指導要領と教科書を肯定する立場」に立つとは考えにくい。藤岡の主張の妥当

性はひとまず脇に置くとして、今注目してみたいのは彼が論敵を析出していく際の手法で

12藤岡信勝「『わかる力』は学力か」『現代教育科学』216号、18巻9号、1975年8月、24－26頁。

13藤岡信勝「『わかる力』は学力か」31頁。

14藤岡信勝「『わかる力』は学力か」30頁。

15鈴木秀一・藤岡信勝「今日の学力論における二、三の問題」93頁。
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ある。藤岡は彼が北海道大学において師事した船山謙次や鈴木秀一と異なり、文部省への

批判についてはあくまで抑制的であうた。むしろ彼は内部の敵、民間教育団体内部の敵を

執拗にあぶり出していく。以上で略述したように経験主義対系統主…義という1950年代以来

の対立の構図を利用し、経験主義論者を「態度主義学力観」の持ち主としてまず批判する。

そして今度は系統主義論者内部の敵を「かくされた態度主義」の名の下に隠れキリシタン

ばりに非難を浴びせていくのである。次に坂元への批判に即して詳しく見てみることにし

よう。

②坂元忠芳への批判

　坂元忠芳は、これまで藤岡が批判してきた新教育の擁護派ではなく、むしろ経験：主義に

基づく教育の構想を批判し、教育内容の科学化・系統化をソビエト心理学に依拠しつつ押

し進めるべきことを主張する立場に立っていた点で、少なくとも外から見るならば藤岡と

近い立場にあった。藤岡による坂元批判は、坂元の学力論が「かくされた態度主義」であ

るというレッテルを貼り付けるところがら始められる。藤岡は言う。

　広岡氏の学力論を公然たる態度主義と名付けるとすれば、坂元氏のそれは隠然たる、

かくされた態度主義とでもいうことができるであろう16。

　坂元の学力論の要諦は、「地域の生活の破壊が子どもの、人間としての生きる力を、心

身の両面にわたって破壊・衰弱させ、差別・選別の教育政策を集大成した中教審の教育改

革の推進（一九六九年）、そして新学習指導要領（一九六八年）にもとつく新教科書の採

用（一九七一年）ができない子ども、授業についていけない子どもを大量に生みだしてい

った」と現状を捉えた上で17、「今日、民主的・自主的編成運動めなかでっくりだされつつ

ある学力は、地域生活の破壊、生存権の侵害、平和をおびやかす事態にたいして、子ども

が今日の社会を生きぬいていく教養の基礎となるものでなかればならない」とし、学力を

「生きる力」と結びつきえるような「わかる力」として再定義する必要があるとするもの

であった。「生きる力」「わかる力」の内実はやや荘漠としているものの、その主張はいわ

ゆるオイルショック後に人々が近代の中で自明視してきた豊かさとは何だったのかを再考

し、今までの生き方や生活の質を問い直しはじめるなかで、学校で養成する「学力」の質

も改めて生の根本に立ち戻って考え直すべきであるとの問題関心に由来するものであった18。

藤岡の坂元への批判は、まさに坂元が生活に対するアクチュアルな問題関心を踏まえて学

力の概念を捉え直そうとする点にまさに向けられていた。やや長くなるが本稿にとって重

16藤岡信勝「『わかる力』は学力か」32頁。

17坂元忠芳『子どもの能力と学力』、青木書店、1976年、3頁。

18坂元忠芳「能力と学カー『わかる』ことについての覚書」『国民教育』15号、1973年1月、25

　頁。
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要な箇所であるために藤岡の論文からの引用をお読みいただきたい。

　坂元忠芳氏は「子どもがわからないのは、つめこみのせいだけではない。加えて環境

の破壊、地域の破壊のなかで、わかることの基礎である生き生きした生活が子どもから

うばわれているからである」といって、わからないことの責任を「生活」のせいにして

いる。この論理は、子どもにわからせるという教育の課題と、地域の変革や生活の防衛

という社会的政治的課題とを一体のものとして把握するという点で、いかにも革新的な

論理のようにみえる。だが、すじ道をたどっていけば、教師は環境破壊や地域破壊とた

たかわない限り子どもにわからせることはできないということになり、また子どもの側

からいえば生き生きした生活が回復されるまで『わかる授業』はおあずけということに

なる。今日の社会情勢のもとで、地域破壊や環境破壊のような大問題が一朝一夕に解決

されるとは思われない。坂元氏の見地は、「子どもにわかる授業を」という父母の切実

な願いに対し、端的にいって，「それは現在の自民党政府が倒れ、地域破壊などの問題が

解決されるまでは無理です」という回答をつきつけるようなものである19。

　藤岡の批判は明らかに錯誤を含んでいる。坂元忠芳は「地域破壊や環境破壊」が解決さ

れるまで「『わかる授業』はおあずけ」となることを主張したのではなく、生活の根幹が

脅かされつつある現状を踏まえて子どもにどのような学力を付けさせるべきなのかを考え

直す必要があると提言したのであった。ただし藤岡は坂元の主張を正しく理解し損なった

わけではなかったと思われる。むしろ次にみるように、藤岡が論難しているのは、坂元が

「イデオロギー」を教育学という「科学」に持ち込もうとする点にあった。藤岡は坂元忠

芳の議論に含まれる問題を論じる中で次のように述べている。

　独占が教育の中立性を侵害し、学校教育にイデオロギー教育を持ち込むのは、みずか

らの避けがたい矛盾のゆえにそうせざるをえないのである。このことは労働者階級と国

民が、これに対置するに別のイデオロギー教育をもってしなければならないことを意味

しない。逆に、あらゆるイデオロギー教育を排除し、どの子どもにもわかる真の科学教

育の内容と方法をつくりあげていくことこそ求められているのである2。。

　「真の科学教育」の成立のために「あらゆるイデオロギー教育を排除」すべきと考える

藤岡信勝にとって、国民教育研究所に勤務し「研究の方向を、教科書の内容を組み替え、

すべての子どもに『わかる授業』を保証するための大衆的な運動の発展と結びつけて、学

力の問題に焦点をすえた」坂元は格好の論敵であったろう。坂元による長文にわたる反論

の最大の力点もまた、藤岡の議論が「学力問題を社会問題としてもとらえようとしている

19藤岡信勝…「『わかる力』は学力か」37頁。

20鈴木秀一・藤岡信勝…「今日の学力論における二、三の問題」106－07頁。
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観点が全く抜けおちている」点に向けられていたのである21。

③市民社会の論理の破砕

　1970年代の藤岡が繰り返し主張したのは、教育内容の科学的な構成を追求することであ

り、そのために現実の政治的な関心を教育内容の構想に際して持ち込まないということで

あった。藤岡は船山謙次との共著論文の中の分担執筆部分において次のように述べている。

　私は、社会科学の論理は、即時的に政治的立場やイデオロギーと結びついているので

はなく、（また仮に現実の社会科学が多かれ少なかれそのような結びつきの中で存在す

るとしても）多くの人々が社会を科学的に探究し、分析・総合・抽象・一般化をくり返

して形成されてきた社会科学の概念はなによりもまず『科学』として位置づけられるべ

きだと思う。そうした社会科学的概念こそが、一定の教授方法さえ発見されれば、結局

のところ子どもにも最もわかりやすい論理なのだ22。

　藤岡のいう科学は、科学それ自身の厳密な論理において一貫性が担保されていた。故に

「政治」　や「イデオロギー」といった爽雑物を差し挟むべきではない、科学の論理のみに

導かれるものとして教育内容の系統性や教授方法を考案すべきだと藤岡は考えていたので

ある。

　以上のような藤岡の主張は、「科学」の厳密性を要求することを通して、やや熟さない

表現ながら、市民社会の論理から発する学校教育に対する構想や提言を遮断することに寄

与することとなった。ここで注目しておきたいのは、坂元に対する批判の論文は、北海道

大学における藤岡の指導教授鈴木秀一との共著として書かれていたが、「イデオロギー」

を教育に持ち込むことを忌避する点は、どうやら藤岡自身の主張であると思われる点であ

る。藤岡との共同論文において鈴木が分担したのが坂元批判に言及しない序章部分のみで

あったし、さらに鈴木は自身の著書のなかで、「教育内容の科学化・現代化」の取り組み

を政府による能力主義政策への「民主主義勢力」の抵抗運動として積極的に評価し、藤岡

のいう「イデオロギー」を教育に持ち込むことを肯定しているからである23。・これまでの

論述において、鈴木と藤岡との共同論文において主張された内容を「藤岡ら」とせず「藤

岡」一個人の陳述として扱ってきたのはそのためで菊る。また藤岡との共同論文を二本執

筆していた義父でもある船山謙次は、1960年代以降の学力低下問題について、「教育・教

師を管理体制下にしばりつけ、差別・選別の能力主義教育を強行した教育政策には眼をつ

むり、一方的に教師の責任　　もちろん教師にも無責任ではありえない一に帰しようと

21坂元忠芳「今日の学力論争の理論的前提をめぐって（下）一鈴木・藤岡論文への反論一」『季

　刊　思想と科学』20号、1976年4月、180頁。

22船山謙次・藤岡信勝「『つめこみ』を排したあとにくるもの」『現代教育科学』210号、18巻3

　号、1975年3月、15頁（藤岡執筆部分）。

23鈴木秀一『教育方法の思想と歴史』、青木書店、1978年、184－190頁。
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する本末転倒の論もある」と言及している24。だとすれば「教育政策には眼をつむり」、む

しろ教育学者の言説に「責任」を見いだす藤岡の議論も船山からすれば実は「本末転倒の

論」の内に含められるように思われるのだ。

　さらにいえば藤岡の学力に関する定義は藤岡が依拠していると主張した勝佃守一のそれ

とも異なっている。藤岡が典拠したのは、1962年の雑誌『教育』における誌上シンポジウ

ムにおける勝田の問題提起であった。勝田による学力の定義は、「成果が計測可能なよう

に組織された教育内容を、学習して到達した能力」とするものであった。このように勝田

が学力を定義したのは、勝田が藤岡のように教育内容の科学化をひたすら追求しようとし

たからではなく、むしろ文部省が学力テストを全国一斉に強制的に施行しようとする情勢

の中で、「学力をはかろうとする社会的要求」に対して一定の歯止めをかけようとする政

治的な判断に拠るものであった。すなわち勝田は、「学力が問題になっているのは、計測

や測定に関しているということを前提と」した上で、「計測は、どこまでも、人格から

個々の能力を切りはなしてあつかうという方法をもって行なわれる」べきだとの立場から、

能力の一部分として客観的な評価可能な部分として「学力」を措定し、「子どもの学習の

効果が計測可能なような手続きを用意できる範囲でまず学力というものを規定しよう」と

したのである。勝田の学力論は「独占の教育支配」を切り崩そうとする現実的関心からの

定義であったことから、本来計測不可能な音楽や図工の授業であっても「教師つまり評価

をするものが、教師として学習指導を意識化できることと、芸術の技術についてりっぱな

識見をもっている」場合には評価が可能となると述べるような柔軟さがそこには含まれて

いた25。藤岡は、勝田の学力論にあった柔軟さ、さらにその学力論を支えていた現実的政

治判断を切り捨てて、藤岡は勝田の定義を援用したのである。

　このような藤岡の定義に最も鋭い批判を浴びせかけたのは長尾彰夫であった。長尾は藤

岡の議論において「『計測可能』ということによって高められ、保障される「科学性』と

いうものが一際明らかにされて来ない」点に疑義を唱え、「質を問われることのない「技

術性」と「科学性」は「「あらゆるイデオロギー教育を排除』するという運動論的な視点

から最大限に価値づけられていく」のであり、結果的に「『技術主義』と『政治主義』の

短絡的な野合を生みだしていく以外の何ものでもない」と批判する26。確かに藤岡の議論

は、「イデオロギー」からの中立をうたうことを通して結果的に保守との親和性を発揮す

ることになるだろう。それはちょうど実証主義科学が価値中立をうたうことを通して保守

的な機能を果たすことになった過去を彷彿とさせる。

　翻って藤岡が坂元を批判した1975年に目を転じてみよう。杉山光信が『戦後日本のく市

民社会〉』の中で述べるところによれば、この年、総評系の組合が大規模なストライキを

試みて「完全な敗北」を喫して孤立化し、それ以降日本の労働組合運動は「ライト・ウィ

ングの路線」へと転換し、「一九八○年代にはネオ・リベラリズムの中曽根政権のもとで、

24船山謙次「戦後教育思想の基本的性格は何か」『現代教育科学』295号、1981年6月、52頁。

25勝…田守一「学力とはなにか　問題提起」『教育』1962年7月号、12－14頁。

26長尾彰夫「教科研究の方法論についての一考察」『教育方法学研究』1巻、1976年3月、6－7頁。
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臨時行政改革調査会を介して産業界とのネオ・ゴーポラティズム体制にはいりこむのに成

功する」ことになった27。杉山が言うように1960年代から70年代前半がいわば市民社会が

管理社会へと転生を遂げる「戦後社会の転換点」なのだとしたら、1970年代の藤岡信勝の

位置は、左翼が蓄積してきた市民社会の論理をその内部から突き崩そうとするところにそ

の独自性があったのである。

第二節　授業の自己管理技法としての教授学

　以上で検討した藤；岡の学力論は、教授学に関する彼の主張と対をなしていた。以下に見

るようなその独特な教授学理論を通して藤岡は、教育内容と方法を定式化し、最終的には

教師自身による日常の教育実践に対する自己管理とでもいうべき技法を確立しようとして

いたように思われる。

藤岡が考える教授学は、「授業の成否をきめる決定的なモメントを教育内容の科学性とそ

れに基づく教材の具体的展開であるととらえ」た上で、「教育内容を創造する立場を徹底

する」こと、すなわち「いつでも誰でも同じ過程を再現することができ、それによってそ

の良し悪しを確かめることができるような教授プログラムをつくりあげること」を目的と

するものであった28。

　少なくとも1970年代に学力論を論じていた当時の藤岡は、教育内容を「科学性」に基づ

いて組織することはすなわちそのまま授業における子どもと教師の具体的なやりとりの過

程をも定式化することにつながると考えていた。すなわち藤岡によれば、「クラスのすべ

ての子どもたちが好きになるような授業の内容と方法とをつくる」こと、「目指す概念と

法則をすべての子どもたちが使いこなせるようになる　　終末テストのクラス平均点は90

点になること」が理想であり、「以上のような授業が、特別のベテラン教師でなくても、

熱心な教師ならだれでもできるようないっさいの準備だてをする」という「高い目標を教

授学」が「共通にすえる」ことこそが重要なのであった29。

　第二に、そのようにして確定された「教育内容」をどれだけ有効に教授し得たのかを教

師がチェックする手段として「学力」の評価を使用することを藤岡は考えていた。

　すべての子どもに習得させることができるような指導体系があって、一部では現実に

そのようなことが実現されているのに、学力調査では全体として成績がわるいというよ

うな問題があるとしたら、それは教師の責任であり、さらには教育行政上その他の種々

の原因に帰すべきものであるだろう。このような文脈で調査がなされるなら、問題の解

27杉山光信『戦後日本のく市民社会〉』、みすず書房、2001年、152頁。

28藤岡信勝「僻地における社会科教育内容の研究・第一報一中学校社会科『産業革命』の授業

　（その1）一」『北海道大学僻地教育研究』23巻1号、1976年3月、15－16頁。

29船山謙次・藤岡信勝「戦後の教育改革　　（ロ）内容・方法の側面を中心に」『教育学研究』第

　37巻第3号、1970年9月、219－220頁（藤岡執筆部分）。
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決に向って原因の追求と責任の方向がはっきりしてくるだろう30。

　藤岡は、「教育行政上」の問題の可能性も示唆しつつも、最大の問題としてとらえてい

るのは「教師の責任」であった。教授学において開発され定式化された教育の内容と方法

を教師が遵守し効果的に駆使し得ているかどうかを検証する手段として、藤岡は子どもの

学力評価を行うべきであると考えていた。以上のような藤岡の教授学から導かれる理想的

な授業のイメージは、教育工学のそれに類似しているように思われる。藤岡は先の引用の

中でも教授学研究の目的を「教授プログラムをつくりあげること」であると述べていたこ

とからもうかがえるように、彼の構想する授業の発想の一端は教育工学に導かれていたと

思われるのである。日本に教育工学を紹介した西本三十二によれば、教育工学を支えてい

る発想は、プログラムの作成とその検証と標準化という三つの工程を通して「学習を自動

化する」ことに置かれていた31。藤岡の考える教育も教授学によるプログラムの作成、さ

らに学力評価によるプログラムの検証とプログラムの定式化に置かれていた点で、まさに

教育工学の発想と共通している。西本によれば、教育工学の発想には「学習効果をあげる

ためには、学習の目標に向って、小刻みに一段階ずつ、確実に登っていくことを原則」と

するスキナーに代表されるような「単線型プログラム」と、子どもの解答によって幾つか

1の学習の分肢を予め準備するクダウダーに代表される「枝分かれ式プログラム」との二つ

に区分し得るが32、藤岡の考える「教授プログラム」は「いつでも誰でも同じ過程を再現

することができ」ることを理想としていた点で単線的でありスキナー型の教育工学に近く、

教育工学の中でもより原理的なモデルに触発されていた。

　教育工学では「テーイチングマシン」が事実上教師役を務めるのであったが、藤岡のイ

メージの中では教師があたかも機械のように定められたプログラムの実行過程を受け持つ

ことになる。このような観点から藤岡の言説に強烈な批判を加えたのは、当時埼玉大学に

勤務していた足立自朗であった。足立自朗は、教育評価の言説の中に「科学性」の「外被」

をまといつつ工学的な最適化の思想が根深く浸透している教育学の現状に危惧を持ち、そ

の代表的議論として鈴木秀一と藤岡信勝の共同論文を挙げている。足立は藤岡らが学力の

「『評価可能性』について、『計測』の前提についてほとんど疑念をもたず、測定可能であ

ることが学力概念の成立要件の一つであると考える傾向」を批判し、このような思考スタ

イルに、「工場生産における品質管理の思想」を読みとっている。そして「高い測定精度、

製品の画一化、経済性、最適制御」といった「品質管理の思想」が「温室栽培や養鶏や養

豚事業を席巻した結果、人間が「自然』からどんなに手痛い報復を受ける破目に陥ったか、

われわれは知っている」と述べ、仮にその思想を「人格形成」に適用するならば、それは

「人間にとって致命的な結果を産出するであろう」と警鐘を鳴らしていた33。藤岡はこの足

30藤岡信勝「学力調査の方法と学力を考える視点」『現代教育科学』20巻9号、243号、1977年7

　月、10頁。

31西本三十二・西本洋一『教育工学』、紀伊国屋新書、1964年。

32西本三十二・西本洋一『教育工学』64頁。

33足立自朗「教育評価にかかわる若干の概念の検討」『教育学研究』43巻2号、1976年6月、28頁。
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立の批判について「拙論があたかも統計主義的な心理学への拝脆であるかのようにのべて

いるのは、まったくのマト外れ」と切り捨てている34。ただし足立の批判は藤岡が「統計

主義的な心理学への拝脆」を読みとったのではなく、工学的発想への「三三」を読みとっ

た点にあったのであり、藤岡の無批判こそ的を外していた。

　とはいえ藤岡が明示的に語るところによれば、彼は次の三点において教育工学に対して

否定的であったことを付け加えておく必要があるだろう。第一に「プログラム学習理論に

とってもっともいちじるしい特徴は、教育内容の科学性という側面が完全にぬけおち、テ

ィーチングマシンという機械装置がまずおしだされる」点、第二に「「操作主義』という

自己の哲学的見地に忠実に、目標とする行動がとれるよう学習者をいきなり訓練する道に

並進する」点、第三に「「自分のペースですすむ原理』、「能力に応じた学習』は、その主

観的意図は別として能力主義的教育政策のイデオロギーに有力な論拠を提供する」点であ

る35。

　しかし教育工学と藤岡の議論との重要な相違は、藤岡がいうように教育内容の「科学性」

を踏まえているかどうかにあるのではなかろう。西本三十二前掲書でも言及されているよ

うに、教育工学においても「学習を自動化するために、教科の内容を論理的根拠に基ずい

て選択し構成して、すぐれたプログラムをつくらなければならない」のであり36、その際、

教育内容の「科学性」を踏まえるかどうかはどれだけ「すぐれたプログラム」が出来得る

かの質を決定する要因に過ぎないからだ。むしろ重要な差異は、次の二点にあった。まず

第一に、教育工学においては研究者がプログラムを予め作成し、機械によってプログラム

が実行され、その際教師の存在は想定されていないか、もしくは機械の操作者として立ち

現れる。それに対して藤岡の議論では、教師は機械そのものとしてプログラムの実行が求

められるのであり、教師の人間性が奪われている点である。これは先に引用した足立自朗

がすでに批判していることであり、足立の発言を再び引用するならば、「生きた授業は切

捨てられ、プログラムの枠内に逼塞させられる。教師はプログラムの奴隷となり、教育機

器の代理物」となるのである。

　第二に、この点について足立は触れていないが、より重要な差異は教育工学ではプログ

ラムの作成者が研究者であるのに対して、藤岡が水道方式や仮説実験授業を理想と考えて

いたことからすれば藤岡の教授学理論の中ではプログラムの作成者は研究者と一部の教師

との共同作業であった点である。すなわち藤岡の議論において、教師はプログラムの作成

者であり、同時に自らの作成した、あるいは仲間の作成した単線的プログラムによって規

定され拘束される存在でもあるのだ。教育工学から藤岡の教授学へという展開における教

師の役割の変化は、われわれにフォーディズムからポストフォーディズムへ労働編成の転

換を彷彿とさせるものである。すなわち工程や商品の立案過程から労働者が排除されてい

34藤岡信勝「学力・評価研究の展望と課題」『現代教育科学』臨時増刊号20巻8号、242号、1977

　年6月、207頁。

35藤岡信勝「教育機器と教授過程論一プログラム学習理論批判の視点から」城丸章夫・大槻健

　編『講i座　日本の教育6　教育の過程と方法』、新日本出版社、1976年、268－274頁。

36西本三十二・西本洋一『教育工学』43頁。

一21一



たフォーディズムは、1970年代以降、トヨタ自動車のQCサークルに象徴されるような、

工程や商品の立案過程をも組み込んだ労働編制へと転換しはじめることになった。フォー

ディズムからポストフォーディズムへの転換を通して労働者は自主的に労働にコミットす

ることを迫られ、より深く労働過程へと取り込まれていったのだとすれば37、藤岡の提唱

する教授学においても、教師たちは自らが創案した授業過程をそのまま実現すること、効

率のよい授業を実現するために自らを最適化することが求められていたのである。

結びに代えて

　以上で検討してきたように、1970年代の藤岡信勝1の学力論は彼の教授学と一対のもので

あった。教授学研究において藤岡はどのような教師・子どもにも対応可能な教育内容とそ

れを教えるだめの方法を立案し、標準化することを目指していた。そして彼の学力論は、

教授学において立案された教育内容と方法の有効性を検証するための装置であった。この

ような主張を通して藤岡は、どこまで自覚的であったかは別として、左翼系の教育学者の

論理を使いつつ、左翼系の教育学者の発想をその内側から突き崩そうとしていた。すなわ

ち教育内容の科学化という大義を用いて、さらに科学は価値中立であるかのごときイメー

ジの下に、藤岡は一切の「政治的立場」や「イデオロギー」を教育内容から排除しようと

したのである。いかなる行為も何らかの政治性をはらまざるを得ないのであり、藤岡が

「政治的立場」を排除すべきと左翼国学者に迫ったことからすれば藤岡の主張は保守的な

立場と親和性を保っていたことになるだろう。そして政治的に中立を装われた教育内容と

それを教えるための方法を教師と教育学者が共同して立案し定型化し、その定型を全国の

教師に獲得させることが目指されていた。そのような定型は教師に押しつけられるのでは

なく、教育学者との協働の下で熱心な教師の自主的な努力によって開発され、そして全国

の教師に自主的に獲得されることが目指されていた。

　1968年以降ヨーロッパにおいて新自由主義が左翼の論理を体制内化して結果的に左翼運

動を突き崩すという「反革命」として成立したこと38、労働者の主体性が労働過程に必須

の要件として取り込まれていく中で成立したことからすれば39、1970年代の藤岡信勝は日

本の教育界においていち早く新自由主義的な言説を産出した人物として再評価する必要が

あるのではなかろうか。ただし藤岡が仮説実験授業を教授学研究の理想として繰り返し語

っていたように藤岡の言説は藤岡一個人の独創に拠るものではない。藤岡は1963年を画期

として注目していた40。この年教育科学研究会に教授学部会が結成され、また国語部会で、

は「かなもじ」の教え方の体系が作成され、この頃仮説実験授業も板倉聖宣によって骨格

が作られることになった。藤岡がこれらの取り組みを参考にしながら自己の言説を紡ぎ出

していったのだとしたら、我々は改めて1960年代以降の教育方法学の言説史をたどり直す

必要に迫られているといえるのではあるまいか。

37酒井隆史「自由論』、青土社、2001年。

38パウル・ヴィルノ「君は反革命をおぼえているか『現代思想』第25巻第5号、1997年5月。

39酒井隆史「：〈運動〉以降」．『現代思想』第25巻第5号、1997年5月。

40藤岡信勝「『授業づくりネットワーク』運動とは何か」（4）『現代教育科学』31巻8号、1988年8月。
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理科における新しい学力像と教科内容

堀 哲　夫（山梨大学）

はじめに

　近年、学力をめぐってさまざまな議論が展開されてきている。大学生でも小学校で学習

した分数ができない、新しい学習指導要領では学力の低下は火を見るより明らかである

等々、実ににぎやかになってきている。それは、とりもなおさず、これからのわれわれの

社会をになうであろう子どもに対する期待の大きさを示しているともいえるだろう。この

ような議論をみても明らかなように、前者はこれまで培われてきた学力を問題にしており、

後者はこれから培われるであろう学力を問題にしている。すなわち、過去と未来の学力を

議論しているのである。過去も未来も学力を議論するときに重要な論点であることに疑問

の余地はない。

　しかし、なによりも重要なことは、学力の現在を議論することではないだろうか。もう

少し詳しくいえば、学力の現在とは、今求められている学力像を明らかにし、それを授業

や学習においてどのように獲得させるのかに他ならない。これまでの議論に欠けていたと

思われるとりわけ重要な視点の一つは、どのようにして獲得させるのかという議論が十分

でなかったことではないだろうか。

　学力の形成は、ただ内容を増やしたり、時間数を増やせば解決できるのではない。求め

られる学力像を明らかにし、どのようにすればその学力が獲得されるのか、真剣に解明す

ることがなければ、いつまでたっても同じ議論が繰り返されることになるだろう。

　そこで、まずこれからの理科に求められている学力像を明らかにし、どのようにすれば

それが獲得されるのか、それをふまえるとこれからの教科理科としての内容は必要とされ

ているのかどうかを検討したい。

1．理科に求められる新しい学力像

　理科に求められている学力像は、一つの例としては、教育課程審議会の答申に述べられ

ているものをあげることができる。答申の中では、来るべき時代に生きる児童に求められ

る能力として、抽象的な言い方ではあるが「自ら学び自ら考える力」と「問題解決能力」　’

の育成を謳っている1）。

　この二つは、おそらく時代がどのように変化しようとも、総ての子どもにとって社会を

生きていく上で必須の能力であると考えられる。また、理科だけでなく、どの教科を通し

ても当てはまるといってよいだろう。

　ところで、「自ら学び自ら考える力」とは、教育の世界でこれまで言われてきた言葉に

言い換えると「メタ認知（metacognition）の能力」あるいは「認知的方略（cognitive

strategy）の能力」・に他ならない。メタ認知の能力とは、自らの思考についての思考がど

・のような状態であるのかを自分が確認し、適切な処置がとれることである。

　メタ認知と認知的方略は、ほぼ同義の言葉と見なしてよいと考えられる。わが国では、
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メタ認知という言葉が用いられることが多い。このような能力の育成は、教育における究

極の目的の一つといえる。それゆえ、いつの時代にも、文言を変えてこうした能力の育成

が謳われることになるのである。

2．理科の適切な学力を形成するための視点

　改めていうまでもなく、学力の問題は授業や学習と深く関わっている。適切な学力が形

成・獲得されるかどうかは、子ども一人ひとりのもつ可能性、つまり既有の知識や考えを

重視した授業や学習にある。その根底には、子どもの熱中する授業や学習が展開されるこ

とが重要な要件となる。その結果、「子どもが科学を創る」ということが可能になり適切

な学力が形成されていくのである。しかし、これだけでは抽象的で、その具体的中身およ

び過程が明らかになっていない。もう少し詳細に授業や学習と関わって適切な学力形成の

要因を検討してみたい。

（1）学習の目的意識の明確化，

　上で述べた「子どもが科学を創る」前提になるのは、学習に対する目的意識が明確にな

っている必要がある。学習に対する課題意識の明確化と言い換えることもできる。何を学

‘習しょうとするのか意識化が行われない限り、ただ時間を過ごしたことになってしまう。

これまで、いつの時代においても、授業においていかに目的意識を持たせるかは焦眉の課

題の一つであった。さまざまな方法が試みられているにも関わらず、多く場合、成功を収

めてきていない。

　学習者に学習目的を意識化させ明確化するための一つの方法は、一人ひとりのもつ既有

の知識や考えを明確化することである。そのため、学習者の既有の知識や考えが含まれて

いる調査問題を回答させ、理由も明記し、自分なりの仮説、予想、見通しなどをもたせる

ことである。自分の現在もっている知識や考えがあるのかないのか、またそれはどのよう

なものなのか、授業や学習においてもっと重要視される必要がある。

（2）実験課題の適切性

　次に重要になってくるのは、明確化した既有の知識や考えを理科で言えば実験などによ

って確かめさせることが必要になってくる。そのとき、次の点に考慮する必要がある。

　それは、学習者が熱中できる課題を選定することである。既有の知識や考えが確認でき

るものであれば何でもよいということではない。子どもが夢中になって取り組むことがで

きる条件を備えているものものが望ましいだろう。

　たとえば、現行中学校理科の中に「慣性」という内容がある。「慣性」の教材としてお

もりの両端に木綿糸を結び、その一端を固定して吊し、糸の下端を引き切る。弱い力で引

けばおもりより上の糸が切れ、強い力で引けば下端の糸が切れる。この課題を（1）で述

べたように、自分の跳鼠の知識や考えを明確にさせるという目的意識を持たせた上で、こ

の実験課題を与えるのである。わが国の中学校理科では、この実験課題はまったくといっ

てよいほど取り上げられていない。これを一人ひとりの生徒に実施させると夢中になって

取り組むという実態がある2）。
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　このことは、実験課題などを与えるときに、どんな教材が子どもを虜にするのか、十分

に検討する必要性を示している。これまで扱われてきたものが必ずしも最善なのではない。

難しい、あるいは易しすぎる、こんなものはこの学年に向くはずがない、などと考えられ

、ていた中に、子どもにぶつけてみると意外な反応を示すことがあるから、研究の余地が大

いに残されている。

（3）自由試行（messing　about）

　①既有の知識や考えを明確にした上で一人ひとりが十分に実験できる時間と場の設定

　子どもが熱中できる課題の選定の次は、それを十分に試行できる時間と場を与えること

である。できれば、一一人ひとり行うことが望ましい。つまり、自分が抱いた理由や予想

仮説の基に、それを実際に自分の手と目で確認してみるのである。よく自由試行と称して、

何の目的意識もないまま、ただ実験を行わせて課題をつかみ取らせようとする場面を見か

けるのだが、そのようなやり方では、たんなる遊びに過ぎない。自分の考えや知識が明確

になっている、つまり課題意識をもった上での自由試行が重要なのである。

　上で述べた条件設定の基に、（2）であげた「慣性」に関わるおもりを糸でつり下げた実

験を生徒に行わせたところ、クラス全員が夢中になって自由試行の中で自分の既有の知識

や考えをまず試行し、全員が自分の手と目でゆっくり引っ張ると上の糸が、素早く引っ張

ると下の糸が切れることを確認できるようになった。

　さらに、全員ではないのだが、新たな課題を自分で見つけ出し、それに挑戦する生徒も

出現したのである。新たな課題とは、「おもりの両端の糸を同時に切るにはどうしたらよ

いか」というものであった。これは、教師が与えたものではない。自由試行の中から、生

徒が自分の力で見いだした課題であった。ふつうの授業では、教師の意図する課題すら達

成できない現実から考えると、子どもが実験に熱中できる条件づくりがいかに大切である

か多言を要しないだろう。

　②自由試行と「足場づくり」

　ここで、自由試行と関わって「足場づくり（scaf耐ding）」の重要性について述べておき

たい。自由試行が大事であるからといって、．ただ行わせればよいというわけではないこと

はすでに指摘した。そこには教師の「課題への要求」と子ども自身が設定した「課題追究」

を通して子どもの「経験の広がりや深まり」が求められている。子どもの「課題への追究」

は、いわゆる最近接発達の領域の中で行われるとき、子どもが熱中するのである。これま

で述べてきた「慣性」の実験を例にとれば、「教師の援助による達成可能な課題」が両端

に糸のついたおもりを使った実験であり、その場を設定したことが「足場づくり」という

ことができる。このように見てくると、教師の「足場づくり」の基に行われる自由試行の

大切さが明確になってくる。

　さて、教育における「課題への要求の高まり」を縦軸にして、子どもの「経験の広がり

や深まり」を横軸にすると、最近接発達の領域は図1の灰色で示した部分になる。また、

このように表してみると、教師の援助なしでも達成可能な課題、いわゆる子どもの既有の

知識や考えは最近接発達の領域の下側になり、教師の「足場づくり」により達成可能な課

題は上に位置することになる3）。

　ここで、「足場づくり」とは、子どもが現在できる能力のレベルに応じて異なる構造の
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所与の問題解決に必要な情報や課題を与えることにより子どもの学習を支援する方略をい

う。したがって、どのような情報や課題を与えたらよいのかは、これまでに検討してきた

子どもの二二の知識や考えがきわめて重要な役割を果たしていることがわかるであろう。

課

題

へ

の

要

求

の

高

ま

り

「足場づくり」により

　達成可能な課題 ∵つ顕
描・』

　　㌧。・施欝・：油

経験の広がりと深まり

図1　最近接発達の領域と「足場作り」（一部修正）

（4）手応え、体感などにより学習内容のイメージを豊富にすることの重要性

　ところで、（3）で述べたことは、実験により手応えあるいは体感を持たせることにつな

がっている。中学校理科で扱われる「慣性」は、自動車の急発進・停車の場合に体感して

いるのだが、それが「慣性」だとは意識されていない。そこで、教室で実験可能な活動が

求められることになる。上で述べたおもりの両端に糸をつけて、その糸を切る実験は慣性

の手応えを感じさせることができる優れた教材といえる。

　実験を通して「慣性」の内容に関わる手応えを感じさせることは、概念のもつイメージ

を拡大、深化させる上できわめて重要な役割を果たしている。通常の授業では、「慣性」

の学習にわずか1、2時間しか当てることができないため、イメージを持たせることなど

ましてや実験を導入することなどとてもできない。そのため、「慣性とは、静止物体は静

止し続けようとするし、動いている物体は動き続けようとすることである。」と授業の始

めに説明することにどうしてもなってしまう。そこでは、「慣性」という概念の内包、つ

まりその意味していることがわからないままに、その用語を使いこなすことが求められる。

これでは、何もわからないまま、「慣性」をただ聞いて覚えることになるので、頭に入ら

ない子どもが当然多くなる。

　したがって、そのような状態では、学力として「慣性」が獲得されていないことになる。

身についてもいない「学力」を「剥離」として議論しているのが、今日の学力論争に見受

けられる。多くの場合、例としてあげた「慣性」のようにただ覚えさせられただけで、

「学力」となっていない。たとえ、「学力」となっていたとしても、その剥離がなぜおこる

のかといえば、手応えや体感を伴わない学習にその一因がある。もちろん、学習内容すべ

てに手応えや体感などを伴わせることには無理がある。可能な限り、それが体験できる教

材開発が求められている。
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（5）科学概念の意味の感得

　上述のことは、つまり科学概念の意味内容を感得することに他ならない。科学概念は外

延と内包をもっている。「慣性」に当てはめれば、外延が自動車や列車の急発進・停車に

おける人の体の動き、飛行機から物体を落下させたときの物体の動き、だるま落としを槌

で叩いたときの胴体部分の動きなどをさす。それは、金属の外延が金、銀、鉄などをさす

のと同様である。そして、「慣性」の場合の内包は、「静止物体は静止し続けようとするし、

動いている物体は動き続けようとする」という物体に共通する性質をさす。

　上の「慣性」のところであげた個別実験を行って、「糸を急に強く引っ張ると下の糸が

切れる」というのは内包の前段階を手応えとして感じていることになるのである。つまり、

「糸を急に強く引っ張ると下の糸が切れる」のはなぜかと考えながら実験を繰り返すこと

によって、それは「物体が静止続けようとする」からなのだと思い至るとき、それが内包

として獲得されたことになるのである。ただ、内包の前段階から内包へと至るのに、子ど

も一人では困難なことが多く、そこに教師の適切な支援、言い換えると思考を深める働き

かけともいえる助けが必要になってくる。そのため、内包の前段階で子どもが考えている

ことを教師が可能な限り深く知り、それを使って発問を通して内包へと至らしめるのであ

る。それは、自由試行の手応えをいかに表現させるかということに他ならない。

　このように概念、言い換えると用語の意味の理解は、概念の内包の前段階から内包、次

に外延へと展開されることが望ましい。ふつう行われている多くの授業はこの逆である。

（6）科学概念に共通する現象への発展

　科学概念の理解がさらに確かなものとなるには、その意味の感得だけに留まらず、他の

現象で思い当たることがないかという考えを駆使させることが重要になってくる。これは、

概念の外延を考えさせることに相当する。

　ふつうは、内包の前提から内包へと思いが至るとき、「ああ、あれと同じだ」というこ

とが出てくることが多い。「慣性」の実験でいえば、糸を強く急に何度引っ張っても下が

切れるのは、おもりが「そこを動こうとしない」、「居続けようとする」からであるという

のは、「エレベーターが上に上がったり下りたりするときに、身体が下に動いたり上に動

くような感じがするのと同じだ」と気づけば、’それは「慣性」が一般化された外延として

理解されるときなのである。ここであげた例は、両者が結びついていないように思われる

かもしれないのだが、実際に生徒の中から出てきた考えである。

　このように、内包の前提から内包に至るとき、同時に外延も感得されることが多い。こ

こまでくれば、他の事例をどんどんあげさせて、何がどう共通しているのか説明させれば

よい。理解を深めるには、実験まで行う必要はないのだが一つの事例だけでは不十分であ

る。多くの現象の中から事例をあげさせることが大切である。

　こうした科学概念に共通する現象をあげることができるようになれば、教師の「足場づ

くり」による支援を基にして「子どもが科学を創」りあげたということができる。

（7）目的意識の検証、確認の必要性

科学概念の外延が理解できたならば、次に行う必要があるのは、最初の目的意識が学習

によってどのようになったのかという検証、確認を行う必要がある。言い換えると、子ど
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もによる学習の変容の確認である。ここが「自ら学び自ら考える力」を育成するための重

要な要因の一つになる。

　では、どのようにしたらよいのか。最初の課題意識を明確化するときに用いた既有の知

識や考えを回答させた調査問題と同じものを学習前・後に回答させ、それを比較し何をど

のように考えたか、また感想などを書かせるという自己評価が考えられる41。この方法で

は、学習内容に関わる基礎・基本を学習塾・後に用い、それを比較させることにより「自

ら学び自ら考える力」を評価することになるので、今後求められる重要な学力であるメタ

認知の能力を調べることが可能になる。また、同じ問題を用いて比較するので、自己の変

容が可視的になり、さらに必ず学習による望ましい変容が見られるので、学習の意味を実

感することができるのである。ここでいう変容はもちろん目的意識も含まれている。

　これまで、自分が学習前に何を考え、それを前提にしてどのような目的意識を持ち、そ

れが学習によってどのように変容したのかという一連の流れのもとに学力形成が検討され

たことはなかった。学力調査の結果を基に、学力向上を意図して授業や学習を始めとする

何もかもが縦割りの独立した形で検討され望ましいと考えられることが行われたとして

も、実態は何も変わらない。一連のシステムとして捉えることが強く求められている。

3．これからの教科内容としての理科

　前章では、これからの理科に求められる学力像について「子どもが科学を創る授業」と

いう視点から検討した。そこでは、「理科」が存在するという前提での議論であった。ま

た取り上げた事例は、中学校理科の「慣性」であった。このとき、「慣性」はただ事例に

すぎないのであって、前章で述べた子どもが熱中する授業の条件はどの教科にも通じるこ

とであり、その学力像を作り上げる内容は理科でなくてもよいのではないか、という見方

もできる。

　そこで、本章では、前章で検討した望ましい学力像育成の内容は理科でなければならな

いのか、それとも理科でなくてもよいのか検討したい。

（1）日常的な現象理解としての理科の重要性

　さて、第2章では「慣性」を事例にして子どもが熱中する授業の条件を明らかにしてみ

たが、ここで問題になるのは次の二点である。

①「慣性」に関わる内容は必要か

　一つは、子どもが熱中できれば「慣性」でなくてもよいかどうかという問題である。つ

まり教育内容として「慣性」、もっと一般化すれば自然あるいは自然科学に関わる事象が

必要かどうかである。すでに述べたように、「慣性」というのはわれわれが日常生活をし

ていく上で、自然界に存在している物体を支配している性質の一つである。この性質の学

習は、現行学習指導要領では理科をおいて他にはない。’

　われわれは日常生活において「慣性」を知らなくても何事もなく過ごすことができる。

しかし、そのように考えればほとんどの教科の内容が消滅することになる。「自動車の急

停車・発進のときの身体の動き」、「自動車が走る、止まる」、「エレベーターの上昇・下降

のときの身体の動き」など、日常生活で「慣性」と関わる内容はきわめて多い。このよう
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な内容が学校教育の中で全く扱われないのは、人間が本来持っている「なぜ」、「どうして」

という知的好奇心を満たすことができなくなることを意味している。

　さらに、身の回りでおこる災害などの原因やその対策を考えるときに日常的な現象がど

のような仕組みでおこるのかについて、総ての人に高度な知識や考えが必要とされなくて

も、基礎的なことは大半の人が理解している必要があると思われる。このことは、「慣性」

を「遺伝子」とか「イオン」などに置き換えて考えてみるとはっきりするだろう。

　「遺伝子」などに関する知識は、これからの社会に生きるわれわれにとって必須の知識

となることは間違いない。病気にかかって「遺伝子」に関わる治療を受けるかどうか自ら

判断する必要に迫られたとき、それに関する知識や考えを全く持たないで、専門家任せに

するということは、決して望ましい選択とはいえない。現代社会では、科学・技術時代を

生きる作法が必要とされており、そのためには、「慣性」、さらに一般化して科学に関わる

基本的知識や考えは誰にとっても必須といえるだろう。

　②「自然」と「科学」の関係の関わり合いの認識は必要か

　先に指摘した科学・技術時代を生きるわれわれに必要とされている作法の一つとして、

「自然」と「科学」の関係の関わり合いの認識があげられる。これが問題となる背景には、

いうまでもなく今日の錯綜化した環境問題がある。科学・技術と社会の関わりについては、

次節で検討することにしたいが、ここでは、「自然」と「科学」の関わり合いを認識する

必要性の是非について検討する。

　「自然」と「科学」は、学校教育においてふだんあまり意識されることはない。しかし、

これからはわれわれの身の回りが「自然」と「科学」のどちらに関わりがあるのか、誰も

が深く認識しておかなければならない時代を迎えていると言えるだろう。なぜならば、最

近は少なくなったのかもしれないのだが、「科学」はすべてが正しくて万能であり「自然」

をいかようにでも作りかえることができる、という不適切な認識がともすると共通認識に

なりがちだからである。

　言うまでもなく、「科学」そのものは「自然」ではない。「科学」は人間が作ったもので

ある。「科学」が扱っている相手は「自然」であって、それは人間が作ったものではない。

そして、「科学は、なにかが「正しい』かどうかを教えるわけではない。……この世であ

るていど確実なこととはなにか、ただそれだけを教えてくれるもの」なのである。また、

「本当の科学とは、「自然を相手に考えること』」‘）である。つまり、「科学」から「自然」

へ、「自然」から「科学」へ、という双方向性の対話を失わないことである。このように、

「自然」と「科学」の関係と「科学」の性格を適切に捉えておかないと、「科学」万能主義

に陥ってしまうことになるだろう。

　上で述べたことは、直接学校教育の理科で扱う必要はないが、理科がこうした背景を基

本的な考え方としてもっていることは重要であると考えられる。

（2）これからの社会と科学・技術と理科

　ところで、「自然」、「科学」との関係を考えるとき、この両者は、「社会」および「技術」

という枠組みとも深く関わっている。「科学」、「技術」、「社会」が「環境」、「子ども」と

どう関わっているのかを示したのが図2である。
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図2　「科学」および「技術」、「社会」と「環境」および「子ども」の関わり

　この図は、「科学」が自然の環境と、「技術」が人工的に作られた環境と、「社会」が社

会を取り巻く環境と深い関わりをもち、かつその中に子ども（人間）が相互に影響を受け

ながら存在していることを示している。　こうした図により、われわれはこれらの構成要

因から逃れて生きることはできないし、その中で生きていくためにはそれらの要因に関わ

る基礎的な知識や考えを持つ必要があることを示している。この状況は、現在も未来も変

わることはない。

　それゆえ、科学や技術に関わる内容は、たとえ「理科」という教科でなくても、なんら

かの形でこれからの社会を生きる人間にとって必須といえるだろう。・

おわりに

　本稿では、適切な理科の学力を形成するために、授業改善が重要であることを指摘し、

子どもが熱中できる授業の要因を検討した。さらに、教育内容としての理科の必要性の有

無を検討した。今後、どのような理科的内容をどのような教科の構想のもとに位置づける

か、今後の課題として残されている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（註）

（1）この具体的内容については、下記の文献を参照されたい。

　堀　哲夫「理科学習の意味を自覚できる『学び』の構築」日本学術会議教科教育学研究連絡委員会編集

　　『新しい「学びの様式」と教科の役割』東洋館出版社、pp．41－48、2001

（2）堀　哲夫・幡野　順「『慣性』概念形成のための理科授業の条件」未発表
（3）A【sop，　S．＆Hicks，　K，τ6αc厩85c伽。θ，　Kogan　Page，　p．50，2001，

（4）堀　哲夫「理科における新しい評価の理論と方法」田中耕治編著『新しい評価の理論と方法』日本標準、

　印刷中，
（5）養老孟司「理科」『中学生の教科書一死を想え』四谷ランド、pp．139－159、1999
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美術科における新しい学力像と教科構想

一視覚性と美術教育の課題一

上　田　博　之（京都教育大学）

はじめに

　全人間的豊かさを求めて、新たな知の枠組みの構築が求められている。美的な創像力と

美術を深く理解し、表現できる能力をしっかり身につけることは、人間として不可欠の事

である。そのためには基礎を発達に即し課題との対応において、どのような筋道を通して

計画・発展的に教育し育成していくのか、明らかにしなければならないのである。とのこ

とは美術と教育との関係、美術教育と教科としての美術科教育との相互関係とそれぞれの

持つ特性について明確にすることでもある。美術の表現や鑑賞能力の分析は科学以上の困

難に満ちていることは否定できないが、始めから全一のものである他はないとして、要素

に分けることが不可能であるとするなら、美術を研究したり、教えること自体不可能にな

ってしまう。

　美術教育は自由な人間性をその基盤としている。同時にまた自由な人間性の開発をめざ

している。私達は自から生きていることは知っているが、自己の生命をひとつのものとし

て取り出し得ないように、人間性をこのようなものだと把握することはできない。人間は

生きている中で、行為的にこれを内観しながら自覚するほかないのである。目に見える色

や形の美を意識することは、自己の本来的な生命を自覚することである。その自覚をもた

らす色や形を技術的に作り出すことが美術の制作であるから、美は本来的人間生命の視覚

的直接表現なのである。美術教育は自発的な創造力の上に成り立つものであり、創造力そ

のものを教育できないのと同様、美と美術教育の間にはもともと二律背反的な矛盾をもっ

ているのである。

　また美術教育は情報社会の中で、視覚に訴えるいわゆるノンバーバルコミュニケーショ

ンによる情報伝達教育にも関わりをもつ。色や形を作り出す技術や知識だけでなく判断力

や形象的思考力、応用力を備え、その根底には豊かな人間性が求められる。

美術教育がすべての人々の持つ創造性や造形性を培うことをめざし、美術科こそ人間形成

に欠くことのできない教科として、これまで多くの貴重な指導実践を蓄積してきた。しか

し今日周囲の状況からして、教科の独自性や美術とその教育の関係については課題も決し

て少なくない。美術教育における学力像と教科構造を明確にするために、第一次報告1）と

も関わって美的直観活動と美術教育の意義・特性、視覚性やその教育の独自性を検討しな

がら、今後の教科構想の一助としたい。

1．美と視覚性2）

　美術教育が本質的に美と関係していることは言をまたない。しかし美そのものが何であ

るか、ということになると十分理解されているだろうか。景色が美しい、花が美しいとい

うことは多くの人が知っている。しかしその美しさ、美そのものが何か確かめるとなると
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なかなか簡単にはいかない。確かに実在している山や花が美しいのであるが、具体的に示

そうとしても困難である。自分が人間として生きていると信じて疑わないのに、命とは何

かわからないのと同様である。花の美しさは種類が異なれば同じ美しさであるという訳で一

はない。同じ人が同じ対象に向かっても、朝ながめた山と同じ山を夕方ながめたのでは、

その美しさは必ずしも同じだとは言えない。何回見てもその山に変わりはない。が、しか

しその山の美しさはながめるたびに次第に移っていく。このように同じ人が同じ対象に対

してさえ、同じ美的体験を二度くり返すことは不可能である。まして人が違う場合、同じ

山を題材に描いても決して同じ絵にはならず、明らかにその差異がみられる。

　樹々の下草の中に咲くつゆくさには、空に向かって大きく咲くひまわりとは異った美し

さがある。そこには強烈な光をさけた繊細な美しさを見つける。古い住居中には現代建築

に見られない、寂びると色あせる味わい深い美しきがある。それは雅と華の違いでもあり、

荘厳、幽玄、崇高、豪華、甘美など美の類型は無限に多様で、日常で美と呼ばれるものは

その一部にすぎない。重要なことは美には一定の客観的な基準はあり得ないということで

ある。形が色が美しいというが美は対象の客観的な色や形という属性ではない。対象の属

性は一定の客観的基準で測定できるだろうが美は測れない。美は人が目で見ることによっ

て人の目の中に生じるものである。この意味では美はひとつの主観的事実と言えるかもし

れない。しかし個人的生理条件の影響される主観と違い、普遍性・必然性を備えた主観で

ある。また人が見ようと見まいと実在するものが美しいのであって、その美しさはあらゆ

る人が見ようとすれば見ることができ、ひとりの人にしか見られないものではない。そこ

にはそのものを美しいものにしているよりどころがあり、自分以外の他の人に対してもあ

てはまる妥当性が求められる。この意味から美は客観的な事実といえるかもしれない。こ

のことは単に美がそれぞれ主観的要素と客観的要素を合わせたひとつの状態ということを

意味するのではない。

　美は根源的に視覚性であり直観的活動である。それは見ることであり自己の生である。

自分にとって対象が美しいのは、自分の目でそのものを見ることにおいてである。確かに

自分はそのものを見たのである。自分が見なくてもそのものは自分の前に存在する。そし

て他の人の説明によって色や形などを知ることはできる。しかしそのものの美しさだけは、

どうしても自分の目でもって見るほか捉えようがない。自分が見なければならないし、見

られるものは色と形を持っていなければならないのである。網膜の上に対象の映像が映る

ことは、ひとつの視覚表象が成立したことになるが、それだけでは生理的心理的現象にす

ぎないし、自発的・積極的な精神活動が営まれたことにはならない。見ることは人間と対

象との関係であり生きている姿である。私たちの日常生活は対象との関わり、人間と環境

の関係である。多くの場合知識の上に成り立つ態度であったり、実践的な行為で普遍的概

念や意志のなかだちによる生活である。しかしその他に、このような概念や意志に束縛さ

れず、視覚表象そのものの内に成立する、何も介在することのない人間と対象との直接的

な合一、視覚性とでもよぶべき立場がある。ある花をその花の名前や種類を調べるような

知識の対象とせず、切って生けようとするような行為の対象ともせず、ただその色と形を

ながめそこにひとつになろうとするような情況である。ひとつの花を見ながら生きている

人間が、とらわれない自己の本来的な生の自覚を内容として、その花の美が成立するので

ある。
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2．視覚性と美術教育

　美を見い出す人間と美を見い出させる対象とは、対立する自他であるわけではなく、ひ

とつの生の両面であるにすぎない。生は生命と生活と人生を貫く人間の根源的な実在性で

ある。美は人間を感動させる。人間として生きているという喜びである。すべての人間は

生きているという共通の普遍的自覚をしている。それゆえ個性たらざるを得ない美が、普

遍的たり得るのである。美は概念や意志をなかだちとしない自分の目が、直観するのであ

り自分だけの体験である。この自分だけの体験を他者に伝えることもできる。絵を描くの

は自分が見い出した美しさであるが、その絵の中に自分が見い出した美しさと同じものを、

他の限りない人々も見ることができる。美的直観は当然普遍性への要求を蔵しており、個

人の美的体験を普遍的に伝達することが可能なのである。美術は無意識的意識であるが、

偶然的な生成ではない。3）

　美術作品は技術的な制作でありながら直観として論理的必然を越え、形づくられるまで

は客観的な姿をあらわさず、描き終わって始めて具体的に知ることができるのである。自

己の必然的な意志に基づき、視覚的に自己形成したものである。4）この制作の過程はつく

ることであり、それはっくられるものである。このためその指導なくして、作品の指導は

あり得ないのである。むしろつくることの指導がつくられるものの指導を意味しているの

である。美術科の指導は言うまでもなく、一定の価値を得るための目的行為であり、指導

を行う前には当然その行為が求める価値体系・目標を設定することが必要になる。指導は

必ず学習者が存在し、必然的に学習指導を伴うものである。即ち指導が目標・指導のねら

いを設定して行われるのと同様、学習活動も目標・学習のめあてに基づいて行われるもの

である。

　自分の内なるものを表現していこうとする自己表現の過程が創造過程とも考えられる。

それはまた独自な個性的なものであるがゆえに人間形成にも深く関わっているのである。

この創造的表現の働きは自己の中に育てられた想と、それを可視的な形にするための表現

力によって支えられており、色と形あるものを外に見ながらでなければ、あるいは外に色

と形とを形づくりながらでなければ、達成することのできない生の自覚である。このため

想を育てるためにも、表現するためにも広く柔軟に応用できる知識や技能などは不可欠で

ある。これらの知識や技能といった教育内容をばらばらのものとしてではなく、体系的構

造的に習得することによって、始めて豊かな美術観・世界観を、やがて確立していく基盤

ができあがるのである。美術科の指導では、感動的な美術体験の中で知識や技能を習得さ

せ、創造的・形象的思考力を高めることが大切であり、そのためにも目標・指導・評価の

関わりやどのような筋道を通して計画・発展的に教育し、育成していくのか衆知を集めて

明らかにすることが求められているのである。

3．教科教育全体の点検・改善

教育目標は理念や目的を実現するために、いくつかの項目としてより具体的に示しためあ

てのことであり、系統的構造的に設定される。教科目標も教育目標を教育内容、教材計画、

教授・学習過程などの各段階に沿って具体化され、この目標に基づいて教授・学習が行わ

れその成果を目標にてらして評価する。この評価の結果は、教授・学習過程にフィードバ

ックされ授業を改善することになる。
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　この関係を図示すると〔図1〕のようになる。そこで、教育目標を教育目的にてらして

設定するということは、当然教育目標を階層構造として設定することになる。これまで教

科や学年のめざす目標と関係なく、日々の授業のねらいや教材の目標が設定されるなど丸

目標が別々に存在してその間のつながりがなかった5すなわち、

　（1）何のために（教育目的）、何を（教科目標、学年目標）「目的分析1」

　（2）どこまで（基本的指導事項についての到達目標）「目的分析II」「

　（3）どのようにして（教材の選択と配列、授業過程の達成目標系列の設定、授業展開計

　　　画）「目標分析皿1」の関係である。

　〔図2〕のように教育目標を階・

層整理することによって、教育

目的を基点にして教育目標→学

年目標→基本的指導事項につい

ての到達．目標→授業過程の達成

目標まで一貫しでとらえること

ができるようになり、有機的関

連をもつでつながるようになる

の・であるみこのことによって、

それぞれのレベルの異なる目標

を互いに点検す・ることができる

ようになり、教科・学年の目標

嫉具体的な指導とつながりをも

ち、逆に日々の授業実践の結果

を教科や学年の目標に反映させ

ることが可能になる。このよう

に〔図2〕は目標、指導・学習、

評価をシステム．（到達度評価シ

スデム）化したものである。．こ

れによって個々ばらばらで存在

した点を、つながりのある線へ

と関連を図り、エレベーターの

ように目標の階層を上下し、そ

れぞれの目標を明ら’かにするこ

とによって、教科教育全体の点

検・改善を進めることができる

のである。5）6）

7一昨年（平成11年目11月中央

教育審議会が「初等中等教育と

高等教育との接続の改善につい

て」中間報告をまとめ、その中

で各学校段階ごとの到達度評価
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gについたか
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教育目標，教科の内容と

¥造，学年目標の分析

．学年目標（到達目標）

w年目標（方向目標）

学年目標（到達目標）にて

轤ｵての総括的評価学年
ﾚ標（方向目標）にてらして

ﾌ関心・態度の把握

どこまで 基本的指導事項の

梺B目標
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@　学力がついたか基本的指導事項につい

ﾄの到達目標の分析 基本的指導事項について

ﾌ到達目標にてらしての総

∮I評価

教材の目標

m基本的指導事項の

梺B目標および学年

ﾚ標（方向目標）準拠］

どのようにして

教材計画

�ﾆ過程の達成目標の分析
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w力がつきつつあるか
授業過程の達成目標

m行動目標］
授業過程の達成目標にて

轤ｵての形成的評価

［図2］　基本的な筋道と目標分析
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の研究を求めている。これまでも「国民として必要な一定水準の学力をつけることを保障

するためには、到達目標はすべての児童・生徒に共通したものであるべきだ」という意見

や、「到達目標は、学校や地域の実状、児童・生徒の実態をみきわめて設定するべきで、

画一的にするべきでない」という意見がある。これは同じ到達目標という言葉を用いては

いるが、階層の異なる目標について用いられていることに気づく。前者は目標分析1、II

の学年目標や基本的指導事項についての到達目標レベルの目標についてのべているのであ

り、後者は目標分析の授業過程の達成目標についてのべている場合が多い。このように目

標は、発達の視点から見るとそれぞれ異なった設定の論理によって筋立っており、それぞ

れ教育的意義をもっている。

4。学力の側面・内容の側面

　美術科教育の目的は、実用的な技術の習得や技能の習熟をめざしているのではない。そ

れが何よりも豊かな人間形成に向けられるべきことは今さらのべるまでもなく、すでにシ

ラーの美術教育論に説かれ、後にチゼック、リードによって新たに唱導されているとおり

である。美術科教育において、自分の内なるものを表現していこうとすることが、創造過

程と考えられ、それは一人一人独自な個性的なものであるが故に、人間形成に重要なもの

となっている。これは自己の中に育てられた想とそれを可視的な形にするための表現力に

よって支えられている。豊かに想を広げ自分の思いのまま自由に表現できるためには、当

然思考や表現の方法、材料や道具の扱いなどの知識や技術が必要となる。表現活動は感動

が発想を刺激し、まとめようとする努力が構想をうながし、意欲に支えられた技術が作品

につながる。この表現活動を持続させたり集中させるための意欲は感動と深くかかわって

いる。ここに「芸術を通しての教育」の意味がある。

　教科の目標は子供たちに必要な学力は何かを見定め総合的に設定されるが、指導・学習

の対象となる文化遺産の内容的側面と、どのような学力を育てるかという内容の習得・習

熟によって高める能力の側面を含んでいる。内容の側面は専門の文化財のねらいからして、

あまり細かくわけても専門化されるだけで、学力との関係がつかみにくくなり、学力も分

析しすぎると抽象的なものとなる。能力の側面と内容の側面はちょうど網の目のように相

互に関連しているのである。

　認知的領域・技能的領域に含まれる知識、創造的思考、技能といった学力目標は、系統

的、発展的に学ばせるべき内容と指導すべき事項をもっており、到達目標として設定が可

能であり、教科教育でしかつけ得ないものである。この知識や技能の教育内容をばらばら

のものとしてではなく、体系的・構造的に習得・習熟することによって、始めて豊かな芸

術観世界観を、やがて確立していく基盤ができあがるのであり、これは意図的、計画的、

組織的に行う教科教育そのものの働きである。

　一方興味・関心、意欲、態度といった情意的な領域は、総体的な人格の発達にかかわる

ものであり、学校教育すべての活動や児童・生徒自身の全生活の中で養われていくもので

ある。このため目標は到達点がなく、限りなく無限定な方向性を示すものとなり、方向目

標として設定し指導するものである。もし情意領域だけが教科の目標として求められるな

ら、子供たちに保証すべき学力の中身は明かにならないし、どのような系統・順序で指導

すればよいかおからない。認知・技能的領域の学力と情意的領域の情意の関係は、どちら
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が主でどちらが従というのではない。学力の習得・習熟にとって情意は前提であり、同時

に学力の習得・習熟過程を通して情意は発達するのである。7）その他、認知・技能的領域

と情意的領域の双方にかかわって、活動体験させること自体を目標とする体験目標が考え

られる。

5．教材指導計画

　授業展開計画をもとにした教材についての指導計画であるが、要は発達の視点から到達

目標を教材計画や授業過程の達成目標としてどのように具体化するかである。美術教育に

おける表現は児童・生徒たち一人ひとり独自のものであり、自分自身の自覚において獲得

する以外に方法がないとして、表現しようとする動機の質や強さだけを問題にしたり、努

力することが大切であって技術的なことは重要ではないとする考えを今日をおみかける。

例えばあるテーマ（自画像など）を絵画や彫刻、，それに表現する方法も自ら考えて選択し、

そのイメージを作品にすればよいのであって、一生懸命工夫努力して表すところに自ら学

ぶ意味が生まれるとしているものがある。しかし自ら選択し、学ぶようにするのは指導の

目標であり、児童・生徒たちにとっての具体的な学習目標ではない。学習指導はいうまで

もなく、一定の価値を得るための目的行為であり、指導を行う前には当然その行為が求め

る価値体系“目標”を設定することが必要になる。指導は必ず学習者が存在し、必然的に

学習指導を伴うものである。

　即ち指導が目標“指導のねらい”を設定して行われるのと同様、学習活動も目標“学習

のめあて”に基づいて行われるものである。そこで教材のねらいや特色などを検討し、学

力が習得・習熟されていく筋道に沿って、教材の系統性や発展性を考えて、例えば〔図3〕

のように配列・計画する。この教材計画は教科書教材の順次性に従って計画されるのでは

ないのと同様、子供たちの興味のある教材をならべたとしても、相互の関連や筋道に沿っ

ていなくては、子供たちの喜ぶ授業になったとしても学力は身に付かない。教材は指導内

容を具体化したものであり、教材が先にあってそれから指導内容を決めるというのでは、

指導内容に適した教材にならないし、内容に適した指導もできない。

　授業の過程を画一化せず、発達の視点から子供たちにかかわる授業を進めるためには、

創造過程に基づいた授業の目標設定が必要である。それは教科教育が、能力・人格の発達

に欠かすことのできない知識や技能等の習得・習熟をめざしており、幽 級ﾊとしてのものを

教え込むのではなく、これらの習得・習熟の過程を通して認識能力を育て、その過程を通

してこそ、知識や技能が子供

たちのものとなると考えるか

らである。そこで知識・技能

の習得・習熟の過程に従い目

標を設定するのであるが、そ

の過程は、発見一発想

構想（構成）　　表現（表示）

となる。

li罐

i＞導

純粋

（絵画）①．、　　。（妻 ．⑦」

造形

（彫刻）
、　　　ノ

_　～
○．④

∫　　⑧

機能
（デザイン）

’σ ㌧

造形

（工　芸） ’6
●

教材の配列

［図3］　教材の配列と指導系列の一例
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6．楽しい授業・わかる授業

　指導・学習過程は〔図4〕に示すように認知・技能形成（狭義の学力形成）であると同

時に、情意形成（人格形成）の過程である。美術教育においては、感動的な芸術体験の中

で知識や技能を習得させ、創造・形象的思考力を高めさせていく指導方法を衆知を集めて

工夫することが大切であって、これまでのように技能を指導すれば、技能主義におちいる

といった考えは、美術を系統的に指導することの困難さを回避しているのではないだろう

か。認識や技能の形成を軽視すると、児童・生徒たちの表現力が学年とともに発達せず

「描きたくても描けない」ことになり、美術ぎらいをつくってしまう。自分の作品を客観

的に見る力がつくにつれて、描くのをいやがるようになるのはこのためである。一方情意

形成の過程を無視すると、感動のない授業となりつめ込みや技能主義に傾斜する。この場

合も「描く気がおこらない」ことになり、やはり美術ぎらいにつながるであろう。また指

導・学習の過程では児童・生徒が絵を描いたり物をつくっているということだけで、造形

活動＝創造活動とみなされやすい。しかし単なる手先の遊び段階や作業になっているもの

と、創造的な思考力を必要とするも

のとは異なる。同様に他と異なって

おりさえずれば個性的として取り上

げられやすい。変わっておりさえず

れば個性的というのではない。目先

の変わったもの何か新しいものを求

めるのが創造性でも個性でもない。

創造に向かっている方向にあるの

か、個性にしても基礎・基本をふま

えた態様の違いとして広がりがどの

ようにあるのかといった点が重要な

のである。

婁

髭

（楽しい授業）

諭膨
隻諺’

（わかる・できる授業）

　　　　（認知・技能形成）

［図4］　指導・学習過程

7．教育科学としての教授法と評価

　美術における表現は子供たちの固有のものであり、自らの自覚において獲得する以外方

法はないとして、表現する動機の質や強さだけを問題にしたり、一生懸命努力することが

大切で、技術的なことは重要ではないとする考えを今日なおみかける。しかし、色・形・・

材質といった造形言語についての知識や理解、制作過程での創造的思考力や表現技術が自

由に使えることによって、はじめて思うように描け、作れることになるのである。このこ

とによって、表現の質が高まり、内なる感1青やありのままの表現が可能になり、個性的で

感動的な自己表現もできるようになるのである。

　表現はつたなくても、そこからうかがえる子供たちの内なる感動や心の叫びによって胸

をうつ作品というものはある。教師はこれらの作品から子供たちの本当の姿を知り、励ま

しの評価を与えたり、自分の教師のあり方を省みたりする。しかし、このような作品を高

く評価するだけで、子供の表現に対するつまづき（それは思考におけるつまづきでもある）

が放置されるならば、それは決して教科教育の使命を果たしているということにはならな

い。また用具の扱いや後始末など授業態度がよいから、積極性があるからというので、4
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という高い評価をもらった子供が「先生、ぼく4なんかいらんのや、どうしたら＼A君の

ようにじょうずに描けるのやろ」といったことが、ある研究会で紹介されたことがあった。

このように素朴にたずねられたとき、態度さえよかったら、意欲さえあればそれでよいの

だ、と子供たちに答えてすませられるだろうか。認知・技能的領域における学力の評価と

情意領域における態度などの評価は明確に区別して行うのである。

　また芸術作品を芸術として評価する時や、美術フンクールなどにおいて、子供の作品を

評価する時、その全体をとらえ背後にある内面的なものや生命力を総合的な印象によって

評価しようとする。しかし美術教育において、このような評価方法を採用するなら、それ

は芸術評価と教育評価を混同しているといわなければならない。教科教育においては教師

は一定水準の学力をつけるという責務を担っている子供たちに対して、芸術の表現や鑑賞

の力をひとつずつ基礎から指導していく。その場合芸術作品や表現・鑑賞力を要素に分け

て、常に他の要素との関連や全体の中での位置付けをおさえながら順次指導してく。もし

芸術が科学と違って全く分割がきかず、始めから全一のものである他はないとして、要素

に分けることが不可能というなら、芸術を教えたり研究すること自体が不可能になってし

まう。もちろん芸術作品は単なる部分の集積ではなく、その表現・鑑賞能力の分析は科学

以上の困難に満ちていることは否定できないが、はじめから分析不能として、’芸術の科学

的研究や教育科学としての芸術教授法の確立をあきらめてはならない。教師は子供たちに

とって、必要不可欠な学力を、いくつかの到達目標として設定し指導する。そして、それ

らの目標が授業の中で達成されつつあるかどうかを、創造過程の発見、発想、構成、表示

それぞれの段階にそって、ひとつずつ形成的評価によって確かめ、基本的指導事項が終了

した時点で、すべての目標に到達したかどうか点検する、教科教育においては、分析され

評価の対象 評価の観点 指導と評価 形成的評価

教科　（

○作品の制作過程

@と作品を評価の
@対象とする。

○設定したいくつ

@かの学力形成
@（認知・技能領

@域）の目標に照

@らして到達度を
@評価する。

@（意欲・態度・

@ものの見方・考
@え方，感じ方，

@作品の総合的印

@象などは，その
@特徴を文章表記
@する。）

○指導したことを

@評価する。

@（評価の結果を

@指導と学習の改

@善のために役立
@てる。）

○制作過程の要所

@で形成的評価
@を行い，つまづ

@きがあれば，回
@復のためめ指導

@をする。

　コ o作品だけを評価
@の対象とする。

○作品の芸術的価

@値の総合的な印
@象によっ・て評価

@する。

o指導と独立して

@評価がある。

O形成的評価は行

@わない。

［表1］　教科教育における作品評価（教育評価）とコンクール等における作品評価（芸術評価）
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た目標にてらしての評価が必要であり、作品の総体的な価値を評価するのではなく、指導

したことを評価するのである。このことから製作過程と作品が評価の対象となり、児童・

生徒の実態を知らないものには、直観的美的活動・鑑賞は出来ても、評価のしょうがない

と言える。教科における作品評価（教育評価）とコンクール等における作品評価（芸術評

価）は〔表1〕のように異なるのである。また、評価は目的を追求する過程において、そ

の行動をチェックし調整するためのフィードバック機能8）9）をいうのであり、評定とは区

別され、指導に役立てるところに意義があるのである。

おわりに

　美術作品は何らかの主題的内容と素材的要素をもつことなしに成立しない。それら主題

的内容・素材的要素が、視覚的造形的に形づくられることによって作品ができる。この視

覚的造形的形式は、色と形のさまざまな在り方であり、色調、明暗、形象、構図などとい

った方式である。これらはいずれも内面的に、それに固有の生命、精神、感情、心理など

を含んでいる。コミュニケーションにはこれらの美的要素を消極的に感受するのではなく、

積極的に追体験Nacherlebenする視力が必要である。美術は色と形の世界であり、「》その固

有の言葉を聞くことである。色彩に関して慣れない目は、色彩全体を見抜けず相互に支え

あい高めあう色調や、画面全体に浸透する色調の調和や対比などを見て捉えることができ

ない。さらに色彩も光線も素描の形式も個々別々に存在するのではなく、すべて同一の源

泉から発しているのである。これらの要素が相互に構成する全体の方式を感受するときに、

ひとつの造形形式が見い出されるのである。内容のない形式はなく、素材のない形成はな

い。造形言語である色や形が視覚的造形的形式において、他の何にも代えがたい固有の本

質をもち、深い意味でひとつの生命・精神をもっている。美術のコミュニケーションは、

この形式の言葉Formspracheを聞き分けることができるかどうかである。それが始めて美

術の世界に目を聞かせるのである。10）

　学校教育固有の目的・機能は、何よりもかけがえのない生命をもっている児童・生徒た

ちを、人間として可能な限り全面発達させるところにある。また公教育としての学校こそ

が、・個人を人間として市民として職業人として育て、この複雑な社会を維持発展させてい

く上で、欠くことのできない役割を果たしている。人間の遺伝子は、生物学的遺伝子情報

を持っているが、人類の文化や科学等などの歴史的伝達の遺伝情報はそなえていない。こ

のため教育によって人類の築いてきた文化や科学の成果を受け継ぐことによって、始めて・

歴史・社会的存在としての人格の発達が達成されるのである。この文化や科学等を学び取

る能力（年齢に応じた発達）の遺伝情報は潜在的に持っており、なによりも体系的に習得

すべき知識や技能、創造的思考といった学力は、教科教育でしかつけ得ないからである。

そこで美術教育の意義・特性をみきわめるとともに、系統的に行う美術教育の新しい教科

構想を考えるために、視覚性や原理的な事項を再確認し、目標、指導・学習、評価の相互

関係を明らかにしながら教科教育そのもののあり方を今一度点検・検討したものである。
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家庭科の学力構造とカリキュラム構想

中　間　美砂子（國學院大學栃木短期大学）

1　家庭科の文化価値・教育価値

　教科が教科として存立するためには、当該社会がどのような文化価値を持ち、そのなか

のどの部分を受け持つかを明らかにするとともに、そのことがどのような教育価値、陶冶

価値を持つかを明らかにする必要がある。

　我が国における教科の設定状況をみると、戦後発足した新しい教育制度のもとに設定さ

れた教科は、戦前のそれとは、その種類、名称を大きく異にしている。今日、小学校では、

当初設定された8教科に、1989年の改訂で新設された「生活」をあわせた9教科が、中学校

では、1958年の改訂以来、教科の呼称も安定し、1998年前改訂で必修教科となった「外国

語」をあわせて必修教科としては、9教科が、高等学校では、1989年の改訂における、「社

会」の分化、「家庭」の男女必履修化、1999年改訂における「情報」の新設などにより、

普通教育のための教科としては、10教科が設けられている。これらの教科は、諸外国の教

科とも大きく異なっている。したがって、教科は固定されたものではなく、その国の文化

や施策を大きく反映していることがわかる。しかし、教科を殻定するにあたっては、現代

の当該社会で想定される文化価値、教育価値に基づくだけでなく、未来社会で期待される

文化価値、教育価値についての展望も持つ必要がある。

　教科の文化価値、教育価値について考えるにあたって、まず、シュプランガーの考え方

をひもといてみると、彼は、人間の精神活動の基本的方向を科学的・芸術的・宗教的・経’

済的・政治的・社会的の6類型に分類し、この陶冶価値にしたがって教育内容や子どもの

教育可能性も分類できる1）と述べている。しかし、ここには、実生活における活動は取り

上げられていない。ついで、スペンサーの考え方をみると、彼は、経験主義的・功利主義

的立場から、①直接的自己保存に役立つ活動（保健・衛生の教育）、②生活必需品の獲得

による間接的自己保存活動（科学・技術教育、職業教育）、③子孫の養育と訓練を目的と

する活動（両親となるための教育）、④適切な社会的・政治的関係を維持するための活動

（よい市民的資質育成の教育）、⑤余暇をみたし、趣味・感情の満足にあてられる種々の活

動（趣味・教養の教育）と5領域を挙げ、これらは、知識としての価値と訓練としての価

値を持つ2）としている。ここにあげられている5領域は、いずれも生活とかかわりが深い

領域であり、家庭科の文化価値、教育価値とのかかわりが大きい。このように実生活にお

ける活動を重視し、これらを教育することの価値を重視する考え方は、家庭科の成立根拠

ともいえる。

　では、生活とは何か。「生命を維持し、生存をまっとうするもろもろのいとなみ」3）で

あり、「生命あるごと、意識していること、継続していること、活動していることが特色」

・）といえる。この生活が繰り返し営まれている状態を「生活のしかた」「生活様式」・）、ま

たは、「生活文化」・）という。この生活文化の重要性について、三木清は戦前から既に着

目しており、「生活文化とは生活への主体的積極的態度である。創造的に生き、自らの生

活を耕していこう」7）と、生活文化を創るには、主体的積極的態度が必要であることを述
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べている。このような、「生活文化・生活様式を主体的に創造する力」こそ、家庭科の究

極の目的と考えられる8）。

　このような力を育成するには、生活経験によるだけでは不可能で、教科として、科学的

概念をくぐらせて学習する必要がある。このことは、ヴィゴッキーの生活的概念（自発的

概念）と科学的概念（非自発的概念）の相互作用を重視する考え方9）にも通ずる。家庭科

では、日常生活を学習対象とするが、科学概念と関係付けるところに文化価値、教育価値

があるといえるであろう。村田泰彦も、家庭科は、「生活と諸科学が結合して交差する領

域で成立する教科である」10）としている。

　教育の場で、生活を創る力を育成するということは、その目指す方向性について考える
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぺ
必要がある。しかし、価値観が多様化している今日、だれもが納得できる共通の価値観を

掲げることができるだろうか。人の生活の営みは、一人では不可能で、社会とのかかわり

のなかでこそ可能である。そのなかで、主体性を持ちながら、他者と協力して生活するに

は、「人は一人前立つことこそ人間の本質である」という自主独立、自立の側面と「支えあ

うことこそ人間の本質である」という相互依存、共生の側面の両面が必要である。この両

面こそ、今日、共通理解を得ることのできる生活創造の基盤となる価値観といえるのでは

なかろうか。自主独立と依存は調和しにくいが、自主独立（independence）と相互依存

（interdependence）は調和しうる関係にある11）。したがって、家庭科では、「自立と共生を

めざして、生活を創造する力を育成する」ことをめざしているといえるであろう。

2　家庭科の学力構造

　このような、家庭科の究極の目標として挙げられている「自立ど共生を目指して、生活

を創造する力」とはどのような学力から構成されるのであろうか。

　学力とは何かについては、従来から多くの論争がなされてきている。その争点は、「態

度」を学力に含めるか否かということであった。勝田守一は、学力として認識能力を主軸

にし、態度は取り上げてない12）。しかし、その後、B．S．ブルームにより、目標を認知領

域、精神・運動領域、情意領域に分ける目標分類学が提唱される13）につれて、情意領域・

態度を学力に含める考え方が重視されるようになり、広岡亮三の学力を認知的側面、情意

的側面、技能的側面の三層構造ととらえる考えかた14）も台頭してくる。このように、「態

度」を含む情意領域を学力に含める考え方が優勢になるにつれ、文部省でも、いわゆる

「新しい学力観」として、「知識・理解」よりも「関心・意欲・態度」を重視するようにな

ってきた15）。しかし、この新しい学力観に対して、駒林邦男は、「関心・意欲・態度」を

「知識・理解」とは別個に評価することの問題点を指摘している16）。態度・情意領域は見

えない学力であり、その測定はかなり困難である。評価という点から常に問題とされつづ

けてきたともいえる。今日、ポートフォリオ評価なども注目されているが、長期の評価に

よるほかないであろう。

　さらに、第15期中央教育審議会の第一次答申では、［「新」新学力観］といわれる「生き

る力」としての学力が提案された。その「生きる力」としての第一に、「いかに社会が変

化しようと自分で課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、よりょ

く問題を解決する資質や能力」、すなわち、問題解決能力が挙げられている17）。この［「新」

新学力観］についても、知育こそ学校教育の課題であり、それ以上のことを教師に期待す
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るのは、期待過剰であるという批判もある18）。

　では、家庭科では、学力をどうとらえてきたのだろうか。家庭科で学力論が提唱される

ようになったのは、1980年代といえる。たとえば、牧野カツコは、①生活の現実認識、②

社会科学的・自然科学的認識、③技術・技能・実践力、④生活問題の自覚と生活の変革を

挙げており19）、村田泰彦は、①家事労働についての最低必要な知識と技能、②衣食住を中

心とする生活についての科学的認識、③衣食住を中心とする生活文化の継承と創造を挙げ

ている20）。木村温美は、ブルームめ目標分類の考え方を取り入れ、①生活の仕方（認知的

領域プラス運動技能領域）、②生活のしくみ（認知的領域）、③生活の価値（情意的領域）

を挙げている21）。筆者は、これらを参考に、①問題解決能力、②科学的認識、③技術、④　、

価値観を挙げてきた22）。このように、家庭科では、認識能力・認知領域だけでなく、技

術・技能、態度・情意領域、問題解決能力も学力に含める考え方が大勢といえるであろう。

家庭科における問題解決能力は生活における問題を解決する能力であり、「身近な生活課

題（問題）を見付け、その解決を目指して工夫する能力」とされている23）家庭科の究極の

目標「．生活を工夫創造する能力」そのものである。したがって、この問題解決能力を上

位能力とし、その下位能力に、生活の科学的認識、生活技術、生活の価値認識をあげるこ

とができる。以下、これらの学力について、若干の考察を試みたい。

（1）生活問題解決能力　　家庭科において問題解決能力の育成が目指されたのは、今に始

まったことではない。発足当初の学習指導要領には、「問題を見つけ出して、それを自分

の活動の目的とするためには、教師の暗示によるものばかりでなく、生徒から持ち出され

るものがほしい。そして、その問題は次から次へ発展して行くような形のものが望ましい。」

24）とある。しかし、実際の指導にあたっては、必ずしも、成果をあげてきたとはいえず、

その後は家庭科において問題解決という語はあまり用いられなくなった。しかし、1991年

の児童・生徒指導要録の改訂では、「生活を創意工夫する能力」は、「生活の課題の解決を

目指して一」とされ25）、ようやく問題解決能力が注目されるようになった。それを受けた

中学校技術・家庭科「指導計画の作成と学習指導の工夫」では、「問題解決的学習などの一

層の充実をはかる」「生活における問題解決能力を育てる学習指導を工夫する」’「課題解決

型学習は，生活における問題解決能力を育てるために特に学習指導過程を工夫したもので

ある」等の記述がみられる26）。その後の中学校技術・家庭科「学習指導と評価」でも問題

解決的学習の充実が提言され27＞、さらに、表題に問題解決能力という語を冠した中学校技

術・家庭科指導資料「問題解決能力の育成を目指す学習指導の展開」28）が出された。この

ように、家庭科における問題解決能力の育成が、ますます重視されるようになってきたこ

とがわかる。

（2）生活に関する科学的認識　　生活に関する科学的認識とは、生活を支える事象全般に

関する科学的認識であり、自然科学的認識も社会科学的認識も含む。その基礎は諸教科を

とおして学ぶことができるが、生活を対象とした科学的認識は、家政学、生活科学の研究

成果に基づくプロフェッショナルな領域であり、家庭科をとおして学習するほかない。

（3）生活技術・技能　　　家庭科において生活に関する技術・技能について学習すること

の意味としては、①生活を合理的に営むための手段、②生活文化伝承のため、③物の材料

や技術の働きを理解するため、④創造する喜び、⑤手づくりによる人間関係に占める情緒

的役割などがあげられる29）。今日の生活技術の外部化には著しいものがみられ、①生活を
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合理的に営むためどいう役割は大きく減退してきており、学校における被服製作は、価格

の点においても、技術の点においても、既製衣料にはかなわないことが多い。しかし、②

以下の意味については、十分に考える必要がある。ジョージ・リッツアは、「マクドナル

ド化は、効率性、予測可能性、計算可能性、技術体系の進歩など数多くの利点をもたらし

た。しかし、合理化システムは不可避的に大量の非合理性も引き起こし、人間理性を否定

する。」とマニュアル化の問題点について例をあげて指摘している30）。生活に関する技

術・技能を学校教育において学習することの意義について再考する必要があるといえよ

う。

（4）生活の価値認識，　学習指導要領や、児童・生徒指導要録の評価の観点などには、当

初から実践的態度が盛り込まれてきている。しかし、この実践的態度については、学校に

おける学習のみで習得され得るりか。家庭生活において実践されているか否かをどのよう

にして測定するのかなど、常に、疑問が呈されてきた。解釈を誤ると態度主義に陥る危険

性がある。家庭科でめざす実践的態度とは何か。家庭科では、子どもが現在の生活問題に

対応する能力の育成とともに、将来生活において活用できる能力の基礎としての可能性と

しての能力（ability　to　learn）の育成も目指している3p。したがって、ここにいう実践的態

度は、将来における実践的態度も期待しているといえるのではないだろうか。実践的態度

の育成にあたっては、実際に、家庭で学習後すぐに実践することを望むものではあるが、

必ずしもただちに実践できるとは限らない。態度とは、オールポートによれば、「一種の

精神的、神経的準備の状態であって、過去の経験によって形成され、その個人が関係して

いるところのあらゆる対象や場面に対してその人がいかに反応するかについて指示的ある

いは力学的影響を及ぼすもの」32）と定義されている。実践的態度についても、このような

考えをとることができるのではないか。実践的態度の背景となる生活重視の価値観を育成

し、具体的な実践問題について、生活問題の解決を図る経験を実習やシミュレーションを

通して学習し、問題解決方法を体得させることが必要であろう。しかし、家庭科における

実践的態度をどう解するかについては、未だに、十分な議論がなされているとはいえない。

今後の検討事項といえるであろう。

3実践問題アプローチによるカリキュラム構想

　生活問題解決能力とは、生活における具体的問題を実際に解決するプロセスを通して育

成される能力であり、実践的な生活問題を解決する能力といえる。これは、まさに、アメ

リカの家庭科カリキュラムにおいて優勢となっている実践問題アプローチで目指す方向と

同じである。マジョリー・ブラウンによって提唱された「実践問題アプローチ」では、

「個人と家族の幸福の実現に向けて主体的に行為する生活者の育成をめざしており、家族

の永続的な実践問題を機軸に内容を構成し，学習過程として実践的推論の思考プロセスを

重視している」33）。

　実践問題アプローチによるカリキュラム構想の例として、ウエストバージニアのARF

カリキュラム（実践問題を中心とした家庭科カリキュラムーARF（成人役割と機能）一

11－12学年）をみると、表1に示すように、まず、実践問題（practical　problem）があげられ、

その下位項目として関心事項（concern）、があげられ、さらに、それぞれについて概念

（concept）、基礎技能（basic　skill）、推論的思考スキル（reasoning　skill）、教育活動
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（instructional　activities）があげられている34）。ここにあげられている実践問題としては、将

来起こり得る問題について、「どうすることが一番よいか」または、「どうすべきか」とい

う解答を求める形になっており、正解は事前に用意されていない。

　このようなカリキュラムつくりの方法は、従来の工学的アプローチによる方法とは大き

く異なる。工学的アプローチでは、目標の明確化、論理分析による目標分析、測定可能な

目標の設定、形成関係図の作成を通して、合理的に指導プログラムが作成されたが、子ど

もの視点が失われがちという問題があったといえる。しかし、この実践問題アプローチで

は、実践問題という実生活において生じる問題が挙げられ、その問題とのかかわりで、子

どもの関心事項が学習内容として挙げられている。能力としては、問題解決学習の中核能

力としての推論的思考スキルが挙げられている。まさに、子どもの視点、子どもの生活実

態が中核となっていることがわかる。

表1　ウエスト・バージニアのARFカリキュラムの構造一抜粋

実践問題（practical　problem）：：1．0　［成人として資源をどのように管理すべきか］

教育目標（instructional　activities）：［計画プロセス管理と実行行動の構成要素を用いる］

関心（concern）：1，10　［資源管理］

概念 基礎技能 推論的思考スキ 教育活動
（concept） （basic　skill） ル （in8truCtiOnal　activitieS）

（reasoning　skill）

1．11価値づけ 話し合い 概念分析 効果的なマネジメントのための価値付
と目標の設定 調べる 目標分析 けど目標設定の関係を説明しなさい・

話し合い 基礎的な価値の a，（省略、以下同様）、b，、　c．

調べる 明確化

優先順位付け

1．12ライフス 話し合い 価値、目標設定、ライフスタイル間の関

ダイルの選択 書く 係について分析しなさい
a．b．c．d．e．fg，

1．13マネージ 調べる 概念の分析 マネージメントプロセスの構成要素を

メントプロセ 書く 計画 分析しなさい

ス a．，b，，c．，d，

1．14仕事の分 話し合い 分類 バランスのとれた資源の使用をすすめ
担 調べる ること、関係するすべての人に最適の発

展を提供するための仕事の分担の基準
についての議論を展開する
a．，b．，c．，d．，

（West　Virginia　Department　of　Education　1992）
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　また、アメリカ家庭科教育学会の「中等教育レベルのための生涯探究」（Career

exploration　for　the　Middle　School　Level）をみると、学習計画として次のような項目が挙げ

られている。まず、永続問題（普遍的・本質的問題）及び、その下位の実践問題が挙げら

れ、次に、目標として、学習者の意思及び、内容、過程、応用が挙げられている35）。この

ように，学習者の意思を目標として挙げているところ、応用を挙げているという点で、さ

らに、発展したものとなっているといえよう。

表2　アメリカ家庭科教育学会の学習プラン（lesson　plan一）抜粋

永続問題（perenniaLproblem）：［中等教育において、適切な生涯探究を行うには、何をす

　　　　　　　　　　　　　　べきか］

実践問題（practical　problem）：［学習者が、自分自身の生活における健康バランスへの

　　　　　　　　　　　　　　生涯生活の影響を理解するのを助けるには何をすべき

　　　　　　　　　　　　　　か］

目標（objectives）：［学習者の意思1

内：容（content）1［自分自身の生活における健康バランスに生涯生活が与える影響を分析

　　　　　　　　する］

過程（process）：［価値や創造的社会再建について考えることを推進する調査を通してい

　　　　　　　　かに共同作業をするかを評価する］

応用（application）：［自分自身の生活における健康バランスについて考えるとき、個人の

　　　　　　　　　理解がいかに異なるかを理解する］

（Family　and　Consumer　Sciences　Education　Associ昂tion　1997）

4　生活問題解決のためのスキルの育成

　以上のような、実践問題アプローチの例を参考に、どのような実践問題を設定すればよ

いかについて考えてみたい。実践問題とは、実際に行動を通して解決できる問題である。

実践問題を解決するためのスキルには、どのようなものが必要であろうか。

　前述のARFカリキュラムでは、基礎スキルと推論的思考スキルを分けているものの、

アメリカ家庭科教育学会では「新基礎スキル」として、学び方を学ぶ力、読み・書き・計

算、コミュニケーション、適応（創造的批判的思考、問題解決）、自己管理（自己効力感、

目標設定、個人動機つけ、職業開発）、グループ効果（対人関係技能、交渉能力、ティー

ムワーク）、影響力（組織的有効性、リーダーシップ）、技術、科学、家庭（家族管理，関

係性）を並列的に挙げている36）。ここでは、他教科でその基本が育成されるスキルも挙げ

られており、あまりにも広汎である，そこで、スキルの領域を考えるにあたって、エレ

ン・リチャーズの環境把握の視点を参考としたい。彼女は、個人を取り巻く環境として、

人的環境、物的環境、第三の環境（情報環境）を挙げている37）。また、日本家庭科教育学

会では、「生活目的実現のための技術的行為」のプロセスとして、計画する、選択する

（意思決定する）、実行する（操作する、つくる、行う）、（人間関係、人的資源、物的資源
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を）運営・管理するぐ評価する、を挙げている38）。これらを参考に、スキルの構成要素に

ついて考えてみると、①自己管理スキル、②対人関係スキル（人間関係、人的資源の運

営・管理）、③対物関係スキル（操作する、つくる、物的資源の管理）、④意思決定スキル

（計画、選択、評価）、にまとめることができる39）。以下、これらのスキルについての考察

をすすめる。

（1）自己管理スキル　　自分自身の感情・欲望、行動などをコントロールするスキルであ

る。

（2）人間関係スキル　　広義のコミュニケーションスキルといえる。すなわち、言語コミ

ュニケーションスキル（説明、交渉、表出等のスキル）のみでなく、協働スキル、サポート

スキル（ケアスキル）を含むものと考えることができる40）言語コミュニケーションの基本

は，他教科で習得されるが、家族や地域の人々との実生活におけるコミュニケーションス

キルは家庭科で育成する必要がある。協働スキル、サポートスキルについては、生活技能

も伴う必要がある。

（3）対物関係スキル　　物の一生、すなわち、物の鑑別・生産・加工・活用・管理とかか

わるスキルといえる。

（4）意思決定スキル　　人間関係問題に対レても、対物関係問題に対しても必要とされる

スキルであり、情報収集スキル、推論・批判スキル、判断・決定スキル、評価スキルなど

を含むものである。

生活問題解決スキル

生活の科学的認識

図1　生活問題解決スキルの構造

5　学習領域（単元）と関心事項

　関心事項（学習内容）は、実践問題から導き出されるが、これらは、単元とのかかわり

から導き出される。では、家庭科の単元は、何を基準として設定されるのだろうか。

　アメリカの家庭科カリキュラムにおける単元構成も、前述のエレンリ・チャーズの家政

学の研究対象を人と環境との相互作用とし、その環境としそ社会的環境、物的環境、第三

の環境（情報）をあげるという考え方が原点となっているといえるのではなかろうか。

　1979年、家政学の中興の祖ともいえるマージョリー・イーストは、学習領域として、住

一47一



居、食物と栄養、被服と織物、人間発達と家族、家庭管理と家庭経済の5領域をあげ、統

合する概念として、人間発達、人間関係、社会化，価値、経営、消費者選択、日々の活動

への対処を挙げている41）。　その10年後の1989年には、アメリカ家政学会会長ドリス・バ

．ディアは、日常生活から導き出される研究課題の領域として、食、衣、住、家庭経済、人

間関係の5領域を挙げ、分析のための情報フィルターとして、家族生態系、人間発達、価

値、環境（生物系、科学技術、社会制度）を挙げている42）。両者の枠組みは、縦軸と横軸

のとりかたに違いはあるものの、概念としては、かなり、共通点がみられる。ただし、後

者に環境の視点が取り入れられた点は、大きな相違点といえるであろう。メリーランド州

の家庭科カリキュラムでは、子どもの発達と親になること、消費者教育と資源管理、家族

と個人の発達、食物と栄養、住居、織物と被服の6領域が挙げられており、親になること、

資源管理という新たな概念がとり挙げられているところに特徴がある43）。さらに、前述の

ウエストバージニアのARFカリキュラムをみると、資源管理、人間発達と家族関係、親

になること、被服，職業、住居、栄養、の7領域が挙げられており44）、職業という領域力走

り入れられている点に特徴がある。このように、アメリカの家庭科教育における学習領

域・単元も、時代により、州により異なっている。

　わが国の学習指導要領における家庭科の学習領域をふりかえってみると、［家族（関係）、

保育］［生活管理，家庭経営，家庭経済、消費、資源・環境］、［食物、被服、住居］など

の領域が統合されたり、分離されたりしてきた。日本家庭科教育学会の「家庭科21世紀プ

ラン」では、［個人及び家族の発達と福祉］［生活資源と暮らしの知識・技術］［消費生活の

営みと生活環境・文化］の3領域が挙げられており45）、今回の学習指導要領の改訂では、

小・中・高等学校で表現は異なるが，［家族関係、人間発達、保育，福祉、地域社会］［消費

生活、資源・環境、］［食生活、衣生活，住生活］などが挙げられている。このように、学

習領域の捉え方はわが国においても、時代により大きく異なってきている。本来，生活は

総合的なものであり、人と物とが相互にかかわっており、分類そのものが不可能ともいえ

る。したがって、どの分類方法をとるとしても、基本的課題が，学習されればよいと考え

るべきではなかろうか。ここでは、これらを集約して仮に［人間発達家族地域］［消費

生活・資源・環境］［衣生活・食生活・住生活］の3領域でとらえることとしたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　実践問題解決スキルと学習領域、関心事項（学習内容）との関連をマトリックスにして

みると、表3のように考えることができる。

表3　実践問題解決スキルと関心事項（学習課題）

実践問題解決スキル

自己管理スキル 感情・欲望コントロール

スキル

行動コントロールスキ
ノレ

学習課題領域

人間発達

家族

地域

衣生活

食生活

諭旨活

消費生活

資源

環境

関心事項（学習課題）

対人感情コ
ントロール

人権尊重意
識

時間管理

健康・安全重
視意識

金銭管理

環境保全意
識
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人間関係スキル 言語コミュニケーショ ◎ ○ ○

ンスキル（説明、交渉、 家族関係 会食 地域環境
表出） 子育て 子どもの食事 消費者の権

ジェンダー 高齢者の食事 利・義務

協働スキル 高齢者問題

近隣関係

サポートスキル 地域社会

ネットワー
ク

対物関係スキル 鑑別スキル ○ ◎ ○

家族関係 栄養、食品、 商品の選択

生産・加工スキル 地域社会 調理、食事

被服機能、被
活用スキル（使用） 服製作、着装、

被服整理
管理スキル（整備、保管、 住居機能、居
処分） 住、住居管理

情報収集スキル ○ ○ ◎

意思決定スキル 家族問題へ 生産・加工計 家計管理

推論・批判スキル の対処 画 物・サービ
スの購入

判断・決定スキル 資源消費と

環境保全

評価スキル

◎○は、スキルと学習課題の関連性の大小を示す

　このような生活問題解決能力を育成するにあたっては、①問題点の明確化、②1青報収集、

③解決法の比較考量、④解決法の決定、⑤決定結果の検討という思考による問題解決の段

階と、⑥計画、⑦実行、⑧評価、⑨結果への責任の行動による問題解決の段階をとること

が期待される46）。

　以上、教師の願いに基づく実践問題アプローチによるカリキュラム構想の視点について

述べてきたが、子どもの視点との関わりをどうずればよいのかが大きな課題である。子ど

もの生活実態を把握し、子ども自身の関心事項を掘り起こす必要があるが、そのためには、

教師の絶え間ない努力が必要である。

　F．R．リンクは、1975年、既に、「カリキュラム開発に関する国際セミナー」において、

「1つのカリキュラムは、一もしそれが本当のカリキュラムならば一記述され、分析され、

テストされうる計画をもっていなければならない。」「カリキュラムが明確であるが由に、

それは無限の修正のための条件を備えていることになるからである」と未完成なカリキュ
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ラムのもつ逆説について述べている47）。蓋し、名言であろう。カリキュラムは、常に、子

どもの視点からの修正を必要とするものであり、永遠に未完であるという運命を持つもの

である。カリキュラム開発にあたっては、常に、このことを心しなければならない。
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技術科教育における新しい学力像と教科構想

向山玉雄（元奈良教育大学）

はじめに

　現在中学校で実施されている教科としての技術教育は、正確には「技術・家庭科」の

「技術分野」として行われているが、本稿では「技術科（教育）」として論述する。

　戦後の技術科教育をさかのぼれば1947年発足の「職業科」にたどりつく。その後1951年

には「職業・家庭科」となり、1956年改訂を経て、1958年改訂では教科名も新たに「技

術・家庭科」として新発足する。技術・家庭科となってからは1969年、1977年の改訂を経て、

1989年改訂では男女別が改まり、男女が技術も家庭も学ぶようになった。さらに、1989年

改訂を経て1999年改訂による内容が2002年から発足する運びとなる。

　本来ならば改訂のたびに内容が充実し、国民の間に根付き安定した地位を築くべきとこ

ろであるが、実態は改訂のたびに揺れ動き、次の改訂では教科の存続すら危ぶむ声も聞か

れる昨今である。

　本来じっくりと落ち着いた歩みを続けるべき教育が、時の流れに翻弄され、安心して自

信を持った教育実践ができにくくなっている今日の状況は悲しむべきことである。また、

子どもの学力形成の中心となるべき「教科」が、今日の学力論争にその一面が見られるよ

うに、限定された教科の中で論じられている状況は、論争の対象になりにくい教科関係者

から見ると、いささか危惧の念を禁じえない。

　本稿は技術科教育を中心にこれからの学力構造・教科構造を論ずべきであるが、ここで

は糸口として、基本的な視点からの資料を提供し今後の参考に供するに留まったことをお

ことわりしたい。

1．技術科教育の果たしている社会的役割

　中学校の技術科教育はこれまでどんな役割を果たしてきたのであろうか。ここでは三山

裕久の調査結果（注1）に基づいて考察してみる。三山の調査は中学生及び社会人に対して行

っており、教科の好き嫌いから将来の希望まで17項目、社会人に対しては、技術科教育の

記憶度から始まって将来の教科に望むことまで29項目にわたって調査している（資料参

照）。調査結果は、教科に対して中学生や社会人がどう捉えているか、一般的な傾向がか

なり正直に出ているものと判断される。ここでは結果について詳しく論ずる紙数がないの

で、概要を箇条書きでまとめるにとどめる。

《中学生》

①教科の好き嫌いでは、保健体育、社会科などと共に上位に位置し、これは過去の調査と

　比較しても類似の傾向が見られる（注2）。

②教科が好きな理由は「ものづくりが好きだから」が多かったが、嫌いな理由にも「もの

　づくりが嫌いだから」をあげていることは、現代の子どもの状況を反映している。

③技術科という教科の認識については、「生活に役立つ」「道具の使い方やテクニック」

　「技術についての理解」が上位を占め、実生活に役立つための教科としてとらえている。
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　しかし、このことは、学習指導要領が繰り返し強調してきた「生活に役立つ技術の習得

　を通して…　　」という目標が浸透し1ていると読みとることもできる。

④技術科発足当時の目標としていた「国民全般の科学技術に関する教養を高める」側面は

　あまり意識されず一部の人にしか浸透していない。

⑤教科の勉強が現在役立ったかどうかは約40％が役立ったと答えているが、将来について

　は53％の生徒が役立つと考えている。

⑥役立ち方については、ものづくりと日常生活が多く、知識や技術的概念形成については

　意識されていない。ここでも実学的な教科として捉えられている。

⑦教師は目的として意識していないが、将来の職業について役立つと予想している生徒が

　約37％と予想以上に多いことは、これからの教科を考える上で注目できる1

⑧自己評価では知識・理解や技能の習得に高い達成感を自覚し、「関心・意欲・態度」の達

　成感は低く、この部分は新学力観と矛盾する結果がでている。

⑨身に付いた能力では、科学・技術の知識、ものづくり、道具の使用などが上位を占め、，

　家事手伝い、根気強さなどが下位をしめ、教科観と実際の学習成果の自覚ではやや矛盾

　がでている。

⑩将来への希望では、もっと「新しい内容」への希望が多く、学習内容・領域を選択して

学習したいという希望も多い。興味の多様化が進行していることを伺わせる。

《社会人》

①技術科は好きだったとの答えが多く、大切な教科と思っている。好きな理由は「ものづ

　くり」で、これは中学生の捉え方と共通してる。

②中学時代に作った作品の使用率は高く、現在も所持していると答えた人が19％もいた。

③教科に対する印象では、ものつくりの教科、生活に役立つことを習う教科、と答え、こ

　れも中学生への調査結果とほぼ一致する。

④家庭でのものつくりに技術科で習ったことが役立っていると考えている人は27％と比較

　し、役立ってて、ないと答えた人（33％）のほうが多く、「生活に役立つ」ことを掲げ続

　けた学習指導要領が結果として検討の時期にきていることを示す。

⑤戦後の日本の発展は技術の発達によると捉えており、科学と区別して答えているところ

　が注目されるが、技術科教育が貢献しているとは考えていない。

⑥在学中、エネルギーや環境問題、産業や経済との関係まで広げて学習したと考えている

　人は少数で、そのことが「教えてほしかった」という希望につながっている。

⑦これからの技術科教育については「変えていく必要がある」と答えている人が78％と多

　く、中学生よりも強い希望となってでている。

⑧教科の将来については、ものづくりと同時に一般教養としての技術学習や、社会とのつ

　ながりを重視する意見が並列して出ていた。また、子どもの発達の面からも重視する見

　方も多く出ているこ、とが注目される。従って、単なるものづくりや実利的教科から、技

　術全体への理解や発達の観点からの再編の必要をうかがわせる。

2．諸外国における技術教育の実施状況

　初等中等教育において、王権の技術科に当たる教育はどのように行われているだろうか。

世界的なベースはユネスコによる各種勧告をもとに考えるのが妥当である。
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　これについてはすでに「第一次報告』（注3）にその詳細を収録したので参照してほしい。

まず「技術教育および職業教育に関する改正勧告（1974年11月19日ユネスコ総会で採択）’

が上げられる。この中で、「技術および労働の世界への手ほどきは、これがなければ普通

教育が不完全なものになるような普通教育の本質的な構成要素であるべきである。現代文

化の技術面の肯定的および否定的な性質についての理解ならびに実践的技能を必要とする

仕事についての正しい認識は、この手ほどきによって習得されるべきである。（中略）。こ

の手ほどきは、初等教育で始まり中等教育の初期まで継続する教育課程の必須の要素であ

るべきである。」と述べられ、「技術及び労働の世界への手ほどき」は普通教育として、初

等中等教育に位置付けること、そして、これがなければ普通教育が不完全になる、と述べ

ている。

　さらに、1989年の「技術教育及び職業教育に関する条約」では、第3条の中で「普通教

育におけるすべての子どものためのテクノロジー及び労働の世界への手ほどき」の必要性

が述べられている。しかし、この条約について、日本は未だに批准していないことが技術

教育が教育課程の中に一貫して位置つかない一因になっている。

　図1は、諸外国の初等中等教育における技術の教科の位置づけである。これを見ると、

主要先進国のほとんどは、なんらかの形で小学校の段階から技術の教育を取り入れ、小・

中・高と一貫した中で行われている国の多いことがわかる。「

3教科を立ち上げる根拠と教科編成の理論

　技術教育の意義や目的など教科の基本に関わる研究はかなり深められている。しかし、

それは技術教育を進める関係者の中でのことで、「どんな教科が必要か」という根源的な

発想から他のすべての教科との関係で論じられた研究は寡聞にして見る機会がすくない。

しかし、現在進んでいる教育課程改革は教科の統廃合を視野に入れたもので「生活科」や

「総合的な学習」も一つの現れである（注4）。そのことを考えると、これからの子どもたちに

どんな能力・学力を身につけるか、そのためにどんな教科を設定するか、教科外ではどん

な教育課程を準備すればよいかなど、根本的・総合的な検討が必要な時期にきている。

（1）小学校に技術の教科を置く必要性

　技術教育の重要性を訴えている研究者は、小・中・高一貫の技術教育を主張しているが、

小学校にどんな形で技術の教科をおくか、具体的カリキュラムまで含めて論じた研究はき

わめて少ない。多くは、現在の「図画工作科」が図画に偏り工作が軽視されている問題を

指摘し、中学校の技術科につながる工作教育の充実を訴えている。

【教育課程改革試案の中の「手しごと」】

　日本教職員組合の委嘱を受けて設置した「中央教育課程検討委員会」（委員長梅根悟）

が1976年に出した教育課程改革試案（li三5）は、小学校に教科「細しごと」を新設し、中・高

の「技術科」に接続する教育課程構想を提案している。この試案は教育課程の具体的な内

容を提示している点、小学校の技術教育を考える上で貴重なものである。
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図1諸外国の普通教育としての技術教育の実施状況の概要（作成　向山）

イギリス ・第1～ll学年まで、教科「TECHNOLGY］がおかれ、第1～9学年は
S時間数の10％、第10・11学年は5～10％。・第3階悌までは共通で、第4階悌（10・ll学年）で「TECHNO

kGY］と「設計と実現」と「設計と伝達」に分化。・GCSEシラバスにおける「評価対象」では、技能と知識に2分

@し、技能は　（a）設計技能、（b）製作技能、（c）コミュニ
Pーション技能の3本柱。知識は（a）材料と構成要素（生産手
i）、（b）エネルギー（c）制御　（d）原理と概念、（e）TECH－
mOLOGYと社会の5本柱で構成されている。

フランス ・初等学校は科学・技術学。準備級と初級第1学年一2時間、初級
謔Qと中級第1・2学年＝3時間。中学校は必修として技術学。
R・4学年諏1．5時間、5と6学年＝2時間。選択として産業技術学

@（第4と、3学年3時間）、リセは選択必修で産業技術学や技術学
@8単位以上、自由選択で技術学（1．5単位以上）がおかれてい
驕B・工業関係企業の経営活動の過程を技術学の9側面（材料、言語と

Rード、技術学的構成物［道具・機械・装置およびその集合体］
A電気・電子・自動化の回路とシステム、製造・組立の方法や技
@、情報学、技術学の経営方法（企業および労働現場・社会的・
o済的活動と技術学的活動）からとらえて教育課程を構成してい
驕B

韓国 ・小学校第3～6学年は「実科」　（1時間）、中学校は技術・産業
@（第1学年は1時間、第2と3学年は2時間）、高校は選択必
@修、技術か家政どちらか選択で4単位がおかれている。・小学校は、栽培（農業、林業）、金属加工、木材加工、被服、食

ｨの他、生活習慣や適性と進路などを内容としている。中学校
ﾍ、技術と産業、エネルギーと動力、コンピュータ、製造技術、
嚼ﾝ技術、技術の発達と職業で構成されている。

アメリカ ・初等・中等・高等教育を通して技術心ないし産業技術学がおかれ
ﾄいる。時間数は多様。・工業関係企業の経営活動ベースの構成と技術学ベースの構成とキ

ャ潟A教育ベースの構成の混成。例えば、領域（通信、製造、エ
lルギー、動力、輸送、建設）のそれぞれで、入力→工程→出力
ﾆいう枠組みを基本に、技術史の視点と職業探索の視点を加味し
ﾄ構成。

ドイツ ・1～4年は「郷土・事実科」などで労働、工作的内容を、　5～
@10年は4つのかたちでの技術。①理科や社会の中で②合科、③
J働、④教科「技術」・内容は、①製図と加工、②情報・自動化・情報産業、③伝統技術

ﾆ環境などで構成。

スウェーデ ・スロイド（1年～9年）。創造的活動、生産と消費、環境と文化
ﾈどで構成　される。技術教育は「科学」の中の技術領域で教え
轤黷驕B3～9学年。家の中の技術、技術と余暇、システムと技
p、電子工学など。

田中喜美代三十24名、平成6年度～8年度科学研究費補助金（基盤研究A）研究報告書
　「国民教育におけるテクノロジー・リテラシー育成の教育課程開発に関する総合的比較
研究」をもとに向山が作成。
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　この試案では、「教科をおく理由」を次のように述べている。

　　「子どもたちは、すすんで手をつかって事物をたしかめたり、かたちづくったり、生き

ものを育てたりしょうとする。きわめて活動的である彼らは、けっして、ながめやるだけ

で満足はしないのである。それは、子どもたちの生活そのものなのであり、遊びなのであ

る。そのことが、手どもたちの人間的な成長にとって、どれほど大きい意味をもつもので

あるか、ことあらためて指摘するまでもあるまい。彼らは、そうした生活を通して、事物

の世界を知っていくのであり、感得していくのである。それだけではない。人間らしい手

の働きもそのなかできたえられていくし、感覚も感情も育っていくのである。…　　（中

略）…　私たちは、第一階梯で、差しごとという教科を新設し、子どもたちの、かいた

り、つくったり、栽培したりする活動を教科として積極的に組織しようとした。これらの

なか、には、芸術的なといっていいような内容も、科学的・技術的なといっていいような内

容もふくまれている。しかし、私たちは、この段階では、これらをとりわけて区別するこ

となく、総合約に取り扱っていくことが妥当であると考えた。」

図2　階梯別教科構成および毎週平均時間数
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総合学習　1×3 総合学習　1×3
一フ

教科外　κ．

教科外　∫
ぎ，1一こ二二
P嶺i∴ミ漉9・1外国語’5×3’：

U讃：；1：；｝

’

／／ @（18「20）＋κ標準時間

＿＿二

ﾏ　一

@’@’

教科外　露

　1（21一トの標準時間

P　　　　　　　凡

@　　　　　　例
m

［＝コ共　通

縺C轍i選択共通

s話　択
　（25十⇒75単位　　　　　「（25＋τ）標準時間

〔注）①2×3，5×3などとあるのは，ほぼ下学年週2時間つつ3学年間，毎各学年週5時間つつ3学年の意。

　②第4階梯は，単位制をとることとして表記した（週1時間，1学年の授業を1単位とする）。
　③各学年，各教科の時数は平均時数を示したものであり，最後の週平均時数第4，第3階梯25，第2

　　階梯21，第1階梯18～20とあるのも，固定的にそうすることを要請するのでなく，力動的に編
　　成されるべきものであり，ここでは一応平均時数を示したのみである。
　④第4階梯の選択教科・科目中にあるBは，第4階梯の共通および選択共通教科を示された単位
　　数をこえて履修するもの。
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【小学校での「工作・技術科」の実践】

　　日本においても小学校に工作・技術科を置いている学校がある。私立和光学園和光小学

校で1970年より「工作・技術科」（‘74年までは「技術科」）をおいて実践し成果をあげて

いる。次に2001年度の教育課程表をあげる（注6）。こ．れを見ると小学校で技術教育を行う場

合の内容が明らかになり教科を具体的にイメニジすることができる。

図3　和：光小学校2001年度「工作・技術科」教育課程表・

目的：技術や労勤についての翼実憐界を把握するための学力の形成を行う．それは、技術に歯十る科学的認醸、作桑の基本及び技術や労鋤に対するものの見方・考え方を形成する

　　ことにある。現実の披覧及び勇働の世界＾の手ほどきとなるように教材を還沖する．

4月置　　　　5月　　　　　6月 7月 9月 10月　　’　　11月 12月 1月　　　　　2月 3月

つくって遊ぶ やってみよう 紹む ，織る 工夫してみる 機披を使ってみよう

道具を使って遊ぶものをつくる 色づきの紙 色テープで平織りを体験する 写真たてを立 糸鋸で曲線を切ってみる

ぶんまわしとプリスピー の二ぎりで木を切ってみよう テープでかご つように工夫 らせんぎりで穴を

3年 きりと紙トンボ　　　　　　やずりで木を削ってみよう を編む 織機をつくって繊物を織って してつくって 電動糸鋸でパズルを作る あける

げんのうとビー玉めいろ　　プラスチックで遊ぼう みよう みる
はさみとブーメラン 電動ポール盤で
らせんぎりとメモ立て ペンス．タンドを

ペンチで輸ゴム鉄穂 つくる

正碗につくる　　　　　　　　筆箱をつく る まっすぐ走る享をつくる 和光技能オリンピック 楯械模型組立

駕つ直ぐな線をひく　　　　瞭間なくつくる
　　　　　　　　　　　　　　　7
Bを使わないで規程のコースを のこぎりびき 樵械模型を使ってさまざまな

（槙様を良く》）　　　　　　正碗なけがきと切断 まっすぐ走る車を作る やすりがけ エ作械械のモデルをつく る

4年 立体をつくる　　　　　　　位置合わせ 穴開け 速度とカの関係を知る
展開図を正確1こつくる　　　　正確な螢合 芯だし作業 接合 機械の仕組みを学ぶ
回転まんげをつくる 冶具をつかう ポ・一ル盤による穴開け ペルト装置
アイソアクシス 軸と軸受け 歯車装躍

ヘクサフレゴン

釘のナイフを作る 簡易鋳造 ザリガニ自ポヅト＝ンテスト あわせ加工

鍛造と珊ぎ 金属を溶かし ザリガニ型簡易ロボットを製作してチームを組んで ふたと本体が0． 1mlnの隙目もなく
5年 て型に流し込 一定の課題に挑軌する． ピッタリと合うように加工する

5寸釘を800度まで加熟して金床の む アイデア対決ロボット・コンテスト小学生版
上でハンマーでたたいて成型する◎ ペンダントへ たい二ばり洋…による却工

砥石で研磨して刃をつけナイフにする ッドをつくる

躁題学習 大気圧楯関 自分の体重を支える椅子の製作 自分の体重を支える椅子の まと．め

製作

繰題に向けてチームを組んで解決策を ポンポン酒気 柱と梁により自分の体重を十分に支えることのできる 技術と労勧を
考えて講査・設計・．製作する。 船をつくる 椅子を作る 考える・

6年
幅30cmのスパンに楢をかける
烽ﾁとも安価に強くできる方法を

脚邪（柱）

ﾀの製作
の製作　同じ寸法のものを4本切り出す
ﾀと梁を殻差なく交錯させる

塗装と仕上げ 製晶の製ﾘ考え橋のモデルを製作する 脚（柱｝ と鍛の接合　　　　　　　　『

（2）技術教育はなぜ必要か

　　学校教育の中に普通教育としての教科「技術」をおく場合の考え方については、すでに

多くの人が研究しているが、’ここでは教育学者．の中で一貫して技術教育の重要性を説いた

細谷俊夫の考え方を紹介したい（注7）。

　　細谷俊夫は先ず教科内容の概念として次のようにの．べる。「人間が歴史的発展の過程に

おいて蓄積した知識・技能は極めて広大な範囲に亙っていて、一般教育を目標とする学校

教育の領域でこれらを隈なく教授することは到底不可能であるし、また生徒の能力もそれ

を許さない。したがって生徒には明確なそして持続性のある基礎的な知識・技能だけを授

け、生徒が自力でそれらを応用し活用することができる．よ．うにする必要がある。こうして

多くの知識・技能の中から真に基礎的な知識・技能だけを選択して、それらをもって教科

内容を構成することが必要になってくる。．一般的にいって教科内容は言語、社会、自然、

芸術、技術、体育などの諸領域から構成ざれている。」と説明した上で、技術・家庭科の目

標について「現代は技術の時代と呼ばれるほど生産・加工〉流通・消費のすべての部面に

わたって、技術の進歩は目ざましいものがある。．こうして現代は、次の世代たる青少年に

対して、生産や加工に関する基礎的な技術を習得し、それを通じて近代技術に関する理解

とそれに対処する実践的な態度を身につけることを要望することになる。このような要望
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に答える教科が技術家庭科である。」

また、「技術教育の目標は、基礎的な技術に基づく実践的な活動を通して、一定の技能を

習得させるとともに、その技術に関する知識を習得させ、技術的世界ないし技術的環境に

対する合理的な態度を育成することにある。元来、技能は精神組織の中に定着されるもの

であり、一定の反応が随時随所に容易にかつ確実に呼び起されることを指すのである。こ

うした技能は画一的な反復によって習得されるものであり、人は技能を習得することによ

って一定の活動を容易にかつ確実に行なうことができるようになるのである。」と述べて

いる。

　細谷は技術教育に関する多くの論文・著書を発表しているが、この説明は、多少表現の

違いがあうても、おおすじにおいて多くの技術教育関係者の同意を得られるものであろう。

（3）・教科編成の理論

　技術に関する教科をどのような原理でどんな内容で構成するかについては、多くの研究

者によって多様な研究成果が提案されている（注8）。ここでは私が最も参考にしている岡邦

雄（注9）の理論を紹介する。岡邦雄は、科学の構成段階と子どもの認識過程の共通性に着目

した教科編成の原理を提案した（注10）。そして総括として次のようにまとめる。

①われわれの教科編成は、一つの理論、一つの科学である。

②その理論化の理由（a）教科編成に限らず、一般に系統化、体系化は、理論なしには行

　われない。（b）当面する現場の悪条件の下では、ここで更に基本的な構成方法を要する。

　それは今までよりも一そう基本的なものでなければならぬ、それは理論である。

③理論は論理と歴史との総合である。

④理論→応用の方向は正しく評価されねばならない。しかし本源的な方向は応用→理論

　（実践→理論）である。

⑤科学方法論（理論構成の段階）

　（1）体験→（2）経験→（3）実験→（4）論理→（5）理論⑥

⑥教科編成系統化の二つの柱

　（1）子どもの認識能力の発展段階

　（2）自然科学の歴史的体系（科学史の役割）

　この（1）と（2）の統一（教師の実践と研究）これらの段階は、いずれも（5）の段階に並行す

る。そして基本になる段階は（1）である。

　なお、一方で岡はデューイの教育論をもとに子どもの発達過程を技術教育の立場で検討

し図6に示すような仮設を提案している（注11）。

3．教育課程編成における今後の課題

　現在行われている技術科教育は、生徒や社会人の反応からいっても、諸外国の状況から

見ても、また、子どもの状況や日本の産業のおかれている状況からも、教科として重視し9

ていく必要のあることを述べてきた。しかし、社会の急激な変化や現代の子どもの状況か

ら見て、教科に必要な時間数や内容は改革の必要にせまられている。ここでは解決しなけ

ればならない現実的な問題をいくつか指摘するにとどめる。
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図4　技術科編成の柱

（1）　1つの科学の構成段階

旧劇経回実劇論理i理論
（豆）子どもの認識能力発達の段階（第一の柱）

旧劇経劇実験（論理）i（理論）i

（皿）科学の系統（体系）

　　a　構造的（論理的）体系　　獲麺姦（科学構造）

　　b　段階的・歴史的体系（第二の柱）

E・ネサソス陣繍学；・8世繍学三三学隊科学1（科学史的機）

陣甕

q7） 口｝学習指導要領の“体系”　（全く体系をなさず）

L塑」
’L墾L璽」

　木工　　金工
1　　　　　　　　　　　1

機械
　　　量　　　　　　　　　　　9

　　　　⑧｝

道具・機械装置加工材

料等の匝國の介在

1

（教師に対する現実的．制約的条件，しかし現場ではこれを無視することはできない

B　　原動機　　総　合　「）1

　　　　　　　　　　　つ

電　　気
u

｛2｝再編成の体系（一つの科学としての教科編成）

　　　農的学習
　巳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

手作業

工　金工　製図　機械　原動機
　曹　　　　　　　　　　　馴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　量

1

馬〔1木
エネルギー・

雪

馨

電気学・習 1

体験・緻（あ碓度の習熟）陳劇論理1理論

　　　　｛C）

　1麺の実践と研究

’　自主的活動

」

図6　能力発達のコース網（真理、行動、発達のコース）

o

護縫の日貌

．知能の発荏

　　　諸技能の発達

　　　　　　　　　　　〆rで’

》馨辮菱，

翌糞嚢響極擁
　　現

や窺欝耀漉力

魍量鯉魍鶏蟻酪
　　　　学附働への聴的綴

㈲

（5）

（4）

｛1訪

よる）

（21

ω

2．5

前操作的段賠

　幼児期

3455．§677。58910　　　　　　　　オ　　　具体的操作の準備および組鐵の時

　　　翻期三一小学欄

11　　　　1212．513　　　　14　　　　ユ5（年齢）

　　形式的操作の時

　　　　宇校期
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（1）学力問題と技術科教育

　子どもは成長過程の中でたくさんのことを学ぶが、その中には、知らないこどを覚えた

り理解し、また問題を解くことによる喜びは大きい。しかし一方、子どもは、今まで出来

なかったことが出来るようになったり、上手になったりすることの喜びも大きい。今日問

題にされる学力は、前者に集中しているような感がある。しかし、自分が育ってきた過程

を振り返ってみても、後者が如何に重要な役割を果たしては誰でも理解できる。むしろζ

の二つは互いに相乗しあって学力として定着するものである。技術の教育は、出来ないこ

とが出来るようになる内容を最も多く含む教科として、今日多くいわれる「生きる力」を

形成する能力の一つとして位置つかなければならない。

（2）分化と総合の中での技術・家庭科

　科学技術は、どちらかというと分化の方向に向かっているが、生活そのものは総合的な

ものである。未分化な子どもたちの教育課程が分化と総合を繰り返すのは当然ともいえる

が、そこには一貫した原理が必要である。何を教科として組織し、何を教科外とするか根

本的な検討を必要とする。中学校の技術・家庭科は「技術」と「家庭」を分野として持って

いているが、学習指導要領上は一つの教科である。免許状は別で、教員養成も別のカリキ

ュラムとなっている。このことが教育課程編成上多くの矛盾を生みだしている。例えば、

技術・家庭科の中には、作物を育てる「栽培」と、作物（収穫物）を調理して食べる「食

物」が含まれているが、両者は教育課程上のつながりがない。農水省や厚生省では「食事

教育」とい名で農と食を連続して捉えているが、教育の世界だけが違う方向を向いている

ように見える。技術教育と家庭科教育は全く違うものだ、という一言ですべてを切り捨て

る風潮はどちらかというと研究者の中に多く、現に実践している教師は助け合い統一的視

点を探して実践している。しかし長い間のねじれ現象は修復不可能なところまできている。

教科が系統的な内容を教えようとすれば、最低週2時間は必要とする。技術と家庭共に週2

時間とし、分離した上で実践の上で結合することが、歴史上・現実上、問題解決の早道であろう。

（3）情報教育と技術科教育

　2002年から始まる新教育課程では、中学校の技術科の半分を情報教育に当てることにな

っている。しかし、この情報は必ずしも技術教育にふさわしい内容になっていない。コン

ピュータそのものは技術的産物であることは間違いないが、情報一般は文字・記号・音

声・映像などを広範囲に含み、技術教育の内容ではない。今の子ども達に必要な技術教育

とは質の違うものである。新教育課程では、この情報を教えなければならない故に教師の

新たな苦悩がはじまっている。また、次の教育課程改訂を複雑にしてしまった。技術教育

にふさわしい情報技術教育として「制御」を内容とした実践も一定の広がりを見せてはい

るが、物と作る授業を減らしてまで今教える内容かどうかの疑問もでている。コンピュー

タを使って図面を書いたり、プレゼンテーションに利用する程度は、他の教科と同じレベ

ルの利用であって、ことさら技術教育で力をいれることではない、という意見が多い。

　新設された高校の「情報科」も教える内容が無いとか、講習による急ごしらえの教員養

成を危ぶむ声も多い。情報教育を教科として置くべきかどうか、広範囲な人の参加による

検討の必要がある。

（4）科学技術教育か技術教育か

　今回の教育課程改訂の過程で、技術教育関係者の問で大きな関心を集めたプランに「科
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学・技術科」構想があった（注12）。理科と技術科の合併案というよりも技術科を理科に中に

吸収して「科学・技術科」とし、理科の時間数を多くしょうという案であった。内容がそ

のまま行われれば、技術教育も科学・技術の形で小・中・高一貫するが、発足当初はとも

かく、やがて技術教育の内容は切り捨てられるのではないか、と危惧した人が多く、技術

教育関係者は独自性を主張して反対の立場をとった。しかし、この構想は次の改訂で再び

浮上するのではないかとうわさされている。検討に値する方向の一つではある。

（注）

（1）三山裕久は、奈良教育大学大学院から東京大学大学院教育学研究科博士課程に進み、

　　将来を嘱望された研究者だったが、2001年5月9日急逝された。ここで取り上げた調

　　査は、奈良教育大学大学院時代のもので、1993年11月27日、日本産業技術教育学会

　　近畿支部第10回研究発表会で口頭発表したものである。なおこの調査資料の要約は

　　『技術教室』（農磨出）2002．3月～6月号に掲載される予定である。

（2）日本教職員組合編『私たちの学校と生活』1973年

（3）教育課程の構i成・基準の改革に関する総合的研究第一次報告」59－75頁所収向山玉，

　　雄「技術教育をめぐる外国の状況及び日本における省庁間連携の動き」

（4）市川博「教育課程改革の現状と改革の視点」（日本学術会議教科教育学連絡委員会編

　　「新しい学びの様式と教科の役割』東洋館出版、2001年）に、これまで研究開発直な

　　どで試行された教科再編の動きと課題が紹介されている。

（5）中央教育課程検討委員会報告「教育課程改革試案』一ツ橋書房、1976年

（6）2001年度教育研究全国集会第9分科会レポート、鈴木隆司「小学校における教科とし

　　ての技術教育一和光小学校の工作・技術科のとりくみ一」の配布資料。

　　なお、奈良教育大学特別経費報告書「小学校教育課程の分化と統合に関する総合的

　　研究」（代表向山玉雄）1996年には、和光小学校の紹介の他、研究開発校で取り組

　　まれた技術につながる教科の実践例がまとめられている。

（7）細谷俊夫『教育方法第4版』岩波書店、1991年

（8）最近では、1999年7月、日本産業技術教育学会が「21世紀の技術教育一技術教育の理

　　念と社会的役割とは何か、そのための教育課程の構造はどうあるべきか一」（日本

　　産業技術教育学会誌第41巻3号別冊）が発表されている。ここには小・中・高一貫

　　の普通教育としての技術教育のプランが提示されている。

（9）岡邦雄は「1890－1971　日本における自然科学史（科学思想史）、とくに自然弁証法

　　および技術論の諸領域の開拓者、啓蒙家…　　（以下略）」（『科学史技術史辞典』

　　弘文堂、1983年、pp135－136）

（10）岡邦雄「技術科再編成の理論一論理と歴史一」「技術教室』国土社、1964年3月号

（11）岡郁雄・向山玉雄編『男女共通の技術・家庭科教育』明治図書、1970年、211頁

（12）この案は、日本学術会議の「科学教育研究連絡委員会」の場で坂本昂によって提案

　　されたものとして「日本産業技術教育学会」の一部会員にレジメの形で流れた。

　　「「新科学知』とカリキュラム開発一「新科学知』の教育的体系化と科学技術カリキ

　　ュラムの開発一」と題するものである。武村重和「21世紀のカリキュラムはこうな

　　る！』明治図書、1999年に、同主旨の提案がなされている。
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《資料1》中学生の「技術科」に対する意識調査結果

・・ Z術科教育の社会的役割を探る・・

三山裕久・向山玉雄

調査対象＝ 口 口　　　“

一回ウ
一

爪ウ
｛’　　、 1

4 東京都公立中学校 男子 ll 61 91

ノ、　葺
7

71 gl

口　　吾 ロ言 3 96

調査時期：平成5年2月～3月
調査時間：技術の時間，ホームルーム
履修領域：　　工’　　　エ

O　　　O
・のみ

1．あなたの好きな教科のすべてに○をつけて下さい。また、きらいな教科のす
　ぺてにxをつけて下さい。（どちらでもない場合は、空白のまま）

国語 社会 理科 数学 音楽 保体 美術 技術 家庭 英語
好き 　72

Q4．6％

122
S1．6瓢

　88
R0．0瓢

　89
R0．4Z

104

R5．5瓢

156

T3．2瓢

　86
Q9．4％

116

R9．6箔

　34
P1．6瓢

　69
Q3．5％

きらい 　98
R3．4％

　68
Q3．2髭

95　　　　117
R2．4割39．9％

　86
Q9．4瓢

　52
P7．7箔

117

R9．9瓢

　65
Q2．2瓢

　86
Q9．4％

131

S4．7瓢

N＝293（以’ド、特に記述のない場合、n＝293）

2．1．の質間で「技術」に○、あるいはxをつけた人だけに質問します。
　その理由はなんですカ㌔あてはまるすべてにレ点をつけて下さい。

好き きらい

1習う内容
Qものづくり
R先生
Sその他

（実習）

37　31．9％

P08　93．1瓢

R1　26．7％’

@6　5．2瓢

34　52．3瓢

Q2　33．8髭

Q0　30．8瓢

V　10．8鬼

　　　好き：N＝116，きらい：Nニ65

3．「技術」は中学校に入学したとき想像していたのとくらべて、どうでしたか。
　一つ選んで口にレ点をつけて下さい。

人数　　瓢

1つまらないと思っていたら、やっぱりつまらなかった 24　8．3瓢

2つまらないと思っていたが、楽しかった 30　10．4％

3つまらないと思っていたが、それほどでもなかった 31　10．7器

4楽しいと思っていたら、やっぱり楽しかった 23　8．0瓢
5楽しいと思っていたが、つまらなかった 9　3．1％

6楽しいと思っていたが、それほどでもなかった 24　8．3％

7なんとも思わなかったが、楽しかった 119　41．2瓢

8なんとも思わなかったが、つまらなかった 29’10．0％

Nニ289
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4．「技術」は、大切な教科だと思いますか。一つ選んで□にレ点をつけて下さい。
人数　　箔

1とても大切 41　18．6鑑

2少し大切 65　29．4％

3ふつう 73　33．0％

4あまり大切ではない 27　12．2％

5まったく大切ではない 15　　6．8％

　　　　　　　Nニ221
5．「技術」で習ったことが、いままでに役立ったことがありますか。
　一つ選んで口にレ点をつけて下さい。

人数　　瓢

ユあった

Qなかった
R覚えていない

115　39．4％

W3　28．4箔

X4　32．2器

N＝292

6．次の項目について、「技術」の勉強がいままでに役立ったことがあれば○、
なければx、おぼえていない場合は△を　　）に書いて下さい。

あった　なかった
1科学技術についての知識の深まり 　91　　103　　　87

R2．4％　　　36．6％　　　31．0瓢

2他教科の勉強 　47　　　171　　　63
P6．7％　　　60．9％　　　22．4瓢

3家の手伝い 　67　　　137　　　77
Q3．8瓢　　　48．8％　　　27．4瓢

4趣味 　67　　　159　　　55
Q3．8器　　　　56。6瓢　　　　19。6瓢

5自分でなにかを作ったとき 105　　　　　　109　　　　　　67

R7．4％　　　38．8％　　　23．8瓢

6進路の決定　・ 18　　　218　　　45
U．4％　　　77．6駕　　　16．0％

7その他 　7
Q．5％　　　一　　　一

Nニ281

7．・いままでに、役立ったことのある「領域」のすべてに○をつけて下さい。
木工 電気 金工 機械 栽培 情報 家生 食物 被服 住居 保育

　74
R3．5瓢

　100
S5．2％

　37
P8．6％

　40
Q2．2瓢

　35
Q9．9％

　29
P3．6％

　0
O．0％

　84
R8．0瓢

　46
Q2．2瓢

　8
U．3％

　20
P0．9瓢

8．「技術」で習ったことが、将来役立つことがあると思いますか。
　　一つ選んで口にレ点をつけて下さい。

1あると思う
2ないと思う
3わからない

155　　53．1％

42　14．4％

95　32．5瓢

Nニ292

一63一



9．次の項目について、「技術」の勉強が継役立つことがあると思ったら○、
思わないなら×、よくわからない場合は△を （　　に書いて下さい。

ある　　ない

1科学技術時代の、教養として 　83　　　93　　105
Q9．5％　　　33．1％　　　37．4瓢

2中学卒業後に進学した高校や大学の勉強 163　　　55　　　63
P8．5毘　　　　48。0毘　　　　33．5％

3日常の生活 　5多　　135　　94
T8．0％　　　19．6％　　　22．4％

4趣味 103　　　98　　　80
R6．6％　　　34．9％　　　28．5％

5自分でなにかを作るとき 174　　　44　　　63
U1．9％　　　15．7％　　　22．4器

6将来の職業 103　　　84　　　94
R6●6瓢　　　　29●9％　　　　33●5％

7その他 　1
O．4％　　　一　　　一

N＝281

100．将来、役立つと思う「領域」 のすべてに○をつけて下さい。

木工 電気 金工 機械 栽培 情報 家生 食物 被服 住居 保育

　102
R5．2％

　171
T8．4髭

　43
Q1．5箔

　95
S4．7％

　42
Q7．6瓢

　98
R4．8％

　0
O．0％

　107
S1．6％

　63
Q5．6％

　54
Q4．6％

　56
Q4．2％

111　．将来、役立つと思う 「教科」のすべてに○をつけてください。

国語 社会 理科 数学 音楽 保体 美術 技術 家庭 英語

　152
T1．9％

コ31
S4．7％

　79
Q7」瑞

　122
S1．6髭

　51
P7．4％

　94
R2．1箔

　22
V．5瓢

　128
S3．7％

　105
R5．8％

　215
V3．4鑑

12．あなたが習いたいと思う技術・家庭科の領域すべてに○をつけて下さい。
すでに習った領域を含めてもけっこうです。

木工 電気 金工 機械 栽培 情報 下生 食物 被服 住居 保育

　78
Q6．6％

　78
Q6．6％

　51
P7．4％

　72
Q4．6箔

　21
V．2瓢

　52
P7．7瓢

　22
V．5男

　31
P0．6％

　18
U．1％

　12，

S．1％

　11
R．8瓢

13．次の項目について．技術・家庭科を習って自分は成長したと思ったら○、
　　思わなければ×、どちらでもない場合は△を（　）につけて下さい。

1生活や技術への関心・意欲・態度
2生活を創意工夫する能力
3生活の技能
4生活や技術についての知識・理解

○ X △

61　21．4％　101　35．4％　123　43．2髭

76　26．7瓢　　95　33．3瓢　11440．0％

92　32●3瓢　　85　29．8％　108　37．9％

123　43．1瓢　　66　23．2瓢　　96　33．7髭

Nニ285

14．次の項目のなかで「技術」を勉強したおかげだと思うことすべてに
　　レ点をつけてください。

1知識が豊かになった
2科学や技術がどのようなものか、わかった
3科学や技術に興味を持つようになった
4手先が器用になった
5気軽にものを作ったり、修理したりするようになった
6道具や機械を使うことに、自信をもてるようになった
7道具や機械を作った人類は、すごいと思うようになった
8家の手伝いをするようになった
9根気強くなった
10整理整頓がきっちりできるようになった．
11協力することができるようになった
12

13その他

122

102

58

55
101

73

56

32

29

28

36

「技術」で習った関係の仕事をしたいと思うようになった37
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7

41．6瓢

34．8瓢

19．8瓢

18．8瓢

34．5％

24．9％

19．1％

10．9瓢

9．9％

9．6瓢

12．3箔

12．6箔

2．8％
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15．私たちの生活は科学技術の発達によって、どんどん変わっています。この
変化によって勉強内容が変わっていくと思う教科全てに○をっけ

国語 社会 理科 数学 音楽 保体 美術 技術 家庭 英語

　39
P3．3％

111

R7。9瓢

　124
S2．3％

　69
Q3．5瓢

　29
X．9器

　43
P4．7瓢

　40
P3．7％

　159
T4．3瓢

　55
P8．8％

　81
Q7．6％

16．あなたが習った「技術」はどのような教科だったと思いますか。
　　　あなたの考えにあてはまるもの、すべてにレ点をつけてください。

1技術についての知識を身につける
2技術について理解を深める
3作品を作るための方法やテクニックを身につける
4道具の使い方がうまくなる
5手先が器用になる
6生活に役立つことを習う
7職業について考える
8息抜きの時間
9その他

139　　47．4％

94　32．端
132　　45．1％

127　　43．3％

49　16．7瓢

141　　48．1％

47　16．0％

9131．1瓢
　7　3．2瓢

17．次の項目は、「技術」に対してのみなさんの気持ちをあげたものです。
　　　「そう思う」はO、　「そうは思わない」はx、「どちらでもない」は△

1古い内容が多くて、つまらなかった

2新しいこと（コンヒ。ユータ、リニアモーターカー等）を、

　習いたかった
3科学的な内容を取り入れてほしいと思ったこ

　とがあった
4実際に役立つことを教えてほしかった

5専門的に、くわしく教えてほしかった

6教科書がわかりにくかった

7みんなと違った、自分の作りたいものを作る

　ほうが楽しい
8男子と女子、一緒に勉強する方が楽しい

9習いたい領域を選べるようにしてほしかった

10「技術」の時間をもっと多くしてほしかった

11「家庭」の時間をもっと多くしてほしかった

12技術室や家庭科室を自由に使わせてほしいと

　思ったことがあった
13作業で服や手が汚れるのは、いやだった

14受験に関係ないので、やめてほしいと思った
　ことがあった
15息抜きの時間になった

思う　思わない

　45
．15．7％

208
72．8％

　86
30．1男

130

45．5％

　53
18。5％

120

42．0％

109

38，1％

　84
29．4％

148

51．7蓄

116

40．5瓢

　48
16。7％

108

37．8瓢

104

36．4％

130

45．5％

160

55．9瓢

122

42．7弘

　39
13．6瓢

　95
33．2瓢

　67
23．4覧

142

49．7％

　64
22．3瓢

　85
29．，7鴬

　80
28．0％

　68
23．8髭

　88
30．8％

140

49．0鬼

108

37．8％

105

36．7％

　67
23．4％

　58
20．3％

119

41．6％

　39
13．6瓢

105

36．7瓢

　89
31．1％

　91
31．8％

102
35．7瓢

　92
32．2瓢

122
42．6瓢

　70
24．5瓢

　82
28．7瓢

　98
34．3瓢

　70
24．4％

　77
26．9％

　89
31．1％

　68
23．8％
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18．そのほかに「習いたかったこと」や、　「授業が楽しくなるアイデア」など、
　　　あなたが「技術」や「家庭」に望むことを、何でも書いて下さい。
【技術に関する内容】

《要求に関する記述》

　◇学習内容について
　　　・バイクの乗り方。
　　　・機械関係を学ぼうと思っております。これからの就職のことを考えて。

　　　・技術のテクニック
　　　・電気機器の修理の仕方について、もっと学びたかった。
　　　・楽しければそれでいい。

　　　・省エネ
　　　・の一さくがもっとやりたかった。

　　　・自動車を作りたかった
　　　・エンジンをいじりたかった
　　　・あまり生活に役に立たないのはやめてほしい。
　　　・教材がもっと役に立つものが良かった。

◇授業方法について
　　　・実習を多く取り入れた方がいい
　　　・実習を多くする。
　　　・好きなようにやる。
　　　・作業をする時間を増やせるといいと思う。
　　　・製作の方が、みんな好きだと思う。
　　　・技術の時間を減らす。
　　　・農家に働くわけじゃないんだし、栽培はやらなくて良いと思う。コンビ
　　　ュータとかを、もっとたくさんやってほしい。
　　　・テストで、覚えても何の意味もない問題を出すのは、やめてほしかった。

　　　・技術のゲストはいらないと思った。
　　　・技術は可2年生からはあまり女子はやらなくてもいいと思った。
　　　・もっとユーモアを入れること
　　　・本当に作りたいものじゃないから、できたときの喜びが少ない。
　　　・作業の時、やっぱり個人、個人で何を作るか、ある程度選べるようにし

　　　た方が、もっと楽しくなると思う。
　　　・不器用な人への対処をしっかりしてほしいです。
　　　・もっと一人だけで作るものを多くしてほしい

◇その他
　　　・先生がウソをつかない方がいい。先生の態度がでかい。若い先生は技術

　　　にあわない。ベテランの方がよい。
　　　・先生がすぐ怒らないようにすること
《アイデアやアドバイスに関する記述》
　　　・もっとそれぞれの個性を伸ばす、個人の技術のやりたいことなどをやる

　　　　と、もっと視野が広がると思う
《感想に関する記述》
　　　・残り少ないけど、もっといろんなものを作りたい。

　　　・クラス単位ぐらいで、大きいものを作りたかった
　　　・作るのが早い人と、遅い人の差がでて、遅かった自分はあまりおもしろ
　　　　くなかった。　（早くできると楽しかったけど）

【コンピュータに関する内容】
《要求に関する記述》

◇学習内容について
　　　・パソコンでゲームがしたい。
　　　・コンピュータ処理。グラフィック。その早いろいろ。

　　　・パソコンでゲームがしたい。

◇授業形態や教科について
　　　・一人でもっと自由にコンピュータが使えるようにしてほしい
　　　・最後の方にやった、コンピュータがおもしろかった。

　　　　もう少しやりたかった。
　　　・コンピュータの授業をもっと増やしてほしかった。
　　　・もっとコンピュータ関係の授業をやりたかった。
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《資料2》社会人の「技術科」に対する意識調査結果

　　　　　・・技術科教育の社会的役割を探る・・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三山裕久・向山玉雄

【調査方法】

　　　　　離雛i轟駿熟睡鰯議r晶対象Bは
　　　　　調査対象，婬壁響布し葎査を行つ々・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝嚢F　　　　　　　　　　　　　　輩羅

　　　　　　　　　　　　　　　ム
　　　　　　　　　　　　ロ言　　　　　　39
　　　　　調査時期　：　平成5年3月～10月
【調査について】
　この冊子には、社会人（大学生を含む）が、中学校の技術科を振り返って、ど

窺あ馨難解ス葛1’謹翫熱ε講著響町馨粥墳旨ε罪夢鮎
少ないものがある。これは調査の都合上聞けなかったもので、現在この部分を補
うために調査を継続している。
　　1．技術科教育について　　1．及び2．
、　IV．これからの技術科教育　5．の3），4）及び6．

1　技術科教育について

1．技術科という教科を覚えていますか。
1．覚えている　　8　100．0％
2．覚えていない　0　　0．0％

3．分からない　　0　0．0％

2．技術科の好ききらいについて質問します。
　1＞技術科は好きでしたか

王．・好きだった

2．少し好きだった
3．ふつう

4．あまり好きではなかった
5．きらいだった

6　75．0％

2　25．0％

0　0．0％

0　0．0毘

0　0．0瓢

2）「好きだった」「少し好きだった」と答えた方に質問します。
　その理由を教えてください。（複数回答可）
　　1．習う内容　1　12．硯

　　2．先生　　　1　12．硯
　　3．もの作り　6　75．傭

　　4．その他　　0　0．眺

3．技術科で作った作品について質問します。
　1）どのような作品を作りましたか。またその作品について、作品の使用を行っ
　　たか、現在も持っているかについて、例に示す形式でお三下さい。

作品数 使用 所持
した　　　　しない 持っている　持っていない

木工 52 48　　92．3％　　　　4　　　7．7％ 17　　32●7鑑　　　　35　　67●3％

電気 17 11　　62．5％　　　　6　　37．5％ 4　　25．0％　　　　13　　75・0箔

金工 25 20　　　80．0％　　　　　5　　　20●0％ 4　　16．0瓢　　　　21　　84．0％

機械 2 1　　50．0器　　　　　1　　　5000髭 0　0．0鑑　　2100．0％
栽培 0 0　0．0％　　0　0．0％ 0　0．0％　0　0．0瓢
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【木工】 【電気】 【金工】　　　　　【機械】

本立て　　　　24 回路計　　　　3 ちりとり　　　8 蒸気車　　　1

イス’　　　22 電気スタンド　3 ブックエンド　8 ロボット　　1

写真入れ　　　2 インタホン　　2 ぶんちん　　　4
タナ　　　　　　1 ラジカセ　　　　2 ポスト　　　　2

かべかけ　　　1 電話機　　　　2 ドライバー　　1

花瓶敷き　　　1 ラジオ　　　　　2 灰皿　　　　　　1

プランター　　1 蛍光灯　　　　1
トランシーバ　1

モータ　　　　1

2）1＞で「作品の使用」に1っでも「しない」と答えた方に質問します。なぜ、

　その作品を使用しなかったのですか。
・できあがりが良くなかったから。
・必要でなかった。

・気に入らなかった。

・学校へおいてきた。
・みんなと同じだったから。

4　44．5％

1’11．1％

2　22．2箔

1　11．1％

111．1％

3）1）で「現在の所持」に1つでも「ない」と答えた方に質問します。，なぜ・そ

　の作品を現在まで残さなかったのですか。
・必要でなかった。

・こわれた。

・いつのまにかなくなった。

・じゃまになった。

・残す価値がなかった。

・無回答

9　25．7％

12　34．3％

2　5．7％

4　11．4％

2　5．7％

6　17．2％

4）作品を作ったことで、学んだことがありましたか。
1．あった

2．少しあった

3．なかった
4．わからない．

5．無回答

16

12

5

3

1

43．2瓢

32．4％

13．5％

8．1瓢

2．8瓢

①「（少し）あった」と答えた方に質問します。それはどのようなことですか。
　　・日常生活で。
　　・とのこの使い方。
　　・もの作りの楽しさを知った。
　　・自分の作ったものの良さを感じた。
　　・こわれたときの絶望感が分かった。
　　・ボルトのネジ切り。
　　・作品の作り方。

　　・デザインの必要。
　　・一般常識の基礎。

　　・自分の作ったものを大切にする。
　　・趣味が広くなった。
　　・電気の配線。

②「なかった」と答えた方に質問します。 それは、なぜですか。

1．内容が良くなかった

2．習ったことを忘れた

3．分からない
4．その他

240．0瓢

240．0瓢
0　0．0瓢

120．0％
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4．技術科で習った理論的な内容（作品を作る上での知識やテクニヅク以外）で、
　　今までに役立ったことがありますか。
　　　1．あった　　　9　23．7毘

　　　2，少しあった12　31．6％
　　　3．ない・　　　11　28．9％

　　　4．分からない　6　15．8瓢

1）「（少し）あった」と答えた方に質問します。それはどのようなことですか

1．実用的なこと

2．教養として

3．職業に関すること
4．その他

5．無回答

10　47．6％

7β3．3％

0　　0％
0　　0％
4　19．1％

【具体的内容】

　　　・基本を身につけたことによって、応用していくことが出来る。
　　　・キリで穴をあけておくと釘打ちするときに木が割れない。
　　　・道具の使い方や修理の仕方。
　　　・製図の書き方、きれいな数字の書き方。
　　　・物体が大気中で浮き、移動できるメカニズム。
　　　・電気コードの断線修理、オーディオのヒューズ交換。

　　　・棚などの作るとき。

2）「ない」と答えた方に質問します。どうして役立たなかったと思いますか、

　その理由を教えて下さい。
1．内容が良くなかった　　　4　36．6％

2．習ったことを忘れたから　3　27．銚

3．分からない

4．その他

5．無回答

0　0．0％

3　27．2％

1　9．0％

【その他の記述】

　・作品を作ること自体で、応用がきかなかった。

5．あなたの習った技術科は、大切な教科だったと思いますか。
　　　1．思う　　　　24　63．瑞
　　　2．思わない　　　6　15．8％

　　　3．分からない　8　21．1％’

【大切な教科だと思う理由】
　　　・毎日の生活で基本を身につけたことで、現在生かすことが出来ている
　　　・一般常識として知っておくべきことだと思うから。
　　　・子どもの時、作った思い出は大人になってもどことなく覚えており、い

　　　　い思い出になる。
　　　・ものを作る楽しさが分かったから。
　　　・金でなんでも買える時代、ものを作るという苦労が分かるから。

　　　・道具の使用方法が分かった。
　　　・体で学ぶ教育で表に余り現れないが、実際はなにか役立っていると思う。

　　　・ハンマーで釘の打ち方、又のこぎりの使い方など。
　　　・作品を完成したよろこびとテストで100点をとるよろこびは違い、作品
　　　　を完成したよろこびの方が社会に出たときに役に立つと思うから。
　　　・理論よりも実際手にした方がよい。実際にやる方がよりよいと思うから。
　　　・そのとき必要ないと思っていたものが、生活に役立つことが多い。

　　　・ものを作る場を美しくというように考えるようになるため。
【大切な教科でないと思う理由】

　　　・実用的な部分もあるが、自職場にとって役立たない。
　　　・技術科で習った内容は、別に習わなくても生活していく中で身につく知
　　　　識で、さらに個人によってそれはかなり異なる。
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6．技術科はどのような教科だったと思いますか。　（複数回答）
1．技術についての知識を身につける
2．技術についての教養を深める
3．作品を作るための方法やテクニヅクを身につける
4．手先が器用になる

5．生活に役立つことを習う

6．職業について考える
7．息抜きの時間

8．分からない

9．その他

15　39．5％

10　26．3％

16　42．1瓢

4　10．5％

16　42．1％

4　10．5％

4　10．5％

0　0．0鑑

1　2．6％

【その他の記述】

　・もの作りの楽しさを知るのが目的だったように思う。しかし周りの人を
　見ていると、人によっては達成できていなかったと思う。作るのがもと
　からきらいな人は、結局もの作りの楽しさは分からなかったと思う。

II　家庭の中の技術科

1．家庭で使う目的で、ものを自分で作ることがありますか。
1．ある　　　　　13　34．2％

2．ときどきある　8　21．1％
3．ない　　　　　16　42．瑞

4．無回答　　　　　1　2．6％

【作ったもの】

　　　・犬小屋

　　　・子どもの遊び道具
　　　・棚、台

　　　・箱

　　　・市販品の改造
　　　・工作程度

　　　・家庭用品の修理

　　　・日曜大工

2趣味でもの作りをすることがありますか。
1．ある　　　　　　8　21．1％

2．ときどきある　7　18．4毘
3．ない　　　　　22　57．9％

4．無回答　　　　　1　2．6％

【作ったもの】

　　　・プラモデル
　　　・木彫

3．家庭内の簡単な作業は自分でするほうですか。
1．する　　　　　19　50．0％

2．たまにする　　14　36．8％

3．しない　　　　　5　i3．2％

4．上記の1．～3．の質問に一つでも「ある」または「する」と答えた方に質問

　　します。
1）それらの作業をするために、道具は揃えていますか。

1．本格的に揃えている
2．簡単な道具なら揃えている
3．まったく揃えていない
4．無回答

8　24．2％

2163．6％
0　0．0％

4　12．2髭
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2＞それらの作業をする場合に、技術科で習ったことが役立っていますか。

　　1．役立っている　　927．3％
　　2．役立っていない　11　33．3％
　　3．分からない　　　12　36．4％
　　4．無回答　　　　　　1　3．0％
【具体的内容】

　　　・ものを作る場合の基本が身についてる。
　　　・ハンダつけ、錆とり。
　　　・道具の使いかた。

5．日曜講座や、文化教室などで、ものづくりや修理の仕方を学ぶことに興味が
　ありますか。

1．ある　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7
2．ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15
3．興味はあるが、参加するかどうかは分からない14
4．無回答　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

18．4箔

39．5箔

36．8％

5．3％

皿：社会の中の技術科

1．ニュースや新聞での、科学技術に関する報道には興味を持ちますか。

1．持つ　　　　　　10
3．少し持つ　　　　17

2．あまり持たない　10
4．全く持たない　　1

26．3％

44．7％

26．3％

2．7％

1）「持つ」「少し持つ」と答えた方に質問します。それらの報道に対して興味
　を持っているのは、技術科を受けたことと関係があると思いますか。
　　1．ある　　　　　7　25．9鑑

　　2．ない　　　　20　74．1％

2．ある機械について、どのような仕組みになっているのかといった、技術的な
　　思考を行うとき、技術科での学習は役立っていますか。

1．役立っている

2．少し役立っている

3．まったく役立っていない
4．わからない
5．無回答

3　7．9％
13　34．2％

12　31．6％

9　23．7％

1　2．6％圏

3．「科学技術の発達」という言葉を聞くと、科学的な発達と技術的な発達のどち

　　らを連想しますか。
1．科学的

2．技術的

3．両方

4．分からない
5．無回答

13　34．2％

15　39．5％

6　15．8％

3　7．9瓢

1　2．6％

4．日本の戦後の科学技術の発達について質問します。
　1）その発達は、科学の発達によるものか、技術の発達によるものか、ゼちらが

　　大きいと思いますか。
　　　1．科学　　　　　2　5．3％

　　　2．技術　　　　27　71．0％

　　　3．両方　　　　5　13．瑞
　　　4．分からない　4　10．5％
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2）その発達には、あなたの受けた中学校の技術科は貢献してきたと思いますか
　　1．思う　　　　6　15．8瓢
　　2．思わない　　19　50．0％
　　3．分からない　12　31．6％
　　4．無回答　　　　1　2．6％
【貢献してきたと答えた理由】

　　・技術で習ったことが発達していった基礎になっていると思う。
　　・技術関係の職業に就きたいと思っても、実際にやってみないと分からないこ

　　そういう意味で人材開発に役立っている。
　　・根本としての、考え方。

　　・技術に目覚める人間が増える。
【貢献していないと答えた理由】

　　・授業でやっている全体的なレベルが低い。作ることに関しても、誰でもで
　　きる最低ラインのもの作りになっていて、そのために魅力のあるものがな
　　くなっているように感じる。「これはちょっとすごいことをやっているん
　　だ」という感じがしないので、つまらない。
【わからないと答えた理由】
　　　・中学校の技術科で作成したものは思い出すが、どのような教育を受けた
　　　かぜんぜん思い出せない。

3＞日本の戦後の科学技術の発達に、 どの教科が最も貢献したと思いま

国語　社会 理科 数学 音楽 保体 美術 技術 家庭 英語

　0　　　1
O．0％　2．6％

　20
T2．6％

　21
T5．3％

　0
O．0銘

　0
O．0％

　2
T．3％

　16
S2．1％

　1
Q．6％

　　4
P0．5％

5．現代の技術は、産業、経済といった社会的活動や、エネルギー、環境、労働
　　等の社会問題などと密接な関係があると思いますか。
　　　1．思う　　　　28　73．7％

　　　2．思わない　　4　10．5％

　　　3．分からない　4　10．5％

　　　4．無回答　　　2　5．3％

6．以下の1）～3＞は5．で「思う」と答えた方に質問します。

　1）あなたが受けた技術科では、こういつたことを習いましたか。

　　　1．習った　　　2　7．1％
　　　2．習わない　　19　67．9％

　　　3．分からない　7　25．0％

2）技術科では、技術と社会的な活動や問題などを扱う必要があると思いますか
　　1．思う　　　　20　71．4％

　　2．思わない　　1　3．6％
　　3．分からない　7　25．0％
【扱う必要があると答えた理由】
　　　・作ることを中心に考えるため、それが原因で発生すること（公害等）の

　　　考えが弱い。中途半端である。
　　　・環境破壊等の問題。
　　　・「そんなことじゃ、地球は滅亡してしまうよ」と教える必要がある。

◆2）で思うと答えた方に質問します。技術科で技術’と社会的活動との関係や
　社会的問題を扱う場合、どのような内容を扱うべきだ思われますか。
　（複数回答可）

1．産業との関係

2．経済との関係

3．エネルギー問題

4．環境問題

5．職業、労働問題
6．その他

5　25．0％

8　40．0％

13　65．0器

14　70．0％

4　20．0銘

0　0．0瓢

一72一



7．あなたが今の職業を選んだのは、技術科教育を受けたことと関係があります
1．ある

2．すこしある

3．あまりない

4．ない

5．分からない

4

4

8

22
0

10．5％

10．5瓢

21．1％

57．9瓢

0．0瓢

IV　親として見た技術科→お子さんをお持ちの方に質問します

1．子どもに．、道具の使い方や技術的なことがらを教えることありますか。

　　Lある　　　　5　26．3箔
　　2．たまにある　　9　47．4％

　　3．ない　　　　　3　15．8％

　　4．無回答　　　　2　10．5％

2．子どもの器用さには関心がありますか。
1．たいへんある　9

2．すこしある　　8
3．あまりない　　1

4。全くない　　　1

47．3瓢

42．1瓢

5．3髭

5．3瓢

3．親として、子どもの教育上技術科は、・’必要だと思いますか。

1．思う　　　　　　10

2．少し思う　　　　6
3．あまり思わない　　2

4．思わない　　　　　0

5．無回答　　　　　1

52．6％

31．6％

10．5％

0．0％

5．3％

4．技術・家庭科は週2（3）時間が割り当てられています。この時間数を、あ
　　なたは多いと思いますか、少ないと思いますかb

1．多い

2．ちょうどよい
3．少ない

4．分からない

5．無回答

1

11

5

1

1

5．3瓢

57．8箔

26．3％

5．3％

5．3瓢

【多いと答えた理由】

　　・子どもの勉強する領域が広がっているため
【少ないと答えた理由】
　　　・もう少し実践的な時間をとり身体で身につける方法が良いと思う。

【ちょうど良いと答えた理由】
　　　・中学校では他教科を重点に教育して（国語、数学、英語等）、高校で専

　　　門的に教育するほうがよいと思う。
　　　・週に2、3時間は生活に役立つ教科は必要だと思う。

【分からないと答えた理由】
　　　・中学の時点では技術系に進むかどうか分からない。技術系に進むのであ
　　　れば、中学時点で多くすべき。進まないのであれば多すぎる。
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V　これからの技術科教育

1．これからの技術科が扱う内容は、あなたが受けられたままでいいと思います
　　か、あるいは変えていく必要があると思いますか。

1．従来のままでよい　　　5　13．2％
2．変えていく必要がある　28　73．6％

3．分からない

4．その他

5．無回答

2　5．3％

1　2．6％

2　5．3％

【その他と答えた理由】

　　　・昔の人の知恵は大切にすべき。基本的もの作りを教えるべきだと思う。

2．これからの技術科は、工業や産業などの技術と、生活に役立つ技術のどちら
　　を教える方がいいと思いますか。

エ．工業や産業など

2．生活

3．両方一工業や産業を重点的
　　　　生活を重点的
4．無回答

1111：肇

1｛1：ll＝「1129・0％

3　7．9瓢

【工業や産業中心と答えた理由】

　　　・専門家の育成のために、若い頃から興味を持たせる必要がある。
　　’・今の子は家でいる時間が少なく、生きるために必要なことを教えるべき。
【生活と答えた理由】

　　　・専門的なことは大きくなってその道へ進んでからでよい
　　　・身近な方が取っつき安く、家の中のちょっとしたことが自分でできる
　　　・技術は時間数が少なく受験から脱落しているから勉強よりも生活重視
　　　・工業などは、国民の必要性というレベルではあるとはいえない。
【両方（工業や産業重点）と答えた理由】

　　　・物理的見方をする者が少ない。それができれば両方に生かせる。
　　　・どのような技術が身の回りにあるか知る。
　　　・日本経済の今後の発展を考えていく中で必要だと思う。
【両方（生活重点）と答えた理由】

　　　・工業や産業の技術は高校以降にその人の選択で学べば良いと思う。
【答えられない】

　・社会が、家で作る仕組みでなく、買うようになっているので、生活中心は無
　駄。工業や産業はおもしろいが、社会構造や小学校からもの作りの経験不足
　で、もの作りの楽しさを知らない中学生の内容としては難しい。

3．技術科では、次のうちどのような内容を中心的目標にすべきだと思いますか。
　　（複数回答可）

1．技術についての一般的教養
2．もの作りの方法やデクニック
3．道具を使う方法やテクニック
4．手先の器用さの向上
5．職業について

6．技術と社会との関連
7．その他

16　42．1％

18　47．4罵

23　60．5髭

4　10．5箔

4　10．5％

15　39．5鑑

2　5．3％
【その他】

　　・創造力、個人の能力の限界を知らせる、協力する、といったこと。
　　・自分で考えて作る楽しさ。それも芸術的なのではなく、実用的なもので、
　　自分の意図したものが形になっていくということが分かればいい。

4．最近、脳の発達と手の利用の関連性が報告されています。
　1）あなたはこのことを知っていましたか。

1．知っていた　　26　68．4％

2．知らなかった　12　31．6％
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2）技術科は、このことを意識した子どもの全面的発達の時間として、授業を展
　節する必要があると思いますか。

1．ある

2．すこしある

3．あまりない

4．ない

5．無回答

22　58．0髭

1128．9箔
3　7．9％

1　2．6％

1　2．6％

5．今年の4月から全国の中学校で始まるコンピュータ教育について、質問します。
　1）学校で、コンピュータに関する教育が始まることを知っていましたか。
　　　1．はい　　　　19　50．0％

　　　2．いいえ　19　50．0％

2）では、あなたはコンピュータを利用した教育（授業）に賛成ですか。

L賛成
2．反対

3．分からない
4．その他

5．無回答

28　73．7％

3　7．9％

6　15．8％

0　0．0％

1　2．6％

【賛成と答えた理由】

　　　　・現在の社会の中では必要である。

　　　　・道具として使用できるのであれば0．K．。
　　　　・賛成だが、考える力の低下にはつながらないようにしてほしい。
【反対と答えた理由】

　　　　・対コンピュータでは人間としてのコミュニケーションが低下する。
　　　　・コンピュータは必需品だが、義務教育では必要ないと思う。
【その他】

　　　　・思考が判断されないので反対だが、教師の変な主観が入り込まないと
　　　　いう利点もある。

3）あなたはコンピュータの使い方や仕組みについて勉強することに賛成ですか
　　1．賛成　　　　5　62．硯
　　2．反対　　　　1　12．硯
　　3．分からない　0　0．0％
　　4．その他　　　2　25．0％
【その他の意見】

　　　・どちらでもいいと思うが、興味のある人だけクラス分けしてやればいい。
　　　・どちらでもいい。しかし今の技術科は、ただでさえ内容を消化しきれて
　　　いなくて、バシッと教えていないのに、これ以上増やしてどうするのか
　　　と思う。

4）コンピュータの使い方や仕組みについて勉強するのは技術科の「情報基礎」
　という今年からできた新しい領域です。技術科でこのような内容を扱うこと

　を知っていましたか。
　　1．はい　　　　4　　50．0％

　　2．いいえ　4　50．0％

7．最後に、あなたが技術科に望むことを、どのような内容でもけっこうです
　　からお聞かせ下さい。
・現在の世の中で、捷いちばん必要なことをまず基本的なことだけでも身につけ
　させておく。個人個人の能力を理解し、一人一人にあった知識を身につけさせ
　てそれを伸ばしていってあげられるようにしてほしい。社会人になったときで
　きることならそれを生かした仕事につけるようにしてほしい。
・職業に少しでも役立つような内容をすると良いのではないか。
・これからの社会の動きに合わせて、一般常識として必要なものは取り入れてい

　くべきだ。
・もの作りの苦労、楽しみ達成感を教えるべき。自分で一から形奪作り、組み立
　てて、という作業を増やすべき。理論ばかり押しつけてもおもしろくない。そ
　のうちみんな分かってくる。まずは楽しく。
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・社会へ出ていく過程の中での技術科としての教育を重点に行ってほしい・
・教えるのならば、中途半端に教えると言うのではなく、詳しく教えるようにす
れば良い。それでのって来る者とのって来ない者とを分け内容を変えて教える

・自分の手で物を作る（造る）ことが、またその時得られる満足度が以後の活

動の原点になると考える。
・教養という意味で、技術内容を知るべき。簡単な物でも、裏にはこんな研究を

　して開発されたものの苦労、努力の理解をしてもらいたい。
・自己の発想を開いていくために、個々の課題を持たせ、開発させていくこと。
・動物の中で、道具を使うことの出来るのは人間だけなので、技術科では道具を
使ってものを作る楽しさを教えてほしい。また、技術の発達によって行われて

　いる自然破壊等環境問題について。
・机の上の勉強だけでなく、体全体を使った授業内容にしたら良いと思う。なぜ
なら、頭の中で解ったことを実際に体験させた方がいつまでも記憶していると
思う。

・勉強勉強が教師の言葉ではない。遊びも勉強であることを再認識することを教
師へ望む。特に校長、教頭は考え方が古くさい。40才以上の校長と教頭はダメ・
即解雇にすること。若者の言うことを理解し、また説得力のある押しつけのな
い教育が必要であると考える。人の「いたみ」「苦しみ」が分かる人間くさい
人がその立場になるべき、人間といういは「ジンカン」としか読めない。しか

　し、「ニンゲン」と呼んでいるのである。
・木工技術等での授業でものを作ることの楽しさ、そしてものを大事にする（自
分で作ったものだから大事にする）心をつけさせる学科となってほしい。

・子どもにゆとりを与えてやりたい。
・世の中がますます0・A化が進み仕事、家庭においても必然的に必要となってくる
ことと思います。機器も簡単に入る。大人だけでなく子どもに至るまでが使う
現在、知識技能は中学生くらいより養っていく必要があると思います。

・現在はコンピュータ等によって技術科も向上しつつありますが・ものを作ると
いった授業が少ないように思います。特に板を削ったり、切ったりすることが・

少ないように思われます。
・教材は、キヅトを買ってきて組み立てるけど、自分で材料集めを（電気だった
　ら抵抗を選んだり）してみたい。そうしたら、みんなと同じものが出来るので

はなく、少しずつ違ったものができるから。
・従来の内容でもかまわないと思っていたが、良く考えるといずれダメにならざ
　るを得ないような気がする。しかし、将来どうしたら良いかは分からない。
・全体的にメリハリをつけてほしい。授業が流れてしまっている。与えられた範
囲を流しているような気がする（決められた広い範囲をこなさなければならな
いというような）。何を学べば良いのか、自分たちにどうなってほしいのかを

　はっきりとしてほしかった。
・子どもの興味を捷ち上げられるような内容にしてほしい。
・先生のレベルが向上してほしい。
・社会が技術科を高く評価するようになる必要がある

・今の教育内容が悪い。
・キットやおもちゃは役に立たない。それなら家め手伝いをできるような内容に
する方がいい。本当の技術ならではの内容をやれば良い。しかし、技術で習っ

　ているようなことが、必要になるシーンは生活の中に減っている。
・工業高校に対する社会の期待も減ってきていて、技術科で教える内容が難しい。
・今の身の回りの技術は、別のところの技術が還元されてきているように思う。

そういうことを教えるのはどうか。
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高校までの学習・教育と大学における学習’・教育

一その「逆接」と「補接」一

寺崎昌男（桜美林大学大学院）

はじめに

　高等学校までの学習・教育と大学のそれとをどうつなぐべきか。そもそも前提として、

現実にその両者はどのような形をとって連関しているのか。本稿はこの問題について予備

的・試論的考察を行う。

　第一にその課題の前提を整理する（1）。第二に、筆者がこれまで関係した立教大学及び

九州大学のカリキュラム改革、大学・学園構想改革等を部分的に紹介する。上記の課題が

具体的にどのように現れているかを見るためである（2）。第三に、両者の連関を「逆接」

と「補接」と言う仮説的なタイプに分けて論じ（3）、最後に大学入門期教育、低年次教育

等、いわゆるフレッシュマン教育の今後の課題がどこにあるかを論じる（4）。

　予備的・試論的な論考であるから、実証的な裏付けや文献紹介等については最小限の表

示に止め、最終報告に譲ることとする。

1　課題浮上の契機

　「高等学校までの学習・教育と大学でのそれをどうつなぐか」。この課題は、近年、教

育改革課題のなかの重要なテーマの一つになりつつある。

　ただし、課題が浮上してきた背後には、次のような状況的契機が重なっている。

1）教育課程改革の一般的動向からの影響

　中高一貫制の構想化や小・中・高・教育課程の改訂などの近年の教育課程改訂の動向そ

のものが、不可避的に「学校段階毎の教育課程を一般的にどう連関させどうつなぐか」と

いう大きな課題を浮上させている。

　同様の課題のなかでは、筆者の知る限り「幼・小連関」というカリキュラム改革課題が、

戦後最も早く登場した。次いで「中高連関」ないし「中高一貫」問題が注目されるように

なり、近年新たに高校・大学の「連関」あるいは「連携」が浮上し、注目されようとして

いる。

2）中高一貫制問題の直接的影響

　1990年代半ば、中央教育審議会が論題とした中高一貫制に絡んで、東京都立大学附属

中・高等学校の改革問題が問われた。それを契機に、改めて「高大連携」というトピック

が浮上した。

　その具体的な内容は、必ずしも一義的ではなかったが、同じころ、例えば筆者の所属し

ていた立教学院でも、学院全体の教育改革を図る必要から、高校教育と大学教育の連関が

論題となり、現在および将来の指針となっている（立教学院教学企画委員会、1998）。最

一77一



近では政府関係審議機関の答申等でも、類似の課題が触れられている。

3）大学の教養教育の重要性がさまざまの文脈で論議されるにつれ、大学の内部でも「入

門期教育」「低年次教育」といった課題への自覚が高まり、その実験的試行を行う大学が

漸次現れてきた。高校教育と専門教育とをつなぐものとして教養教育があるのではないか

という、ある意味で伝統的な、また別の意味では切実な期待があってのことである。

　ただし、この期待は、教養教育の重要性に対する社会的認識の向上や大学教員の意識変

化といった抽象的な背景だけから生まれたのではない。

　第一に、大学生の学力低下への危惧感の波及がある。すなわち、教育課程改訂を目前に

して、いわゆる「学力低下問題」が大学に波及するだろう、いやすでに波及しきっている、

と唱える世論が高まってきた。大学内部でも「新入生の学力低下」「高校生の学力低下」

そして「中学生以下の学力低下」という問題が、かってなく強く意識されるようになった。

　第二に、大学生の「幼児化」とも称される「大学生活不適応事態」がさまざまな機会に

指摘され、改めて「大学入門期教育」の重要性が意識されるようになった。

　第三に、1995，6年からとみに広がってきた大学入試の多様化現象がある。推薦入試の

拡大と多種化、AO入試の普及を軸とする入試の変貌は、大学入試から「選抜性」を次第

に失わせた。加えて、入試の制度的変化だけでなく、18歳人口減による大学志願者減が、

この傾向をさらに加速させた。すなわち、大学での学習・教育を実現する前提として、低

年次教育や入門期教育が必須となる、という事態が生まれてきたのである。

もちろん、大学教育の実際を見ると、こうした流れが圧倒的な実践的事実として現れて

いるわけでは決してない。実践における対応は、萌芽的である。

　率直に言えば、問題の切実性に比して、対応はまだ始まったばかりというのが適切であ

ろう。

2　教養教育と高校までの学習・教育（1）

　　一「全学共通カリキュラム」（立教大学）と「低年次教育」（九州大学）の例一

日本の大学の教養教育がこの約十年間に大きな変化を遂げたことは、ここに詳述するま

でもない。筆者も幾度かの機会に著作・論文でふれてきた（寺崎、1998，2000）

　一部の大学では新しいリベラル・アーヅの教育の再興が図られ、また教養教育の充実が、

その大学の社会的評価を高めるという例も見られる。しかし最近においても、大勢は、改

めて産業界からすら注目されるようになった「教養教育」の衰退をどうやって防いだらよ

いか、という一種の現実対応的な動向が主流である。

　他方、前者の例に属する大学でも、改革のきっかけは「高校・大学の教育的連関の確保」

といった理念的なものだったわけではない。

　大学審議会答申による大学設置基準の「大綱化」（1991）への追随的対応、時には消極

的受容、さらに国立大学であれば教養部の廃止による学内再編成、1そして全大学を通じて

始まりつつある少子化対応のリストラ等が、改革のきっかけである。しかし他方、後者の

ようなきっかけから改革を進めていく過程で、学生の実態と大学教育の問題点とがクリア

に浮かび上がり、結果において教養教育の創出がこの課題に関連するということが発見さ

れることもある。
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　先ず筆者が勤務した立教大学における全学共通カリキュラムづくりの試みを紹介し、次

いで、「低年次教育」に大きなエネルギーを費やしてきた九州大学の例を概観してみよう。

A　立教大学の「全学共通カリキュラム」

　立教大学の実践については、2001年に、公式の記録として全貌が公刊された。それには

改革に至るまでの経過と改革の結果が記されている（全カリの記録編集委員会、2001）。

そこで、ここでは事実経過をのべることを避け、筆者が参加した体験を中心に、特に本稿

の課題にとって重要と思われる外国語教育の問題、なかでも英語教育の問題を中心に記し

てみよう。

　1992年から具体的な準備が始まり、1994年暮れに全学共通カリキュラム運営センターが

設立され、1997年4月から本格的実施に踏み切った全学共通カリキュラムの一つの核心は、

言語教育の改革にあった。

　一般教育存続時代には「外国語教育」と呼ばれていたこの分野を、留学生への日本語教

育も含めて「言語教育」と改称する一一これが全学共通カリキュラム準備過程で生まれた

結論だった。この改称からも推察されるように、新しい教養教育づくりを支えたエネルギ

ー源の一つは、外国語教育を含めた言語教育を改革したいという熱意だったのである。

　だがそれは事柄の一面である。底流にあったのは、実際には、外国語教育、それも特に

「既習外国語」である英語の学習と教育との問題点が、これまでそれを担ってきた一般教

育部（他大学の教養部に当たる）の英語担当教師の一部および大多数の専門学部教師から

深刻に問題提起されたことだった。その内部批判が、ついに外国語教育全体の改革、さら

には教養教育全体の再編成と創造にまで至ったというのが、事実であった（実松、1998）。

　英語教育の問題は、学生たちの学習姿勢と大学側の教育の双方にまたがっていた。

　学生の側を見ると、一部の学生を除いて、学習意欲がいかにも低く、英語に対する嫌悪

感や学習への倦怠感がある。英語の学習は大学受験までで終わった、という気持ちである。

それは大学に入って特に強まる。その結果無視できない問題として、1年次を終わったと

きに、大量の履修未了者（2年次以降にはいわゆる「再履修者」となる）が、生まれてい
た。’ ﾞらは最後にはお情けで単位を取り終わり、専門学部へ進む。当然、専門学部では一

般教育課程の語学教育に激しい不満が出ていたが、改善の方向は見えなかった。

　だが、大学教員側の責任はもっと大きいのではないか、というのが告発の側に回った教

員たちの判断であった。

　新入生約3，500人（1996年当時）のほとんどにとって必修に近い英語の学習指導に対し、

統一した教育方針は何もなかった。テキストは多様であると言えば聞こえはいいが、専

任・非常勤を含めて各教員の恣意的な判断にだけ委ねられていた。肝腎の成績評価につい

ても、話し合いはほとんど行われていない。学生たちに求められるのは、ほとんどが英文

和訳と若干の作文練習であって、英語による発信力など養成されてはいない。おまけに英

語の必修単位数は全部で8単位であるが、それは1，2年次の2学年にまたがり、しかも学年

制でゆっくりと行われており、セメスター（1年2学期）制ではなかった。学生からすれば、

週2時限の「英語の時間」が、だらだらと2年間続くことになる。その結果大学入学後の英

語力は逓減する一方という事態になる。

　新カリキュラム立案の過程でこうした問題点が次々に明らかになってきた。また、英語
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以外の外国語の「人気」の盛衰が互いの言語学習に大きな影響を与えてきたこと、その背

後には、もともと外国語教員の定数配分それ自体、大きな問題があったことも分かってき

た（例えば履修希望者急増中の中国語・スペイン語の専任教員数は10年近くにわたりわず

か一人だった、など）。

　教養教育の復活・創造を実現するには、先ずこのような事態の解決から着手しなければ

ならない、というのが改革の基本方略になってきた（実松、1998）。

　詳細は前に述べた記録に譲ろう。発足時までに達成した成果を記すと、下のようになる。

（1）一クラス30人学級の実現。

（2）言語学習の1年次への集中（興味が湧いてきた者のためには2年次に高度のクラスを自

　　由選択制で設ける）。

（3）学年制を廃止、セメスタ「制を採用（「言語科目」のほか「総合科目」「情報科目」

　　「スポーツ実習」からなる共通教育の全科目にも一斉採用）。

（4）言語科目のなかをコミュニカテイブ・コース、リテラリー・コースの二つに分け、学

　　生の選択に委ね、コミュニカテイブコースは習熟度別で編成する。

（5）共通テキストの採用に向け努力を開始（間もなく立教独自のテキストもつくられた）。

（6）評価のための試験は統一し、認定試験も導入する

（7）非常勤も含め、授業中は日本語を使わないことを申し合わせる。

（8）非常勤を含めたFD（教員研修活動）を重要行事として位置づける。

　このほか、専門学部に働きかけて、1年次生の必修外国語授業をすべて午前中に集中さ

せる、という時間今上の英断が行われたことも付け加えるべきであろう。その後今日まで、

さらに若干の改善も加えられている。しかし1997年春の実施までに、フランス語、ドイツ

語、中国語、スペイン語も含めて上記の改革が断行された。立教大学新入生の前に広がる

言語教育風景は、一変した。

B　九州大学の「低年次教育」

　平成10（1998）年度から計画を始め、11，12年度に九州大学が実施した低年次教育の成

果も、多くの示唆を与えてくれる。

　この事業は、九州大学の「教育研究プログラム『研究拠点形成プロジェクト（C）』と

して企画され、大学院人間環境科学院教授・新谷恭明氏、大学史料室講師・折田悦郎氏に

よって組織された授業プログラムである。このように学内研究費による教官組織がその事

業として低学年次教育のカリキュラムをつくり、それを3か年にわたって実行した点が、

立教の全学共通カリキュラムとは違う点である。立教の場合はカリキュラムは半恒久的な

ものであり、支える組織もまた、恒常的なセンターである。この意味では九州大学の場合、

より実験的色彩が強いとも言えるであろう。だがその内容は意味深いものである（新谷・

折田、2000，2001）。

　2年間の授業は次のように組み立てられた。

　先ず一つのプロジェクトとして、次の講義が組み立てられた。

　平成11年度　前期　総合科目「大学とは何か一ともに考える」

　　　　　　　後期　同上

　平成12年度　前期　同上
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　これはいずれも元教養部所属の教官を始め全学部から出講する10数：名の教官が交代で講

義するオムニバス型の講義である。各年前期には600名近くの聴講希望者があり、受講前

のレポート提出によって、300名に限定せざるをえなかったという。

　講義の具体的内容は、すべて上記の報告書で公開されているが、例えば「大学とは何か」

「大学の歴史」「帝国大学の歴史的役割と九州大学」「入学試験と大学」「学際化と大学」と

いうように、大学をめぐる歴史的・現代的トピックスで構成されている。

　このプロジェクトによって遂行されたもう一つの教育プログラムは、「個別教養科目」

というカテゴリーの科目を展開することであった。

　平成10年度　前期　　「九州：大学の歴史」

　　　　　　　後期　同上

　平成11年度　前期　同上

　　　　　　　後期　同上

　平成12年度　前期　同上

　　　　　　　後期　同上

　この一連の講義は、九州大学史料室講師の折田氏によって担当されたものである。中規

模教室が一杯になるような履修者があった。筆者は、第一の「大学とはなにか」のプロジ

ェクトのなかで開かれたシンポジウムに学外講師の一人として参加する機会を与えられた

が、極めて活気に満ちた授業が展開され、さらに、後にふれるように、特に学生たちの琴

線に触れる交流の場がつくられたのである。

　ちなみに、2001年11月、この「低年次教育」の試みに対して、九州大学では第1回の

「総長賞」が授与された。

3　教養教育と高校までの学習・教育（2）

　　一立教大学・九州大学の例の考察一

　立教大学の言語（外国語）教育改革の例と九州大学の例との概略を紹介した。

　もちろん本稿の主題に合致する実践例がこの二つに限定されるわけではない。全国の諸

大学で、多くの実践が行われつつある。ただし立教の例は筆者が身を以て全面的に参加し

たものであり、九州大学のそれは、早くからプロジェクトの内容を知悉し、かつわずか2

時半の時間ではあったが、授業に組み込まれたシンポジウムに参加して、学生諸君の息づ

かいにふれたものである。言いかえれば筆者にとって貴重な参与的観察の機会を得た事例

として、ここに紹介した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　以下、この二つから触発される論点を、両者を対比させつつ考察しよう。

　第一に、二つの実践は、大学カリキュラム上の領域としては全く異なっている。

　すなわち立教の例は新入生が入学後1－2年の間に遭遇する大学における外国語教育のカ

リキュラム改革の事例であり、一般のいわゆる「教養教育的授業科目」（総合的科目ある

いは専門基礎科目等）の改革ではない。

　もちろん立教の全学共通カリキュラムには、前記のように総合科目や体育、情報等の教

育課程も含まれているものの、外国語教育はその中の一つの特殊部分でしかない。

　これに比べ、九州大学の例は、同大学のカリキュラム総体のなかでは明らかに全学部の
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学生を対象とする基礎的共通的部分を成す。しかもそれは外国語（英語）担当教員といっ

た専門を同じくする教員集団によって担われる科目ではない。第一のプロジェクト「大学

とは何か」のごときは、全専門学部の教官によって担われた科目である。つまり、両者と

も大学教育科目としての制度的位置は全く異なっており、直接に比較することは不可能で

ある。

　しかし第二に、両者は、少なく，とも次の点で共通している。

　それは、いずれも高校卒業までの学習、あるいは浪人の時期を加え「6年プラス・アル

ファ」の学習の次に来る、大学での新しい学習の第一歩を成しているという点である。学

生の側からすれば、高校までの学習と大学でのそれとの関連を語る科目であり、その「連

関」の問題構造を示唆するという点で、共通性がある。

　このような点をふまえて対比すれば、次のようなことが言える。

　第一に、立教大学の「英語教育」の例は、いわば高等学校までの教育と大学とのそれの

「逆接」の構造を示す。逆接の接点は「入試英語」である。

　高校までの学生たちの英語学習の基本型は、しばしば「入試英語」と言われるものであ

る。英文解釈、英作文、その基礎をなす英文法理解、および場合によっては「長文読解」

とよばれる諸学力である。そこには英文の文学（史）的理解や鑑賞力、作家研究などは含

まれていないし、他方、自分自身の研究成果や意思、思想を表現する発信力を試されるこ

とはない。英作文のほとんどは、「日本語で与えられた問題を正確な英文で表現すること」

だけである。

　しかしこのようなトレーニングを経た生徒たちが大学に進学してきたとき、三又は彼女

の前に現れる「英語学習」は、すべてその逆のものになる。英文学の素養を持った（稀に

は英語学の基礎をもった）大学教師たちから与えられた、恐らく文学史的にはある位置づ

けと価値を持つテキストの、鑑賞を伴う読解である。両者の間を繋ぐステップは、多くの

場合用意されない。使用されるテキストは、ごく稀には社会科科学的内容のものであるこ

ともあるし、また環境問題・文化問題等の現代的テーマを扱ったものでもありうる。しか

しそれほとんど例外であって、大半は上記の傾向を持つ英語学習へと、いきなり転轍させ

られる。

　この事態の背後には、大学が負ってきた外国語教育の歴史的遺産とも言うべきものがあ

る。鈴木孝夫氏が指摘するように（鈴木、1985）、欧米文化にキャッチ・アップするため

・に作り上げられた外国語教育の伝統がそれであり、旧制高校や大学予科の外国語学習も

「読解」中心のそれとしてつくられ、その後半世紀の間変革されないできた。さらに新制

大学の外国語教育は、主として文学・語学研究者育成機関である新制大学院文学研究科修

士課程以上の修了者によって占められる。こうした事情によって加速され、上記の「逆接」

関係はさらに強められてきたのである（山田久美子、1996，林、1996）。

　この事態を解決するには、大学・高校の双方向からの英語教育改革およびある種の歩み

寄りが必要になる。

　高校側には、現実的な諸問題に関する作文能力の育成や英会話力の育成といった広義の

コミュニカテイブ能力の育成、つまり生き生きとした英語の発信力の育成がカリキュラム

化されなければならない。また教科書所載の諸テキストの、文学的鑑賞の機会も、多く設

けられなければなるまい。一方、大学の側では、コミュニカテイブ能力の育成が専門学習
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との関連も持ちつつ重視されるべきであり、また文献読解のための学習も、視聴覚的方法

を加えて、より現実的に展開される必要がある。時には、英語に堪能な専門学部の教師た

ちが、少なくとも「既習外国語」について担当することもあってよい。「内容的」学習が

保障されるからである。さらに、外国語学習を通じて異文化理解に導き得るような指導が

行われることも必須である。そして、肝腎なことは、外国語入試問題が大きく改革される

ことである。

　さて第二に、九州大学の低年次教育の「大学の歴史」および「九州大学の歴史」の学習

には、この種の「逆接」関係はない。そこに見られるのは、むしろ「補接」の関係である。

　この教育が生みだしているのは、特定大学を「選んで」入学を果たしたはずの学生たち

の、アイデンテイ形成という課題への「補い」である。

　大学への進学情報が大いに整備され、各大学から趣向を凝らした大学学部案内が出され、

教育情報産業のメディアを通じて学内情報や社会的評価まで大量に流されるようになっ

た。とは言え、日本の学生たちは、自分のいる大学そのものについて決して十分な知識を

持っているわけではない。いや逆に、予備校などが提示する入試難易度や偏差値だけが大

学や学部選択の唯一の情報であるという場合が決して少なくない。「今、自分はどこにい

るのか」。この問いへの答えを持つ学生は決して多くないのである。

　九州大学の報告書におびただしく掲載されている学生たちの聴講感想文は、この事実を

語っている（新谷・折田、2000，2001）。

　「戦前の旧制高等教育制度について、この上業を通して理解することが出来た。昔は中

学が5年もあって高等学校が教養部のような役割をしているというのはこの授業を通して

初めて知った。親がよく『旧制』はどうのこうのと言っていたが、『旧姓』のことだと思

って意味がよく分からなかったが、戦前と戦後で教育システムが大きく変わったのは知っ

ておくべき事であった。」

　「私は率直な所、入学した当時、九州大学にまったく愛着がありませんでした。と言う

のも、九州大学を受験した理由というのは、不純かも知れませんが、他人から認められた

いのと、自分が“ドロップアウト”じゃないということを確認したかったからです」。

枚挙にいとまのないほど記されているこれらの感想文は、大学を知り九州大学を知ると

いう講義が、決してそれのもたらす「知識」によって歓迎されたのではない、ということ

を語っている。

　学生たちは、知識欲を満たされたことを感謝しているのではない。自分の争いる「居場

所」がどこであるかを知ることができたことに、感動している。受験勉強や大学選びの過

程で機会を得ることのなかった、自らの選択の根拠を確認する手がかりをえたということ

に、感動しているのである。「居場所」を確認したということは、「自分とは何か」を知る

手がかりを得たということである。

　ちなみに筆者自身も、立教大学勤務時代、総合科目のなかで「立教大学を考える」とい

うテーマを2－3時限ほど講義して、全く同じ感動に出会った経験がある（寺崎、2000所収

「学生諸君に『立教大学』を教えて」）。

　今、明治大学、立教大学、名古屋大学、新潟大学、その他多くの大学が「自校教育」と

いう名のこの種類の授業を実施して、まことに実質的な教養教育同時に大学入門教育に成

功している。まさに高校までに欠落していた、学生たちの青年としての関心すなわち「自
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分とは何か」という問いに「補接」するものだからである。それは、大学教育の重要部分

を作り出しているのである。

4　今後必要性を増すフレッシュマン教育

　高校教育と大学教育との有機的連関を実現すべきだという声がよく聞かれる。だが、果

たしてその両者を繋ぐのは何か。どういういう連関が実現したときに「有機的連関」が実

現したと言えるのか。これらはすべて、模索中のテーマである。

　しばしば紹介されるアメリカのモジュラー・システムの例（杉谷、1999）などは、示唆

を含むものの、日本のいかなる高校カリキュラムがそれに対応し、また大学のいかなる教

養教育のカリキュラムが、アメリカで例示されるどの科目と対応するのか等については、

なお判然としない。本稿では、高校までの「学習」という側面、すなわちく個々の生徒＝

学生たちの学びの内容と様式の、連続・非連続のありよう〉という点に絞って、事例的考

察を加えた。

　高等学校までの学習・教育と大学のそれとの連関を創造するには多くの困難が予想され

るが、今後大学教育の重要な改善点になるものと思われる。

　それは少子化のプレッシャーで大学入学者の学力が年々落ちて行くであろうという自明

の予測に対応するためだけではない。大学が提供したいと考えている教養訓練あるいは専

門デイシプリンと高校までに提供を期待されている普通教育・専門教育との差異は、基本

的に大きい。他方、高校卒業を基本資格とする日本の大学教育は、一見両者の関連が深い

ように見えるにもかかわらず、実は個々の生徒＝学生にとって、意外に深いミゾを跳躍す

ることを要求するからである。筆者自身も例えば「レポートの書き方」といった実際的指

導がいかに重要かを痛感している（寺崎、2000）。

　アメリカに学ぶとすれば、1930年代以来積み重ねられてきたフレッシュマン教育の伝統

や蓄積（山田礼子、2001）を検討することが必要であろう。それはアカデミック・ガイダ

ンスに止まらず進路選択指導、大学そのものの伝統に関する講義や案内、学習施設利用法

の手引きなど、実に多様なプログラムとして発展してきたという。大学大衆化の「先進国」

として多くの示唆があるように思われる。

　本稿を出発点として、今後、イノベイチイブな比較研究を継続してみたい。
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21世紀のカリキュラムへ＝学校教育の基盤の変化

佐藤 学（東京大学大学院）

1．20世紀から21世紀へ

　21世紀のカリキュラムのあり方が問われている。「21世紀のカリキュラム」において、

いったい何が問われているのだろうか。「先行き不透明の時代」と言われるが、未来学者

の予言を援用しなくとも、「21世紀のカリキュラム」において、すでに確定しうる前提は

いくつか存在している。この論稿では、その前提から出発して「21世紀のカリキュラム」

が備えるべき要件を記しておきたい。21世紀のカリキュラムが直面する前提は、次の諸点

で概括しうるだろう。

　①21世紀の社会は、高度で複合的な知識によって構成された社会である。

　②　21世紀の社会は、グローバリゼーションによって国民国家の再編成が進行する社会

　　　である。

　③　21世紀の社会は、情報革命の進行によって文化資本の集中と再分配が進行する社会

　　　である。

　④　21世紀の社会は、産業主義からポスト産業主義へと移行する社会である。

　⑤21世紀の社会は、多様なメディアに媒介された生涯学習の社会である。’

　⑥21世紀の社会は、国民の教育から市民の教育へと移行する社会である。

　⑦　21世紀の社会は、階級、階層、民族、宗教、性、世代の差異と同一性をめぐって文

　　　化的、政治的な葛藤が激化する社会である。

　⑧　21世紀の社会は、家族制度の解体と再編が進行する社会である。

　⑨21世紀の社会は、人口問題と環境問題と核戦争の危機が深刻化する社会である。

　21世紀の社会を特徴づける指標は、他にも設定しうるだろうが、上記の指標を一瞥する

だけでも、ドラスティックな変化が進行する事態を想定しうるだろうし、学校の機能と価

値が変貌し、カリキュラムも大きな変化を迫られていることが想定しうるだろう。

　すでに21世紀の社会を特徴づける上記の傾向は、いわば加速度的に進行し、学校の価値

を問い直し、カリキュラムの再編を迫っている。その加速度的な変化が喚起する「21世紀

のカリキュラム」の問い直しの要点を検討しておζう。

2．知識の高度化と複合化

　21世紀の社会は、知識が高度化し複合化する社会である。「知識爆発」という言葉が

1970年代に提示されたが、現在も「知識爆発」は加速度的に進行している。ハーバード大

学の図書館で過去10年間に増加した蔵書数は、創設以来360年分の蔵書数に匹敵している。

しかも、「知識爆発」は、年々、加速する一方である。

　17世紀にベーコンが近代科学の礎を築き、19世紀にコントが数学を「帝王」とする近代

科学のシステムを構想した時代と異なり、現代の科学は個別科学の内側を構造化する方向
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ではなく、個別科学の境界を越境し個別科学の構造を内外から再構造化する運動として知

識の高度化と複合化が進行している。20世紀後半の個別科学は「学際性（inte卜discipline）」

を問われたが、現在、科学に問われているのは、複数の科学を横断する新たな「超域性

（trans－discipline）」である。

　わが国のカリキュラム改革において、この知識の複合化は「教科の総合」あるいは「教

科の融合」として議論されているが、しかし、21世紀において進行している知識の高度化

と複合化は「教科の総合」あるいは「教科の融合」に帰結するものではない。ましてや、

「生活科」のような「合科」や知識の「融合」に向かうものでもない。（「生活科」のよう

一な「合科」や「融合」を求める傾向は、日本、中国、韓国の特徴的な現象であり、国際的

に見て特異な現象であることに留意する必要がある。）

　その一方で、わが国の教科書の特徴の一つは教科の壁が厚いことにある。たとえば、日

本の数学の教科書には社会的な現象や自然の現象が登場しないし、逆に、理科や社会の教

科書には数学的な内容が登場しない。このような教科教育の分科主義は、決して教科を

「総合」したり「融合」するこどで解決されるわけではない。むしろ、個別教科の内容と

現実の事象との連関（レリバンス）を強化するこどによって、知識の複合化がはかられる

必要がある。個別教科の内側の構造（ディシプリン）と現実との連関（レリバンス）とは、

カリキュラムの構成において対立する関係ではなく、相互補完的な関係にある。端的に言

えば、教科内容の構造化（ディシプリン）と現実的意味の付与（レリバンス）の二つの原

理によって、知識の高度化と複合化が達成されなければならない。

3．産業主義からポスト産業主義へ

　21世紀のカリキュラムを構想する上で、産業主義社会からポスト産業主義社会への移行

を前提とすることは必須である。19世紀と20世紀の社会は産業主義の社会であった。商品

の大量生産と大量消費が社会を構成する社会であった。しかし、21世紀において日本を含

む先進諸国は、産業主義の社会からポスト産業主義の社会へと移行している。日本の消費

市場の規模を見ても、第一位は情報産業であり、第二位はシルバー（福祉）産業、第三位

は教育産業になっている。自動車や住宅や電気製品など、モノの生産と消費の市場規模は、

情報産業、シルバー産業、教育産業の下位に転落している。モノの生産と消費を中心とす

る社会から情報や文化が商品となり対人サービスが商品となる社会へと移行している。

　この産業主義の社会からポスト産業主義の社会への転換は、カリキュラムの構造と内容

に一大転換を要請している。まず、今日の学校カリキュラムが産業主義のイデオロギ「に

よって構造化されている点を指摘しておかなければならない。「教育目標」を定め、その

「教育目標」を達成するために「授業と学習の過程」を「効率化」し、さらにその結果を

「テスト」で「評価」’する定型的なカリキュラムの構造は、それ自体が、近代的労務管理

の基礎を築いたテイラー・システムの類比によるシステムである（拙稿『米国カリキュラ

ム改造史研究』東京大学出版会）。その産業主義の構造とイデオロギーという社会的基盤

の上に、一斉授業の様式があり、目標の達成を志向する学習過程とその評価が位置ついて

いた。今や、その土台が崩壊し、学校教育は大きな転換点に立っている。黒板と教卓と一

列の机と椅子というおなじみの教室風景が世界の教室から消滅しているのは、その証左で
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ある。産業主義の社会からポスト産業主義の社会への移行は、学校教育の基本的な構造と

枠組みを根底から揺さぶっている。

　グローバリゼーションに伴う産業主義社会からポスト産業主義社会への移行は、さらに

単純労働を底辺とする「ピラミッド型」の労働市場から知的水準の高い労働力の拡大によ

る「提灯型」の労働市場への移行と、それに伴う若年労働市場の崩；壊という深刻な事態を

生み出している。グ黒川バリゼーションの進行によって国内の単純労働は海外へと流出し、

若年層の単純労働は激減する事態が進行している。高卒求人数は、1992年には160万人以

上であったが、2001年には15万人に激減している。わずか10年の問に、高卒求人数の9割

が消滅したのである。

　グローバリゼーションによるポスト産業主義の社会（知識社会）への移行は、教育内容

の知的水準を高める必要と、知識社会にふさわしい創造的能力、コミュニケーション能力、

問題解決能力を形成する必要を提起している。ここで、新学習指導要領が、21世紀の社会

変動に逆行する改訂を行っている点を指摘しておきたい。新学習指導要領における教育内

容の3割削減は、教育内容の知的水準を低下させる改革であり、「読み・書き・算」を中心

とする「基礎・基本の徹底」は産業主義時代の遺物でしかない。新学習指導要領が実施さ

れれば、大量の若年失業者を生み出す危険性がある。

4．国民の教育から市民の教育へ

　グローバリゼーションによって国民国家も再編が迫られている。これまでの国民経済、

国民国家、国民教育の枠組みは、今後、解体と再編の勢いを強めるだろう。ヨーロッパ連

合において顕著に見られるように、グローバリゼーションのもとで、政治、経済、文化は

国境を越えて交流して広域化した政治圏、経済圏、文化圏を形成しつつあり、それとは対

照的に、個別の国家の内部では地方分権化が進行して、地域における政治、経済、文化の

自律性が強化されている。

　グローバリゼーションによる国民国家の衰退と再編は、19世紀と20世紀を支配してきた

国民教育の目的と制度と内容に改編を迫っている。19世紀と20世紀の国民教育の中心目的

は国民の形成にあり、国家の統合にあった。しかし、21世紀の教育は「国民の教育」から

「市民の教育」への移行を達成すべきである。現在、世界各国のガリキュラム改革は「市

民性（citizenship）の教育」を中心課題として進展しているが、「市民性の教育」こそが、

21世紀のカリキュラム改革の中心テーマになるべきである。「市民性の教育」は、三つの

次元の市民教育において示すことができる。地域共同体の市民の教育、日本社会の市民の

教育、そして地球市民の教育の三つである。

　「国民の教育」から「市民の教育」への移行をカリキュラム改革において遂行するにあ

たって、検討すべき課題は多い。たとえば、「国語」「歴史」「体育」「道徳」などの教科は、

いずれも国民国家の形成を目的とする教科であった。その意味では、これらの教科は歴史

的生命を終えていると言ってよい。事実、世界各国の教育課程において「体育」の時間数

は、日本とは異なり、減少している。「体育」は、軍隊制度と結びついて発展した教科だ

からである。「国語」についても、「国民の教育」から「市民。教育」への移行を推進する

ならば、「国語」を「日本語」に変更するだけでも十分ではない。「国語」を「言語⊥へと
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変更し、その教材の内容も転換を迫られるだろう。同様の問いは、すべての教科において

』検討される必要がある。　　　　　　　、

　グローバリゼーションの進展による国民国家の時代の終焉は、国際理解の教育を要請す

ると同時に、もう一方で、偏狭なナショナリズムを克服する教育を必要としている。グ三

一バリゼーションの進行が局所的に民族差別や宗教戦争の危機を拡大し、偏狭なナショナ

リズムを喚起する危険性は、年々、明らかになっている。歴史教科書問題や国際テロ事件

とそれに続くアフガンへの報復戦争などは、21世紀の社会が、新たな民族差別、戦争、暴

力の危機を抱え込んだ社会であることを示している。21世紀のカリキュラムは、人口問題、

環境破壊、人権、平和などのグローバルな課題に対応した市民教育を求めている。

5．21世紀のカリキュラムへ

　21世紀のカリキュラムは、さらに「基礎・基本」に対しても捉えなおしを迫っている。

高度の複合的な知識によって構成される21世紀の知識社会は、従来の「基礎・基本」の教

育では対応できない社会である。「知識社会」「情報化社会」「生涯学習の社会」という多

様な表現は、いずれも21世紀の社会が創造的で発展的な知性の教育を必要としていること

を示している。

　ところで、「IT革命による情報化社会」や「生涯学習の社会」という表現には、誰もが

学習の機会にアクセスできるユートピアとして語られがちである。しかし、ユートピアの

語りとは裏腹に、IT革命による情報化社会にせよ、生涯学習の社会にせよ、ますます学習

の機会が一部に集中し、多数の人々が学習の機会から疎外される事態が進行しているのは

皮肉である。

、21世紀の社会は、学習機会が平等に配分されることなしには、学びにおける競争が激化

し、文化資本においても経済資本においても格差が拡大する社会になりかねない。．すべて

の人々が社会参加しうる「基礎・基本」を学校教育において保障することが課題となる。

その意味で、これまでの「基礎・基本」の内容は再定義されるべきだろう。今日の社会に

おいて「基礎・基本」は、生涯学習の基礎となる市民的教養（リテラシー）として再認識

されるべきであり、高校までの教育内容のすべてを含むものへと再定義されるべきである。

　21世紀のカリキュラムは、「市民性」を直接的に教育する「総合学習」の課程と「市民

的教養」を形成する「教科学習」の課程の二つで組織されるだろう。「総合学習」という

名称は誤解を招きやすい呼称である。「総合学習」は、環境破壊や情報化社会や国際理解

をテーマとして探究する主題学習の課程であり、「市民性」の教育を課題とする課程であ

る。それに対して、「教科学習」の課程は、個別分野の知識を学んで「市民的教養」を形

成することを目的とする課程である。この「総合学習の課程」（市民性の教育）と「教科

学習の課程」（市民的教養の教育）によって、学校は21世紀の社会にふさわしい教育を遂

行する改革を進めなければならない。全国各地の学校で挑戦されている改革的実践は、上

記の要件に応える「21世紀のカリキュラム」を志向するものへと発展すべきなのである。
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教科の再編と「総合的な学習の時間」

片　上　宗　二（広島大学大学院）

1　「総合的な学習の時間」は「時間枠」の学習と受け止められてこそ

　（1）「時間枠」の学習をイメージ化するための文言としての「総合的な学習」

　本稿のテーマを考察する一つの鍵は、「総合的な学習の時間」の捉え方にある。

　学習指導要領の文言などをふまえて、次のように捉えるのが、一般的のようである。

生きる力の育成

社会の変化に

主体的に対応できる力

て隔隔隔、

問題を解決する資質や能力
学び方・ものの考え方・生き方

　　　　　　　　　体験的な学習横断的・総合的学習
　　　　　　　　　問題解決的な学習

、

、

、

、

、 ，

ノ

ノ

児童・生徒の興味・

関心に基づく学習

〆

国際理解，情報，

環境，福祉・健康

などの課題

地域や学校の特色
に応じた課題

児童・生徒の
興味・関心に

基づく課題

各学校の創意工夫を生かした
特色ある教育活動の展開

図1一般的に捉えられている「総合的な学習」の枠組み

　誤解をしてほしくないのは、このような捉え方を批判しているのではない、という点で

ある。「総合的な学習」を構造化して示せば、おそらくこのようになるであろう。だから、

図1のような描き方自体は、自然なのである。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘ　　　へ　問題なのは、「総合的な学習の時間」と「総合的な学習」との混同である。両者は、区

別されなければならないからである。

　「総合的な学習の時間」は、いうまでもなく「時間枠」の学習である。「総合的な学習」

は、この「時間枠」の学習をイメージ化するために、採られたタームにすぎない。だから

子どもの成長を促すものなら別の学習が構想されても、いっこうにかまわないのである。

　くどいようだが、「総合的な学習の時間」は、「時間枠」の学習である。したがって、子

どもの学びの充実・発展に向けて、この学習をどのように構想するかは自由であり、それ

ゆえ多様であるべきなのである。

　ところが、実際には、そのような捉え方が弱い。そのため、固定したイメージのもとで

の実践がほとんどで、早くも、パターン化、画一化の兆しが見られると言ってもよいので

ある。
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　（2）「教科」の学習と異なる「総合」の学びを

　もう一点、重要なことがある。それは、丁総合的な学習の時間」（以下「総合」と略）は、

教科の場合と同じ「学習」と名づけられていてもその質が異なる、という点である。正確
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しに言えば、「総合」は「学び」、教科は「学習」、とみなす飛きではないか。

　F「総合」は上記の趣旨からして、一つに規定できないが、少なくとも「学習ではなく学

び」と捉えた方が生産的だし、望ましい、ということになる。

　では、学習と学びの違いは何か。

　学習はいうまでもなく、教授とセットになって意味を持う概念である。「教授＝学習」

である。そしてこの概念は、近代学校制度によって成立する。つまり、国民として身につ

けるべき知識・技術等々があり、それを一斉指導という形式で、教師が教授し生徒が習得

する、という文脈において成立した。

　教科は、そのよ．うな文脈のもとでの区分論の上に登場する。

　一方、学びはどうか。原型は、「まねび」である。自らモデルを見定め、・まねてならう

ところにその特質がある。したがって、主体的で個性的な営み、と言ってよい。また、強

い問題意識のもとに成立する営みでもあるのである。

　ただ、「まねび」は、そのままでは学校教育の場における「学び」にはならない。「学び」

となるためには、そこに、「協働性」と「挑戦性」が加わらなければならない。より高い

価値を見い出しては協働し挑戦する営み。それが「学び」の姿なりである。

　いずれにしても、このように両者を区別することではじめて、「総合」を多彩にまた、

意義ある営みとして展開できるのではなかろうか。

　（3）「学習」と「学び」による真の「学舎」づくりを

　教科の「学習」を多様に。総合の「学び」を多彩に。そのことによって、

　　　学校を真の「学舎」に

と考えたい。これが、本稿の主張である。

　ところが、実際の「総合」の実践をみると、ほとんどが「学習」となっている。特に小

学校中学年の「総合」の場合など、社会科の発展型ばかりだ、と言ってよいのである。

　社会科の時間数が少ないから、「総合」が肩代わりしているにすぎない、、としか思えな

い実践が多い。「表現」や「発信」を重視しているから「総合」だ、という程度の意味づ

けにとどまっているとしか考えられないのである。

　（4）「総合的な学習の時間」でレかできない（できにくい）ことはなにか

　「総合」でしかできない（できにくい）ことは何か。このことが、もっと問われてよい。

否、問われるべきだ。

　問題解決的な学習や体験的な学習の重視が叫ばれているが、そのことは、何も「総合」

にのみ求められるべきものではない。また、国際理解や環境といった新しい課題への対応

が言われているが、社会や理科等々の教科でも時間数の保証さえなされれば、かなりの程

度までその取り組みは可能であろう。

　このように「総合」を必要とする根拠を一つ一つ検討していくと、現在試みられつつあ

る実践の多くは、「なされた方がよい」という程度の意義づけに留まろう。

　くどいようだが、「総合」では、「総合」でしかできにくいことをめざしたい。そうする

ことで、教科での学習と「総合」での学びとの間に相互刺激的で円環的な関係が成り立と
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う。そうなれば、子どもの学び方は今まで以上に豊かになると考えられる。

　（5）「総合的な学習の時間」でしかできない一つの事例としての「異学年集団の学びあい」

　「学び」に値するもので、しかも教科の学習ではできにくいことは何か。その一つは、

「異学年の子どもたちによる学びあい」であろう。まだ本格的な実践は少ないが、着実に

増えつつある。

　例えば、広島大学附属小学校のテーマ研究「学び」の活動計画は、資料1のようである1）。
　　　　　　　　　　　　　もし
そしてこのような実践が成立すると、従来の同一学年での教科学習では得られない新しい

「学び」の形成が、画2のような形で図れるというのである。

　　　　　　　　　　　　　　　「第1次　「学び」とは何か

◎　「学び」について，どんな「学び」に

したいかを学年ごとに話し合う。

　を通して認識を深め合う。

第3次

　◎

　い学びについて話し合う

　◎　5年生が考えた「学び」の学習劇を2

　年生が参観し，どんな「学び」がいいか

　を考える。

第2次　「学び」について考える

◎　　「学び」について，2年生の授業公開

　　　こんな「学び」にしたいな

　　公開授業を手がかりにして，目指した

資料1　活動計画の概要

上学年児

自分の知と

その獲得の仕方

を振り返る

説明，疑問の課題化，

追究の仕方の提示　等々

メタ認知力の強化

　　　上学年

　質問，疑問の提示　等々　　、

の過程を振り返る｝』

・成長の実感

　下学年児

沼年．＼
　話や活動
　’して学び
　を　げ深

メタ認知力の育成

下学年

鮒の・知・の獲盛撒抽・・病容・方法

メタ認知力の強化

ノ

新しい「知」の獲得

図2　異学年三の学び合いとその効果

　教科の学習では追究できない（できにくい）可能性は何か。その可能性の探究は、21世

紀の学校を、「学びの共同体」として重層的に組織する一つの大きな展望を開いてくれる

のではなかろうか。

2　「教科の再編」問題への二つのアプローチ

　諸教科が編成された全体の姿を「教科課程」と呼ぶことにするが、21世紀の教科課程は、・

再構築壷必要．とするか否かは議論の分かれるところであろう。

　つまりは、教科の再編が求められるか否か、である。

　これを「総合」との関わりで考えると、上述のように「総合」は豊かな可能性を蔵し、

しかもまだ未発の状況にあるのだから、「総合」の活用如何によっては、教科の再編は必

要ないとも考えられよう。ただその場合問題なのは、小学校の低学年段階である。「総合」

は、小学校の3年以上だからである。

　一方、「総合」とは別に教科の再編は論じられるべきだ、という考え方も成り立とう。

　完全学校週5日制ともなれば、こま切れ的なあれこれの教科学習となり、教科の意義も

乏しくなろう。加えて、子どもや地域や社会の変化さらには科学の学際化等々の影響も無

視できないからである。

　もちろん、現行の教科（や教科課程）は、普遍的で不動のものでないことはいうまでも

ない。
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3　「総合的な学習の時間」の新設による「教科再編」問題の変化と低学年問題

　（1）研究開発学校治田東小と祝町小の示唆するもの

　文部省指定の研究開発学校であった滋賀県の治田東小と福岡県の祝町小は、表1と資料2

のようなユニークな教科課程を開発している2）。

表2、平成4年度教育課程表【下段（）内は指導要領に基づく時間数】

区　　分 1　年 2　年 3　年 4　年 5　年 6　年

275～290 283～300 224～239 224～240 168～180 168～180
国　　　語 響　．　　・　．　　一　曹　・　　．　o　幽　o　一　．　一　6　．　．　●　．　o　鴨　■ ・　．　曹　．　“　塵　一　■　o　，　・　●　．　●　ロ　，　「　■　．　．　●　，　一 一　．　●　雪　響　圏　．　．　噛　一　．　■　．　曹　一　一　，　・　O　P　，　■ ■　　，　■　冒　圏　・　o　o　．　　・　璽　層　．　．　　●　．　　曽　一　一　．　冒　　冒　・ ，　o　．　響　．　・　．　曜　・　．　畠　o　．　，　．　り　層　g　o　．　．　o　●

響”．’一冒’’”瞳一●’層”
諱f

（306） （315） （280） （280） （210） （210）

84～　89 84～　90 84～　90 84～　90

社　　　会 ．　　o　　圏　・　．　　，　一　辱　璽　一　．　・　●　■　9　・　6　0　一　　■　一　薗 ■　■　冒　．　■　，　■　．　●　．　冒　層　曜　幽　曹　脚　，　■　．　．　o　，　層 噂　．　・　騨　，　曜　卿　．　9　”　．　．　．　幽　一　顧　o　曽　■　ロ　r　■　， ，　，　，　o　o　．　の　曹　・　，　．　．　，　．　．　，　7　，　璽　一　．　．　o ■　曜　・　7　嘩　■　噸　，　り　幽　．　．　．　●　鞠　■　o　曹　．　・　o　■ 一　一　．　．　．　．　．　・　．　冒一　曜　冒■　．　●o　，　冒　■　冒一．

，各
（105） （105） （105） （105）

122～129 157～167 140～148 140～150 140～150 140～150
算　　　数 o　　o　　一　．　一　璽　・　9　魎　　冒　電　・　o　，　．　．　．　　，　，　．　層　曜 ．　冒　一　幽　・　o　－　o　．　．　層　一　・　o　ρ　聯　，　．　．　一　，　．　o ■　，　．　幽　，　・　．　　．　．　．　・　．　一　　，　一　　卿　一　窟　，　一　●　7　一 ．　．　・　■　雫　．　，　．　．　，　■　一　〇　．　　　．　．　9　．　・　，　，　● ．　顧　・　層　　　．　．　聯　．　，　．　・　・　騨　鴫　曜　曜　．　層　騨　●　． ．　O　P　一　一　雫　層　聯　曜　．　．　・　■　．　o　噛　曜　冒　，　．　冒　一　曹

’（136） （175） （175） （175） （175） （175）

84～　89 84～　90 84～　90 84～　90

理　　　科 ■　　．　o　．　　■　o　　噛　o　　甲　o　o　■　層　，　　曜　一　層　層　一　．　．　■ 噌　・　．　・　．　・　o　冒　辱　・　．　・　■　o　■　，　．　■　．　．　・　，　． ．　，　．　．　●　，　，　o　．　一　甲　o　．　．　層　ロ　．　噛　一　．　．　，　． ．　一　．　■　噛　o　　冒　冒　　，　●　．　　・　一　冒　　7　0　．　．　o　虚　．　．　． 墨　■　．　一　層　，　聯　層　胴　「　甲　．　曜　．　o　噸　一　．　冒　一　・　一 ，　7　■　■　　■　曹　7　曜　●　．　駒　●　陶　　冒　●　●　■　　■　o　　曾　■　o　o

（105） （105） （105） （105）

生　　　活 一　．　一　．　．　．　，　・　層　層　7　・　匿　■　・　■　曹　．　層　「　一　甲

@　　　　（102）

塵　一　〇　，　の　■　9　．　．　o　噛　・　o　．　．　璽　．　曜　．　ρ　g　o

@　　　〈105）

9　，　一　〇　．　．　顧　　，　7　曽　■　．　．　一　　．　．　．　　■　．　■　　●　■　　■

．．＿　，’＿＿＿一一＿
’曜●” u騎’．．’弓’璽’’’’’’” 響　－　　7　0　●　噛　，　，　，　囑　　■　7　●　”　　●　■　■　■　騨　層　層　■　●

教

62～　64 63～　67 56～　60 －56～　60 56～β0 56～　60

音　　　楽 ■　　巳　■　　層　　，　嚇　　．　辱　　●　■　一　■　ゆ　，　o　o　．　．　曜　・　，　． ，　．　一　冒　，　曽　■　●　．　．　・　層　層　「　o　昌　一　，　．　，　o　・　．

一∴．＿＿＿　．．．．＿．
．　9　●　9　■　■　．　．　．　一甲　．　・　一　幽　■　o　幽　．　．　■　■ ．　・　薗　・　　o　一　　　　●　響　．　　．　曜　．　冒　　．　．　■　9　　■　，　，　　r　■ ．　■　■　，　曹　・　o　冒　・　9　■　・　曾　，　o　．　，　・　，　■　．　一　層

（68） （70） （70） （70） （70） （70）

62～　64 63～　67 56～　60 56～　60 56～　60 56～　60

図画工作 ．　　・　一　．　o　　．　　匿　　印　　●　■　一　．　．　一　，　o　　．　o　■　．　o　■ ．　．　．　．　・　．　，　曹　．　o　．　o　璽　．　●　．　一　●　●　．　響　一 圏　冒　0　9　9　●　．　．　．　．　．　・　．　■　o　璽　層　冒　塵　■　■　璽　一 ．　，　■　曹　噂　　，　．　■　．　．　　o　．　．　，　．　層　一　．　P　■　，　．　噛 ，　．　層　璽　．　・　・　．　噂　．　．　冒　o　■　．　胃　一　，　■　層　噸　層 騨　●　虚　■　，　　冒　■　■　●層　一　■　6　．　■　，　．　．　■　■　，　o

（68） （70） （70） （70） 隔（70） （70）

家　　　庭 一　　．　．　．　．　．　　．　　．　o　o　o　o　●　．　，　．　o　o　o　o　9　■ ■　　●　■　■　■　■　■　■　●　曝　■　一　〇　・　一　〇　，　　■　．　甲　．　．　o 7　0　■　■　璽　■　●　　，　o　甲　o　－　o　，　．　冒　．　層　一　　■　■　■　， ●　．　　曜　●　　■　幽　一　一　●　　，　一　，　　，　o　塵　帰　■　騨　一　，　．　■　幽

　　　　56～　60

ｽ　o　．　，　　冒　，　．　　．　．　　●　■　　．　．　■　．　璽　　●　，　■　”　■　●　　，

@　　　　　（70）

　　　　56～　60

｣　一　，　雪，一　■　，　．　■　o　■　●　“　●・　一　，．　．　，　．　，

@　　　　　（70）

科 92～　97 94～100 84～　90 84～　90 84～　90 84～　90

体　　　育 塵　．　o　一　曹　．　ロ　層　o　ロ　．　o　．　，　冒　7　．　層　層　，　擢　● 噂　o　o　●　・　■　o　■　一　■　，　讐　9　・　o　．　●　．　，　．　．　，　卿

騨．．．一．．．一．噸一二．．一．．．．一，

．冒響．．圏．冒・．7一．・．雫曜。，・刷．． ■　■　，　，　　．　曽　一　．　◎　．　　幽　冒　o　．　．　・　，　　騨　■ ・－　．　一．　．■曹　■冒一層■　．　曜一　■　■一ρ．一，

（102） （105） （105） （105） （105） （105）

120～140 120～140 120～140 120～140 120～140 120～140

生活体験 一　■　o　■　一　一　■　■　号舳一　噸　吻　．　吻　層　．響．　．■， ．　■　●　●　串　■　．　冒　●　．　．　●　■　・　．　．　．　．　．　．　の　響　o ．　層　．　．　一　，　サ　o　．　●　幽　曜　一　塵　●　一　■　曝　層　曹　脚　一　● 一　，　噛　　●　■　帰　　匿　，　　■　o　■　　■　■　■　7　甲　冒　一　■　■　■　聯　曹 ●　一　一　■　■　o　幽　，　．　．　．　．　，　．　■　o　■　一　■　噂　・　■　● ・鴨曜騨・口口．．o曹・．，甲■一．一．．．曹

道 徳

　　　　　　34

O　吻　9　■　－　，　巳　・　・　，　．　層　9　・　曝　響　雪　巳　層　．　■　瞥

　　　　　　　35

D　■　，　o　o　辱　o　．　噛　璽　・　層　一　幽　o　・　－　■　一　曜　9　　一　一

　　　　　　　35

C　一　冒　幽　層　唖　一　・　●　・．　o　．　．　．　・6　P圏　響　ψ曹●

　　　　　　　35

C　曜　■　■　■　，　　層　■　曽　o　■　■　顧　■　●　　■　魎　一　曜　，　■　一　辱

　　　　　　　35

D　，　●　●　．　．　．　・　の　雪　一　，　一　．　徊　・　・　－　■　卿　，　，　騨

　　　　　　　35

D．．．．，■一■．一．．・一．層oo70．－

（34） （35） （35） （35） （35） （35）

31～　32 31～　34 28～　30 56～　60 56～　60 56～　60
特 別　活　動 一　曹　電■　■　9　■　，　●oo　曜。頓　層層　層　．　・・　■魎

’”…”●…曹”．…’ D… oo●．．o一噂．．一〇幽響．－．，，．，． ■　o　・　一　一　響　，　璽　一　・　層　層　曹　■　墨　一　〇　一　■　．　．　・ ●　．　一　6　，　0　．　墨　一　・　・　．　，　・　．　・　，　冒　一　■　■　一　9 ，一層曜卿噂曹・．．一，一一嘘・．，・．・．「■

（34） （35） （35） （70） （70） （70）

798～850 846～910 911～980 939～1015 939～1015 939～1015
計 ・　●　・　．　o　o　o　■　，　o　・　．　・　一　層　層　．　●　．　●　．　， o　■■　■　，r　噛　幽　■　一●，，　D層　・　o璽6　■　曽　，　● 層曜．，．・．■・巳．■一曽・．　．甲，騨．■． ，　．　o　●　一　■　一　●　o　o　一　一　・　．　o　．　，　．　．　－　冒　曽　， 層．　o　．　■　．，　．●　，　．　．　．響　o　，　o　噛　一　●　，　．． 曹一一一．噛．辱●■．層，9。．．一．幽．響曜

（850） （910） （980） （1015） （1015） （1015）
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　　　第5．6道　徳5．6年
　　　　　　　　　　辮山面．

・欝欝、　活創造　誌雨曝薩・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人溌

蛎ぐ難禦1…雲離イ舵η与

図3　祝町小の教科課程

　注目されるのは、両校とも、「生活体験科」や「生活創造科」という「基礎教科＝コア

教科」を創出し、それと既存の基本教科とで教科課程を構成している点である。

　つまりこれら両教科は、とりわけ治田東小の「生活体験科」は、生活科を発展的にこの

教科に解消して全学年的な「基礎＝コア教科」に位置づけ直す一方で、他の基本教科には

一切手をつけず、ただ時間数を少しずつ拠出させるだけに留めている。教科課程を質の異

なる二つの教科群で再構成し、両者の間にダイナミックな関係を作り出しているのである。・

　治田東小のこの研究開発は、平成2年から4年までで、「総合」の導入が打ち出されるか

なり前のことである。したがって、「総合」が創設された今日、「生活体験科」の役割を総

合」に担わせることが可能になった、と考えられる。

　（2）課題としての小学校低学年における「教科再編」問題

　「総合」の導入で、「教科の再編」は無理に行わなくてもよい条件が出てきた。これが、

上記（1）の結論である。

　しかし、それでも残る問題がある。小学校低学年問題である。いうまでもなく、「総合」

は低学年には導入されなかったからである。

　では、低学年の「教科再編」問題は、どう考えればよいのか。

　三つの選択肢が考えられよう。①生活科を他教科と異なる「基礎二コア教科」に整備し

なおし、他教科は「基本教科」として位置づけなおす。②「総合」を小1までおろし、生

活科は発展的にこれを解消する。③以下説明する「兵教大附小方式」を採る。

　「兵教大附小方式」（私が勝手に名付けた方式だが）について説明しよう。向校は、平

成2年に、文部省の「研究開発学校」として低学年のカリキュラム問題に取り組み、研究

開発の成果として国語科と算数科にかわる「記号科」を創出し、世に問うた。

　同校の創出した「記号科」は、低学年にふさわしい教科として新設された生活科に対応

する新しい教科の必要性に基づくとして、次のように述べている3）。

　考えてみれば、一つの教室の中で教科によって教育観・授業間が異なっているとい

うのはおかしな話である。低学年に限ってみても、生活科では遊びを取り入れ活動中

心の学習が展開されるのに、算数の授業になると座席についたままで教科書を順々に

やっていくことが常だというのでは、子どもたちにとっての学習や授業の意味は分裂

状態になる。子どもたちにとっての学習というものは、低学年であればこそ、もっと

統一される必要がある。
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　国語科と算数科を統廃合して設置した新教科「記号科」は、いわば「第二の生活科」で

ある。そこには、低学年教育を問い直し、子どもたちにとって望ましい教科間構造のあり

ようを求めようとした姿勢がある、というのである。

　いったい私たちは、上記三つの選択肢の中から、どの選択肢を選び取ればよいのだろう

か。

4　機が熟しつつある小学校への「教科一科目」方式の導入

　「教科一科目」方式は高校段階のもので、小学校などもってのほかだ。初等段階での本

格的な前例となると国民学校体制下のものしかなく、しかもそれは、形式的すぎて参考に

はなりにくい。そう考えるのが、普通であろう。

　しかし、最近では「学校週五日制と教育課程の改造」という観点から、中学校について

ではあるが、新しい提案がなされるようになった4）。

　ただし私の提案は、これとは別の観点からである。したがって、上のような提案の小学

校版ではない。

　現在構想しているのは、例えば、「科学科」という教科を新しく設定し、その下に「社

会」と「理科」を科目として位置づけ直し、各学校で、これら両科目の授業時数と内容を

適切に設定できるようにするという方式である。

　この方式に立てば、「総合的な学習の時間」のカリキュラムづくりと教科のカリキュラ

ムづくりを、ダイナミックに連動させることが可能となろう。そのことによって、School

Based　Curriculumを作り出す努力を本格化させる途も開けてこよう。

　教師が夢を持てる形で学習指導要領を試案化できる新しい方式ではないかと考えるが、

いかがであろうか5）。

註

1）広島大学附小の「テーマ研究」については、片上宗二・・木原俊行『新しい学びをひら

　く総合学習』ミネルヴァ書房、20Q1年、182頁一196頁を参照されたい。

2）両校の『研究開発実施報告書』や治田東小『子どもが拓く全学年の生活体験科』平成4

　年を参照願いたい。

3）兵庫教育大学附属小学校の「報告書』や『記号科で国語教育を見直す』明治図書、

　1996年を参照されたい。

4）安彦忠彦『中学校カリキュラムの独自性と構成原理』明治図書、1997年。

5）拙稿「21世紀の教科再編の課題」『現代教育科学』No．5462002年3月号を参照された

　い。
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戦後における教科外活動の教育課程化に関する一考三

一大浦猛の教科外課程論の検討を通して一

山　三 二（元筑波大学）

1．戦後における教科外活動の教育課程化の過程とその特質’

　周知のように、戦後初めて学習指導要領が出されたのは、1947（昭和22）年のことであっ

た。その後、’ w習指導要領については、小学校の場合を例にとると、1951（昭和26）年、

1958（昭和33）年、1968（昭和43）年、1977（昭和52）年、1989（平成元）年、そして今回1998

（平成10）年というように、ほぼ10年に1回のペースで、6回にわたる全面的な改定が行われ

てきた。中学校、高等学校等、他の校種についても、小学校め場合とほぼ同じペースで改

定が行われてきている。

　それぞれの改定については、当然、その時々の学校教育に対する社会的な期待のあり方

や学校教育に内包された問題や課題のあり方が反映されているが、教科外活動の教育課程

全体における位置づけや内容構成、授業時数をどのようにするかということも、改定の度

に、重要な問題として取り上げられ、検討されてきた問題であった。

　こ‘こで、本稿の表題にいうところの「教科外活動」を、1998年改定の教育課程の基準で

示されている「特別活動」を指すもの、すなわち戦後の歴史的な経緯に即していえば、①

「自由研究」（1947年）、②「教科以外の活動」（1951年、中、高校については「特別教育活

動」）、③「特別教育活動」と「学校行事等」（1958年）④「特別活動」（1968年、高校につ

いては「各教科以外の教育活動」）、⑤「特別活動」（1977年）、⑥「特別活動」（1989年）

というようにその名称を変え、現在にいたっている教育活動の領域を指すものというよう

に理解しておきたい。また、「教育課程化」（curricularization）を、正規の教育課程の外に

置かれていた教育活動が正規の教育課程の中に取り込まれていく過程、具体的には、①国

の基準で取り上げられ、②学校の時間割に組み込まれ、③評価の対象になるという少なく

とも3つの要件を満たすようになる過程を指すというように理解しておきたい。

　さて、そうした意味での教科外活動の教育課程化の過程を現在という時点で改めて振り

返ってみると、それは大きく4つの方向をもって展開されてきたと考えることができる。

　その一つは、教科課程と教科外課程との関係をどのようにとらえるかという問題である。

結論的にいえば、教科の学習と教科外の活動とが機能的に関係し合いながら、相互補完的、

相互還流的に展開されるという「自由研究」発足当初の考え方や方法が後退し、互いに切

り離された形で組織され、展開されるという領域主義的な傾向を強めていった過程として

とらえることができる。このことは、今回の学習指導要領の改訂で総合的な学習の時間が

新設されたことによって、教科、道徳、特別活動そして総合的な学習の関係をどうとらえ

直し、’どう実践すればよいかという問題を改めて浮かび上がらせることになった。

　二つ目に指摘したいことは、もともと子供たちの民主的で自治的な学校生活づくりや学

級生活づくりを内実として成立をみた特別教育活動が、とりわけ1958年の学習指導要領の
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改訂で特別教育活動と学校行事等とに分けられたことによって、子供たちの自主的で、自

発的な集団的活動と学校や教師の指導性が前面に押し出されてくる行事的な活動との2系

列化に分けられ、結果的には教科外活動の自治活動としての性格が弱められるとともに、

子供主体か教師の指導性かという二項対立的な考え方や指導方法をはびこらせることにな

ったということである。このことは、教科外活動における行事的な活動をどう位置づける

かという問題とともに、これからの教科外活動における指導のあり方を考える上での一つ

のポイントになると考えられる。

　三つ目に取り上げるのは、教科外活動の内容構成をどうするかという問題である。戦後

における教科外活動の課程化の歴史は、活動の内容を細かく切り刻んできた歴史でもある。

課程化における分化と統合の問題を改めて検討することによって、これからの総合的で、

統合的な教科外活動のあり方、さらには教育活動全体のあり方を考えてみることができる。

　最後に指摘したいことは、「特別教育活動」あるいは「特別活動」という名称について

は、1951年の改定や1958年の改定などにおいて、それが適切であるかどうか、より適切な

名称を採用すべきではないかということが問われてきたということである。日本特別活動

学会が2001（平成13）年10月に学会員を主な対象者として実施したアンケート調査の結果に

よれば、「特別活動という領域名称は、今後も引き継ぐべきである」という意見に対して、

14％の者が「そうは思わない」と答えており、22％のものが「分からない」と答えている。

「そう思う」は64％となっている。「特別活動」という名称は、今日、我が国の教育界に一

応の定着をみていると考えてよいが、しかし、’ ﾟ去の改定においても、これからのこ．とと

しても、より適切な名称があるのではないかということが問題になってきているという事

実を見落とすわけにはいかない。

2．1958年改定の意義

　上に述べたことからも推察されるように、戦後における教科外活動の教育課程化の展開

にとって、1958年における学習指導要領の改訂は、これまでの6回にわたる改定の中でも

注自すべき、特異な位置を占めている。そのとき大きく変えられることになった事項を整

理して示すと、次のようになる。

　（1）教育課程は、各教科、道徳、特別教育活動、学校行事等の4領域によって編成され

　　る。

　（2）小学校の特別教育活動は、児童会活動、学級会活動、クラブ活動などから成る。ま

　　た、中学校の特別教育活動は、生徒会活動、クラブ活動、学級活動などから成る。

　（3）特別教育活動に充てる授業時数については、中学校の学級活動に年間35時間を充て

　　ることが規定されている。小学校については、定め．られていない。

　（4）小学校の学校行事等については、儀式、学芸的行事、保健体育的行事、遠足、学校

　給食などを「適宜行うものとする」とされた。また中学校の学校行事等については、

　儀式、学芸的行事、保健体育的行事、遠足、修学旅行、学校給食などを「適宜行うも

　のとする」とされた。

（5）「国民の祝日などにおいて儀i式などを行う場合には、児童（生徒）に対してこれら

　　の祝日などの意義を理解させるとともに、国旗を掲揚し、君が代をせい唱させること
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　　が望ましい」とされた。

　現在学校で行われている特別活動からみればそれ程大きな特色があるとは思えないよう

な事項が並んでいるわけであるが、しかし、そうした特色を歴史的な時間の流れの中で見

直してみると、こうした内容を特色とする1958年の改定が、戦後における我が国の教科外

活動の枠組みや内容を大きく変えることになるとともに、現在にいたる教科外活動の基本

的な枠組みや構造がほかでもないこのときの改定によってつくられたということに思いを

いたさざるを得ないのである。1958年の改定は、それ以前の学習指導要領やその後の改訂

との比較やつながりで意味付けられ、評価される必要があるのである。

　学校の教育課程が各教科、道徳、特別教育活動、学校行事等という4領域構成に改変さ

れたことが教科外活動の考え方や実践に与えた影響は大きい。

　第一に、教科外活動の範囲や内容が曖昧になったということである。1951年の改定によ

って、小学校の教育課程は各教科と教科以外の活動、中、高校の教育課程は各教科（各教

科・科目）と特別教育活動によって編成されることとされた。我が国の学校教育にようや

く教科過程と教科外課程から成る二課程構造のカリキュラムが公的規定によって明示され

たのである。教科外課程の中身が教科外活動である。ところが、4領域主義の教育課程で

は、教育外活動、教育外課程が道徳、特別教育活動、学校行事等の全部を指すのか、いず

れかの二つまたは一つを指すのかが明確ではなく、教科外活動の概念や教科外課程の範囲

を曖昧にするだけではなく教科の概念や教科課程の範囲をも分かりにくくすることになっ

た。

　第二に、道徳の時間が特設され、従来教科外活動の中に含まれていた道徳性の育成やあ

るいは訓育機能の多くの部分が道徳に吸収されることになったということである。この点

に関する理論的あるいは実証的な研究はほとんど行われていない。道徳が特設されたこと

によってそれまでの教科外活動にどのような変化が起きたのか、そのことを現在という時

点に立ってどのように評価するのかという問題は、これからの道徳教育や教科外活動の再

編制を進めるための基礎的な作業となるのではなかろうか。

　第三に、先にも指摘したように、教科外活動が特別教育活動と学校行事等とに分けられ

たごとによって、子供主体の活動と教師主体の活動という二系列化が進み、教科外活動の

指導における二項対立的な考え方が広く浸透していったということである。とりわけ、学

校行事が独立した教育活動の領域として立てられ、その基本的な特色が「学校が計画し、

実施するものである」という点に求められたことは、それまでの行事的な活動が子供たち

の自主的で自治的な集団活動である「児童集会」「生徒集会」として展開されていた教科

外活動の雰囲気を大きく変えることになった。学校行事を子供たちの手による集会活動の

延長線上の活動として、あるいは自治的な児童会活動・生徒会活動の一環どしての創造的

で総合的な文化的活動、体育的活動としてとらえる視点を回復すべきではなかろうか。

　第四に、1958年の指導要領の改訂では、教科外活動の内容について著しく細分化した示

し方が行われた。それによって、個々の活動が教育課程全体の中で占めている位置や果た

すべき役割が明確にされ、現場の教育実践に資するところが少なくなかった。しかし、そ

の反面、個々の活動が孤立的に、自己完結的に取り扱われるという傾向を生むことになり、

それまでの教科外活動がもっていた総合的な集団的、実践的活動に固有なダイナミックで

力強い展開が姿を消すことになった。
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　第五に、1958年の改定を契機にして、「特別教育活動」という言葉が、教科外活動を意

味する用語として公的にも示され、我が国の教育界に浸透し、定着することになった。も

っとも、先にも指摘したように、1951年の改定では中、高校の教科外活動を総称する用語

として「特別教育活動」が使われていたが、小学校については「教科以外の教育活動」な

る用語が使われており、「特別教育活動」は必ずしも広く使われる共通な用語になってい

なかった。注目すべきことは、「特別教育活動」という用語については、この言葉が教科

外活動の本質をあらわすのにふさわしいかどうかという点について、いくつかの疑問が出

されていたということである。本稿では、その一例として、大浦猛（敬称を略す、以下同

じ）による問題の提起について、後で取り上げることにする。

3．大浦猛の教科外課程論の検討

　前項では、1958年における学習指導要領の改訂が戦後における教科外活動の歴史的な展

開にとって特別な意味をもっていることを5つの点について指摘した。改めて指摘するま

でもなく、このときの改定は、戦後における文教政策の大きな転換点における教育課程再

編の施策として行われたものであり、そのねらいや内容について、たとえば船山謙次著

「続戦後教育論争史』（東洋館、1960年）に所収されているような厳しい批判と論争が展開

された。

　教科外活動、教科外課程の再編成についても、多くの人たちが改定のねらいや内容につ

いて検討を行い、従来の教科外活動の教育活動としての意識や性格が大きな変化を受ける

ことになる問題点を含んでいることを指摘した。たとえば、代表的な論稿として、宮坂哲

文（1918～1965）が日本教職員組合編「日本の教育課程一学習指導要領はどう変わった

か一』（国土社、1959）に掲載した「特別教育活動」を挙げることができる。そこでは宮

坂は、1958年の改定が1951年の改定と比較しても、子供たちの自治活動を尊重する姿勢を

著しく後退させ、民主主義的理念が消え去ったものになっていることを厳しく批判してい

る。教科以外の活動がそのまま道徳教育的な意義を豊かにもっていることに積極的に触れ

るという従来の立場が後退しているという重要な指摘も行っている。

　さて、以下では、宮坂と同様に、1958年の学習指導要領の改訂における教科外活動の再

編成について厳しい批判的な見解を開陳し、当時の行政主導の教科外活動の展開に警鐘を

鳴らした大浦猛（1919～2001）の教科外課程論を取り上げ、彼が改定のどのような点を、

どのような観点から批判的に検討していたかということをみてみたい。依拠する文献とし

ては、大浦の教科外活動論に関する代表的な著作である『特別教育課程の基礎理論』（明

治図書、1968）を取り上げたい。同書には大浦が単行本に載せたもの、雑誌、研究紀要に

載せた論文、同書の刊行にあたり新たに書きおろしたものが所収されているが、「1学校

教育における教科外課程の意義」、「2　教科外課程と「学習指導要領』」、「8　教科外課程

の行事としての展開」などの章において、戦後、とり髄わけ1958年忌指導要領の改訂におけ

る教科外活動の教育課程化をめぐる問題を考察の対象として取り上げている。強い危機意

識のもとで書かれた論稿である。

　まず第一に、大浦が「特別教育活動」という用語を「顕著な欠陥がある」（P．70）、「教

育に関する専門用語としてはあまりにも粗雑であって、この問題についての正しい思考を
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ゆがめてゆく恐れすら感ぜられる」（P．51）と断じている根拠は何かという問題を取り上

げてみよう。

　大浦によれば、この言葉は二重の問題点をもっているという。第一の点は外国語の訳語

としてのそれである。“extra．curricular　activities”という原語の意味は、「教科課程の外に

おける（あるいは特別に教科以外の課程として設けられた）児童生徒の活動」ということ

であるはずである。そして原語の重点は「活動」であるが、それは生徒を主体とした活動

のことである。それなのに、「特別教育活動」という言葉は、「特別」な「教育活動」とい

うふうに受けとれて、原語の語感からはるかに遠ざかっている。第二の問題点は、用語自

体は教育活動という国語でありながら、この用語の論理的な意味は一般に「児童生徒の活

動」としてとらえられているというところにある。国語としての用語と論理的な意味とに

ずれがあるということである。

　大浦の言うように、子供が主体の教科外活動を「教育活動」と呼ぶことには検討の余地

がある。原語に忠実に、「教科課程外の活動」あるいは「教科外活動」とでも訳しておく

ことがより適切な対処であったのかも知れない。

　もう一つ、問題の本質は，ごく日常的でごくふつうに行われている活動を「特別」と呼

ぶことにある。こうした指摘は、たとえば馬場四郎・久保田浩共編「日常生活課程一子ど

もの学校を育てた記録一』（誠文堂新光社、1951）に行われており、馬場や久保田は教科

外の諸活動のことを「日常生活課程」の名で呼んでいる。いずれにせよ、ここでは大浦が、

原語に忠実で、教育的概念の中身に対応した用語を用いることの必要性を説いていること

に注目しておきたい。「特別教育活動」やその変形としての「特別活動」という用語には、

その言葉の成り立ちから言って検討されるべき問題点が含まれているわけであり、次回の

教育課程の基準の改定では「特別活動」という用語をどうするかということが一つの検討

課題になってよいと考えられる。なお、大浦自身は、「特別教育活動」の言葉に代えて、

「『教科外課程』」（または「特別課程』）とでもしておくほかない、とわたくしは考えてい

る」（P．70）という立場をとっていることを付け加えておこう。

　第二に、大浦が従来の教科以外の活動（小学校）、聖別教育活動（中、高校）が特別教

育活動と学校行事等に二分されたことを厳しく批判していることの理由についてみておき

たい。二系列化はどういう意味で問題であるというのであろうか。

　大浦によれば、特別教育活動は教科課程に対して設けられた領域であり、学校における

行事は日常的・平常的な課程と区別して立てられる場面である。前者は横断的な視点から

教科課程と区別され、後者は縦断的・時間的な観点から毎週の時間割において規則正しく

運営される学習場面に対比される。両者は同じ平面に並ぶ二つの領域ではない。行事は特

別教育活動が具体的に展開される場合の時間形態の一つであり、特別教育活動の内に包含

されるものである。

　現行の学習指導要領では、特別活動の内容として、小学校の場合、学級活動、児童会活

動、クラブ活動、学校行事という4本の柱が立てられている。そのうち、学校行事につい

ては、他の三者とどこか異質の要素をもっているということに多くの人が気付いてきてい

る。大浦の説は、両者の違いを空間的次元と時間的次元の違いとしてとらえ、行事は当時

の特別教育活動、すなわち現在の学級活動、児童会活動、クラブ活動の中に包摂すること

ができるというのである。次期の改定で、学校行事の位置づけの見直しをすべきだという
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声は少なくない。大浦の説はその問題を検討する一つのヒントを提供している。

　さらに、大浦は、次のように続ける。学習指導要領では、児童の自発的・自主的活動と

教師が計画・実施する教育活動とに分けて、前者が特別教育活動であり、後者が学校行事

であるとする見解に立っているように見えるが、それはやがて、児童の自発的・自主的な

活動と、教師が計画・実施する指導とを峻別し、さらに、子供たちの自治的活動と教師側

の権威ある指導とを峻別する傾向にまで発展する恐れがある。表面的現象の違いや程度の

差がみとめられるからといって、教科外課程における行事と平常の課程とが本質的・究極

的に相反する理念の上に立っていると考えるべきではなかろう（P．63）。「今日、教育界の

多くの人びとが、行事を、教科その他とならぶ領域め一つであるかのように論じているこ

とは、困ったことである。このような受け取りかたを改めさせるような規定のしかたを、

中央の関係機関に求めたいものである」（P．75）という大浦の言葉は、現在の教育界でも

そのまま通用するものである。次期の改定では、学校行事の位置づけ方を過去の経緯に即

して見直すべきであろう。

　最後に、大浦が、教科外課程の諸分野を切り刻み、細かく細分化して示すことによって

あらゆる事項をもれなく取り上げさせるという指導要領のやり方に対して、次のような理

由を挙げて反対していたことを指摘しておきたい。ここでは、大浦が「校内生活の教育課

程化には限界があると思われる」（P．73）と述べているところに注目したい。

　教科外課程の校内における母胎は、教科学習以外の生活過程であり、その多様な諸側面

を広く課程内にとりこんでゆけばゆくほど、それらを論理的な構成原理に基づく諸系列と

して組織してゆくことは、むずかしくなる。そのように論理的に割り切れないものまで無

理に課程内の分野として分類し、配列することは、適当ではない。つまり、校内生活の教

育課程化には限界があると考えざるを得ないのである（P．72～73）。

　戦後の教科外活動の課程化では、大浦が無理であり、限界がある、と言っていることを

あえて実行してきたということはないであろうか。細かく仕切られた活動のための枠組み

の中に子どもを閉じ込めるのではなく、子どもの活動の広がりや深まりに応じて教科外の

カリキュラムがつくられていく、子どもの活動の跡にカリキュラムがつくられるといった

指導のあり方を考えてみる必要がありそうである。

4．教科外活動再編への展望

　戦後における教科外活動の教育課程化の変遷の過程を概略的に描いた上で、1958年の学

習指導要領の改訂がもつ歴史的な意義を明らかにし、そこで展開していた課程化の動きに

対して碩学、大浦猛がいかなる考え方で対峙しようとしていたのかを検証することが本稿

のねらいであった。大浦が難しい課題の解決に立ち向かおうとしたその思索の跡をたどっ

てみたかったわけである。

　大浦が当時課題として考えつづけていた問題は、今日でもなお重点的に取り組まれるべ

き問題として残されており、その問題を究明することなしには次への展望が開けてこない

ということを改めて痛感した次第である。用語をめぐる問題、子どもの自主性と教師の指

導性を一体化させるための方法、教育内容を区分するための視点や方法など、教科外活動

や教科外課程に独自ないくつかの基本的な問題があることが明らかにされた。詳細を紹介
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できなかったが、大浦が教科外課程と教科との関係のあり方、教科外過程と道徳の関係の

あり方を問題にしたように、これからの教科外活動や特別活動のあり方を考える上で、学

校の教育課程全体の中での位置づけや他の領域との相互の関係のあり方を明らかにするこ

とが不可欠であると考えられる。

　教科外活動や特別活動は、学校におけるあらゆる教育活動の基盤となる役割を果たして

いる。それと同時に、教科等で学ばれたことが応用され、総合され、実践に生かされる場

でもある。これなくしては学校教育活動が円滑に営まれることができない基本的な重要性

をもっている。これからもその重要性は一層高まってくると考えられる。社会や時代の変

化に応じた教科外活動のあり方が理論と実践の両面から探求されなければならない。

　付記：大浦猛先生は去る2001年12月に急逝された。本稿執筆のために改めて『特別教育

課程の基礎理論』を読み、先生の思索の跡をたどることができた。先生に感謝を申し上げ、

また、あまりにも不十分な取り上げ方しかできなかったことをお詫び申し上げ、ご冥福を

お祈りする次第である。
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ドイツにおける政治教育の理念と目標の変遷

的　場　正　美（名古屋大学大学院）

1．本研究の目的と歴史的背景

　ノルトライン・ヴェストファーレン州の文部科学省は、1970年に旧来の歴史、地理、社

会科を統合した「政治の授業」（Politischen　Unterricht）のレールプラン改訂委員会を組織

し、1973年に指導要領を公布した注1。この指導要領は、様々な批判を受け、翌年の1974年

には改訂され、第二旧注2が公布され、10年以上の効力を発した。1980年代に入ると、労働

界の変化や環境問題など新しい課題に対応して、改訂の準備がなされ、1987年に第3版注3

が公布された。そして21世紀を展望して、すべての教育段階の政治教育の準則注4が2001年

に公布された。1970年代に、ヘッセン州とラインラント・プファルツ州に次いで誕生した

ノルトライン・ヴェストファーレン州の政治教育の指導要領は、多くの州の改革に影響を

与えた。本研究は、1973年の初版から現代までのノルトライン・ヴェストファーレン州の

政治教育の指導要領において示された政治教育の理念と目標の変遷過程を明らかにするこ

とを目的としている。

2．指導要領の目標に関する先行研究の分析と課題

（1）先行研究の検討

　ノルトライン・ヴェストファーレン州におけ’る政治教育の指導要領の導入に関する

Schmidt，Wernerの論文注5、市民的資質としての成熟に関するZiehmann，　Klaus　Dieterの論文

注6およびKraemer，　Konrad注7等多くの人々から意見が、政治教育の指導要領の構想に対して

’公表されている。キリスト民主同盟（CDU）のオピニオンリーダーであるB孟ggemann，

Wolfgang注8は、かねがね指導要領の目標に対して感じていて、批判的側面、すなわち社会，

批判的側面が強調されているという印象が、具体的な学習目標をみて、ますます強まった

と、懸念を表現している。

　指導要領が1973年に公布されて、すぐにその概要を紹介した論文の1つは、Hildebrandt，

Walterの報告注9は、指導要領の要点を紹介し、指導要領の10の資質とSPDの1958年の10の

教育政策を比較している。指導要領第1版の目的、内容、指導要領における国家のとらえ

方などを体系的に論述した論文を編集した著作として、Br凸ggemann，W．の編集した著作が

ある注10。この著作に掲載されているKaiser，　Aの論文注11、　G丘nther，　Henningの論文注12等に対

しては、Gagel，　Walterが後に反論注13している。こζでは、指導要領における、解放概念、

民主主義のとらえ方、葛藤概念が問題となっていて、Gage1，　W。は、基本法第1条を基礎と

して、解放や民主主義を根拠づけようとする。

　第2版の指導要領の公布は1974年11月であり、それにもとつく授業の実施は1975年度か

らである。1974年の1年間の間でさえも、ノルトライン・ヴェストファーレン州の政治の

授業の指導要領に関する108以上の論文が『DIE　ZEIT』『WESTFALEN－BLATT』、
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『RHEINISCHE　POST』などの新聞や雑誌に掲載されている注1㌔学術雑誌に掲載された論

文をみると、1974年にはG丘nter，　Henningの論文注15が、1975年にはWillms，　Bernardの論文

がある。Willms，　B．の論文注16は、民主社会における市民の資質、特に成人性（M丘ndigkeit）

について論じている。第1版への批判と同じように、市民が身につける資質が論点になっ

ている。日本における研究は少なく、日本の学習指導要領と政治教育の指導要領を比較し

た橋本幸子の研究油17～；的場正美の研究注18がある。

　第3版の構想について、Altmann，　Hans等が、以前の指導要領と比較して、授業内容の記

述がないことなど、『新しい指導要領の特徴を紹介している注19。Hornung，　Walterの論文は注20、

基本法とノルトライン・ヴェストファーレン州の憲法が政治教育の目標の基礎になるこ

と、そして、その解釈が政治教育の内容と方法の具体的な方向を決定するを強調している。

第3版の指導要領を危機社会における新しい動きとして位置づけた論文としては、Kuhn，

Hans　W．による研究注21がある。日本における先行研究は、的場正美の研究注22があるのみで

ある。

　政治教育の大綱的準則に関する研究は、的場正美の研究注23があるが、一部の紹介に留ま

っている。

（2）研究課題

　指導要領をめぐる理念と目標に関する論争の論点を整理すると、第1に、指導要領がめ

ざす市民的資質をめぐる問題、すなわち解放という概念の捉え方や民主主義のとら舜方を

めぐる問題である。第2に、政治の授業の指導要領の位置づけ、特に基本法の関係をめぐ

る問題である。第3に、指導要領が設定している10の資質をめぐる論争である。これらの

指導要領と基本法との関係、解放や民主主義の規定の問題、資質の規定と意味および資質

と学習目標の関係をめぐる問題は、指導要領の記述内容に対する意見や批判である。それ

ぞれの版の指導要領において、それらの問題に関する箇所がどのように表現されているの

だろうか。まず、指導要領の記述に立ち返る必要がある。そこで、本研究では、1974年の

指導要領を中心に第1版（1973年度版）と第3版（1987年度版）との比較を通して、政治教

育の理念と目標の変遷を明らかにしたい。

3．資質の意味

　ノルトライン・ヴェストファーレン州における政治教育は解放あるいは成熟を理念とし

ている。この理念を獲得するために、青年に必要どされる10のQuali丘kation（資質）を設

定している。ここでは、Qualifikationを資質と訳したい。　Quali飲ationという用語は、ドイ

ツ連邦共和国においてはカリキュラム研究の文脈で登場する。将来の生活状況の変化に対

応できる能力と態度として、資質は使用されている。

　1973年度版、1974年度版さらに1987年度版においても、指導要領では、資質と学習目標

のカタログが重要な要素となっている。いずれの版においても、資質は、社会的政治的生

活状況を克服する能力と態度として規定されている。単なる知識や洞察という知識の学習．

だけでなく、意識的に課題や問題を引き受け、責任を認識し、問題を解決するという態度

の促進を意味する。資質は、その場合、行動目標として理解されるものではない。この指
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導要領のハンドブックとして出版された著書では、資質は「人間が社会的、政治的現実と

どのように交渉するかというその種類と方法を記述子24」したものと、説明している。

　GageLW．は、個人が社会的現実と交渉しそいく中で、個人が自らの認知を構造化してい

く過程を基礎にして、「個人が環境と対決しながら問題を克服する方法すなわち種類とや

り方」を資質ととらえ、認知的構造化と資質を対応したものとしてと捉えている注25。

　資質は、社会的な生活状況の克服のための知識、能力、洞察および態度という用語で説

明されている。この場合の能力はドイツ語のFahigkeitに、態度はBereitschaftに対応して

いる。Bereitschaftはbereitから派生し、英語ではreadyに対応する。　Bereitschaft（態度）

は、準備や用意ができることの意味である。2001年に公布された政治教育の大綱的準則で

は、コンピーテンツ（Kompetenze）という用語で能力を表現している。専門的な知識に

裏打ちされた能力を意味する。

4．資質と解放

（1）資質と解放の関係

　1973年度版と1974年度版の指導要領は、「政治教授の資質は、市民になることを可能に

し、社会的政治的生活状況を克服できる行動能力である注26」と全く同じ定義をしている。

社会的政治的生活状況は、人間の大多数にとって意義あるものであ’り、それには、学校、

家庭、職業、余暇、公共、国際関係が含まれる。1974年度版は、解放と資質の関係につい

て、「資質と学習目標に表現されている価値は、どのようにこの指導要領の解放の基本的

考えが個々において理解されるべきかを示している。注27」と述べている。1987年度版の指

導要領は、政治学習の目標を次のように規定している。

　「政治学習の目標は、青少年がその社会の価値としきたりを理解し、それを自由にしか

も責任をもって認め、自分に置き換え、あるいは変革する努力をする態度を発展させると

ころにある。注28」

　ここでは、判断や決定の能力の開発と価値意識やアイデンティティの意識が結びつけら

れ、場合によっては、意識的に解決する能力を発展することが求められている。この能力

を、この指導要領は、解放という概念で表現している。政治教育においては、「今日、生

徒が見通しにおいてより複雑で困難になってきている世界をよりょく把握し、所与のもの

に無批判的に従わないで、事実の知識と判断能力にもとづいて、政治と社会における自己

決定と共同決定を実践できる能力を身につける学習状況注29」を重視している。1974年度版

が、解放を「青少年がその社会の価値と制度を理解し、自由に責任をもって認識し、自分

に置き換え、あるいは変化させる態度を発展させる状況におくこと注30」あるいは「資質と

学習目標の判断の方向知であり、その選択の道具である注31」と解放を規定しているのとは

異なって、1987年度版は、知識、判断能力、層それに自己決定と共同決定との関係で解放に

ついて論じているところが特徴である。

（2）1987年度版における自己決定と共同決定

　指導要領は、自己決定と共同決定の実践を重要な能力として挙げているが、この能力は、

自己の利害と他者の利害との関係、個人的行為と連帯的行為との緊張関係としてとらえら

れている。すなわち、自己決定と共同決定の基準は、「自己の利害と同様に他者の利害を
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考慮する注32」ことであり、「解放の過程は個人的行為だけでなく、連帯的な行為として理

解され、常に社会的責任の原理のもとで合法化されなければならない注33」とされている。

生徒は、「年を重ねるに従って自分の行動に責任ができること、自分の発達は他者の同等

の要求において限界をもっていることを学ぶ注34」ことが求められている。1987年度版では、

自己の利害と他者の利害、および個人的行為と連帯の行為の緊張関係としてとらえられて

いることが特徴である。　　　　、

5．基本法と指導要領の関係

（1）1974年度版における基本法と指導要領の関係

　1974年度版の指導要領は、基本法との関係を明確にするために、節を新しく設けている。

政治学習は、青少年の政治的問題に対する判断の基礎を形成するものであるが、指導要領

は、この意味での学習を「自由学習」（Freies：Lernen）という言い方をしている。この自

由学習は、人間の尊厳の不可侵性（基本法第1条）を志向していると、指導要領はとらえ

ている。この人間の尊厳の不可侵という基本的な規範の具体化には、基本法第2条の人格

の自由の具体化と同様に、「自分で決定し、自分の責任において国家と社会を形成する市

民注35」の育成を必要とする。自由な学習は、選択の可能性を有しており、学習者はさまざ

まな価値を引き受けることになるが、それはまた、望ましい価値が拒否される危険さえも

含んでいる。

　第2に、政治的行為と基本法との関係である。指導要領は、「ドイツにおける政治的行為

が基本法と法国家の支配と結びついているという認識を伝達するとき、政治の授業の目標

が達成される注36」ととらえる。政治的な自己決定の自由と、同時に、政治的な行動の合法

性という制限が生じることになる。この国家の法的、制度的秩序は、政治の授業にとって

重要というだけでなく、政治の授業の対象ともなる。

　第3に、ドイツ連邦共和国が民主的、社会的法治国家であり、1952年10月23日の連邦憲

法裁判所の判決をもとに、基本法は、「暴力と専制を閉め出し、多数の意思と自由と平等

にもとづいて国民の自己決定を基礎にした注37」法的な秩序を表現していると指導要領は、

とらえる。基本法の修正には、手続きが必要であること（基本法第79条第2項注38）、変更の

できない部分を含んでいる（基本法第79条第3項）こと注39に言及している。

　第4は、法治国家として、法律は多数によって選ばれた国民代表によって決定され、変

化の可能性が高く、それは政治的な具体的組織に関連している点である。

　1974年度版において強調されている第5は、基本法の範囲内での政治活動とその制限で

あり、基本法についての理解が変化してきたということである。つまり、政治的行為はそ

の価値、限界、促進が基本法によって条件づけられているが、基本法の解釈はさまざまで

あり、政治的対立を生み出してきた。憲法裁判所は、政治的論争における基本法の解釈を

明確化するという重要な機能を引き受けている。確かに、例えば、社会主義的国家の原理

を法的拘束力をもって、制定することはできるのだが、その具体的な姿を整えていくこと

は開かれているのである。規範を受け取る人は、また、政治的秩序の形成に参加する者で

もある。基本法は、形態の選択を制限するが、それは政治的葛藤を制限するのではなく、

むしろ合法化する。
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（2）民主主義と基本法
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
　1987年度版の指導要領においては、民主主義における自由の価値と考えは、「基本法の

枠内で変化を受けるものであり、絶え間ない論議の検証を受けるもの注40」として理解され

ている。民主主義を基本法の枠内で考え、民主主義を固定したものとしてではなく、論議

の過程で変化するものとしてとらえているところに、この指導要領の特徴がある。さらに

この変化の過程は「社会的な諸集団の政治的な対決の中で遂行され注41」、この過程に参加

する能力をつけるのが政治学習とされている。自由や人間の尊厳や社会的平等という民主

主義が生きて働くためには、市民の活動と参加によって絶えず確かなものにされ、さらに

発展させらることが必須とされ、民主主義に関わる自由や人間の尊厳についての考えや価

値の変化の過程は市民の参加と関係づけられている。

　1974年度版においても、自由の理解や価値は、変化する法秩序の枠内で絶えず、検証さ

れなければならないとし、この検証は、社会的諸集団の政治的対立の中でなされることが

述べられている。政治的学習は成人をその過程へ参加させることであり、「生徒に、公共

の情報メディアを有効に使用し、分析し、評価することができる能力と態度を教育するこ

と注42」が政治学習の目標とされている。この限りでは、1974年度版と1987年度版の間には

大きな相違はみられない。

6．1987年度版において新しく加わった資質

（1）資質11とその意味

　資質11は、次のように定式化されている。「その人らしい行動によって、同様に、社会

的な自発的参加によって生活条件を確かなものにする責任を未来において共に引き受ける

能力と態度注43」

　指導要領によると、原子力問題や戦争だけでなく、人間の未来と人間の生き延びる問題

は、資源の確定と環境保護の問題と結びついていると述べている。己の複雑な問題は、国

家的な決定によってだけでは解決できないもので、世界規模で起こる問題の帰結と未来の

世代の基本的必要が考慮されなければならない。現在の必要を満たすことが費用を伴うと、

環境加重、資源の使用など未来に負担をかける。

　指導要領は、「社会的均衡や経済的平等を世界規模で可能にするために、来るべき世代

への責任から現在の生産形式と生活福祉を検証し、場合によっては、変える必要がある注44」

ことを求めている。生産形式の変化とは、環境に優しい技術の開発と社会への一定のコス

トの転嫁が考えられている。この考えは、消費行為や余暇行為における思考の転換によっ

て支えられるのであり、「社会における自由な自己限定が消費行為や余暇行為において未

来の生活を安全にするために必要であるという洞察」や「現存の資源をつつましく利用す

るという意識45」が必要とされている。資質11はさらに学習目標に具体化されているが、

その1つを紹介すると「11．2現在の生産形態と生活福祉をエコロジー的結末を考えて検

証する能力と態度注46」がある。

（2）資質12とその意味

　資質12は「どの程度、個人と社会の存在の安全のために労働が必要であり、自己実現と
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政治的参加のための基礎であるかを認識する能力と、同様に、人間的尊厳の労働条件を形

成するために努力する態度注47」と定式化されている。

　指導要領は、労働は社会的には、多くの領域があり、所得を得るための職業活動が主要

であるが、価値をめざした活動である社会的政治的そして文化的領域の活動も労働に含め

ている。そのような労働の政治的意義を、指導要領は、次の3の緊張した関係で把握して

いる。

　第1は、a）個人的存在の物質的な保全とb）社会全体の存在の物質的な保全である。第2

には、a）自己実現の要求とb）労働における阻害が生み出す危険さである。第3には、　a）

効率によって規定されたヒエラルキーの組織構造とb）政治的社会的、経済的領域におけ

る決定過程への参加の可能性である。第1の緊張関係から、指導要領は、不足という基本

的な問題を克服するために労働が義務であることを導きだしている。第2の緊張関係から

は、労働による社会的地位やその人の社会的存在の規定という労働による意味の充足が導

き出されている。第3の緊張関係からは、労働や職業は政治的行動に影響を及ぼすことが

導かれ、行為と参加の余地の拡大がめざされている。

　資質12は、9の学習目標に具体化されている。その1例を示したい注48。

12．1　個人と社会に意義ある労働のさまざまな形態（職業労働、家庭労働、学校労働、名

誉職的労働）が存在することを認識する能力と労働の意味、労働のアイデンティティ（形

成の）可能性とその必要を検証する態度。

（3）2つの資質が提案された社会的背景

　ドイツにおいては、1980年代の始めから情報科学、遺伝子工学などの高度テクノロジー

は成果と同時に問題も生み出してきた。人類の未来に対する問いが深刻になってきた。ま

たこのテクノロジーは労働界の変化も引き起こしている。Kuhn，　H．　W．は、危機社会にお

いて、道徳的な発展や労働、未来といった新しい内容を教授学的に徹底して論議する際に、

政治概念が拡張され、発見の道具として役立つようになってきたととらえている注49。この

新しい傾向めなかで、彼によると、2つの方向がある。1つは、学校や家庭といった諸制度

の知が政治教育に統合されるのかどうかを問題にする方向である。この傾向は青少年の日

常世界と政治の関係を問題にする。他方、工業社会ないし危機社会の未来を教授学のテー

マとする方向がある。Kuhn，　H．　W．によると、未来概念は、諸社会科学を新しく統合する

原理としての役割をはたしている。そこでは、経済学習やエコロジー学習、それに政治学

習を結びつけようとする試みがなされている。彼は、NRWの指導要領が提出した資質11

は、この傾向を表現したものとして位置づけている。

7．政治教育の準則に示された目標

　基礎学校では事実教授において政治教育がなされている。中等段階のハウプトシューレ

においては、すでに政治、統合教科社会科、職業指導の指導要領が存在し、その教科で政

治教育がなされている。第3の道と呼ばれる大学進学に接続する夜間ギムナジウムやコレ

ークシューレにおける政治教育がなされている。2001年に公布された政治教育の大綱的準

則は、基礎学校から後期中等教育段階に属するすべての学校に対する準則である。個々の
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学校種において政治教育のレールプラン（教育課程）を展開する場合に守らなければなら

ない包括的な基準と活動の余地を示しているのが、政治教育の大綱的準則である。政治教

育の基準を提出することで、1つには、教授計画の統一を、2つには学校種に特有な活動を

促進できる差異化の効果をねらっている。

　この大綱的準則の湯立てをみると、学校における政治教育、政治教育の目標、政治教育

の内容、学習組織の基本原則、学習成果のコントロールと成績評価、学校形態に即した教

育課程の促進という章からなる。本研究では、政治教育の目標を中心に扱いたい。

（1）政治教育の目標

　文部大臣Behler，　Gabrieleの「まえがき」によると注50、ノルトライン・ヴェストファーレ

ン州の政治教育は基本法と州法第7条に基づいていることを指摘している。これ以上、指

導要領と基本法との関係については言及されていない。

　政治教育の目標としては、「政治教育は、政治的成熟と適切な行為能力をめざす。注51」

と「まえがき」に述べられているように、政治的成熟と適切な行為能力に目標の中心が置

かれている。政治的成熟は、1973年度版から強調されてきた政治教育の目標である。大綱

的準則では、1）民主主義の理解、2）政治的成の理解、3）判断と行為の理解から政治教

育の課題がみちびかれ、政治教育の基本理念が抽出されている。

　「生き生きとした民主主義、は、政治的問題に対決し、政治的過程を注意深く見守り、

それに参加し、そして、公共団体の重要な要件に共同責任をおう市民の能力と態度が頼り

となる。注52」という民主主義をになう市民に関する認識から、政治教育の課題として、必

要な知識と認知、規範、行為に必要な条件を発展させ、促進することが導かれている。

　「政治教育は青少年の政治的成熟を目標としている注53」という認識を前提として、生徒

は政治の授業で政治的、社会的、経済的な現実をその都度の構造と正当性をもとに分析す

ることを学ぶ必要があり、それには現実についてのシステマチックなそして構造な知識を

発展する必要があり、反省的な判断を形成し、社会における民主的な構造の形成に影響を

与える機会を認識する必要があると政治教育の課題を導いている。

　判断能力と行為能力については、「政治的判断能力は既存の規範と価値観念との対決と

独自の価値の方向づけの発展なくしては考えなれない。灘」として、判断能力と価値とを

関係づけている。

　大綱的準則では、反省能力、葛藤能力、寛容、団結、行為能力が政治教育の基本理念と

して取り上げられている。

　反省能力は、政治的判断と行為の前提条件となる能力であり、反省能力は、政治的、社

会的、経済的秩序と構造を分析する能力、その意味と機能を問い、検証する能力、どのよ

うな利害、規範、価値観念が適切であり、それが政治的に形成可能であるかを理解する能

力を意味している、と規定している注55。

　葛藤能力の定義は、次のようである。

「葛藤能力は、民主的、多元的社会における人間的利害と価値観念の違いと多様性に関す

る葛藤が存在するという認識と憲法によって正当化される形式の中でその決着が起こるべ

きであるという認識に基づいている。葛藤能力は、政治的社会的葛藤の構造的、利害を生

み出す原因と背景をきめ細やかに分析し、その実施と調整に目的を志向して妥協的に関与
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する能力と態度である。注56」

　この定義に登場する目的を志向するとは解決の方向を探求することであり、妥協とは合

意形成の統合的な力を洞察することである。

　大綱的準則によると、寛容は、強力で融通のある自己一アイデンティティの教育を前提

としている。そのような寛容は、「人間と集団の特徴に対する理解を発展させ、その指向

と行動をそれぞれの観念と規範にあわすのではなく、その民主的な権利を正当と認め、確

かなものにすることを助ける能力と態度注57」を目標とする。

　「団結は、政治的判断と行為の基本的態度を目指す。団結は、倫理的政治的原理を目指

すという展望を考えて、個人的な必要と集団のエゴへの方向性を越える態度を含んであ

る。注58」と、団結と政治的判断と行為が関係づけられている。

　行為態度は、「意見形成と決断の発見の公共的、民主的過程へ参加し、政治的社会的経

済的構造の形成へ影響を与える機会を認識し、利用することを注59」意味している。

　政治教育の5つの基本理念を相互に関連づけ、構造化すると以下のようになるかもしれ

ない。行為態度の目指す意見形成と決断は、義務ではなく、個人の自由である。選択が伴

い決断をするためには、反省能力と葛藤能力を必要とする。この意味では、行為能力は反

省能力の形成と葛藤能力の十分な発展を基礎としている。反省能力は、政治的、社会的、

経済的秩序と構造と機能を分析する能力であり、利害や価値、規範を吟味する能力として

2つの側面から描かれている。葛藤能力は、葛藤の構造や利害を生み出す原因と背景を分

析し、その調整に関与する能力と態度である。反省能力の利害や規範の側面と葛藤能力と

は関連する。寛容はアイデンティティを強調し、団結は個人的な必要と集団のエゴを越え

ることを強調する。この2つの能力は、行為態度の規範的な方向づけを意味している。簡

略化して言えば、行為的態度が上位にきて、この行為的態度に規範的方向性を与える寛容

と団結、好意的態度の前提となる反省能力と葛藤能力という図式になる。

（2）2001年度版の示した専門的能力

　Kompetenzen（コンビLテンツ）は、「民主主義の中で市民の役割を発展させ認識する

たあに生徒が獲得すべき能力注60」と規定している。コンピーテンツは、専門的知識に裏付

けられた能力である。大綱的準則は、政治的出来事や問題を自立的に判断し、社会的、経

済的関連を理解できる政治的判断能力、政治的公共社会で行動し、政治や境内に関与でき

る政治的行為能力、それに方法能力を授業のなかで育てるべき専門的能力としてあげてい

る。この3つの専門的能力は独立して存在しているのはなく、学習の実践でも相互に密接

な関係にある。ここでは、枚数の関係で方法能力を示すと以下のようである注61。

●例えば、新聞、専門文献、インターネット等の様々なメディアを目的にあわせて政治の

　情報のために利用できる。

●テキストと資料を専門的にみて正しく扱うことができる。例えば専門的な概念を理解し

　正しく応用し、統計と表を適切に扱い、さまざまな種類のテキストを分析し、意図と展

　望に関連して表現の背景を調べることができる。

●実験的方法を基礎的な形式で応用できる。例えば、目的にあわせて観察をし、アンケー

　トを実施し、評価する、成果を（図などで）具体的に説明し、その表現力、範囲、結果

　を考慮して根拠をもって判断できる。
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●政治的事実関係と立場を表現するための表現の技術とビジュアル化の技術を使いこなす。

●多様な対話形式をマスターし、政治的対話の様々な役割に．おいてしっかりと討論できる。

　　（例えば、．フリー討論、対話の視界、インタビュー、公開演説への参加）

●政治教育の学習計画に他者と効果的に共同できる。

1）

2）

3）

4）

5）

6）

7）

8）

9）

10）

11）

12）

13）

14）

15）

16）

17）

18）

19）

20）

21）

22）

23）

Der　Kultusminister　des　Landes　Nordrhein－West飴len（1973）：、R∫ψ下町メ配r伽Po傭。伽伽6rr∫c勉．

D菰sseldorf（Lehrmitte短erlag　Wilhelm　Hagemann）uhd　Stuttgart（Ernst　KletO．

Sch6rken，R．を委員長とした委員会は、・1970年に召集され、1973年に第1版の開発を、1974年に第2版の開

発を完了している。

Der　Kultusminister　des　Landes　Nordrhein－Wesザalen（1974）：R∫c励η蜘ルナ伽Po〃∫15c伽伽6rFlぬ．2．

Au且age．　D丘sseldorf，　Wilhelm（Hagemann）．

Der　Kultusminister　des　Landes　NordrheinWestfalen（1987）：R∫oん∫伽蜘ノ涜r　46ηPo1∫磁麗班θrr励乙3，　Au且age，

Frechen（VerlagsgeSellschaft　Ritterbach）．

Ministerium　fur　Schule，　Wissenschaft　und　Forschung　des　Landes　Nordrhein－Westfale箪（2001）：

Rahmenvorgabe　Politische　Bildung．　Frechen（Ritterbach）．

Schmidt，　W．（1973）：Vor　Einfαhrung　des　Faches　Politik？In，　B11伽g磁加θ1Zθ．　Januar　1973．
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米国のカリキュラム国家基準の作成方法

及び英国国家カリキュラムの基準の考え方について

中　野　和　光（福岡教育大学）

1　カリキュラムの規準という概念

最初に、カリキュラムの規準（standard）という概念について考えてみたい。　standardと

いう英語は、標準とも水準とも規準とも規格とも訳せる。米国のラビッチDiane　Ravitchに

よれば、standardには、元来（1）模範、モデル、（2）規準、尺度の意味がある。カリキュラム

の国家規準については、（1）内容規準、（2）成績規準、（3）学習機会規準の三つの意味がある。

カリキュラムにこのような規準という概念が用いられる理由は工業製品に品質管理が求め

られるように、教育においても品質管理は必要であるという考えであるω。

　カリキュラムの内容の規準という場合、どのような教科のどのような内容をどのような

水準でどの程度の量を教えるのかということが含まれると考えられる。このように考える

と、カリキュラムの規準作成方法とは、カリキュラム構成の理念、目的、といったカリキ

ュラム構成全般を問題にしなければならなくなる。ラビッチは、生徒が知るべきこと、で

きるべきことは明確に定義しなければならない、内容規準は、行動、態度、個人的性質で

はなく、学習されるべきことが定義されるべきであると述べている（2）。ここでは、カリキ

ュラムの国家規準の各教科の個々の内容がどのように決められたかを検討して見たい。

　最初に、各教科の個々の内容がどのように決められて来たか先行例をあげ、そのうえで、

米国のカリキュラムの国家規準と英国の国家カリキュラムの考え方を検討する。

2　カリキュラムの基準作成の先行例

（1）等級制カリキュラムの場合

　米国の1862年のシカゴの『等級制コース・オブ・インストラクション』は、各等級の

「所与の教科の中における作業の量、質、方法」を記述している。具体的に第10級（初級部

門）の記述をあげるとつぎのとおりである。

　第10級

（初級部門）

通常の課程

　口頭教授：諸物に関する教授を含む；形、色、花、動物、礼儀、作法について。1日に2

つまたはそれ以上の授業。それぞれ5分から8分の長さ。詩と格言の暗諦、別々または一緒

に。
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　綴り字の練習、黒板や表から読んだり書いたりする。1日に2回またはそれ以上。

　1から6まで数える。数表や小石や豆などを使った簡単な足し算。

　黒板上に教師によって描かれたスケッチ、書冊、カード、その他の複写物などを見なが

ら、石版を使って、文字や数字やその他の物を描く練習。学んだ限りの読み方、綴り字、

数字の学習の内容を活字で書くこと。1日に2回かそれ以上。（すべての児童に石版と鉛筆

を用意しておくこと）

　体操は30分ごとに1回。それぞれ3分から5分。

　この等級の授業は1回20分以上を越えないこと。通常の授業は15分で十分、10分でよい

場合もある（3）。（以下略）

　このように、このコース・オブインストラクションにおいては、各等級における教授学

習活動の内容を記述している。この内容によって当時の教育課程の内容の基準をうかがう

ことができる。この場合の内容とは今日のシラバスのようなものである。

　等級制学校の教育課程の基準は、使用される教科書や教科書の進度によってもとらえら

れる。使用される教科書の規準で教育課程の規準を表す例は我が国の江戸時代の塾に見ら

れる。例えば、大分県日田市の成宜園の教育課程表は資料1の通りである（4）。

　教科書の進度によって規準を表す例は、1870年のセントルイスの学区学校の学習進度表

に見られる。（資料2）㈲

（2）ヘルバルト学派のカリキュラムの場合

　ヘルバルト学派の教育課程の基準はラインWillhelm　Rein八学年のカリキュラム案によ

ってうかがうことができる。

　ラインの八学年のカリキュラム案は全八巻の書物からなっている。このうち、第一巻は、

教育課程構成の理論と、第一学年で教える教科についての説明が行われている。第二巻以

降は、それぞれ、各学年の教科についての説明を行っている。ここでは、教育課程の基本

線の表（資料3）、直観段階の目標一覧表（資料4）、概念形成段階の目標一覧表（資料5）

をあげて見よう（6）。

　ヘルバルト学派のこのカリキュラム案は、開化史的段階説に基づいている。

　開化史的段階説は、19世紀の考えで今日では時代遅れであると一般的には考えられてい

るが、イーガンKieran　Eganは、現代版の開化史的段階説を提案している。イーガンは、

人間の理解を（1）身体的（somatic），（2）神話的（mythic），（3）ロマン的（romantic），（4）哲学

的（philosophical），（5）皮肉的（ironic）の五つに分かち、人類の歴史においても、個人の発

達においても、この順序で発達して来た、と述べている。イーガンによれば、これらの理解を

できるだけ発達させる過程として最もよくとらえられる（7）。

（3）社会効率派のカリキュラム構成

　ボビットFranklin　Bobbittは、学校教育の効率を高めることを目的として、科学的管理

法の影響を受けて、成人の社会的活動を分析して、教師の助言によって、それらを、一般
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目標、教科目標、学年目標として配列した（8）。教科目標、学年目標の設定は教師の経験的

判断に基づいている。

　社会効率派のカリキュラム構成は、タイラーRalph　W　Tylerによって集大成される。そ

れによれば、カリキュラムは次の四つの問いに答えることによって構成される（9）。

　①学校はいかなる教育目的を達成することを追求すべきか。

　②これらの目的を達成すると思われるいかなる教育的経験が用意できるか。

　③これらの教育的経験はどのようにして効果的に組織できるか。

　④これらの目的が達成されているかどうかをどのようにして決定できるか。

　タイラーによれば、教育の目的の決定には、学習者の研究、現代の生活の研究、教科の

専門家による示唆、哲学、学習心理学の使用といったことが役立つ。教育目的は、それぞ

れの内容を（例えばハイスクールの生物学の場合）次のような行動目標に表すべきである。

　①重要な事実と原則の理解

　②信頼し得る情報源をよく知っている

　③データを解釈する能力

　④原則を応用する能力

　⑤研究する能力と研究結果を報告する能力

　⑥広い成熟した関心

　⑦社会的態度（10）

　次に、このようにして表現された行動目標を達成する学習経験を選択する。

選択の原則は次のとおりである。

　①達成すべき目標に対して、生徒は、目標の中に含まれている行動の種類を実践する機

　　会が与えられるような経験をもたねばならない。

　②学習経験は、目標の中に含まれている行動の種類を遂行することによって満足を得る

　　ものでなくてはならない。

　③経験の中で望まれる行動は生徒にとって可能なものでなくてはならない。

　④同じ教育目標を達成するのに用いることのできる多くの経験がある。

　⑤同じ学習経験は通常いくつかの結果を生ずる（11）。

　このような原則にもとづいて、行動目標で表現された目標を達成する学習経験、例えば、

思考技能を発達させる学習経験、情報の獲得に役立つ学習経験、社会的態度を発達させる

ことに役立つ学習経験、関心を発達させることに役立つ学習経験、というように、学習経

験が選択される（12）。

　選択された学習経験は、水平的垂直的に組織される。組織化の規準は、連続性

（COntinUity）、順序性（SeqUenCe）、統合（integratiOn）である。連続性とは、カリキュラ

ムの要素の垂直的組織の原理である。順序性とは、連続する経験がより広くより深くなる

ように単なる繰り返しにならないように経験を配列することである。統合は、カリキュラ

ムを水平的に組織する原理である。すなわち、経験は統一的見方、統一的行動を獲得する

ように組織されなければならない。組織すべき要素は、概念、価値観、技能、態度、、習慣、
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である。組織する原則は、論理的原則と心理的原則がある。例えば、年代記的配列、応用

範囲の拡大、等、さまざまな組織原則がある。連続性、順序性、統合という規準を満足す

るように、これらの原則を試行して見ることが重要である（13）。

　組織構造は、（1）個々の教科、例えば、地理、算術、歴史、書き方、，綴り字、等、（2）広域

教科、例えば、社会科、言語、数学、理科、等、（3）コアカリキュラム、（4）完全に未分化な

構造、がある（14）。

　最後に、教育目標が実際にどの程度達成されたかを決定するために評価が行われる（15）。

以上が、タイラーによって定式化されたカリキュラム構成の原理である。

（4）社会科のスコープとシークエンスの研究

　各教科のスコープとシークエンスの研究も、個々の教科内容の決定の先行事例である。

ここでは社会科の例をあげておきたい。

　1980年において、米国において支配的な社会科のスコープとシークエンスは、次の通り

であった（16）。

幼稚園　　自己、学校、地域社会、家庭

第1学年　家族

第2学年　近隣

第3学年　地域社会

第4学年　州史、地理学的地域

第5学年　合衆国史

第6学年　世界文化、西半球

第7学年　世界地理、．または歴史

第8学年　アメリカ史

第9学年　公民または世界文化

第10学年　世界史

第11学年　アメリカ史

第12学年　アメリカ政府

　このシークエンスは岩のように堅い伝統であると言われている。教科書によってこの伝

統は固められた（17）。このシークエンスを見ると、ハナPaul　Hannaの同心円カリキュラム

の影響が見られる。しかし、ニュースや映画によって～年少のころから遠くの出来事を見

る時代において、この同心円方式は現実と合わなくなっていた。1979年、全国社会科評議

会はスコープとシークエンスを研究することを提案した。1982年にジャロリメックJohn

Jarolimekを委員長として、研究が開始された（18）。1983年に次のような報告書が提出され

た（19）。

定義

（1）目標一民主主義社会における市民二
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（2）内容一歴史、社会科学、ある部分は人文科学、自然科学

（3）方法一学習者の個人的、社会的、文化的経験、発達水準を反映したやり方で教える。

工　知識

　　知識の領域一歴史、地理、政治、法律、経済、人類学と社会学、心理学、人文科学、

　　科学

H　民主主義的価値と信念

　　公平、平等、責任、法の支配、自由、多様性、私事性、国際的人権

皿　技能

　　情報を獲得する技能

　　情報を組織し、利用する技能

　　対人的技能、社会参加の技能

スコープとシークエンスの例

幼稚園　　社会環境の中における自己に気づく

第1学年　第一次集団における個人：学校と家族生活の理解

第2学年’近い社会集団における基礎的要求に応える：近隣

第3学年　他者と地球表面を共有する：地域社会

第4学年　多様な環境における人間生活：地域

第5学年　アメリカの人々：合衆国とその隣国

第6学年　人々と文化：東半球

第7学年　多くの国の変化する世界：地球規模の視点

第8学年　強い自由な国の建設：合衆国

第9学年　民主主義社会を機能させるシステム：法律、公正、経済

第10学年　主要な文化の起源：世界史

第11学年　アメリカの成熟：合衆国史

第12学年　1年間のコース、もしくは必修コース：次の中から選択

　　　　　近代社会の諸問題

　　　　　社会科学入門

　　　　　人間社会における芸術

　　　　　国際的な地域学習

　　　　　社会科学選択

　　　　　地域の出来事についての監督された経験

　　　　　地域における選択

　この報告書は、強く支持された。しかし、全国的に見た州の要求だけではなく、学問的

基礎における社会科の多様な性格から見て、一つのスコープとシークエンスを奨励するこ

とは、国家的スコープとシークエンスを奨励することになると判断された。1984年、全国

社会科評議会の理事会は代替案を求めた。次のような5つの代替案が提案された。

　（1）歴史地理中心の社会科
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（2）地方を基盤とした社会科

（3）社会問題中心の社会科

（4）社会変革のための社会科

（5）グローバル教育としての社会科（20）

　この社会科の例に見られるように、個々の教科の内容は、教科教育の団体によっても研

究され、複数のスコープとシークエンスが提案されている。

2　米国のカリキュラムの国家基準作成の方法

　米国のカリキュラムの国家基準の考え方及び作成の方法についてはケンドールJohn．　S．

Kendallらの文献（21）にもとづいて知ることができる。

（1）リテラシーモデルか専門家モデルか

　ケンドールらによれば、各教科のカリキュラムの国家基準を検討してみると、NCTM

（数学）．に見られるような数学の基本的知識と技能の理解を目指す「リテラシーモデル」と

科学研究をする力を育てることを目指す「専門家（エキスパート）モデル」の両極がある。

すべての生徒に本質的なものを理解させると言う意味で、ケンドールらは、リテラシーモ

デルの立場に立つ。

（2）カリキュラム基準か、内容基準か、パーフォーマンス基準か

　ケンドールらが次に直面したのは、内容基準か、カリキュラム基準か、パーフォーマン

ス基準かという問題である。

　カリキュラム基準とは、包括的目標や望ましい結果を得るためにカリキュラムが調整さ

れるべきやり方を示す。

　内容基準は、生徒が獲得すべき知識と技能についての記述である。

　ケンドールらによれば、カリキュラムの目標や原則が、知識や技能についての記述であ

る内容基準の中に入れられるべきではない。すなわち、両者は混同されるべきではない。

　パーフォーマンス基準は課題の中の知識の応用の重要性に焦点化したものである。知識、

技能の個別的応用を記述する。

ケンドールらは、以下の理由から、内容基準を用いることにする。

①内容基準は生徒が達成すべき目標を記述する。

　これに対し、カリキュラム基準はその目標を達成するための情報に関連する。

②カリキュラム基準を明確にすると、授業の多様性の余地がほとんど無くなる。

③パーフォーマンス基準を用いると、生徒が課題を達成したときに知識、技能を習得し

　ているかどうか不透明である。
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（3）内容の記述の仕方

次にケンドールらが直面したのは、内容をどのように記述するかと言う問題であった。

　ケンドールらによれば、内容の記述の仕方には次のような類型があった。

①内容を情報や技能として記述する。

　　「すべての有機体は生命の基本単位である細胞からできている」（生徒が知るべきもの

　　の記述）

②活動やパーフォーマンスによる内容の記述

　　「第5－8学年の健康教育の結果として生徒に健康がどのようにして身体系の相互作用

　　によって影響されるかを説明する。」

③パーフォーマンスの課題による内容の記述

　　「ダニューブ川の漁師の村、フランスのラスコー洞窟、北方の狩猟場、といった狩猟

　　者の絵を分析し、農業の栄えた土地と比較し、その違いを説明しなさい（意訳）。」

　このほかに、さまざまな内容の記述の仕方があったが、ケンド＝ルらは、以下の理由か

ら、①の情報や技能で内容を記述する仕方を採用した。

①直接的で、推測を必要としない。

②活動やパーフォーマンスで記述すると、知っていることを示す方法まで規定すること

　　になり、内容が狭くなる。

③活動による記述は、カリキュラムの内容に関わる能力の示し方の問題と混同する。

（4）知識の型

　ケンドールが次に直面したのは、情報や技能で内容を記述する場合の知識のタイプであ

る。ケンドールらによれば、知識のタイプは次の3つの中のいずれかである。

①手続き型

　　学習者はフリースローをすることができる。

　　地図を読む。

②説明型
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学習者はバスケットボールのルールを理解する。

③文脈型

学習者はマンツーマンとゾーンディフェンスをいつ利用するかを知っている。

地球儀の代わりに地図をいつ利用するかを知っている。

（5）学年配当の問題

　ケンドールらは、基準（スタンダード）の下位要素としてベンチマークと言う概念を導

入する。ベンチマークは彼らの研究の最小の単位である。基準と同じように、説明的、手

続き的、文脈的知識として特徴づけられる。

　基準とベンチマークの関係の具体的な例は次のようなものである。

例

理科の内容基準

「物質の構造と性質についての基本的概念を理解する。」

第12学年の理科のベンチマーク

「化合物の物理的性質はその分子構造によって決まることを知る。」

第8学年の理科のベンチマーク

丁原子はしばしば結合して分子となり、分子は、その性質を保持する実体の最小の小

片であることを知る。」

　理論的には、ベンチマークは、どの学年にも有り得るが、いくつかの鍵となる学年のベ

ンチマークが開発される傾向がある。

　ベンチマークと行動目標との違いを説明すると、行動目標は、目標とする行動、条件、

受け入れられるパーフォーマンスの基準からなるが、ベンチマークは、生徒の行動を記述

しない。また、特定の条件下の情報や技能の記述ではない。文脈的知識は山般的文脈下に

おける知識の利用を記述するものである。

　一つのベンチマークは数多くの教授目標の源泉となり得る。逆に、一つの行動目標は、

一つのベンチマークの中の内容のすべてを包括できない。一つのベンチマークは一つの行

動目標より「より大きい」のである。

この次の問題は、これらのベンチマークを学年毎にどのように配列するかという問題で
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ある。

　ベンチマークは、情報や技能の記述における一般性のレベルによって配列される。

　理科の例を上げて見よう。

第2学年の終了までに、生徒は次のことを知らなければならない。

・対象は、それらができている材料（粘土、布、紙、など）によって、その物理的性質

　（色、大きさ、形、重さ、組成、柔軟さ、など）にしたがって、．描くことができる。

第12学年の終了までに、生徒は次のことを知らなければならない。

・分子の中の原子の構成が分子の性質を決定する。大きな分子が他の分子と相互作用す

　るときに形がとりわけ重要である。

　ステップバイスチップで徐々により複雑な概念や原則の理解にいたるこのやり方がすべ

ての教科に妥当なわけではない。たとえば、歴史の場合は年代にしたがって、事実、事件、

エピソードを記述するというやり方になる。

　理論的にはベンチマークはすべての学年で設定することが可能である。各教科の報告書

を検討すると、鍵となる学年で設定される傾向がある。ケンドールらは、K2，3－5，6－8，9－12

で設定している。

　ベンチマークはこれらの発達の各レベルにおける期待されるパーフォーマンスの課題と

して記述される。それらは、知識の断片が論理的に真理的に系統づけられるやり方を示す。

ベンチマークがあまりに多いので、範例的に示す場合もある。この場合は、，あるベンチマ

ークを習熟するとこのレベルにおけるベンチマークを習熟したことにする。

　生徒の成績はベンチマークの習熟によって報告してもよいし、従来のホうな成績の記述

のし方でもよい。

　では、すべての生徒がすべてのベンチマークを習熟しなければならないか。

　ケンドールらは、各ベンチマークの3の成績を残せばよい、としている。

　この内容の配列（シークエンス）の問題に関わって、これらの2つの文献の共著者であ

るマルザーノは、『思考の諸次元』という書物の中で、カリキュラムのシークエンスの問

題を「スキーのたとえ」をあげて説明している。すなわち、スキーの練習をするとき、短い

スキーから長いスキーに向かって進む。これと同じように、カリキュラムのシークエンス

も（1）内容と課題の複雑さ’の増大、（2）応用の多様性、（3）学習の十分なサポートから、責任を

徐々に生徒に渡す、という方向へ進むとよいと述べている（22）6

（5）内容知識と思考

　ケンドールらによれば、各教科の報告書を検討して、思考と推理の捉え方に次の3つの

類型があった。

①一般的な推理に関する1組の基準の設定。
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すべての内容領域を横断する一般的な精神的過程として記述されている。

②「数学的推理」（NCTM）

　数学固有の過程として記述されている。

③パーフォーマンス基準で記述するもの

　「生徒は問題解決みため、地図、地球儀、その他の地理学的道具の長所を評価できる」

　ケンドールらによれば、認知心理学は、②と③の立場を支持している。

　知識の集積がなかったら、思考は不可能である。情報は図式の中に記憶されている。内

容領域の学習は図式に依存する（23）。

（6）カリキュラムの国家基準の構造

ここでは、数学を例にとって説明する。

数学の国家基準の内容は次の9つである。

①問題解決過程のさまざまな諸技能を用いる。

②数の概念の基本的また上級の性質を理解し応用する。

③計算過程において、基本的また上級のやり方を用いる。

④測定の概念の基本的また上級の性質を理解し応用する。

⑤幾何学の概念の基本的また上級の性質を理解し応用する。

⑥統計とデータ分析の基本的また上級の概念を理解し応用する。

⑦確率の概念の基本的また上級の概念を理解し応用する。

⑧関数と代数学の性質の基本的また上級の性質を理解し応用する。

⑨数学の一般的性質と効用を理解する。

　これらの各内容について、レベル1（K2），H（3－5），皿（6－8），IV（9－12）の各段階の

ベンチマークが記述されている。ここでは、内容①のレベル1のベンチマークをあげる。

レベル1（K・2）

　・問題を表現する絵を描く

　・問題を理解するために教師や同級生と討論する

　・問題を解決するために必要なリストを作ったり、表を作ったりする

　・問題を表現するために整数のモデル（パターン・ブロック、タイル、その他の操作

　　できる材料）を用いる

実際の実践にあたっては、これらの基準とベンチマークをもとに、スコープとシークエ

ンスの表を作り、カリキュラムガイドの内容を決定し、ベンチマークを学習目標化すると
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いった作業が必要であると思われる（24）。

　以上の、米国のカリキュラムの国家基準の作成方法を要約して見よう。

　それはまず、生徒が獲得すべき知識と技能を記述した内容基準である。

　内容基準は情報や技能として記述される。

　ζの内容基準の下位要素としてベンチマークという概念が導入されている。

　ベンチマークは、’各教科の内容基準の下位要素として、説明的、手続き的、あるいは文

脈的知識として記述される。

　ベンチマークは一般性のレベルにしたがって、鍵となる学年毎（K2、3－5、6－8、9－12）・

に設定されている。ベンチマークの達成の目安は3の成績である。

　一般性のレベルに従うとは、（1）内容の複雑さの増大、（2）応用の増大、（3）学習の十分のサ

ポートから、責任を徐々に生徒に渡すという方向でシークエンスを決定するということで

あると理解される。

　米国のカリキュラムの国家基準の特徴は、それは、基準であって、カリキュラムの目標

ではないと言うことである。この基準にしたがって、カリキュラムガイドを作り、学習目

標を設定して、多様な授業を行づことが求められている（25）。

3　英国の国家カリキュラムの基準作成の方法

（1）教育目標とアセスメントの問題

　バターフィールドSue　Butter且eldによれば、イングランドとウエールズにおいて、次の4

つのカリキュラムの革新があった（26）。

①GCSE（General　Certificate　of　Secondaly　Educa廿on）一内容にもとつく試験のシラバス

　に代わって、目標モデルを導入した。　　　　　　　　　　　〆

②国家カリキュラムー達成目標（Attainment　Target）を導入した。

③生徒のプロフィル（全国学業成績記録の一部）一学業成績を記録して、16歳以後の職

　業資格の取得にも使えるようにする。目標による評価を導入した。

④NVQ（National　Vocational　Quali負cation）一行動目標による評価

　バターフィールドによれば、古典的人文主義にもとつくカリキュラムは内容とその下田

を特徴とする。評価も内容を三諦しているかどうかが問題となる。古典的人文主義に代わ

って、進歩的（リベラル）人文主義が現れた。進歩的人文主義は学習の個人的意味を重ん

じ、教師の解釈や判断の余地を認める。行動目標は、この進歩的人文主義にもとつく評価

に対する代替と考えられた（27）。

　英国の文脈では今口こうした動きの出発点は、1977年のHMI（Her　Majestyls　Inspectors

of　Education）の報告書である。この報告書では、次のように記述されている。

「すべての生徒に適切な一般目標があると信じる。それらは、カリキュラムの目標に翻訳

されなければならない。（28）」
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共通カリキュラムという考えはこの報告書で確立された。

　国家カリキュラムは当初から教職の専門的コントロールの伝統の打破を目指していた。

　1993年、国家カリキュラムとその評価のし方を再考する必要が生じた。

　「現在経験している問題を取り扱うのに、達成に関する記述の数を単純に減らすことは

最善の方法ではないかもしれない。むしろ、主要な記述を集めてクラスターとして、生徒

が各レベルにおいて知ったり、理解したり、できたり、しなければならないことをより総

合的に記述する機会が設けられるべきかも知れない。（29）」（Dearing，1993）

　このようなアプローチは目標モデルとは違って、教師の専門的判断を必要とする。かっ

てのGCSEと同じように進歩的人文主義の立場に帰った感がある（30）。

バターフィールドは、目標に対する立場を次の4つに整理している。

（1）脱構築の立場一目的や目標を明白にして、社会関係を変革する方向、管理ではなく生

　徒の力を強化する（empowerment）方向に向かうべきである。

（2）官僚的立場一教師の仕事を生徒の成績で測定し、教育と訓練の質の管理を可能にする。

（3）市場の立場一教育の「成果」について「消費者」により良い情報を提供する。

（4）進歩的人文主義一教育の成果はあまりにも複雑で、多様である。一般的以上の分類は

　難しい。より明細な教授目標は、個々の教師や学校に任せるべきである。解釈と判断

　の自由を与えられて専門家は最善の仕事をする。この立場は現存の関係にもとづいて

　おり、明白は情報を限定する傾向がある（31）。

（2）国家カリキュラムの構造

ここでは、数学の例をあげてみよう（32）。

キーステージ1（5－7歳）一「数学の使用と応用」「数」「形、空間、測定」

キーステージ2（7－11歳）一「数学の使用と応用」「数」「形、空間、測定」「データ処理」

キーステージ3（11，14歳）一「数学の使用と応用」「数」「代数」「形、空間、測定」「データ

　　　　　　　　　　　　　処理」

キーステージ4（14－16歳）一「数学の使用と応用」「数」「代数」「形、空間、測定」「データ

　　　　　　　　　　　　　処理」

　　　　　　　　　　　　　および発展教材

　それぞれのキーステージの内容にしたがって学習プログラムが記述されている。

　すべての学習プログラムの最後には、レベル1か年8までの達成目標（attainment　target）

が記述されている。

　ここでは、キーステージ1の「数学の使用と応用」の学習フ．ログラムの記述と「数学の使用

と応用」全体の達成目標の記述を紹介する。
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キーステージ1「数学の使用と応用」学習プログラム

1生徒は次の機会が与えられねばならない：

　a　実際的課題、日常生活の問題、数学内部から数学的課題を使用し応用する。

　b　彼らの推理を支える彼らの思考を説明する。

生徒は次のことを教えられなければならない。

2問題解決をし、意志決定をモニターする。

　a適切な数学を選択し、使用する。

　b　数学的器具や材料を選択し、使用する。

　c異なった数学的アプローチをし、困難を克服する方法を探究する。

　d　彼らの作業を組織し、点検する。

3　数学的言語を開発し伝達する。

　a数、形の性質、比較、の言語を理解する。例えば「より大きい」「の次に」「以前」

　b　数と他の数学的象徴とを関係づける。例えば、「＋」「＝」

　c数学的問いに応えたり、質問して、彼らの作業を討議する。

　d　さまざまな数学的提示の形態を使用する。

4　数学的推理を開発する。

　a単純な型や関係を認識し、それらについて予測する。

　b　「もし”ならば、何が起こるだろう」「なぜ」といった質問をする。

　c　「2で割り切れるすべての偶数」といった陳述を理解する。そして、なぜ特定の場合

　　　がそれに対応するかを調べる。

達成目標1　数学の使用と応用

レベル1

　　生徒たちは教室の活動の統合的部分として数学を使用する。彼らは事物や絵を使って

彼らの作業を表現し、討論する。通常、彼らの体験にもとづいて、単純な型や関係を認

識し使用する。

レベル2

　　生徒たちはある教室の活動のために数学を選択する。彼らは良く知っている数学的言

語を用いて彼らの作業を討議し、シンボルや簡単な表を用いて表現し始める。「もじな

　らば何が起こるか」と言った問いに適切に応えたり質問する。

レベル3

　　生徒たちは異なったアプローチを試み、問題を解決するときに起こった困難を克服す
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るための方法を見出す。彼らは彼らの作業を組織し、結果を点検し始める。数学的作業

を討論し、彼らの思考を説明し始める。彼らは数学的シンボルや表を使用し解釈する。

生徒たちは、特定の例を見出す事によって彼らが一般的な陳述を理解していることを示

す。

レベル4

　　生徒たちは、問題を解決するのに彼ら自身のストラテジーを開発し始め、それらを数

学内部や、数学の実際的文脈への応用において用いる。彼らは明確な組織的なやり方で

情報や結果を提示し、そのように提示する理由を説明する。彼らは彼ら自身の考えを考

　え出すことによって型を探求する。

レベル5

　　課題を解決し、数学的問題を解決するために、生徒たちは必要な情報を確認し獲得す

　る：彼らは彼らの結果を点検し、それらが意味があるかどうかを考察する。生徒たちは、

状況を数学的にシンボル、言葉、表を使って記述することによって状況を理解している

　ことを示す。彼らは証拠にもとづいて彼ら自身の一般的陳述をなし、彼らの推理を説明

する。

レベル6

　　生徒たちは、実質的な課題を遂行する。全く複雑な問題を小さなより取り扱いやすい

課題に分割して解決する。彼らは、さまざまな数学的形態で提示された情報を解釈し、

討議し、総合する。生徒たちの書いたものは彼らが表を用いていることを示す。生徒た

　ちは、彼らの一般化に対し数学的理由を述べ始める：彼らは特定の場合を点検すること

　によってそれらを検証する。

レベル7

　’生徒たちは彼らに提示された問題や文脈から出発して、より完全な解決を生み出す彼

　ら自身の問いを提案する。彼らは、数学的提示についての彼らの選択を批判的に検討し、

正当化し、代替的アプローチを考察し、彼らが行った改善を説明する。生徒たちは、調

査された状況の数学的構造についてのある洞察を示して、彼らの一般化や解決を正当化

する。彼らは、数学的説明と実験的証拠の違いを理解している。

レベル8

　　生徒たちは代替的アプローチを開発しそれに従う。彼らは数学的課題を開拓するとき、

彼ら自身の探求の仕方を考察する；そうすることによって、彼らは幅広い数学的テクニ

　ックを導入し使用する。生徒たちは、シンボルの一貫した使用によって数学的意味を伝

達する。彼らは活動の中で到達した一般化や解決を検討し、採用した推理や論理につい

　て建設的に批評し、結果として前進する。

キーステージ1の終わりまでに、大多数の生徒たちはレベル1から3の問にいることが予
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測される。キーステージ2の終わりまでに、2～5の間にいることが予測される。キーステ

ージ3の終わりまでに、3～7の問にいることが予測される。レベル8は特に優秀な生徒であ

る。キーステージ3、4の特に優秀な生徒のためにレベル8以上のパーフォーマンスが用意

されている（ここでは省略）。

　ロートンDennis　lawtonは、国家カリキュラムの一つの問題点は、教科の内容にもとづ

いているのか、達成目標にもとづいているのか明確でないことであると述べている。ロー

トンは、さらに、どのような価値観や目的によってそれが設定されたか述べられていない

ことも問題であると述べている。ロートンによれば、達成目標の概念も「目標」と同じぐら

いあいまいである。教師は急いで作られたカリキュラムを渡され、明確の目標も価値観も

一貫したデザインもないままそれを教え、評価することを期待されている、とロートンは

述べている（33）。たしかに、米国の「内容知識』が国家基準設定の経緯や基準設定の方法を

記述しているのに対して、英国の『国家カリキュラム』は、国家カリキュラムの背景や目

的やカリキュラム作成の方法に関する記述を欠いている。

資料1出訴園の教育課程

1級下

1級上

2級下

2級上

3級下

3級上

4級下

4級上

5級下

5級上

6級下

6級上

7級下

7級上

8級下

8級上

9級下

9級上

大学素読、申庸素読

門経素読、論語素読

孟子素読、小学素読

春秋素読、下記素読

書経素読、詩経索読、易素読

孝経講義、国史略講義

十八史略抜粋、大学講義

十八史略暗記、将官暗記、中庸講義

日本外史講義、論語講義

孟子講義、孔子家語講義

文範講、左伝前半講

左伝後半講、国語講

史記講、詩経講

漢書講、書経講、遠思櫻詩集講

八大家、資治通鑑前半、荘子

資治通鑑後半、世説三子、名臣言行録、文中子

伝習録、近思録、鼠子、墨子、淡窓六種（遠思棲詩集を除く〉

文五十篇、詩五篇

中島市三郎『教導・広瀬淡窓の研究』第一出版協会、1935年254－255ページ
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這

　
1

資料2　セントルイスの学区学校の学習進度一覧表

初歩読本

第1読本

第2読本

中級読本

第3読本

第4読本

第5読本

綴　字

算術入門

初級算術

中級算術

商業算術

知的算術

初級地理

上級地理

家法
歴史と憲法

書き方向

唱　歌

徒手体操

第7学年 第6学年 第5学年 第4学年 第3学年 第2学年 第1学年

学剃 学　期 1 学　期 1 学　期

｛

学　期 1 学　期 学　期

Il皿剛1 ∬1皿回1回皿回中回w回皿1申 1｛H回ψi豆回∬
炉ド3072

41　81120
　　　　　　50　108　162　216

　　　　　　　　　　　　　　60120180216復
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　65130195260復

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　56112168224280336復

　　　　　　　　　　　　　　・24　　44　　64　　82　100　115　133　148　162　180

20　　40　　60　　80　　95

　　　　　　　　　　26　　52　　78　104　130　156

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　52　104　156　208　260　312

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50　100　150　200　250　300　350　394

　　　　　　　　　　　　　　　　2942566578復　91107118128141156168
　　　　　　　　　　2040復　6083復
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」2＿鐙」1」製＿塑一箆．」甦』」堕．墾L

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27465875100122164復
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　114　　　378

数字は，その学期においで進む教科書のページ数を表わす。
復は復習，下線は異なった教科あるいは教科書の連続を示す。
SUblect　and　Courses　of　Instruction　in　City　Public　Schools，　Amencan　Journal　of　Education　Vo1・XIX，1870，　P．534．
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資料3　チューリンゲン八年制国民学校教育課程基本線（イエナの教育学演習における企画）

A　歴史的一人問的教科（人間生活） B　自然科学（自然生活） 一一
時間

　1

弊
小16時間

大18時間

H

韓
20時間

皿

斡
22時間

韓
24時間

V

斡
26時間

弊
128時間

1．義

13・時間

1心情教科 H　芸術教科 皿　言語教科 1　地理学 Ii自然科 皿　数学

聖書史 ・世俗史　歌　　殺 舳 体　　操
　　　　・作文と
　　　　　　　　書き方読み方
　　　　文法

教導の時間と

お祈りの時間

クリスマスの

お祈り

グリム童話シ

から一つを　ユ

選択　　　テ

　　　　　イ
　　　　　ラ郷土科に

　　　　　1関達する
ロビンソン　r生活形態

クルーソー感

　　　　　情
　　　　　表

　　　　現
　　　　　と

郷土　　　し
（た一リンデン）て

　の歌　の
　　　　歌
　　　　』

画家　専門領壊幼稚園の遊びの延長。レづンシガ

　　　としての物語教材に関連した新『自己発見

心情教科また、幼しい引導ナっこ遊び。　　の原理』

　　　稚園の延これらの遊びや遠足の

　　　長として際の規律の讃練

　　　繍
　　　仕事 ロビンソン

の読本

チューリン

ゲンの伝説

数学的　　　　　　　　　轍
　　　自然地理
　　　　　　　　　齪地理． 撚綱 観察系列空曲学計算1． 闕H

書き方の読み方の

学習　　学習と同

　　　時‘：章書

　　　繍
　　　の学習

文法的、

文体論的

書写、学

習の予習

大陸の位近隣の環境

置と逢動の散策と観

の観察　察

ショルツ

r学校

達足』

　　　　　　マ膨ティンと　1協10

　　　　　　シュミット　までの計

郷土の観察　　　『空間算

　　　　　　　学』
（学校庭園）

1粥100
までの計

算

幼

稚

園

の

仕

事

の

延

長

文体論的

麟
郷土、ず嚇ザ嚇渓谷
渓谷、　　ウンス随「ト

ウ潜轟「ト渓谷　　渓谷

郷土地図

嘱

1から1000

までの計

算

文

旧約聖書 ニーベルン

ゲン物藷

　ニーベル
レンゲン時

鱗1形態

絵
噛の

業

に

関

連

す

る

形

の

彫

刻

ニーベルンゲン物語に教材　　　物語　　アルファ

関連した民族的訓練。　　　　　　　　　ベットの
体操的かけっこ遊び。　1．読本集成　　　　　自習

自由練習

　　　　　　　　2．聖書読本

天球の表チュrのゲンのチューリンゲン轟と草原バイアー立方体

面的回転森、ラウ領壊の轟

　　　ド欄或

『学校の直方体

自然科三角柱
学』

無限の三夏：学校園

算　　　　の仕事

冬：学較の

　作業場
　新約聖書のエルラーのべ
化予言者　　　ドイツ史

　イエスの生1．鳩マン紡

　涯　　　　わトー世
　　　　　　まで

ローマ時

代．

　　　　　　　　　　『
　　　　　　　　　　歌直観的表
　　　　　　　　　　の旧
史イエスの生2オットー世局ゴティ吻時

　涯　　赫ルド轟フ・千代
　　　　　　ハフ。スプルダの

　　　　　　虻　　　姿直観的表
的　　　　　　　　　勢現
　　　　　　　　　　ヒ

リッタ州時代を回願し　　　　　体験の表第2アル

㈱。輔闘的3．歴史読本現　　　ファベッ
旧格をもったかけっこ　　　　　　　　　　　トの学習

遊びとポール遊び。　4。詩集成
自由練習。

規律の訓練。．　　　　　　　比較
道具を用いた集団俸操

徒歩による旅行。

地球の表（北ドイツ、ハ→ヴ山脈　　野原

面のゆが中部ドイツ）

みゲェーぜ臥珊
　　　　　　　ロを　　　へ、冴一ア浄、

　　　ヴァイクセ彫

ザ〃踊卜四角柱　小数の四

r労作　　　　　　則計算　致学などの

　学』　　　　　　　　教科に関連

　　　　　　　　　　　させて
他

アルプス1卜汕脈家
地中海諸国

スイス、

オーストラリア

ルがリー

　イエスの生3冴ト塙フ・ハ．

　涯　　　　プスプ〃”

　　　　　　．埆30年
編使徒パウロ　　戟争まで

肝ッサンス

’（中世）・

台同　　分数計算

円計算

陥

醐

指導者の下で集団で行

なう平群的訓練と遊び

自由練習の際の集団体

叙述二っのア星座の距ヨーロッパルター：大地水
　　　ルファベ離と等縁大陸の外部

　　　ヅトの練

　　　習

円錐　　いわゆる

円錐台　市民的計
ヒ’夘σラス算法

の定理 1

ト計 剛
現　i 操。 l　　l

暇
1

1教会史 4．30年戟争 腋袖勢ス 道具を用いた集団体操 鵬 数学的地 プロイセン 1ライプヲィヒ

蜘浮年・ 筋第三帝 （近世） 紐体操。軍隊的規緯の 理のまと 油ンディナヴィア 山脈と：蹄 体として の面積

成 教義問答弩 国ウィ鵬ム 訓練。 め 諸国、：励ス． ヲ山脈 の大地 楕円形

32時間
@　　1

抄 一世の即

ﾊまで

上空 音楽を月いた行軍。 1　　　1

p　1
わンダ。ロシア

p国．

ll

黄金分割

1 5 1
ド布植民地

i
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資料4　A　直観段階　目標の記述

聖書史 世俗史 歌 絵　画 彫　刻 読み方 作文と文法 書き方 　　　　　i矧w的地理　自然地理

撫
自　　然 科・ 空間学 計　算 手　工

神にお願いしうる富者と がちょうを 赤頭巾ち 粘土でく 児童が母 「璃をくわ 大文字のホ 家のどちら 州代官の住 労卦能卜渓谷 部屋はどこ みつばち （石、くる 昼食をする 草の茎でロ

1 低 貧者について 選んだずる やんの前 るみの実 にあてた 真た犬」の 1うに見える 側にいると んでいる方 を旅行し、チ で同じでど は学稼園 み、栗、球 ときに何枚 ピンソンの
1

い泥棒の歌 にあらわ をつくる 手紙の文 物語で、物
1小文字婚

もっともよ 角への遠足 ユ→ンゲンの州 こでちがう のどの花 は何によっ のお皿をっ ような帽子

II 学 れた物を 字を説明 事が順を追 く く太陽の高「 でザール渓 代宮の住ん か
1をさがし

てよりょく　　　　　L かいますか をつくる

描く する って起こる さを避けら 谷の東側を でいる場所 ているか 転がる）

1皿 年 1 ζとに気づ
P 1 れるか気づ しらべる をさ鰐 1 i
かせる 1 く

1

一人の従者 ドイツ人は キ制ず一で魔 修道院内 粘土費’レ

麟
これまで書 Cという字 地球は平だ アルプス山 ローヌ山脈 農民にはが ザール河 学校の屋根 製本屋さん 修道院付属

．】V 中 は王にいか 　　　　　「香[マから 法にかけら 聖堂の特 孝P半島を 代の歌か も・た作文の のように左 い表面をし 脈とドナウ で人々の仕 まんできな でどのよ はどのよう は、一冊の 教会を厚紙

に多くを負 自由になる れて眠った 徴を見出 つくる ら古城の 誤りをたく 側に弓なり ているか 河の間のド 事、聖者の いが子ども うな石を な形をして 本に何枚の でっくる

V 学 っているか ことをいか 皇帝の歌』 す 、祭まで みに避ける になった字 イツの国土 記憶、山の たちはよく 発見しま いるか 紙があるか
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グローバル化の中のカリキュラム改革

一「米国と英国の改革を中心として一

中　野　和　光（福岡教育大学）

1　カリキュラム国家基準、国家カリキュラムの背景

　米国においては、1989年の数学のカリキュラムの国家基準から始まって、各教科のカリ

キュラムの国家基準が設定され、1995年には、それらを集大成した『内容知識』が出版さ

れた。各州は、これらの基準にもとづいてカリキュラムを作成し、実施している。いわば、

基準にもとづいた改革が進行している。英国においては、1988年の教育改革法によって、

全国共通のカリキュラムが実施されるようになった。英国の場合、カリキュラムは中央集

権化されたけれども、管理運営は学校に委譲された。米国や英国におけるこのような動き

はそれぞれの国の事情によるところが多い。一方で基準を国全体で定め、学力の向上を図

ることは、共通の動きである。米国、英国のカリキュラム改革の中のこうした共通部分を、

カリキュラムの世界標準と見なす見方もある。ここでは、米国と英国におけるカリキュラ

ムの国家基準や国家カリキュラムによるカリキュラム改革の動きの位置付けを検討して見

たい。

2　グローバル化をとらえる視点

（1）経済的グローバル化

　米国、英国の現代カリキュラム改革の背景には、新自由主義の強い影響が感じられる。

新自由主義のイデオロギーは現在進行している経済のグローバル化と密接な関係があるよ

うに思われる。最初に、経済のグローバル化と現代カリキュラム改革の動きを検討して見

よう。

（1）グローバル経済の始まり

　最初に経済のグローバル化とはどのような事であるか。それは新自由主義のイデオロギ

ーとどのような関係があるかを検討してみよう。

羽鳥敬彦によれば、「およそこの地球が世界的な規模で統一的な経済関係で結び合わされ

るようになったのは、19世紀後半のことであり、それ以降われわれの経済生活は、多かれ

少なかれ一定の国際経済秩序の制約を受けるようになったのである。これを象徴的に表現

しているのが『自由貿易体制』という言葉である。（1）」

　この自由貿易体制は、①貿易自由化のメカニズム、②無差別主義、③多角主義、④為替

の自由化、という制度的要素が不可欠である。このような制度的要素をもった自由貿易体
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制が、19世紀後半にイギリスの覇権のもとに成立する。この自由貿易体制は、1929年の株

価大暴落に始まる世界恐慌をきっかけとして1930年代に強固な保護主義にもとつくブロッ

ク化に向かう（2）。

　1944年、米国のニューハンプシャー州ブレトンウッズにおいて、国際通貨基金（IMF）

協定，国際復興開発銀行（世界銀行）協定が連合国44謝謝の問で調印される。1947年には、

スイスのジュネーブにおいて、関税及び貿易に関する一般協定（GATT）が調印される。

IMFは、ドルの固定相場の下で為替の自由化を目指したものであり、　GATTは、さまざま

な抜け道はあったものの、自由、無差別、相互、多角、という自由貿易の推進を目指して

いた（3）。

　1971年のニクソン政権による、傘ドル交換停止は、この、IMF，GATT体制、ブレトン・

ウッズ体制を変質させ始めた。1973年には、主要国は変動相場制に移行した。1995年には、

GATTを吸収したWTOが発足した（4）。

　櫻井公人は、1971年のニクソン政権による、ブレトン・ウッズ体制の葬送に、今日のグ

ローバル化の起点を見る。櫻井によれば、ブレトン・ウッズ体制は、1930年代の市場経済

の破綻を知るニューディール政策の担当者たちが市場の暴走を抑えるための金融管理を目

的として設計したものであった。経済のグローバル化は、変動相場制と資本規制撤廃によ

って、国際通貨システムを市場以外に制度的基礎をもたないノンシステムとすること、金

融ビジネスの自由な活動の保証によって始まった。これは、アメリカの決定によるもので

ある。19世紀後半から1920年代までの自由貿易が当時の覇権国イギリスのもとで始まった

ように、20世紀末から21世紀始めにかけての経済のグローバル化は現代のi覇権i国米国の決

定によって始まったのである（5）。

　東アジアは、グローバル化の波に乗ることによって急速に発展し、その結果として通貨

危機に見舞われることになった。通貨危機はグローバル化の帰結の一側面である。なぜな

ら、東アジア諸国の経済成長は、それら諸国が自由に移動できる資本の投資先として選ば

れた結果であるからである（6）。

　では、このような経済のグローバル化と新自由主義のイデオロギーとはどのような関係

にあるのだろうか。

　小倉明浩によれば、経済のグローバル化を推進したのは、新自由主義の考え方である。

すなわち、第2次世界大戦後、先進諸国では、社会的調整機能を重視し、裸の市場の働き

のもつ資源配分や分配上の残酷さを手加減する役割が国家に与えられていたが、70年代の

経済停滞の経験後は、それを見直す「新自由主義」的考え方が強い影響力をもつにいたる。

政府があまりに経済に介入しすぎた結果、利益を求める資本の活力が弱体化したことが、

経済停滞の原因であるとの考え方が台頭したのである。効率的配分を達成する市場の働き

を信頼し、その機能を最大限に生かすためには、自由化、規制緩和が必要であり、それが

経済活性化のための最重要課題であるという考え方である（7）。

　小倉によれば、グローバリゼーションが進展する過程においては、経済開発問題の捉え

方とその解決の方向についての考え方において、二つの逆転が起こっている。第一に、そ

れまで発展途上国の側が先進国に対して自由主義秩序の修正を迫ってきたのだが、先進諸

国の側が途上国に対して市場指向の政策への転換を要求するという逆転が生じた。第二に、

自由化・規制緩和が要求される基盤には、発展途上国の市場への過度の介入と規制が経済
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開発の主要な障害であるという新自由主義の考え方がある（8）。

　かくて、新自由主義の考え方とそれに支えられた経済のグローバル化が、今日、世界を

席巻している。

　キャステルズManuel　Castellsによれば、グローバル経済とは「すべての活動が、地球規

模でリアルタイムで行われる経済（9）」である。グローバル経済のプレイヤーは市場と国境

を越えた企業であるが、国家もまた主要なプレーヤーである（10）。

　グローバル化は経済だけではなく、文化や政治においても、見られる。

（2）知識経済の意味

　それでは、グローバル経済のもう一つの側面である知識経済の問題を検討して見よう。

　グローバル経済は、「すべての活動が、地球規模でリアルタイムで行われる経済」である

と定義されていた。リアルタイムの活動を支えているのは情報通信技術である。情報通信

技術によって伝達されているのは情報であり、知識である。

　ニーフDale　Neefによれば㍉今日の経済には、次のような5つの潮流がある。

①農業から工業へ、工業からサービスへという、物質生産から目に見えないものの生産へ

　という1960年代以前から続いている潮流がある。

②知識労働者が登場している。

　僧侶、牧師、法律家、教師、会計士、等のこれまでの知識労働者に加えて、さまざまな

　知識労働者が登場している。

③ハイテク組織が登場している。

④高技能市場と低技能市場の二極分化が始まっている。

⑤ブルーカラー労働の終焉が始まっている（11）。

　ニーフによれば、このような変化は1980年代半ばに突如として起こった。組織は、新技

術はそれ自身の市場を作り出し、知識にもとづいた労働で大規模に利益を上げられること

を理解し始めた。アイデアや創造性の重要性はこれまでも認識されていたが、新古典派の

経済学においては、知識は平衡モデルの外にあるものとされていた（12）。

　知識経済の進行とともに、土地、労働の意味が変わり始めた。土地については、立地は

これまでほど重要ではなくなった。労働はより洗練された労働が必要になった（13）。

　OECDは、現代における労働の特徴を次のように要約している。

①仕事の複雑さとマルチタスク、マルチ技能

②資格の向上

③社内訓練

④階層制の低減

⑤より水平的なコミュニケーション

⑥成績への動機、技能の獲得

⑦コァ活動への焦点化

⑧より水平的な社内結合（14）
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　先進諸国の企業組織は高技能をもった知識労働者からなる平面的なより柔軟な学習組織

に向かい、生産は国境を越えて、教育制度が整って労働費用が安くて優秀な労働力のある

国に向かっている。低技能、中間的技能の労働者は経済成長の周辺に追いやられ、減少し

て行く過程にある。

（3）グローバルな知識経済と学校教育

　競争的な知識経済に国家が準備する重要な道具は教育制度である（15）（ニーフ）。

　グリーンAndy　Greenによれば、国家形成に教育が重要であるというとき、かってのよ

うな国家の統一とか、市民性の形成ではなく、国家経済、国際競争に関わって言われるよ

うになった。また、教育は国家形成の文化的過程の一部ではないと感じている国もある（16）。

　スプリングJoel　Springは、グリーンと違って、今日の国家は、宗教と資本主義と国家

主義の結合された政策で教育に臨んでいると述べている（17）。その中で新自由主義の考え方

で教育政策を遂行したのはイギリスのサッチャー政権と米国のレーガン政権である。

　実際に1988年の教育改革法によるイギリスの国家カリキュラムを見ると、それは、3つ

のコア教科、7つの基礎教科、宗教教育、教科外活動、教科横断的要素からなっている。

学習目標は達成目標の形で記述され、国家試験が課される。歴史の内容を検討すると、そ

の内容は｛西洋中心主義、自民族中心主義である。クールビーDavid　Coulbyは、　EUへの

加盟、自国内の他民族問題を前にして、イギリスのカリキュラムは、ナショナリズムを再

定式化している、と述べている（18）。

　米国においては、カリキュラムの国家標準が出揃い、テストと結び付熔た授業実践が行

われつつある。一方で、19世紀のキリスト教道徳の復活を目指す新保守主義の影響もある。

教科の内容を検討して見ると、歴史、地理、社会科の内容はイギリスよりはグローバルな

視野で構成されている。

　教育と労働との関係については、イギリスが一般国家職業資格（GNVQ）を導入してい

るのに対し、米国では、学問的教科と職業教科の統合を目指すSchool－To－Workフ．ログラ

ムの開発が進んでいる。

　このように、英国と米国においては、グローバルな知識経済下、学力の向上を目指す政

策と同時に、国民文化や旧道徳の復活を目指す動きが存在する。・国民文化を保全しながら

グローバルな経済競争を勝ち抜く学力向上を目指しているのである。その意味では、新自

由主義の考え方だけがカリキュラム改革を推進しているわけではない。

　グローバル経済の求めるものは、（1）問題解決技能、（2顧客の要求とその要求に最善に応

える方法に関する技能、（3）企業家精神と結び付いた問題の発見と解決活動であるとクール

ビーは述べている（19）。このような問題解決を行うためには、高度な知識にもとづいて問題

解決を図る高度な知識労働者が必要である。新自由主義はこのような高度な知識労働者を

求める。

　ドラッカーPeter　Druckerは、知識のための知識ではなく、かっての教養教育が工芸技

術craftsと呼んだ技能一方法論工学、医学、といった知識、何事かなす知識が今日求めうれ

ている知識であると述べている（20）。

　グローバル経済の知識に対するこのような要求が「すべての中核的な工業化された国民
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国家における知識システムの標準化を育んだ（21）」というのが、米国と英国のカリキュラム

改革の経済のグローバル化による説明である。

　新マルクス主義は、新自由主義にもとつく改革に反対するのだが、市場の力がこの改革

を進めていること、、企業、実業家、多国籍企業、それらの政治的代理人がこれらの改革を

進めていることは認めている（22）。

（2）グローバルな合理化論（共通世界教育文化説）とグローバルな教育論題説

　資本主義が世界的な教育改革の主要な推進力であるということに懐疑的な考えがある。

マイヤーJohn　MeyerやラミレイスFrancisco　Ramirezらに代表されるこの考え方によれ

ば、周辺的な国家においても、中央集権、組織された福祉、軍隊的規律、教育制度という

類似の特徴を示している。社会の発展段階に関わらず、国家は近代生活の多くの側面に対

して権威と責任をもっている。教育は経済システム以上に同質性をもっている。近代国民

国家の官僚制の合理的過程とイデオロギーが社会と国家の標準的なモデルを育んだのであ

る。例えば、近代国民国家は、「進歩」を国民総生産といった世界経済や社会水準の尺度で

定義する。グローバルに受け入れられた社会的公正、進歩といった使命を果たし、国家の

発展、経済的進歩、社会的統合を促進するためには、大衆教育が基本的である。教育制度

とカリキュラムの継続的に進んでいる世界的由仁は一世紀にわたって続いている経験的事

実である。国家の工業レベル、都市化のレベル、政治的構造に関わらず、どの国民国家も、

数学、理科、社会のような教科だけではなく、それらの教科の授業時間もほとんど同じで

ある。さらに、すべての国家カリキュラムは、職業教育よりも普通教育を強調している。

また、エリートの子どもだけではなくすべての子どもの参加を奨励している（23）。

　教育におけるこのような国家間の類似の理由としてこのグループは次のことをあげてい

る。第一に、国民国家は相互に連帯しなければならなかったから、標準的な交流の方法を

発展させた。第二に、政治的指導者は、徐々に、個人主義、成功への努力、能力主義とい

った考えを共有するようになった。さらにこのような考えを促進するために類似の方法を

とった。これらの考えは国際連合や世界銀行のような国際的機関によって広められた。教

育の場合は、OECDやユネスコが共通の国際標準を促進した。合理化の鍵となったのは官

僚であった。十九世紀の間、北米の教育官僚は共通の野心を持ち、相互に書いたものを読

み合い、頻繁に連絡をとった。百年後、地球全体でこのようなことが行われるようになっ

た（24）。

　官僚による共通世界教育文化への合理的な行動によって現代のカリキュラム改革を説明

するこの考え方にたいして、デールRoger　Daleは、次のように反論している（25）。

　共通世界教育文化説は次の点で保留されるべきである。

　第一に彼ら自身も言っているように、彼らはカリキュラムのカテゴリーが使って類似で

あると言っている。それらのカテゴリーが国ごとにどのような意味をもっているか、どの

ように実施されているかについては分析していない。

　第二に、言葉の明確性が欠如している。

　第三に、共通世界教育文化の範囲と結果があいまいである。

　デールはこのように述べて、共通世界教育文化説にたいして、「グローバルな教育論題
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説」を提案している。それによれば、教育とはトピックである。その目的は、「教育」とし

て知られている領域と活動の中で行われていることについての問いに答えを出すことであ

る。

　共通世界教育文化説とグローバルな教育論題説は次の点で異なっている。

　第一にグローバル化の性質の捉え方である。

　共通世界教育文化説では、グローバル化とは、超国家的な考え、規範、価値観が存在す

ることを指す。これに対して、グローバルな教育論題説では、グローバル化とは、欧州、

アメリカ、アジアという三つの主要な地域の国々を中心とした、複雑なしばしば矛盾した

過程である。

　彼らは、グローバルな彼らにとって都合のよいグローバルな同意を得るために激しく争

っている。一方で、全員のための利益の追求にとって安全な世界の存在が究極的に必要で

あることも認識している。グローバル化の形態と範囲について以前と異なることは、世界

のすべての国を含めてグローバル経済を語ることが初めて可能になったことである。さら

に、一つの支配的な国家が現れたというよりはシステムが現れたと言うことである。

　グローバル化の中核的問題の捉え方も異なっている。

　共通世界教育文化説では、国民国家の優越性と国家の国民のための進歩の追究である。

グローバルな教育論題説では、教育も含めて資本主義社会の構成要素すべてである。

　教育の捉え方も異なっている。

　共通世界教育文化説では、教育は資源である。中心は内容ではなく、カリキュラムの異

種同型（isomorphism）である。グローバルな教育論題説では教育はトピックである。中

心は、グローバル化の教育への結果を説明し理解することである。

　グローバル化と教育との関係の捉え方も異なっている。

　共通世界教育文化説は、基本的に、国家の政策と性格を形成する普遍的な規範、理念、

価値観の存在とその性質について論じたものである。グローバルな教育論題説は、国家の

役割を国内的にも国際的にも変えた、量的にこれまでにないレベルの新しいグローバル化

に基づいている。

　研究の方法も異なっている。共通世界教育文化説は、伝統的モデルを継続して批判する

とともに、中心的な理論的構造を例示しようとする。グローバルな教育論題説は、グロー

バル経済と教育政策と実践の変化をより明確につなごうとする。

　このようにデールは共通世界教育文化説とグローバルな教育論題説を対比し、グローバ

ルな教育論題説の立場から共通世界教育文化説を次のように批判する。

　共通世界教育文化説は、同質化がどのように起こったかという問題は直接には説明され

ていない。教育制度の発展とカリキュラムのカテ・ゴリーの拡大についてのデータの説明は、

明確に除外されている。共通世界教育文化説はしたがって推論である。それは国民国家が

なぜそのように行動するのかということを説明しない。共通世界教育文化説の説明は次の

ようなものである。国家は教育制度とカリキュラムのカテゴリーをもっている。なぜなら、

他の国がそれらを持っているからである。ス手一デンに学校教育が起こった。なぜなら西

洋文明の中にあったからである。

　デールは結論として次のように述べている。

　共通世界教育文化説は、仮説として設定された世界文化の存在とその意味を示そうとす
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る。グローバルな教育論題説は、新しい形態の超国家的な力がどのように国家教育制度に

影響するかを示そうとする。両者は相互に相手に与えるものがないわけではない。ただし、

グローバルな教育論題説は共通世界教育文化説を説明し、考慮に入れることはできるが、

共通世界教育文化説がグローバルな教育論題説を説明し、考慮に入れることはできない。

共通世界教育文化説の鍵となる言葉は「世界カリキュラム」と言う概念である。世界カリ

キュラムの存在を支持するとされる証拠は、教育制度のある側面が共通の書き方（script）

をもっていることを示している。このことは、世界カリキュラムが存在するということを

正当化しない。もし、そのことによって、すべての国の教育プログラムの内容が同じであ

るということを意味するのであるなら。

　このように、デールは、マイヤーやラミレイスらの共通世界教育文化説を批判している。

3　米国のカリキュラムの国家基準と英国の国家カリキュラムの位置づけ

　それでは、米国のカリキュラムの国家基準と英国の国家カリキュラムの性格について検

討して見よう。

　米国において国家基準にもとつくカリキュラム改革が行われるようになった背景につい

て、フールマンSusan　H．　Fuhrmanは、次のように説明している（26）。

　米国において、カリキュラムの国家基準を設定する考えは、1980年代末に起こった。教

育者と教育政策当局者は米国の学業成績の悪さに絶望を感じていた。国家基準にもとづい

て改革を進めることが魅力を感じられた第一の理由は、国際的な競争相手国が同様な政策

をとっていたからである。

　第二に、米国の中に既に成功しているように思えるモデル（カリキュラムと試験と教師

教育をセットにしたAP（Advanced　Placement　Program））があったことである。

　第三に、「優秀性」を求める改革で学問的教科をたくさん履修するようになったことが学

習を大きく進めるとは限らないことが研究によって明かになったことである。

　第四に、国家基準を設定することが優秀性運動と改造運動を和解あるいは統一する一つ

の方法であると思われた。

　第五に、国家基準にもとつく改革がすべての子どもたちにより公平な授業機会を与える

と言う希望を与えたことである。

　英国の1988年の改革の背景には経済的競争力の向上という動機がある。カリキュラムの

中央集権化を増大すると同時に、管理運営を学校レベルに委譲した点において市場の原理

が色濃く出ている。しかし、すべての生徒に共通のカリキュラムを課すと言う思想は、

1970年代から存在する。また、共通カリキュラムはほとんどの大陸欧州の国家において期

待されている（27）。また、英国の中等教育、高等教育は、これまで、エリート的であった。

改革はこのシステムを変えて、より幅広い層に高度な教育の機会を与えるねらいもある（28）。

　デーヴィスScott　DaviesとガッピーNeil　Guppyは、経済的グローバル化説と共通世界教

育文化説という二つの見方が収敏しつつあると述べている。その証拠として、デーヴィス

らは、米国、英国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドといったアングロサクソ
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ン系の国々のカリキュラムを調べて、（1）多文化教育、（2）スキル中心のカリキュラム、③標

準テストの実施、と言う点において共通しており、それぞれの国は多文化問題を抱えてお

り、少数民族のアイデンティティを守ると同時に国家としては国家カリキュラムで対応し

ようとしてしていることを指摘している（29）。

　デーヴィスらによれば、多文化教育のモデルはアングロサクソン国家においては二つの

形態をとっている。一つは原住民の教育的自律の強化である。もう一つは、移民の多様化

に伴なう新しい形態の学校教育である。デーヴィスらによれば、このような多文化教育は

国家形成の新しい形態の鍵となる要素であると言う意味においてマイヤーらの言う制度的

グローバル化に適合する。一方で英国の国家カリキュラムにおいて企業文化は鍵となる要

素である。こケして意味で、経済的グローバル化説と共通世界教育文化説は収敏しつつあ

るとデーヴィスらは述べている（30）。

　デーヴィスらは、経済的グローバル化は知識を生産の新しい要素として強調するけれど

も、知識が教育を変えていることは無視していると述べている。多くの集団が自分たちの

伝統や特色、文化的根があることの感覚が失われることを恐れている6少数民族は自分た

ちの独自な遺産を守るように行動する。多数派は、文化的一貫性と統一を徐々に失って行

くことを恐れている。「アイデンティティポリティクス」がこれから来る反応である。この

アイデンティティポリティクスは，教育の場合、二つの形態をとる。一つは、学校が、原

住民や少数民族の慣習、歴史、言語を守ることに指導性を発揮することである。もう一つ

は、国家カリキュラムのキャンペーンである（31）。

　このように見て見ると、米国のカリキュラムの国家基準も英国の国家カリキュラムの経

済的競争力のための学力の向上を目的としていると同時に、国家の中の多数派のアイデン

ティティポリティクスの一環であることになる。

4　カリキュラムの収敏と多様化

　経済的競争力の強化、少数民族の文化を大切にすることは今日どの国も課題としている。

　ガスリーらは、改革の外的な圧迫は同じであるから、他の工業国家同様、米国と英国に

おいて、類似の公教育のモデルが発展していると述べている（32）。そのモデルの特徴は、次’

のようなものである。

　数学、理科、外国語に重点をおいた国家的に確立されたカリキュラム

　意志決定の権威を学校に委譲する

　説明責任の目的のためにパーフォーマンステストをより多く使用する

　教師の訓練と教師の専門職性を重視する

　高等教育のプログラムは、生涯学習への接近と刺激を拡大する（33）

　それでは、各国のカリキュラムはこれからこのようなモデルに収敏するのであろうか。

　グリーンAndy　Greenは、ヨーロッパとアジアの教育を検討して、教育政策に収敏は見

られるが、教育の構造や過程については顕著な収敏は見られない。各国は外見は国際的で

あるが、共通の問題に異なったやり方（その国の伝統的なやり方）で反応していると述べ

ている（34）。
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　ドーンHolger　Daunは、ヨーロッパ諸国のグローバル化の反応について次のように説明

している。1980年目までは、ヲーロッパの諸国の初等中等学校の改革はそれぞれの国の内

部の事情で理解できた。経済的グロ「バル化、国際競争に対しては、主要には、二つの手

段がとられた。一つは、改革（規制緩和、私事化、選択）であり、もう一つはテストで測

定される学業成績の重視である。こうした経済的グローバル化に対応した改革には内的な

力は部分的にしか働かなかった（35）。

　各国はその歴史的社会的経済的文化的状況を異にする。したがって、国内的にはさまざ

まな力学が働いて、その政策は多様である。経済的グローバル化に対しては、カリキュラ

ムに国家が強く関与して、数学、理科、言語教科を中心とした学力向上を目指し、テスト

を行い、教師の専門職性を重視すると言ったことにおいて、米国や英国のカリキュラム改

革の方向へのかなりの収敏が見られるということではないかと思われる。
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学習指導要領作成の背景と課題

一昭和52年の改訂を例として一

坂間利昭（元文教大学）

1　はじめに

　よく知られているように、我が国の学校教育における教育課程に関しては学校教育法施

行規則に定められている。そこには、教科や授業時数という教育課程の枠組みが示され、

内容については教育課程の基準として公示する学習指導要領によると記されてある。

　本稿は学習指導要領作成に当たり、その前提となる教育課程審議会の審議過程について

と、その間における学習指導要領作成協力者会議との関係に焦点を当てて考察することと

する。それは、学習指導要領の作成に当たっては、教育課程審議会の答申内容を尊重し、

それを具体化する責務を負っているため、審議会と協力者会議との関連が極めて重要な課

題でもあると考えるからである。

2　教育課程審議会の審議過程

　（1）教育課程審議会への諮問と答申

　昭和48年11月、文部大臣から教育課程審議会に「小学校，中学校及び高等学校の教育課

程の改善について」諮問されたが、その際、「検討の観点」として次の事項が示された。

　（1）高等学校教育の普及に伴う教育内容の在り方について

　（2）中学校及び高等学校を通じた調和と統一のある教育内容の在り方について

　（3）児童生徒の学習負担の適正化を図り、基本的事項の指導を徹底するための教育内

　　容の在り方について

　当時は、昭和43年に小学校、44年に中学校、45年に高等学校の学習指導要領が改訂にな

り、科学教育を重視するいわゆる現代化運動の中で、高等学校への進学率が予想をはるか

に越えて90％を超える状況であった。昭和48年の4月から高等学校一学年が新しい教科書

を使用し始めたのだが、算数の「集合」、「関数」に対する批判とともに、いわゆる「落ちこ

ぼれ」、「見切り発車」が話題となり、小学校・中学校・高等学校を一貫的にみる必要に迫

られ、検討の観点（1）、（2）となっている。

　教育課程審議会においては、3年余にわたり慎重な審議を行い、昭和51年12月に「小学

校、中学校及び高等学校の教育課程の改善について」の答申を行った。

　この答申においては、学校教育の現状をみた場合、ともすれば知識の伝達に偏り，児童

生徒の調和的な発達がおろそかになる傾向もあるので、この現状を改め、自ら考え正しく

判断する力を養う教育への転換を図っていこうとする意図の下に、次の三つを今回の教育

課程の基準改善のねらいとした。

　（1）人間性豊かな児童生徒を育てること。
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（2）ゆとりのあるしかも充実した学校生活が送れるようにすること。

（3）国民として必要とされる基礎的基本的な内容を重視するとともに児童生徒の個性

　や能力に応じた教育が行われるようにすること。

またそのために、次のような改善を図ることとしている。

（1）各教科等の内容については、小・中・高等学校の一貫性を図るとともに、児童生

　徒の学習負担の適正化や学習の適時性に配慮して、基礎的・基本的事項に徹底した

　精選を行うこと。

（2）小・中・高等学校の授業時数や単位数については、児童生徒の学習負担の適正化

　にし、ゆとりのある学校生活が送れるようにするという観点から削減を行うこと。

（3）高等学校の低学年においては、高等学校教育として共通に必要とされる基礎的・

　基本的な内容により構成した教科・科目を編成して全員に履修させるようにし、

　中・高学年においては、生徒の多様な能力・適性等に応じた履修ができるよう選択科

　目を中心に編成すること。

　（2）課題別委員会による審議

　この教育課程審議会は当初21人の委員で発足したが、昭和50年6月に19人の委員を追加

して、3つの課題別委員会と総合調整委員会を設置して集中的な審議をしている。

　第1委員会

　第1委員会の課題は「小学校低学年における教科構成等について」である。小学校の低学

年が学校教育の基礎段階にあることや、低学年の児童の心身の発達の程度と学習の適時性

とを考慮して、低学年にふさわしい教科構成等の在り方を理科および社会科の取り扱いを

中心に、具体的には次の事項について検討することになった。

　（1）低学年において必要とされる基礎的能力の育成という観点から、現行の各教科等

　　の構成や内容及びその指導方法に関して改善すべき点について

　（2）上記（1）及び中・高等学校との関連における小学校の理科及び社会科の内容構成

　　について

　第2委員会

　第2委員会の課題は「小・中・高等学校の教育内容の一貫性及び水準について（算数、

数学を中心にして）」である。小・中・高等学校の12年間を通じて一貫性のある内容構成

の在り方及びそれぞれの学校段階における内容の適正な水準について、算数、数学の内容

を中心に、具体的には次の事項について検討することになった。

　（1）算数数学におけるスパイラル方式による内容構成の在り方について

　（2）数学的な考え方の育成と計算力等の基礎的技能の習熟との調和について

　（3）各学校段階における算数・数学の内容の適正な水準及びその構成について

第3委員会

第3委員会の課題は「中・高等学校の内容の関連等について」である。高等学校教育の著

しい普及と生徒の能力、適性、進路等の多様化の実態をふまえ、高等学校における教科、
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科目の構成の在り方や履修方法について、中学校教育との関連を図りながら、具体的には

次の事項について検討することになった。

　（1）高等学校の普通教育を主とする学科と専門教育を主とする学科との関連における

　　必修教科科目の構成とその履修方法について

　（2）高等学校における選択教科科目の構成とその履修方法について

　（3）中学校における選択教科の在り方について

　総合調整委員会

　総合調整委員会は当初の委員21名で構成され、その課題は「授業時数その他総合的に検

討すべき問題について」である。

　（3）討議の成果

　教育課程審議会の中に特設された課題別委員会の第2委員会では、集中的に検討した結

果、「数学教育の現状に対する反省と現行教育課程の問題点」として、次のようにまとめ

られている。

　（1）数学教育現代化については、内容の示し方等、再検討すべき問題はあるが、基本

　　的には、現代化の考え方を維持する必要がある。

　（2）小・中・高等学校の現場における現代化の実施は日もまだ浅く、指導内容に対す

　　　る教師の理解をいっそう深める必要がある。また教科書の内容についても検討すべき

　　点が残されている。

　（3）前回の学習指導要領改訂の際に、現代化の考えが重要視されたために、教科書の

　　内容や現場における指導の際現代化の内容のあるものについては必要以上に重く取

　　　り扱われた傾向があるので個々のねらいや、取り扱いの程度を明確にして指導上の

　　効果を上げるように再検討する必要がある。

　（4）計算力等の基礎的技能の指導については，まだ必ずしも十分でない面もあるので、

　　　どの時期に、どの程度の計算力の指導が必要であるかについて検討するとともに、

　　習熟させるために十分な時間を確保する必要がある。

　（5）内容によっては、スパイラル方式によって構成されているものもあるが、小・中

　　又は中・高間にまたがっている内容については、検討を必要とするものもある。また、

　　内容によっては、ある段階で集約して集中的に指導する方が有効なものもある。

　　小・中・高一貫の立場から、スパイラル方式による内容構成について個々にわたっ

　　て検討する必要がある。（以下略）

　このまとめの内容を改めて見直すと、当時、教育の現代化に対する批判は小学校の算数

に集中された状況が思い出される。昭和46年の学習指導要領の改訂で導入され、5年間で

すべての教員に現職教育をするという手立てをしたにもかかわらず、上記のように述べざ

るを得ない状況であったのである。内容の削減についての詳細な記述はここでは省略する

けれど、整数の加減乗除の計算指導は4年生までに十分習熟させるようにすることや用

語・記号の扱いを検討することなどが提示されている。

　また、この第2委員会の審議のまとめを受けて、教育課程審議会の答申において、小学
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校の改善の具体的事項の1つとして、「小学校における集合については、実際の指導におい

て形式的に取り扱われた傾向があるので、数量や図形の内容のもつ意味を明確にする際に、

集合に着目させるなどして集合の観点に立った見方や考え方が児童の発達に即して無理な

く育成し得るように配慮する。」ように指摘されている。

　ここで、他の委員会についても簡単に触れておこう。第1委員会においては、従来からな

されている合科的な学習指導が望ましいという立場から、低学年の理科と社会科の内容を

中心として、例えば、児童が自分たちを取りまいている社会的及び自然的な環境について

学習することを共通のねらいとするような目標と内容をもった統合的な教科の設定につい

て研究してみる必要があるとまとめている。結果的には実らなかったが、次の平成元年の

改訂で「生活科」が新設されたのである。第3委員会においては、高等学校教育の著しい

普及に伴い、義務教育の最終段階としての中学校と高等学校との段差を少なくするため、

高等学校の必修教科・科目は、国民として共通的に必要とされる基礎的内容としてまとま

りをもつよう、再構成を図るとともに内容の精選を図る必要があると指摘している。また、

能力、適性等の多様な生徒の実態に一層応じられるホう、必修教科・科目の種類や単位数

を少なくして選択の幅を広げる必要があるとの指摘があり、どの教科も一律に必修4単位

という教育課程の基準が誕生したのである。

　総合調整委員会においては、授業時数に関することと教育課程の基準の改善に関する基

本方向のまとめに取り組んでいる。それは，課題別委員会の検討に引き続き、初等教育、

中学校教育及び高等学校教育の各分科審議会を設けて、各学校段階における具体的な検討

をするための指針となることを目指したものである。その中には，教育課程の領域に関し

て次のように述べている。

　現在の教育課程は、小学校及び中学校については、「各教科」「道徳」及び「特別活動」の

三領域、高等学校については、「各教科」及び「各教科以外の教育活動」の二領域で編成され

ることになっている。このような領域の編成の在り方に対して、各教科・特別活動等の内

容の一部を必要に応じて総合的発展的に指導するために、例えば「総合学習」という新しい

領域を設けてはどうかという意見がある。しかし、現行の各教科や特別活動の内容にはそ

の関連から見て総合的に指導することがより有効と考えられるものもあるが、そのような

指導は、現行のそれぞれの領域において相互の関連を図りながら指導することにより達成

することができ、一律に新しい領域を設けることは必ずしも適当ではないので、領域につ

いては現行の考え方をとることとする。

　平成十四年から実施される教育課程では、「総合的な学習の時間」が学習指導要領の総

則に位置付けられているけれど、これに関しては、他の領域と同じような目標・内容とい

う形式が整っていない。他の領域との関係が明確ではないようである。

　（4）学校種別，教科等別分科審議会

　50年9月、教育課程審議会は課題別委員会を改組し、それ以降は、学校種別、教科等別

分科審議会を再編して細部にわたる議論を重ねつつ、最終答申の内容を確定していく。

　授業時数を削減するのに伴い、内容についてかなり具体的な指摘がなされた。例えば、

「小学校、中学校及び高等学校を通じて繰り返し発展的に取り扱われる内容については、
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不必要な重複や深入りを避け、指導の効果が上がるように改善する。」、「小学校における

集合については、実際の指導において形式的に取り扱われた傾向があるので、数量や図形

の内容のもつ意味を明確にする際に、集合に着目させるなどして集合の観点に立った見方

や考え方が児童の発達に即して無理なく育成しうるように配慮する」などである。

　（5）年間授業時数について

　年間授業時数については、教育課程審議会においてその原案を早い時期に決めてしま

う。各教科等に関係する委員が加わることなく、21人の総合調整委員会で検討し、授業時

数に見合うように教科等別委員会で内容を検討するという段取りになっている。授業時数

を削減することが決まれば、教科の特質を深く議論することはなく、なるべく平等に一律

に処理することになる。次の表は、年間の授業時数の別表を週当たりの授業時数に改め、

時数の増減を見やすくしたものであり、時数の削減の状況が明らかである。

　この時数を考えるときには，土曜日2回の休みを導入するのだが、既に銀行などで完全2

日休日制となっており、そのような変更をも考慮しながら大きな改訂の必要はないという

前提であったと思う。しかし、今回の改訂では更に時数を削減するに当たり、週当たり授

業時数が算出できない状況に追い込まれ、従来のような簡単な時間割では教育計画を示せ

なくなった。教科の価値を論ずるより、平等の原理を維持するほうが楽なのであろう。

週当たり授業時　　　　　　　昭和52年改訂
小学校 中学校

区分 第1学年 第2学年 第3学年 第4学年 第5学年 第6学年 計 第1学年 第2学年 第3学年 計

国語 08 ▽8 8 8 ▽6 ▽6 44 5 ▽4 ▽4 13

社会 2 2 3 ▽3 ▽3 ▽3 16 4 4 ▽3 11

算数・数 04 05 5 ▽5 ▽5 ▽5 29 ▽3 4 4 11

理科 2 2 3 3 ▽3 ▽3 16 ▽3 ▽3 4 10

各教科の授業時数

音楽 ▽2 2 2 2 2 2 12 2 2 1 5

図工（美術） ▽2 2 2 2 2 2 12 2 2 1 5

家庭（技術） 2 2 4 ▽2 ▽2 3 7

体育（保健） 3 3 3 3 3 3 18 ▽3 ▽3 ▽3 9

道徳の授業時 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 3

特別活動 1 1 1 2 2 2 9 02 02 02 6

選択教科等 ▽3▽3 4 10

総授業時数 25 26 28 29 29 29 166 30 30　曽30 90
Oは増、▽は・

3　学習指導要領の作成

　文部省では、，学習指導要領作成協力者として各教科等ごとに十数人を任命し、教科調査

官が中心となって、学習指導要領作成協力者会議（最近は会議ではなく、会合と呼ぶ）を

もち、学習指導要領を作成する。この会議の発足は教育課程審議会が答申を提出する前で

ある。それは、答申を決定する以前にほとんど実行不可能な内容は除去しておきたいから

である。例えば、算数の内容で軽減してはならないものを、軽減せよという答申を受けて

も実行できない。協力者会議は、軽減できないという判断をする教科調査官の援軍となる

ような働きをも持っていたのである。逆の言い方をすれば、教育課程審議会答申が提出き
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れればそれを受けて学習指導要領の作成ができるという見通しがもてるようになってい

た。更にいえば、教科調査官の見識を表出できる範疇が広かったと言えよう。

　上の表から明らかのように、授業時数の削減により、算数は（3，4，5，6，6，6）から

（4，5，5，5，5，5）へと変化し、この時間数にふさわレい内容を学年配当することになった。既

に述べたように、教科等別分化審議会に提出する資料作成の段階で学習指導要領作成協力

者会議に図っており、教育課程審議会の答申を受け左時点では、それを忠実に受け止め、

各学年で指導する内容について、改訂の趣旨を盛り込んだ文案の作成をしていくことにな

るのだが、すでにその大綱は出来上がっていた。

　昭和52年の改訂の際は、社会から数学教育現代化に対する厳しい批判を受けていたので、

学習指導要領の作成の間で最も苦慮したのは「集合」の扱いと低学年の時間増に対する対

応である。集合は従来から内容ではなく内容の取り扱いの個所に、集合についての用語・

記号として、集合、要素、｛｝、⊃を用いることはさしつかえないと書かれていたもので

ある。原案の段階から、学習指導要領の中で、「集合」という言葉を用いた内容の記述を

ひかえていたが、「集合」という言葉を1回のみ使用してよいことになり、文案を練ってい

る間に、最終段階で使用してはならないとなった。これは教科調査官の地位の問題であり、

教科書から「集合」という言葉を追放するためであった。

　算数という教科は児童の発達段階から見て低学年に時間が増加されても、中学年で扱う

内容を繰り上げて指導することができないのである。例えば、低学年で分数の計算を扱う

ことは無理なのである。そこで、操作的な活動を重視して具体的．な体験をさせることを推

進した。それは、教科書の大判化（後述）によって実現され、今日に及んでいる。

　また、授業時数の削減に伴い、内容も削減したことを明らかにするため、学習指導要領

のそのものの分量を減らすことになり、内容の示し方や叙述を配慮して従前よりかなり薄

いものになっていた。レかし、協力者会議を解散した最後の段階で、更に教科等の目標の

形式を改めることになった。あらかじめ完成していた目標、それは次に示す従前の目標に

近いものではあったが、きわめて短期間に2行程度の一文にするようせまられた。

　算数科の目標　　（昭和43年～昭和52年）

　日常の事象を数理的にとらえ、筋道を立てて考え、統合的、発展的に考察し、処理する

能力と態度を育てる。

　このため、

1　数量や図形に関する基礎的な概念や原理を理解させ、より進んだな数学的考え方や処

　理の仕方を生み出すことができるようにする。

2　数量や図形に関する基礎的な知識の習得と基礎的な技能の習熟を図り、それらが的確

　かつ能率的に用いられるようにする。

3　数学的な用語や記号を用いることの意義に？いて理解させ、．これらを用いて、簡潔・

　明確に表したり、考えたりできるようにする。

4　事象の考察に際して、数量的な観点から適切な見通しをもち、筋道を立てて考えると

　ともに、目的に照らして結果を検討し処理することができるようにする。

昭和52年改訂の目標
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　数量や図形についての基礎的な知識と技能を身に付け、日常の事象を数理的にとらえ、

筋道を立てて考え、処理する能力と態度を育てる。

4　中央教育審議会・臨時教育審議会

　従来、教育改革に関連する文部省設置法に基づく審議会としては、文部大臣の諮問に応

じて教育、学術または文化に関する重要施策について調査審議して文部大臣に建議する中

央教育審議会があった。さら！こ、専門的な教育課程に関する事項を調査審議する教育課程

審議会などがあったのであるが、平成13年1月からは，中央省庁等改革の一環として、中央

教育審議会の中に分科会として、教育制度、生涯学習、初等中等教育、大学丸スポーツ・

青少年の5分科会を設置することになった。委員としては30人以内、任期2年で1～2の分科

会に所属するが、臨時の委員や専門委員を置くことが出来るようになっている。

文部科学省中央教育審議会 文部省の旧審議会＿

中央教育審議会 教育制度分科会 中央教育審議会

生涯学習分科会 生涯学習審議会

理科教育及び

Y業教育審議会

初等中等教育分科会 教育課程審議会

教育職員養成審議

大学分科会 大学審議会

スポーツ・青少年分科会 保健体育審議会

　この組織表をどう読み取るかは、審議会の運営についての細則によるとしても、少なく

とも従前は教育課程の基準について議論する独立の審議会があった。国の組織として審議

会の整理統合の方向に沿った改訂であると思うが、初等中等教育分科会には3つの審議会

が含まれ、それが中央教育審議会のなかの分科会の一つになったのである。教育課程に関

する国民の声は反映されるのであろうか。

　中央教育審議会で扱うより更に広範にわたる教育に関する問題を扱うのが臨時教育審議

会である。最近の臨時教育審議会は、昭和59年9月、中曽根総理大臣から「我が国におけ

る社会の変化及び文化の発展に対応する教育の実現を期して各般にわたる施策に関し必要

な改革を図るための基本的方策について」という諮問を受け、委員25名専門委員20名の構

成で設置され、第四次の最終答申を昭和62年8月に提出されている。

　第一次の答申では、教育改革の基本的な考え方として次の8項目が挙げられている。

　（1）個性重視の原則　　　　　　　　　’（2）基礎・基本の重視

　（3）創造性・考える力・表現力の育成　　（4）選択の機会の拡大

　（5）教育環境の人間化　　　　　　　　　（6）生涯学習体系への移行

　（7）国際化への対応　　　　　　　　　（8）情報化への対応

　第二次の答申には21世紀に向けての教育という視点から教育行財政改革に及んでいる。

　第三次の答申では、教科書制度の改革などに触れられているが、特に、新しい検定制度

のあり方については、実行可能な方向を目指し，制度改革の長期的課題を明らかにしたこ
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とが今では懐かしい。

　第四次の答申はこれら3つの答申を総括したものであり、この臨時教育審議会の答申は

当然のことながら文部省の中央教育審議会に対して大きな影響力をあたえる。

5　入門期の算数教科書の改善

　昭和52年の教育課程の基準の改定にともない、小学校第1学年の算数の授業時数が週1時

間増加されることになり、新しい学習指導要領の趣旨を活かす指導をするため、教科書の

内容や体裁を改善する必要があると考えて教科書検：定課に次の提案をした。

1．今回の改訂との関連で

　（1）．入門期の指導について

　　　これまで以上に、数量や図形を抽象する過程を重視し、それらに対する関心や親し

　　みをもたせるようにする。これは、入門期の指導を充実させるとともに、それ以降の

　　学習の基礎を確実にするため必要不可欠なことである。そのため、具体物による操作

　　をする活動を一層重視することにした。

　（2）就学前の教育との関連について

　　　教育要領（幼稚園）の改訂にともない、幼稚園での数量や図形についての取り扱い

　　は、「日常生活の中で幼児自身の必要感に基づく体験を大切にし、数量などに関する

　　関心、感覚が無理なく養われるようにすること」とされ、数量や図形を考察の対象と

　　して学習を進めるのは小学校の第1学年が最初である。したがって、算数の入門期とし

　　てのこの時期では、（1）で述べたことが、就学前の教育との関連から見ても大変重要

　　である。

2．入門期の算数の学習からみて

　（1）低学年の取り扱いは、原則として「具体的な操作活動を通して行う」ことを学習指

　　導要領指導要領に明記した。

　（2）入門期では、数、量、形についての理解の基礎となる経験を一層豊かにすること

　　を強調している。具体的には

　　　ア．数については、概念を形成するのに、数える対象にはおはじきなどの具体物を

　　　　置くなどして個数を調べることが必要である。また、数の大小、順序などの基礎

　　　　となる経験としては、おはじきなどを並べたり、並べたものを観察したりするこ

　　　　とが必要になる。

　　　イ．量については、第2学年以降から普遍的な単位を用いた測定を扱うことになる

　　　　が、第1学年の入門期においては、身近にあるものの大きさを単位としてそのい

　　　　くつ分で大きさを比べることを重視するよう明示している。したがって、例えば、

　　　　長さなどについて、おはじき、数え棒などを単位として、ものの長さを測定する

　　　　活動を一層充実させる必要がある。

　　　ウ．形については、量の場合と同様、第1学年の取り扱いでは，いろいろな形を作

　　　　つたり分解したりする活動を重視することとし、ひごなどを用いて形を作ること、

　　　　また出来上がった形を変形したり、壊したりすることを大切にする指導が必要に
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　　　なる。

上記、ア、イ、ウに関する具体的な活動を取り入れた指導が次第に行われるようにな

っているが、実際の指導においていくつかの間題がある。特に教科書の活用の関連でみ

ると、次のようなことがあげられる。

①　教科書の上に描かれた動物や植物におはじき、ブロックなどの具体物を置いて学

　　習しよう、とすると動植物の絵が小さすぎたり、置いたおはじきなどを集めるスペー

　　スが不足したりして、教科書の上での作業が困難である。したがって、教科書とは

　　別にワークシートなどを用意して学習させる場面が最近増えている。入門期の児童

　　にあっては教科書とワークシートの2本立ての活動は好ましくないので改善が必要

　　である。

②　教科書の装丁からみると、教科書を開いた場合、その上で操作をするとなると安

　　定性が悪く、操作しにくい。ために、入門期にあっては、操作ができやすいものに、

　　例えば、幼児の絵本のように改めることが必要である。

　③入門期の具体的な活動は、第1学年の後半における算数の学習の中では自分の考

　　えを説明したり確かめたりするのに活用することができる。この発達段階の児童に

　　あっては、身近にあって親しみのあるものを繰り返し活用して、学習を展開するこ

　　とが大切である。

3．具体的な提案

　　これらの状況からみて、第1学年の教科書は、現行の1分冊を2分半に分け、その1分冊

　を、上記の①、②、③の問題点などを改善するために当てることとし、他の1分冊を従

　前のものとすることが望ましい。

　　つまり、第1分冊は、次のことを配慮したB5版のものとしたい。

　（1）図、絵、写真などを主体とし、言葉、記号は原則として用いない。

　（2）算数セットなどの具体物を用いて活動できる程度の大きな図、絵などとする。

　（3）紙面上で操作が出来やすくするため、厚紙を用いたり、綴じ方を工夫したりする。

　（4）いろいろな形を構成するなどの活動については、それに必要な形を綴じ込み、そ

　　れを切り離して活用させるようにする。

4．新しい検定教科書

　　その後、教科書検定基準並びに検定基準実施細則を制定する段階でいろいろ調整がな

　されて、次のように定められた。

　　版型及び分冊に関しては、小学校1年は、A5又はB5で1分冊、2～6年はA5で各2分冊

　とする。

　　体裁に関しては

　　（1）書き込み形式

　　　　学習指導上有効であると認められる場合には、児童・生徒に、’直接文字を書き，

　　　込ませるような形式を用いることは差し支えない。

　　（2）彩色、貼り付け又は切り取り形式

　　　　学習指導上有効であると認められる場合には、児童・生徒に彩色及び貼り付けを
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　　させるような形式を用いることは差し支えない。ただし、切り取り形式はいては

　　ならない。．

　（3）折り込み形式

　　　折り込み形式を用いることは、数表、単位表など、特に必要がある場合は差し

　　支えない。　　　　　　　　　　1

と明記された。

　このような過程を経て、緑表紙の教科書（昭和10年）の版型A5からB5へと大判化が

進められ、上記の体裁に関する変革がなされたのである。このときの改訂では第1学年

の2分冊と切り取り形式は認められなかったが、平成元年の改定の際に、切り取り形式

が採用され、現在は第4学年まで大判化されている。

　小学校第1学年の算数指導においては、教科書が極めて重要な役割を果たすものであ

り、充実した指導を進めるために2分冊にして操作的な活動と基礎的な経験を豊かにす

ることが不可欠である。

6　まとめ

　本稿は我が国の教育改革が学習指導要領の改訂によって具体化されている現状にかんが

み、その背景となる教育課程審議会を軸にして、中央教育審議会、臨時教育審議会に触れ、

最後に教科書の改善の過程について述べた。

　教育全般にわたることは中央教育審議会に諮問するけれど、教育課程については教育課

程審議会に諮問し、そこからの答申を受けて学習指導要領を改訂している。その学習指導

要領に依拠して教科書の執筆がなされ、教科用図書検定審議会を経て児童生徒の手元に配

布される教科書によって教育改革は具体化される。この過程を約10年ごとに繰り返してい

るのだが、これからは、従前の教育課程審議会を廃し、中央教育審議会の二つの分科会即

ち教育制度分科会と初等中等教育分科会とに分けて審議することになる。この組織での運

用は初めてのことであり、これからの教育改革を見守っていきたい。もし規制緩和の方向

で進むならば、一人一人の教師の責任が今まで以上に問われることになるであろう。
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研究指定校における新教育課程開発の課題

一宮城県の研究指定校を事例に一

水　原　克　敏（東北大学大学院）

1．本稿の課題

　1998（平成10）年12月に小学校、中学校新学習指導要領が改訂され、その新教育課程の

開発に向けて文部省あるいは各府県において研究指定校が指定された。本稿では、宮城県

の研究指定校の中で、試行錯誤の過程が他校にとって参考になる古川市立古川第五小学校

を事例に、その新教育課程開発の成果と課題について分析することを目的とする。

同校は、古川市内に位置し、2001年度現在で、1年生3学級、2年生2学級、3年生3学級、4

年生2学級、5年生3学級、6年生2学級と障害のある子供の「あやめ学級」で、合計16学級、・

生徒数496名の小学校である。

　同校は1999年度より教育課程開発の研究指定を受けて3年目であるが、その教育課程研

究では、曲がり角には来ているものの、新たな開発をするまでにはいたつていない。しか

し、その試行錯誤のまじめさと迷いが実に多くの学校でありがちな様相を呈しており、参・

考になるはずである。

2．古川第五小学校の教育目標と課題

　教育の今日的課題は、学校5日制を来年度に控えて、「ゆとり」の中で「特色ある教育」

展開し、「生きる力」を培うことである。これを受けて、本校の教育目標は、「（1）思いや

りがあり、助け合う子ども。（2）元気で、最後までやりとおす子ども。（3）よく考え、進

んでとりくむ子ども。」を立てている。この3目標は、徳・体・知の3観点から立てたもの

と思われる。

　これを実現する上での、課題は何か。「本校も開校5年目を迎える。子ども達は、学校生

活全般に落ち着きを見せて来ている。しかし、開校当初から課題の一つである「子ども同

士のかかわり』や『親同士のかかわり』、『学校と地域のかかわり』は、今も十分とは言え

ない現状にある」という。

　児童の実態を詳細に見れば、「全学年を通して、「元気に学校生活を送っている』と考え

ている子どもは7割以上いる。反対に、「自分から進んで行動できる』と考えている子ども

はごく少数である。学習の進め方では、友達とかかわり合って学習をすることをほとんど

の子どもが好んでおり、友達に教えてもらったり、教えた経験を持っている。また、友達

の良さを素直に認めることができる。遊びに関しては、8割以上のこどもが友達と一緒に

遊ぶことを好んでいる。学年が進むにつれて、友達に助けてもらったり、助けてあげた経

験を持つ子どもが増えている。」という。

　3目標を達成する観点から児童の実態を見ると、「元気で」あることと、「助け合う」こ

とはやや達成されているが、特に足りないところは、「進んでとりくむ」ことであるとい

うことになる。
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　保護者も同様の見方で、「我が子に対して明るく元気に生活しており、仲の良い友達に

は優しく接していると考えている。与えられた課題には熱心に取り組むことができるが、

進んで課題を見つけたり工夫しながら解決の糸口を探ったりすることを苦手と考えてい

る。」というように、やはり、「進んでとりくむ」ことに問題があると捉えている。

3．研究目標と実態との不整合

　ところが、研究目標としては、「他とかかわり合いながら、生き生きと学ぶ五五っ子を

育てる教育課程の編成と実施はどうあればよいかを実践を通して探る」ことが立てられ、

研究の視点として、「（1）『かかわり合い』を大切にして『生き生きと学ぶ喜び』を実感で

きる授業づくり。（2）各教科・領域のカリキュラムづくりと検討。」が立てられている。

　「進んでとりくむ」ことが課題であるとして、児童の実態からも保護者からも出されて

いるなら、そのこと自体を研究目標にすべきであるが、同校の課題認識としては、前述の

ように、開校5年目の今日でも、「子ども同士のかかわり」や「親同士のかかわり」、「学校

と地域のかかわり」が十分とは言えない、という状況判断がある。

　しかし、この「かかわり合い」を求める課題認識と児童の実態及び保護者の認識との関

係が整合性に欠け、研究目標と視点設定に、ある種の無理を感じざるをえない。学校側の

認識としては、「進んでとりくむ」ための前提条件として、そのような「かかわり合い」

の弱いことが問題として認識されたのであろうか。あるいは、L「進んでとりくむ」ために

は、「かかわり合い」が自覚できる学習素材を追求させることが必要である、と認識され

たのであろうか、はたまた、一定程度「かかわり合い」が成立していることをふまえ、そ

の良さを生かして、「進んでとりくむ」ことにつなげようとしたのだろうか。とにかく、

同校の教育課程開発のキーワードは「かかわり合い」であるが、その意味付けが曖昧であ

るために、その発展のさせ方も曖昧になってしまっている。

　むしろ、従来重視してきた「かかわり合い」については、噌定の成果があり、今後は、

その成果を生かして、次の課題である「進んでとりくむ」カリキュラム開発に力を注ぐべ

きであろう。

4．どんなカを育てたいか

　そのためであろうか、次のような反省が見られる。平成12年度の実践では、年間30時間

学年合同で、3年生「生き物　ふしぎ発見」、4年生「古川調査隊」、5年生「米作り農業体

験　～産業とのかかわり～」、6年生「福祉　～共に生きる～」というテーマを進め、「子

供たちは、元気一杯に昆虫を探したり、地域の施設を見学している様子を見ることができ

た。また、高学年の子供たちは、コンピューターの前に額を寄せ合ってインターネットで

調べている姿も見られた」のであったが、「私たち教員は、「総合的な学習の時間』の展開

について一人一人の思いを十分に共通理解できないまま実践を進めた。そのため、この時

間を通して、学校・学年部として、子供たちにどんな力を育てたいのかを明確に押さえて

進めることができなかった。」とまとめられている。

　子供たちにどんな力を育てたいのか、これを明確に押さえることができなかった、とい

う正直な反省であるが、では、どうずれば良かったのか、その出口はまだ見えない。平成

13年度に立てたねらいは、（1）教科や領域の枠を越えて各自が興味・関心を持って立てた
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課題を具体的な体験や活動を通して追求する。（2）自分とのかかわりから地域に目を向け

ながら、学んだことを自分の生活に生かしていこうとする意欲や態度、実践力を育てる。

というものであった。

5．実現可能な活動内容の洗い出し

　つまり、ひとまず、「総合的な学習」の原点に返って、子どもたちの興味・関心と生活

の側から立て直そうというわけで、課題設定にまでは至っていない。これを同校では次の

ように説明している。「本年度は、年間80時間程度で総合学習を展開していく。昨年度末、

「総合的な学習の時間』の展開について、その課題設定の在り方や実施時期の決定などを3

度の全体会を持って年間指導計画への位置づけを考えた。しかし、実践の経験不足のため、

設定までには至らず、今年度、作成・実践へと持ち越すことになった。今年度は、昨年度

から引き継がれた実践と教師の思いから実現可能な活動内容を洗い出しを行った。それら

の資料を基に平成13年度の各学年の教師の考えをもとに次のような活動内容で総合学習を

進めている。」、3年冬「底まめ探検隊」、4年生「古川不思議発見1」、5年生「い一ね一

米ライス！」、6年生「共に生きる」「外国の中の日本」などである。

　今年度は、昨年度から引き継がれた実践と教師の思いから実現可能な活動内容を洗い出

したというのは当然であろう。子どもの興味・聖心と生活の側からひとまず小さな学習課

題を見つけ、そこから、より広がりのある、かつ教師の願いにつなげられそうな課題を設

定したいと判断したからに相違ない。今年度の成果を受けて、「課題の洗い出しに力を入

，れ来年度の計画に生かす。年度末には、カリキュラム評価を全員で行い、平成14年度の完

全実施に備えることが共通理解」であるという。

　同校は、いずれ課題設定をしたいとしているが、それは学校として統一的な課題設定を

意味するのであろうか、各学年で上記のような課題を設定し、その課題の下で子ども達が

意欲的に「進んでとりくむ」でいるならば、それはそれで問題のない課題を設定している

というべきであって、何か統一的なテrマでなければならないということはない。この点

についての若干の誤解があるかもしれない。場合によっては、個人個人が別々のテーマで

追究することもあるわけである。やはり、問題は、個人及び集団において、「総合的な学

習」になっているか、ということであろう。

6．「総合的な学習」の条件

　「総合的な学習」といえる条件を考えるならば、（1）見通しの持てない時代において、

主体的に生きるために、現代的課題について、教科や領域の枠を越えて追究し、現代的課

題に対処する力を形成するための学習になっていることと、（2）その学習では、縦割りの

教科で習得した知識・技術をフルに活用して総合化する契機になる学習であること、（3）

現代的で普遍的な課題であるだけでなく、自分自身にとっても意味を感じることのできる

学習であること、そして、（4）当該問題に限らず、同様の課題を追究する方法論が身につ

く学習であること、という4点を挙げておきたい。

　同校の課題探しでは、「総合的な学習」はこれで良いか、という問がもっとあってよい

ように思われる。「総合的な学習」として、どういう条件を大切にするか、それぞれの学

校の状況において差異があると思うので、学校の現状をどのように踏まえ、現段階で何を
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優先的な課題とするか、ということが問題になるはずである。

　ただ、同校は、「総合的な学習」の前提となる各教科・領域学習において力を入れてき

た経緯があり、好意的に見れば、それを発展させるものとして「総合的な学習」を位置づ

けているように思われるが、「総合的な学習の時間」の教育課程上における位置づけは曖

昧である。

　同校は次のように説明している。「昨年度まで、本校では、1単位時間の弾力的運用や学

習形態、指導体制の工夫を図り、各教科の基礎・基本の定着を目指した授業づくりを中心

に研究を進めてきた。その成果として子ども一人置とりが生き生きと活動して学習に取り

組んでやる姿を多く見ることができるようになってきた。その子供の活動する姿を「総合

的な学習の時間』に取り入れていきたいと考えている。各教科・領域で培われた力が、

『総合的な学習の時間』を通してさらに進化拡充される。そして、『総合的な学習の時間』

で培われた力は各教科・領域において生きて働く力になるものである。「総合的な学習の

時間』と各教科領域の学習は密接なかかわりを持っており、すべての教育活動通して生き

る力が育成すると考える。具体的には

　　○『総合的な学習の時間』での多様な追及の仕方が各教科・領域で発揮される。

　　○各教科・領域で身につけた知識や技能・学び方が、『総合的な学習の時間』の追求

　　　で生かされる。

　生活科との関連については、『生活科を学んだ子供が総合的な学習の時間を学ぶ』とい

う教育活動の順序性を大切にする。身近な地域に素材を求めた体験学習は、体験活動の場

の広がりへとつながっていく。さらに生活科で培われるさまざまな事象に対する興味・関

心は、調べ学習での広がりや深まりにつながっていく。生きる力を身につけていくことは

生活科で目指す自立への基礎をさらに確かなものにして。『総合的な学習の時間』は、生

活科を基礎として発展させていくことが大切である。」という。

　ここで同校が述べていることは、生活科も含めて各教科の成果を「総合的な学習」につ

なげたいということであって、教育課程上の関係構造、たとえば、コア・カリキュラムに

するとか、各教科から出された課題を「総合的な学習」の課題に発展させるとかの構造は

弱ぐ、各教科で培った基礎・基本と学習方法をさらに「総合的な学習」につないで指導す

るというものにすぎない。この位置づけだけなら当然のことにすぎない。より鋭角的な認

識のもとに、教育課程を構造化させたい。

7．その他有効な方策への努力

　さらに、基礎・基本の形成について同校は努力を惜しまない。（1）1単位時間の弾力的

運用、（2）朝の活動（パワータイム）、（3）TTなどの指導体制の工夫、（4）学習支援人

材バンク、（5）教育相談、（6）少人数指導、等々の考えられる方策を着実に打ってきてい

ることが注目される。

　まず、（1）1単位時間の弾力的運用であるが、「時間に拘束されることなく、学習内容に

応じて指導課程を組んで授業を進めている。生活科や「総合的な学習の時間』では、子供

の実態に応じた学習活動を展開することができる。また、算数の習熟や漢字練習は、短時

間で計画して進めている。1・2時間目と3、4時間目のチャイムを鳴らさない。そして、業

間時間と昼休みの時間を5分延長し子どもが自由に過ごせる時間を確保する。理科の実験
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や算数科の課題解決学習において、チャイムによって思考が中断されることなく子ども一

人ひとりに「できた喜び』味わわせることができる。図工の造形活動や家庭科の調理実習

など時間的なゆとりを確保することによって、伸び伸びとした活動が見られる。但馬時間

とお昼休みの時間が延びたことによって子ども同士および子供と教師の触れあう時間が多

くなる。」と期待されている。

　（2）朝の活動（パワータイム）は、国語科と算数科の基礎・基本の徹底を図ることを企

図している。「水曜日と木曜日の朝8時25分から8時40分まで実施する。国語は、音読、朗

読、読書、読み聞かせなど読むことと言語事項に関する内容を中心に学年で進める。算数

科は、数と計算領域の系統を考えて作成したパワープリントを使い、計算問題の習熟を図

る。パワータイム1回目つき3分半1単位時間として計算する。振り替えは月1回国語と算数

の時間をカットし放課後にゆとりを持たせて子供との触れ合いの時間に当てる。パワータ

イムは、従来の朝自習の時間とは違い、教師が子供の指導に当たる時間である。」という。

基礎・基本に対する徹底した指導の時間を「朝の活動（パワータイム）」として設定して

いるのである。「国語科において読むことを中心に進めることによって本に対する親しみ

を持つ子供が増え落ち着いた雰囲気で1時間目の授業を取り組むことができる。学年及び

学年部ごとの朗読会を企画運営することによって、読者に対する興味関心が高まり国語の

基礎能力の育成につながっていく。算数科では計算技能の高まりが期待できる。子供たち

は、必修事項の問題に取り組むことによって学び直しのゆとりが生まれてくる。また、理

解に時間がかかる子供にとっては、個別指導の時間が確保される。」という成果への期待

がある。

　（3）TTなどの指導体制はどうか、「複数の教員で指導することによって、指導の効率

を高めるとともに、子供の良さを多面的にとらえる」と位置付けられている。運用の実際

では、「学年の教員がチームを組んで集団で指導にあたる。教科学習および学級活動にお

いて、専門的知識を持っている養護教諭、栄養士、技能員によるTTの授業を展開する。

低学年においては、技能教科において特殊担任とのTTによる交流学習の推進を図る。ま

た1年生と特殊学級には、教務主任と研究主任が担任補助として入り、教科学習や交流学

習が円滑に進められるように補助する。」という。他面、「連絡・調整の時間が確保できな」

いなどの問題はあったが、全体として見ると、効果が大きかったという総括である。

　（4）学習支援人材バンクの方策である。「全家庭対象に、『学習活動支援人材バンク』の

登録のお願いのお知らせを出し学習支援の協力を得る。また古川市の『出前講座』や「し

あわせ宅配便講座』そして古川市公民館の人材登録バンク法との連携を図って人材の確保

に努める。各学年においては、各教科・領域の学習活動において人材を活用できる内容の

洗い出しを行う。学年主任及び教頭が窓口になりゲストティーチャーやボランティアティ

ーチャーとの連絡調整にあたる。」という仕方で進めている。「専門的知識を持った方から

の話や、技術指導を通して、学習に深まりが出てくる。特に、生活科や総合的な学習の時

間では、より多くの人たちの支援を受けることによって、活動意欲が高まりダイナミック

な学習が展開できる。より多くの地域の方々に授業に参加していただくことにより学校教

育への理解を深めてもらうことができる。同時に、特色ある教育活動を創造していくこと

にもつながっていく。」ということである。

　（5）教育相談では、子ども及び保護者の悩み相談に応じる。相談員は、教務主任と養護
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教諭、あるいは栄養士・教頭・校長である。「子供たちは、相談ポストに相談したいこと

を書き込んで申し込み、昼休み時間や放課後に相談を行う。」という。

　最後に（6）少人数指導で、「悲惨な算数における指導教員の1人当たりの児童数を少な

くすることにより、実態をより的確に把握し、それに応じたきめ細かな指導を実施し、指

導の効果を上げるとともに習熟を図り、どの児童にもわかるできる喜びを味わわせる。3

年生と4年生で実施している各クラスを2分し、担任と算数教員が分かれて指導している。」

3年生と4年生というのは、どうしてだろうか。おそらく、小学校における最初のつまずき

の関所がその学年にあるという把握によるのではないだろうか。この学年あたりから成績

の差が出始めるので大切な学年だからであろう。しかし、能力別学級ではないという。

「グループの編成にあたっては、能力別編成は行わず生年月日順に偶数番号と奇数番号に

分けて編成する。3年忌は学期ごとに、4年生は単元ごとに指導者が変わり学級担任と算数

指導教員が各学級の子供全員の指導に当たるようにする。」という。ただし、「各単元の習

熟の指導では、コース別学習を取り入れて進めている。コースの選択は》子どもの自主性

に任せて選択させている。」という。コースは3つである。

　○学び直しコース……教師とともに問題にじっくりと取り組むコース

　○習熟コース…………数多くの問題に取り組むコース

　○発展コース…………難しい問題に取り組む工夫

　「学級の人数が半分になることによって教室に空間的ゆとりが生まれ、教師と子供は精

神的中ゆとりをもって学習を進めていくとできる。机間指導がしゃすくなり子ども一人ひ

とりのつまずきに応じてきめ細かな指導を行うことができるようになってきた。教材研究

を算数担当が中心に進めているため学級担任の負担軽減につながる。」とプラスに自己評

価している。

8．総括と課題

　以上、古川第5小学校の教育課程研究の実践を検討してきたが、2002年1月17日段階で古

川第5小学校が総括した課題認識を見ると、3点挙げている。第1は、総合的な学習の時間

のデーマ設定についての総括で、「学校として学ばせたい内容や育てたい力を明確に出す

ことができなかったため、全体の内容やテーマも継続性が希薄になり、学年単独での実践

の色が濃く出てしまった．」という。しかし、各学校には、それぞれの実践段階があり、

必ずしも「学年単独での実践の色が濃く出て」しまうことは悪いことではない。まして、

必ず学校全体のテーマを立てなければならないわけでもないが、やはり、問題は、「学校

として学ばせたい内容や育てたい力を明確に出すことができなかった」という点である。

自分の学校の課題は何か、当面、「学年単独」で模索することは、踏むべきひとつの段階

であり、それぞれの成果を踏まえ、かつ、つないでほしいものである。

　第2は、「子供の思いの継続と実践について」を総括している。「子供の思いを実現させ

るために、子供の興味・関心を高める手立てを工夫することが必要である。その思いを継

続させるために学習の足跡を教室や廊下に常時掲示することに努めた。そして、思いを実

現するためには、しっかりとした発表の仕方や正しい発表態度を身につけさせることが大

切である。」という。これは、その通りであるが、残った課題としてあげていることは、

どういうことであろうか。やはり、「子供の思いの継続と実践」において、学習の足跡を
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常時掲示するという手立てだけでなく、やはり第1の課題の「学校として学ばせたい内容

や育てたい力を明確に出すことができなかった」という点に関わっているのである。子供

たちの学びたい追究したいという思いは、教師の側の学校としての課題発見や設定によっ

て生かされるからである。それがつながるまでには至ってないということであろう。

　第3は、学習支援ボランティアと評価について課題を総括している。「学習支援ボランテ

ィアの方に授業に参加していただいたことにより子どもが生き生きと活動している姿を多

くみることができた。より活発に展開していくためには、教師自身が人脈を広げ、地域の

情報を広げる必要があると考える。また、外部の支i冠者による評価は、問題点も多く考え

られるが、今後研究を深めより良い評価の方法について取り組んでいきたい。」という。

確かに外部者が入ることの問題点も多くあるに違いないが、それでも全体として見ると、

やはり効果が大きいということであり、同校が総括しているように、積極的に導入する方

向で、外部支援者の良さを生かすあり方を追究することが必要であろう。

　今後、どんな取り組みをしたいかという問に対しては、1．各教科と総合的な学習の時

間の関連について、（1）活動内容の相互交流、（2）育成したい力の重点化と評価基準の作

成、（3）指導要録改善の趣旨を踏まえた評価の在り方と通信票の作成、2．特色ある教育

つぐり、学校づくり、そして3．「かかわり合い」を評価する視点と基準づくり、評価法の

確立、という3点である。

　さらに、「その他」の反省として、「研究部を組織して研究を進めてきたが、研究内容に

おいてあいまいな点があり研究が進まなかったときがあった。来年度に向けて本校として

の研究課題が何かの洗い出しを行い、全員で研究内容を確認して研究を進めていきたい。」

とある。

　最後の「その他」の反省通りで、実は、研究課題が明確になると、取り組みをしたい3

点はおのずから解決することになるはずである。ただし、それは実践の段階に応じてしか

課題の樹立はできないので、そのレベルで応じて「あいまい」になることは当面仕方のな

いことである。しかし、その「あいまい」さに気づいており、後記の「研究成果と課題」

の表を見ると、それぞれの項目で相応の実績と課題を出しており、新たな段階を迎えてい

るように思える。

　全体としてみると、研究主題である「生きる力を育む新教育課程の探求……かかわり合

いを大切にした授業作りを通して……」というテーマとは不整合で、むしろ伝統的な教科

教育あるいは基礎基本の教育に傾斜した教育課程の側面が強いと判断できる。この教科教

育・基礎基本の教育については、（1）から（6）まで、懇切丁寧な手立てが打たれており、

その内容は実効性のある力強いものである。また、「かかわり合い」に関する同校の研究

課題も、5年間の努力の成果によって、ほぼ達成されており、それを継承しつつ、今後は、

教科教育の良さを生かし、よりいっそう同校の課題に即した新たな教育課程づくりが求め

られる。
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成　　　　果 課　　　　題

単位
・ノーチャイムの定着　　　　　　一 ・時間を意識して行動することの出

時 ・時間的ゆとりのある授業の展開 来ない子供
間の

→達成感を味わえる授業 ・休憩時間の過ごし方
弾力

→子供の興味・関心を大切にした授業

的 ・パワータイムの定着 ・実施方法、配当配列、内容
運用

→国語と算数の学習プリントの整備 ・基礎基本の定着

・学年部及び学年の集団指導 ・カリキュラムへの位置づけ

・TTによる指導 ・事前打ち合わせ時間の確保
指導

・担任補助としての指導
体制

・特殊補助としての指導

・学習の遅れがちな子どもへの指導 ・個に応じたカリキュラムの作成

→全教職員で育てる意識

学 ・人材確保の方法 ・評価の仕方
習支

→年間登録制度 →支援者からの情報収集

援 →学習単元登録制度 ・打ち合わせ時間の確保
ボラ

→個人情報による活用 →授業の流れについての確認
ンティ

　→公的機関の活用

E多様な学習活動の展開

・活動中の事故防止

ア →公開研究会　22名の支援者

・算数室での指導 ・グループ分けの仕方
少人

→精神的、空間的ゆとりの確保 ・評価の仕方

数 ・個に応じた指導 ・　→評価項目の共有化
指導

→一l一人の良さの発見 ・担任と算数担当の情報交換

・教材研究の共有化 ・　→学年行事の調整

総 ・実践の経験 ・テーマの継続性
合的

→学年テーマの設定 →育てたい力の明確化

な ・思いの継続と実現
学
習 →教科との関連
の時

→基本的な学習習慣の育成

間 ・学習支援ボランティアと評価

研究成果と課題
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国立大学附属中高一貫校のカリキュラム展開9

一東大・奈良女子大・名大各附属学校の場合一

陣 達雄（名古屋大学大学院）

　2000年度から学校教育法上のいわゆる中高一貫校となった国立大学附属学校は、現在の

ところ東京大宗教育学部附属中等教育学校、奈良女子大学文学部附属中等教育学校、併設

型の名古屋大学教育学部附属中・高等学校の3校である。本稿は、これら3校の中高一貫教

育課程の展開を見ることにする。最初に、中高一貫教育6か年をどのように区分している

かについて、次に、従来から行ってきている総合的学習をさらにどのように充実しようと

しているかについて、最後に、カリキュラム上にどのような特色を出そうとしているかに

ついて見ることにする。

1　中高一貫教育6か年をどのように区分しているか

　中高一貫校では、何らの形で節目を設けている場合が多い。東大附属学校では、1963年

度から、学力テスト後に抽選を行う制度にし、高校へ全員進学させる6年一貫教育を確立

し、「中だるみ」を防ぐため、2年ごとの“ふし”を設ける2－2－2制を検討し始め、1966

年度から取り入れている。2年ごとに学級編成および担任を替え、第1期（中学1、2年）を

基礎期、第2期（中学3年、高校1年）を充実期、第3期（高校2、3年）を発展期とし、各期

ではそれぞれの目標に従って行事などを計画することになった。適期の目標としては、第

1期は、学級学年集団づくり、自主的学習態度の養成、生徒会活動への参加があげられ、

第2期は、指導学年への自覚と指導力の養成、自主的学習の充実、生徒会活動の充実、耐

久力の養成があげられ、第3期は、社会人へ向けての視野の拡大、進路選択の能力の育成、

生徒会活動での指導力の発揮があげられている。資料1は、2000年度の学校全体のカリキ

ュラムである。このカリキュラムの原案はカリキュラム委員会が作成したものである。同

委員会には、4つの研究グループがあり、第1は総合学習グループであり、同グループは総

合学習入門グループと課題別学習グループに分かれる。第2は授業と一貫カリキュラムグ

ループであり、同グループはどういう授業がいいのかを考えるグループとカリキュラムを

考えるグループに分かれる。第3は学習とケアグループであり、学校教育臨床総合研究セ

ンター分室担当グループとLD担当グループにわかれる。第4は開かれた学校づくりグル

ープであり、生徒・父母・教員の三者協議会（準備段階、2001年度に発足）に入るグルー

プである。カリキュラムは、「自分づくりの学び」を6年間貫く学習の柱とし、5つの回す

なわち、「ことばの力」「論理の力」「身体・表現の力」「情報の力」「関係の力」を重視し

つつ、教科学習と総合学習を大きな2本柱とし、これに子どもたちの自治活動を有機的に

結びつけるものである（同校『2000年度学校要覧』、および2001年2月23日の草川剛人副校

長へのインタビューによる。同校については以下も同じ）。同校は、これまでも中高一貫

校として実践してきているので、カリキュラム全体を抜本的に変える必要はないといえよ

う。
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　奈良女子大附属学校も、東大附属学校と同様、従来から6年一貫教育を2－2－2制で実践

してきており、中等教育学校になってもその体制を維持するとしている。カリキュラム編

成方針としては、低学年（1～2年）では、6年一貫教育を貫徹するのに必要な基礎学力の

定着を図る、それを実現するための学習方法・態度の習得を図る、集団生活の民主的・道

徳的ルールを身につける、をあげている。中学年（3～4年）では、自主的学習方法の習得

のため、実験・調査・研究・発表等の方法を授業に取り入れ、学習への興味・関心を広げ、

多面的、多元的なものの見方を養う、学校行事や特別教育活動において民主的・自治的活

動を実践する、をあげている。高学年（5～6年目では、生徒の能力・適性・進路に応じた

多様な選択制を導入する、進路に応じた科目の選択、到達度に対応した選択を可能にする、

自主的活動において、指導的な役割を果たすことができる、をあげている。各段階の生徒

に対して重視すべきこととして、1・2年生には、基礎教育の重視をあげ、最初の2年間の

各教科指導は、基礎学力の定着と学習方法の習得を目指すとしている。3・4年生には、多

様な学修方法の実践をあげ、実験・実習・体験・表現を重視した教科指導の方法を背景に

生まれた総合科「奈良学」（国語・社会科・英語・技術・美術による合科）、「環境学」（社

会科・理科・保健体育・家庭科による合科）は、同校の教育を一層特徴づけるものとなっ

ているとしている。5・6年生には、個性・進路に応じた選択制をあげている（奈良女子大．

学文学部附属学校『新しい中等教育像を創る』（冊子）2000年、30－32頁）。資料2は、同校

、の全体のカリキュラムである。同校も、6年一貫教育をやってきているので、従来からの

カリキュラムを抜本的に変える必要はないといえよう。

　名大附属学校のカリキュラムについては、本科研研究の『第一次報告』（拙稿「併設型中

高一貫校の新しいカリキュラム展開」）および『第二次報告』（丸山豊・榊達雄「中高一貫

カリキュラムの展開と問題」）で報告している。同校では、中学校を1－2、高校を2－1と

し、入門基礎期一個性i探求期一専門基礎期一個性伸長期、すなわち1－2－2－1制としてい

る。資料3は、2001年度入学生向けの中学校カリキュラムであり、資料4は、2001年度入学

生向けの高校カリキュラムである。高校からの外部入学生を積極的に受け入れるための融

合カリキュラムの工夫がなされる。

2　総合的学習をどのように充実しようとしているか

　上記の3校とも、総合的学習に相当する学習（教科）には従来から取り組んできている

ので、どのように充実するかが課題となる。東大附属学校では、1・2年生に総合学習入門

を課している。そのねらいは、同校の6年間の学習に対する心構えを身につけるべく、「5

つの力」を2年間で身につけるため、少人数で身近な課題から学習活動を行い、自ら学ぶ

学習の基礎を養うとしている。2000年度は、1年生は、総合学習入門として、入学式・始

業式後に、すぐにオリエンテーション合宿を行い、4月1年生に神田川沿いを歩かせ、神田

川に関わる産業、水質、植物等をグルーフ．ごとに調べさせ、冊子にまとめさせた。学習に

ついて自覚させることに成功したとしている。その後、クラス単位で国際理解、サバイバ

ル、情報とメディアを順繰りに学習させたが、国際理解では大学の韓国の留学生から遊

び・教育・衣・食等を学び、サバイバルでは阪神大震災のような震災が起きたら、どうし

たら生きて帰られるかなどを学び、情報とメディアでは情報とは何かを学ばせた。2年生

は、グループ学習である。3・4年では、課題別学習を行う。半年を1サイクルとして、あ
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らかじめ指定された課題別に2学年混合のグループにより、それぞれの課題の研究を深め

ながら、総合的な学習の方法を身につけるものである。課題により、校外調査活動、宿泊

を伴うフィールドワークをすることもある。特徴としては、学年の枠を越ええて、3・4年

生が一緒に学ぶ、教科の授業では集中的・継続的に扱えない内容を取り上げられる、少人

数講座のため、様々な学習方法・形態が、生徒の実態や希望に合わせて実行できる、生徒

は、自分の希望・関心に合わせて講座を選択でき、それに必要な研究方法、調査方法を具

体的に学ぶことができる、などがあげられている。5・6年では、卒業研究として、一人ひ

とりの生徒が自分で決めたテーマについて、2年間をかけて研究してまとめる。特徴とし

ては、一定の方向づけはするが、テーマは生徒が自由に決める、原則として個人研究とす

るが、担当教官の判断により共同研究も認める、全教官を10～12の指導グループに分け、

グループ内で個人担当を決める、担当教官は、研究の指導者というより、援助者・助言者

の立場をとる、後期課程の必修単位数に数え、指導教官グループが5段階の評定を行う、

をあげている。このような総合的学習により自主的・自律的な学習方法が身につくならば、

貴重な成果といえるであろう。

　奈良女子大附属学校では、前述のように総合科「奈良学」「環境学」は、同校の教育を

一層特徴づけるものとなっているとしているが、これらを拡大・進化し、今回「総合的な

学習の時間」を「奈良学」「環境学」「世界学「情報学」の4つの分野で実施するため、そ

の6年一貫カリキュラムを編成しているが、これらの4分野を統合して「総合科」としてい

る6総合科と個別教科との関係については、①個別教科の教科内容から総合科に関連した

内容を抽出する、②分野ごとに抽出した項目を6年間の時間系列に配置する、③総合科の

内容と個別教科の内容を関連づける、としている。総合科の内容は、4分野からなる「総

合科軸」、個別教科からなる「教科軸」、6学年の「学年軸」の3つの要素から構成され、そ

の交点として総合科の1時間の授業の内容が決定されるという。資料5は、環境学の場合の

表であるが、例えばそこでの理科は3年生で「酸とアルカリ、生物と環境」を学ぶことに

なる。総合科のそれぞれの内容を統合・深化する統合学年は、奈良学は1・2年、環境学は

3年、世界学は4年、情報学は5年となっている。総合科の創設によって、考えられるメリ

ットとして、①総合的な学習の6年一貫カリキュラムの編成により、全学年、全教科で総

合的な学習が行われるだけでなく、その内容・方法の構造化は、6年間の成長、発達を見

通し、それに対応した総合化の過程を構築できる。②総合的な学習方法の習得は、学校全

体で取り組むことが必要かつ重要となる。③生徒の主体的参加による、生徒主導・協同型

の問題解決的アプローチやフィールドワ「クが中心となる総合的な学習の導入により、全

教科で教師主導型の授業から生徒主体の探求的学習の授業が追求され、本校全体の学習の

質、授業の質の向上につながる、としている。（同校の前掲冊子42－44頁）。同校の総合学

習は、奈良という歴史的地域を生かした内容になっているといえよう。

　名大附属学校では、総合学習「総合人間並」の前史は1971年春始まるが、1979年からの

総合学習としての研究旅行の試みが画期となっている。1989年から同校の改革の流れが生

じ、3っゐ視点、すなわち自由・自主と主体的な人間形成、そのための基礎学力の充実、

なぜ学ぶのか・生き方をつかませる完成教育、の下に、「総合人間科」準備期としての

「国際理解と平和の教育」の実践に取り組んだ。文部省依嘱の研究開発「自分の人生を自

覚的に選択していく力を育てる教育課程の開発一『総合人間科』設置の試み一」に取り面
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み、「総合人間科」を本格的に実践することになり、その後も継続している。併設型中高

一貫校の発足と同時に、文部省依嘱の研究開発「高大の連携を生かした『青年期のキャリ

ア形成』一総合的学習の発展を軸とした併設型中高一貫カリキュラムの開発一」の取り組

みは、総合人間科（総合学習）をより充実させることになる。総合人間科と密接な関係の

あるのは、ストレスを抱える中高生の対社会・対人関係のカリキュラムとしてのソーシャ

ルスキルフ．ログラム（ソーシャルライフ）の開発実践、および総合学習の発展的展開とし

て「青年期のキャリア形成」の推進である。キャリア教育の観点から各学年の課題は、①

入門基礎期（中学1年）が、自己・他者認識の基礎を学ぶ、②個性探求期（中学2・3年）

が、社会との結びつきの認識を高める、社会のシステムを理解する、キャリア情報検索能

力、③専門基礎期（高校1・2年）が、自己理解の変化、社会理解の広がりをめざす、キャ

リアプランニング能力、④個性伸張期（高校3年）が、自己実現である。中高一貫カリキ

ュラムとの関連では、①ソーシャルライフ、②選択プロジェクト、③新教超群、④：大学と

の連携、となる（「名古屋大学教育学部附属中・高等学校紀要』第46集、2001年、5－23頁。

同校教官が研究開発について分担して執筆しているが、氏名・テーマは省略）。同校の総

合人間科仁ついては1一定に評価されており、この研究開発の取り組みは、総合人間科の

充実につながるといえよう。

3　カリキュラム上にどのような特色を出そうとしているか

　東大附属学校では、特色の一つは理科と技術を結びつけて科学・技術科としてることで

ある。そうしたのは、理科の実験に技術の原理がどう生かされているかを教えたいという

ことが動機の一つである。保健体育の保健の部分と技術・家庭科の家庭科の部分を一緒に

して健康・生活科としていること、3年生に芸術を必修選択とし、4、5、6年の芸術とタイ

アップしていることも、特色の一つである。大学教官の協力をえた学校設定科目も特色と

いえる。「数学特論」では、生徒が駒場に出向き、大学教官から数学の授業を受け、これ

までとは違った数学に出会うことになり、生徒には好評である。「臨床心理入門」は、大

学教官、大学院生の協力を受けている。「現代宇宙論」では、理学部の教官と提携してい

る。丁図書館情報入門」では、図書館学の教官、学部の図書室と連携している。「体育」で

は、教育学部の体育学教官と共同研究を行っている。東大以外の大学（私立大学）教員の

協力もえている。大学の附属学校であることは、大学教官の協力をうる上では、非常に有

利な立場にあるわけである。なお、カリキュラムと直接には関係しないが、三者協議会が

2001年度に発足していることは、注目される。同協議会が今後、カリキュラムに関わるこ

とも議論するようになれば、同校のカリキュラムにも影響を与えることになるであろうか

らである。

　奈良女子大附属学校では、前述の総合化のカリキュラムは、同校の特色でもある。同校

の前掲冊子には資料5の環境学以外にも、同様の表が奈良学、世界学、情報学にもある。

また、教科ごとに4分野の1年から6年分での展開を示したものを一覧表にしたものもある。

そのほか、6年一貫教育の特色を示す表として、横軸に1・2年（個の萌芽）、3・4年（分化

と進化）、5・6年（個の確立と未来への展望）を置き、縦軸に指導目標、行動目標、具体

的な手だてを置いた表を、いくつかの側面（ないし領域）ごとに作っている。例えば、6

年一貫の学習指導では、指導目標は、1・2年で基礎基本として、基礎的学力および学習の
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基本的内容と方法を習得させる、3・4年で体験化として、自主的・体験的・実験的学習を

取り入れる、幅広い学力を身につけ学習意欲を高める、5・6年で自己決定力の確立として、

学力・能力・個性・特性・進路に応じた学習を保障する、人間性豊かな人格の育成をはか

る、をあげている。行動目標は、1・2年忌身の回りの具体的な事物や、現象について学習，

する、遊びの要素を取り入れて、聞く・話す・表すことを学ぶ、「感じること・考えるこ

と」を育てる、「自己表現」のできる場を提供する、3・4年で生活的概念への飛躍、自主

的・自立的思考の育成と感化を図る、感覚では直接とらえられない現象を理解する力を身

につける、事象を理解するための概念を修得する、「グルーフ．学習」設定、5・6年で興

味・進路・能力に応じた選択による系統的な学習、進路を考えることを通して、生き方を

模索する、自己実現のための強い意志をもち、自ら情報を発信するための手段を獲得する、

をあげている。具体的な手だては、1・2年で教科の特徴を理解させ、各自の学習方法を模

索させる、総合学習への入門期など、3・4年で総合学習における多様な体験、多様な表現

方法など、5・6年で自己管理、大幅な選択科目など、をあげている。この学習指導のほか

に、6年一貫の環境整備、6年一貫の人権教育、6年一貫の学校生活、6年一貫の進路指導、

6年一貫の健康生活を同様な表にしている（同校の前掲冊子、50－67頁）。これらは、従来

から行われてきたものかもしれないが、中等教育学校発足を期して、改めて表に整理した

ものといえよう。

　名大附属学校では、前述の研究開発と結びついたカリキュラム計画が、そのまま特色と

なっている。すなわち、総合人間科を柱にキャリア形成を視野に入れた新しいカリキュラ

ム構造、人間関係の学び直しとしてのソーシャルスキルプログラム構想（ソーシャルライ

フ）、高校融合カリキュラム、中学選択プロジェクト構想が、そうである。中学の具体的

展開としては、新教科ではなく「選択教科」のクロスカリキュラムとして展開する、中学

2年と中学3年忌学年を超えた異年齢学習集団を編成する、テーマのクロスカリキュラムか

ら統合単元とティームティーチングの導入、があげられている。高校での展開としては、

教科再編の新教科として展開する、高校1年、高校2年の異年齢の選択教科とする、外部中

学出身者に対する中高一貫教育の補完および学びの交流の場とする、総合人間科と既存教

科をつなぐものである、があげられている。2000年度の中学2・3年生の選択プロジェクト

学習のために、国語「SAMAZAMA書き方教室」、数学「数検にチャレンジ1」、音楽「音

楽文化史」、体育「附属発1　未来スポーツ」、社会「裁判ウオッチング」、理科「身近な

植物に親しもう」、美術「目指せ1　デジタルアーティスト」、技術「立体製図と木工」、

英語「Make　Drama　and　Play　Drama」、英語「English　Storytelling」の9教科、10講座が用

意された。この選択プロジェクトの内容は、各教科の観点から考えた重点的に扱いたい学

習内容、伸ばしたい力、または補いたい学習内容となっている。新教晶群は、高校1年生

と2年生を対象とした教科であり、「心と身体の科学」「自然と科学」「国際コミュニケーシ

ョン学」「共生と平和の科学」の4講座で構成される。この新教科斗では、既存の教科にと

らわれることなく、高校1・2年の専門基礎期において、3年の個性伸張期につながる力を

育てることを目的としている。新教科群は、既存教科の枠にとらわれない多面的な学習活

動を可能とし、教科と教科の融合、教科と総合学習の融合、附属中学出身生徒と外部中学

出身生徒との融合を目指す。1クラスを2～3人の教官で担当するため、10人～20人の少人

数編成が可能になる（同校前掲紀要、11、30－31頁）。これらは、併設型中高一貫校に認め
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られる有利な条件を利用するものであるといえる。

以上の3国立大学附属学校は、新しく．中高一貫校となっても、従来の経験を踏まえ、さ

らに有利な条件を利用したカリキュラムを展開しようとしているといえよう。中等教育学

校、’および併設型中高一貫校のモデルとなることが期待されているのである。

資料1東京大学教育学目附門中等教育学校教育課程1

未来に開く自己の確立

．5つのカ　「ことばのカ」　「輪理のカ」　「身体・表現のカ」　「情報の力」　「関係のカ」

平成12（2000）年度　東京大学教育学部附属中等教育学校教育課程　　〔移行措置期間〕

芸　術
国3再 社会 数目

科宇技術

音楽 美術 碁諮 書道

体商

健園生’活

英．語

穫建冒

総合字習

関係 合計

1年、

国語 社会 数掌 科学 ．技

p
音楽 美術 体育 　英

@．語

@※3
s．T．（AU陰｝

関係

30

4 3 4 3 1 1 2 2 ： 4 3 1

前朋課程

茎碇期

2年

国語 社会 数学 科掌 技術 音楽 美術 体育＊2 健康 家庭 ．　英

@二
噤D’r．IALT）’

πレ字習＊4

1那須生活

関係

30

4 3 4 4 1 2 1 ・2 1 1． 4 1｝ 1

芸術1

3年

国． 社会 数掌

選択故掌＊】

科学 技術

音楽1 爽術1 工芸1 畠道1

体育＊2 健旗＊3 家庭＊3

　英
@語．

噤D丁．IALT）

関係

30

4 3 3 1 3 1 必選2 2 1 1 4 3 1
実朗

芸術：

蓬

国語1

現代社会

放学1

島回A＊1 化掌IB

音楽1 美術1 工芸1 書道1

体育＊2 健康

生挙技術

英語　Itτ．｛義L↑1

オ↓貸

宿泊研修

30

4 2 3 1 4　． 1 必選．2 2 1 2 3． 1 3

芸術H

後期課程

5．年

．現
纒ｶ

世界史 日本史

地理
数字ll　噛

物理IB 生物IB 地胆IB 生物IA

膏楽Il． 美術：1 工芸II 書．

ｹlI

体育幽2 健駁

生挙技術＊3

英語n

オrラ失 卒業研究＊6

宿泊研修

30

2 2 2 必選2 4　． 必選4 必選2 3 1 2 3 1 1
発展期

芸術lll

6年

現代文 古典II

世界史B 日本史B

地理B

倫理

放掌m層

数字AB

数学C

数掌特祷

物理ll 化学11 生物11

音楽1閥 美術川 工芸川 8道田

体育＊2

英語11

ライラ多8

卒業研究＊6

22
T31

1
12♪ 13｝ 12｝ ‘2｝ 12｝ 12｝ ｛3｝ ‘3｝ 12｝ 12｝ ｛2｝ ‘2｝ ‘2｝ ω ‘2｝ 3 （2｝ 2 ｛2｝ ｛2｝ ‘2｝ （2｝ 1

・T．T．…Tじam　T¢achin呂・ALT…A郭is竃aM］ngua8鱈T嘘aじhcr・オーラル…Ora】Commuoicmion・リーディング①・・輪理を読む　・リーディング②…Co鷹m帥rarv　Engli5h　and

Dicu“ion　・ライティング①…E麗y　W面ng　and　Pr‘駕nla亀im　・ライティング②…B面c　Wri巳inB・大学…東京大学との協力授業　・《）…自由選択科目
＊．

P…学年を5コースに分ける　＊2…学年を2つに分ける　＊3…学隼を4つに分ける　＊4…内容により、学年合同、または、クラス、グループごとに分かれる　＊5…講座別

＊6…個別指導（ゼミ形式）

出所：東京大学教育学部附属中等教育学校『2000年度　学校要覧』8頁
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資料2　奈良女子大学文学部附属中等教育学校教育課程（平成12年度）

教科 1年 2年 3年 碑 5年 6年

国　　語 5 5 4 国語1　　⑪5

社　　会 4 4 4 現代社会　　⑪3

数　　学 4 4 4

理　　科 3 4 4

保1矧幸育 3 5 4

音　　楽 2 2 1

惹合理科　　⑫

矧w1　　⑬・

矧wA　　⑪1

ｹ楽12一
?術12
@　　　　累2H芸12
t№P2

@　　　　⑬2

ﾌ育　　　　⑬3

ﾛ健　　　⑬1

p語1　　⑪’
ﾉ1．1：：．日　　　⑬1

国語ll　　　　　　　o5

坙{史8　　　3
｢界史巳　　3’@　　　　　　　　　　＊3地理6　　　5

ﾏ理　　　　さ

ｨ理lB　　　3
ｻ学旧　　　3　　　　　　　　　　　＊5生物旧　　　3

n学旧　　　き

坙{史B　　　3
ﾋ，l　i　△。β生物IB　　　3

P1郵　1コム。’・

x鋲。渥コ・卿

ｹ楽1　　　1
?術1　　　1　　　　　　　　　　　＊1工芸1　　　1

蒼ﾙ1　　　1

ﾆ康一般　　　　　　　⑬2

訷轣@　　　　　　　　⑬3
ﾛ健　　　　　　　　　　⑬1

p語ll　　　　　　　⑬3
Pコ．〔．B　　　　　　　　　＠1

現代文　　　　　　　⑬5

ﾃ典講読　2　　　　△o，2

坙{史B　　5
ﾛ魏B　l　将政治・経済　　3

坙{史B　　3
j塁響、1茸邸・生物旧・il　4

ｨ理IB・ll　4
ｻ学IB・11　4
ｶ物旧　　三　△（：㌧三μ

n学旧　　　き

矧wlll　　　　ヨ

ｹ楽ll　　2
?術ll　2　　　△（：㌧

H芸ll　2　2　レ
W1宮1　ぎ壷良演　　　2　　　　　5

P1il臼1β

撃剣�ｭ琵コ岬

ﾌ育　　　　　　　　⑪3

p語ll　　　　　　　⑬き
､行イ：・グ”5　△〔：〕，3

美　　術 2 2 1 承庭一股

技術家庭 3 2 3

英　　語 4 4 4

道　　徳
！ 1’ 1

総合学習 2 世界学　　⑫2

特別活動 1 1 1 HR　　　　⑬1 HR　　　　　　　　　　　⑳1 HR　　　　　　　　　　　⑬1

計 52 52 33 33 23～34 13～34

・単位数の前に＠印のある科目は全員必修である。

、・単位数の前に＊印のある科目は必修選択で、左記の科目から必ず1科目を選択する．

・単位数の前に△印のある科目は自由選択で、選ばなくてもよいし、選ぶときはその単位数になるよう左記の

　科目から選択する，、

出所　http：／／www．nara咽u．acjp／fuchuko
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資料3　名古屋大学教育学部附属中学校教育課程

○平成13（2∞1）年度入学　中学校教育課程

第　1　学　年 第　2　学　年 第　3　学　年

授業時間 年　間暉当り

�ﾆ時間瞬数
備　　考

年　間

�ﾆ時間

週当り

栫@数
備　　考

年・間週当り

�ﾆ剰時数 備　　考

，　　　　　　「’　i

訣早@語114014
（書写35） 105 3 140 4

1社会 1・5i3 105
　1　　　　　　　　　　　　　　！

R｝　　　1105 3

数　　　学 　iP401　4
@1

105 3［ 1・513

　　　　　1掾@　　科　　1　105；　3　　　　　［　　　　　　　　「

105 3
i

105 u3 1
　　　　　l　　　l
ｹ　楽　170｝2 52．5 1．5

l　　　　　i

P35【1i　　　I
　　　　　1　　　　：

?術 ｢・i2 52．5 1．5
　135 　1P

保健体育
105｝3　…

70 2 　70F
2

技　　　術

ﾆ　　　庭

　…

V012
@i

70
　　　　　　　　　12｝　　　！70［2

　外　国　語

P英　　語

　1140「4　1

105 131 @　11・5i31　　｝
1

劇道　徳 35 k1 35 1　　　i35i1
6

ili；Ii吝i葺

特別活動

w級活動

　旨
R5｝1　「 35

1i　　i35…　I　　　　　　　　　　　　　　　　　l

1

ソーシャル

堰@イ　フ

　135　　1　…

専門講師と学年担
C団による授業 351　1 、程朧罎担い5口 専門講師と学年担

C団による授業
lll蕪llllll窯平和と国際理解1

．，．，，，．圏．．■

学年担任団による

�ﾆ 工　　70．L．i爵llllll⊥

70

　1．．…1……　1　　2

　　　　　　　闘@　　　　　「　　　　　　　1

w年担任団による
�ﾆ

基礎英語 1 基礎英語
`・B・C・D

35 1 35 　1
P

選　択　教　科

基…
基礎　数学
`・B・C・D

35 1

2クラス4展開

�K内容の復習

u週で英語、数学

�ﾝに行なう
35

｝　1

2クラス4展開

�K内容の復習

u週で英語、数学

�ﾝに行なう

　　　　　iプロジェクト
選択
vロジェクト

35 1

2・3年の異学年回クラス

?黙辮テー！35 1

2・3年の異学年輪クラス

ｶ徒の興味潤心のあるテー

}による選択クラス展開

総授業時間数 1120 32 1050 30 1050

g

30

出所　　『名古屋大学教育学部附属中・高等学校紀要』第46集、2001年、20頁。1
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資料4　名古屋大学教育学部附属高等学校教育課程

○平成13（2001）年度入学

第　2　学　年 第　3 学　年
教科 第1学年

共 通　　　　　選 択 通 選 択

国語1　　4
国　語 現代文

ﾃ典12
2　　　i古典講読

2口
現代文

ﾃ典1
li署欝現 2▲

R☆

地　理 世界史A　2 世界史B 4　i世界史B 2

歴　史
日本史A

n理A
1コ2，地理A

2口
日本史B

n理B
ﾏ理・政経4

14i騰B
@　…現代社会

公　民 現代社会　1 現代社会 2

数学1　　4 数学H 3 i ；数学皿 3☆

数　学

k

数学A　　1 数学A 1　　　i数学B
2★

激学A
艶矧wB
艶矧wC

2◇■

P］2▲

1ヒ学IA・生物IA 3 物理IB 2　　i物理IB 2 物理IB 2　物理IB 2 物理H　　2
化学IB
ｶ物IB

12i聖霧i塁
2　2□2

化学IB
ｶ物IB

12i三塁
化学H　　2　　　　　　2△生物H　　2

理　科 地学IB 2　　1地学IB 2 地学IB 2　i地学IB
@　：物理IB研究

2　　2 地学H　　2
ｻ学nのみ2△塵

i化学IB研究
黒ｨIB研究

22

2■

i地学IB研究 2

保　健 体育　　　3 跡育 2 体育 2

体　育 保健　　　2 1 iスポーツ理論 3☆

芸

　1p灘］2　1

i音楽n…美術H

1⊃2★
i　　－

、音楽n

鉛?術H
演ｹ楽田
鉛?術田

1英語1　　4 ；英語n 4 1英語H 11

英　語

・オーラル11

P

：総合英語1－1

�㊨p二一2
2口
Q★

リーディング 4　：総合英語n－1

@…総合英語n－2
2◇
Q■

1 ；総合英語n－3 2△
1 i総合英語n－4 2▲

家
家庭一般 2　　　i生活と技術

2★
i家庭一般 2▲

総合

l間科

i　（総合人間科）

ｶ命と環境H 1

　（総合人間科）1平和と国際理解ロ

1　i

（総合人間科）

ｶき方を探るn 1；

（新教科群） 1 （新教科群） 1i
新教科群

心と身体の科学

ｩ然と科学
総ﾛコミュニケーション学

､生と平和の科学

0．5

O．5

O．5

心と身体の科学

ｩ然と科学
総ﾛコミュニケーション学

､生と平和の科学

0．5；

O．5

O．5　　1単位）

※新教科群は半期

ｸつ1～2年で4
ｪ野を履修（学年

iる。

i縄択湘の選び加洞一学年の同
じマークの複数教科から1科目選択す

0．5 0．5選

1

1ヒニーマン ソーシャルライフ（1）

（保健体育の中で）

zームルーム Iiホームルーム 1． 1i
計　　1

ﾗ”［’…

32

R2

1　26
瘁c

30

4　　　　1

30

11

出所：『名古屋大学教育学部附属中・高等学校紀要』第46集、2001年、21頁。
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資料5　奈良女子大学文学部附属中等教育学校教育課程

2環境学
・1年 2年 3年 4年 5年 6年

身近な動物（ダニ・ヤ 地球上のさまざまな 地球規模、宇宙まで
ドカリ・クジラ）の生 場所（砂漠や森など） 広げた視野で環境間
態や生きるしくみに の様子、そこに生き 題を捉えた文章を読
ついて書かれた文章 る生物について書か み、人類が抱えてい

国語
を読み、生き物と環

ｫとの関わりについ

れた文：章を読み、環

ｫへの適応というこ
る課題を認臓し、かつ

｢来に向かってなす
て関心を深める。 とを考超する。 べきことを考える。

地理学習そのものが 「人と自然の関係」と 歴史教育の側面につ 現代社会の中での 4年までに学んでき 基本的には5年と同．
環境問題へのアブ いう観点からの歴史 いては2年と同様。公 環境問題を、その実 た学習内容をもとに、 様。

ローチとなりうる。具 の学：習・考察 民掌習では「新しい人 状と対策だけでなく 日本史・世界史・地 地理においては．「褒
体的には、「日本の 権・環境権」をテーマ リサイクル社会への 理・倫理（6年では政 境と開発「6時間程
公害一2時間程度」 に、「経済活動と自然 展望・各地域的な諸 経）の各側面から環 度」において、「持続
「リゾート開発一2時 環境」・「環境権と裁 問題を世界的視野 境問題にせまる。 する開発と蹟境」の
間程度」「文化財保 判」などの学習（約5 で考察。学習テー 地理は「世界地結」 視点から、過去と将
存一1時間程度」の 時間）。この点は、歴 マとしては「私たちは （半年）において．世 来の地球瑛墳につい
ほか、世界地理分野 史学習で近代史を同 今どんな社会に生き 界各地域で起こって て考察する。政治経
での世界各地の環 時並行で学ぶという ているか」「今世界で いる環境問題につい 済（国際関係）におい
境問題の学習 事か敷連動させるこ 何が起こっている て学習。また、「世界 ては、「政治・経済と

とが可能 か」「経済を見る目」 の自然環境」におい は何か」をテーマと
などを設定し、「豊か て、地形や気候の面 し1「自然環墳と社会

社会 さの循環＝大量生 から自然環境と人為 共同体との共存」「蹟
産・大量消費・大量 的環境について学 墳を守る政策等jの
廃棄社会」「環墳破・ 習。倫理（人間関係） 内容で掌習。授業時
壊とその対策」「リサ においては「”人間と 間としては全時間及
イクル社会」「省エネ は何か”（＝倫理の ぶ。

ルギー社会」「原子 授業の根底の問）」
噛

エネルギーと自然工 から「人間の蝦蝕甚
ネルギー」「企業の 題への対応」する視
社会的責任」など、 点からの授葉。授業
約15時間～20時間 時間数は、全時間及
をとって学習する． ぶ。

ラフ電卓による課題 指数関数で昔の人ロ 環境を微分方程式で
学習、PCでデータ解 を推定 解折

数学 析、相関、回帰、近
似、推定

身の回りの物質、地 化合、水質判定、気 酸とアルカリ、生物と エネルギーの利用、 イオン化傾向、物質 熱機関、放射線、生
球という惑星 象観測、大気中の 照境 物質の利用、生態系 の種類と性質、生活 態系の平衡

理科
水、 と自然界の平衡、地

?頬白システム、地

と物質、動物の生活

ﾆ瑞西、自然環境調
球瑞境問題 査、

global　warming， 日本の幽境問題を 日本の環境問題を 環境学の英重土菓、
英語 garbage，。tc． 英訳 ディスカッション 鍮文

保健・健康の立場か
保健体育 ら

音楽

美術 環境ポスター

工芸
書道

熱帯林の減少、酸性 温暖化現象、温室効 産子廃棄物、エネル 家庭の消費と廃棄、 紙冠ムツ・布オムツ、
雨・霧、砂漠化、リサ 果、SOx、　Nox、排気 ギーの利用、原子力 住環填・地域環境．
イクル、再生紙、世 ガス、エネルギー変 発電、人口爆発、省 加工食品・輸入食品
界遺産条約（技術領 換、化石燃料（技術 資源、太陽光発電、 の問題点

技術家庭
域教科書記載用言吾） 領域教科書記載用

ｾ吾）生鮮食品と加工
化石燃料（技術領域
L載用梧）・家庭系列

食品、加工食品の種 （食習慣と健康、生活

類と量的、食品添加 習慣と社会環境、洗
物 剤の種類）

・出所：奈良墨子大学文学部附属中等教育学校『新しい中等教育像を創る』2000年、61頁。
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「系の学習」の理論的視点

一教科枠を柔軟化する試み一

田　中　統　治（筑波大学）

1．問題の設定

　この研究は、クロスカリキュラムが子どもの知的発達に及ぼす効果を明らかにするため、

小8中一貫の視点から教科枠を柔軟化する「系の学習」によって」その有効性を確かめよ

うと試みるものである。本稿では、理論的な視点を中心に、品川区立の上神明小学校、伊

藤小学校、および富士見台中学校の三校が文部科学省の研究開発学校の指定を受けて実施

している小中一貫による教育課程の縦断的な研究内容を検討する。

　研究開発学校はこれまで新教科や新領域の開発を行ってきている。その多くは「新しい」

学力観による教科構成のあり方を探究するものであった。すなわち、それらは、既存の教

科学習が一斉教授のなかでとかく受け身の学習に傾きがちであった点を克服するため、新

教科や新領域を導入することによって、子どもたちに能動的な学習活動を促そうと試みて

きた。こうした研究の成果は、平成14年度から実施される「総合的な学習の時間」の学習

活動を構想する上で一定、活用されている。

　しかし、従来の研究は教科等の構成を提案する段階に止まってきた。このため、その効

果を特定の理論的な根拠をもとに客観的に確認していないきらいがある。国立教育政策研

究所が行った一連の共同研究によれば、現行の教育課程を全面的に再編しなおそうとす

る〈Aタイプ〉の試みは、問題意識と解決の方向において共通の傾向がみられるという（1）。

にもかかわらず、再編後の教育課程の特質をみれば、その内容は各タイプ内においても極

めて多様である。その原因は、教科再編の原理が実践面から経験的に構築され、実証的な

根拠づけを欠いてきたためであると考えられる。

　たとえば、現行の教科・内容を特定の単元群に再編・統合する原理にはクロスカリキュ

ラムの考えを何らかの形で取り込んでいる。しかし、その構成法をみれば、「活動単元」

をスコープ（領域）とし、これを子どもの発達特性のシーケンス（系列）にしたがって設

定するという古典的な手法を採っている。この二つの概念はもともと1935年に米国のキャ

ズウェルとキャンベルによって提出された（2）。戦後の新教育実践に影響を与えた「社会機

能法」の学説が現代に復活したようなものである。しかし、70年代以降、カリキュラム研

究は学習者の経験内容の実際面に注目しながら大きく進展しており、このような古典的学

説は教科再編の原理としてはかなり時代遅れであるだけでなく、カリキュラムが学習者に

及ぼす効果を捉えづらい問題点をもっている。

　教科横断型のクロスカリキュラムは既存の教科枠を踏み出す試みである。その踏み出し

方は学習者の準備状態と認知様式によって本来、異なる。ところが、従来のクロスカリキ

ュラムの実践では、主題設定型であれ方法習得型であれ、「教育する価値」は強調きれて

きたが、「学習する価値」についてはあまり注目されてこなかった（・）。クロスカリキュラ

ムが個々の学習者にどう経験され価値づけられるか、その過程と結果にまで踏み込んで明
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らかにしなければ、教科の再構成も机上の空論に終わってしまう。つまり、「経験される

クロスカリキュラム」という視点から、新教科の効果を中心に研究開発を試みる必要性が

あると考える。

　そこで、従来の新教科の試みをもとに、暫定的に、言語系、自然系、社会教養系、生活

健康系、および芸術系の五つの「系」を設定し、その学習による縦断的な効果を明らかに

するための研究開発が注目される。筆者は、’この研究開発に運営指導委員として関係して

いるが、2001年夏からアクション・リサーチの形で調査しており、本稿ではこれまでの研

究結果をまとめて、とくに研究の理論的な枠組を中心に報告する。

　「系の学習」とは、学習者が教科の問を横断するその道筋のことである。すなわち、仮

説的に述べれば、学習者が教科を越えて探究したい課題を見つけたとき、そこに「系」の

必然性が生ずる。その必然性は、学習のエネルギーに相当する動機とともに、それを方向

づける何らかの知的な回路によって媒介されている。この知的回路は、最適な学習トレー

ニングによって開かれ、社会性を拡大する中でより大きなネットワークを形作っていく。

その展開過程は、学習者によって必ずしも同じではなく、個人差を伴う機能系として働い

ていると考えられる。近年の脳科学は、環境刺激が特定の神経回路を活性化させることを

明らかにしているが、しかし、その事実確認は断片的なものに止まっている。「系」の探

求は、カリキュラム開発の立場から、子どもの学習と認知の実態に即して、教科と学力に

関する枠組を再検討することである。

　したがって、「系」の研究は、新しい教科の開発というより、教科枠を柔軟に考えるた

めのクロスカリキュラムの研究である。具体的には、子どもたちが3Rls（読書き算）を中

心とした基礎学習から、課題選択による発展学習へ進む過程で、どのように課題をより深

く追究するか、その媒介過程を解明しようと試みる。したがって、この試みは、「広く浅

く」という記憶偏向型の学習から脱して、「少ないテーマを深く」学ぶためのプロジェク

ト型のカリキュラムを開発しようとするものであり、その問題意識はこれまでの新教黒質，

の開発研究にみられるそれを発展させるものである（4）。

2．「系の学習」によるクロスカリキュラムの構想

（1）品川区の子どもたちの学習現状とクロスカリキュラムの意義

　品川区では2000（平成12）年度から　‘教育改革プラン21’を推進してきた。その主眼と

するところの一つは、カリキュラムの改善による特色ある学校づくりである㈲。とくに、

「個別学習推進校」は、全員に基礎学力を定着させ、一人ひとりの個性や才能を伸ばすこ

とをめざして実践を積み重ねてきた。その成果は、伊藤小学校の3年生算数の場合でみれ

ば、9割弱の子どもが「分からないところが分かるようになった」と回答し、また8割がこ

うした指導の継続を期待し、さらにまた他教科への導入を望んでいる。

　この個別学習の試みは、とかく学習塾等に頼りがちであった補充・発展学習を公立学校

で責任をもって果たすことを明確にすると共に、これまで中高一貫の私立中学校に流れが

ちであった児童層を公立中学校に「引き戻す」意味をもっている。品川区に限らず東京都

や神奈川県の場合、公立の中学校に子どもを送り込む保護者層の教育期待には一定の特徴

がみら・れる。それは、近隣の同級生と共に学ぶなかで広く社会性を身につけながら、個性

に応じたより発展性のある基礎的な学力を確実に身につけさせたいというものであろう。
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こうした「ゆっくりとではあるが、しかし確実に」（Slow　but　steady）の期待は、小・中

一貫による個別学習のカリキュラムを求めていると言ってよい。なぜなら、「通学区域の

弾力的運用」は、こうした‘個に応じた’カリキュラムの充実と一体でなければ、学校選

択の意義を見失わせるからである。

　その際、』既存の教科枠では、個別学習を進めるうえであまりにも細分化されすぎている。

本来、総合学習の性格をもっていた各教科の学習がなぜ硬直化してしまったのか。この問

いかけは、学校教育の枠組を強く規定してきた「教科主義」への自覚と反省を促す。教科

主義は、学校成員を教科枠による区分に強く拘束し、その結果、学習活動を活性化するた

めに必要な知識と関係を過度に封じ込めてしまう。「学校知の転換」が唱えられる背景に

は、各教科によって分断された教科学習が知の断片化を招いてきたことへの危機感がある

（6）。クロスカリキュラムはこのように閉じ込められた学習状況を打破するための試みであ

る。個別学習と教科横断学習を組み合わせる「系の学習」が、品川区の保護者や子どもた

ちのニーズに応えるためのカリキュラムとして構想される意義と必要性がこれらの点にあ

ると考える。

（2）「系の学習」の枠組と仮説

　先述のように、「系」は、子どもが教科を横断して課題を深く追究するときにたどる学

習と認知の道筋を指す。ここでは暫定的に、言語系、自然系、社会教養系、生活健康系、

および芸術系の五つの「系」を設定する（図参照）。　　　　　　　　　　　　　　　一

図　　「系の学習」の構想図
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　その基本的な枠組を述べれば、第1に、用具教科、内容教科、および技能教科の順に発

農してきた教科枠を、より一般的な諸領域（言語、自然、社会、技術、体育、および芸術）

に戻し、これをプロジェクト型の学習活動に組みやすい五つの系統に再編成する。その理

由は、教科内容が知識・技能とそれに伴う子どもの活動とから成るという複眼的な視点を

採るからである。すなわち、知識・技能と思考力はある課題を深く追究するときにはじめ

て生ずると考えれば、こうした課題を中心に構成される「系」が必要である。この点で、

丁系」はく課題〉教科としての意味合いをもつので、従来の「枠」を弾力化するための操作

的なカテゴリーとする。

　第2に、小・中一貫によるクロスカリキュラムを開発するため、新教育課程における四

つの領域を五つの「系」の中に組み込む。各教科、道徳、特別活動、および「総合的な学

習の時間」からなる教育課程の枠は、それぞれ独自の目標をもっているために相互に関係

づけることが相当に困難である。そこで、これらを課題探究型のクロスカリキュラムの中

に統合・再編し、子どもが課題を探求するなかで各教科・領域の目標を個別的なやり方で

達成できるように計画する。従来の目標を十分に達成できていない子どもの場合、小・中

一貫のカリキュラムによって、アフターケアするシステムを確立する。それは、学年括り

による履修主義ではなく、小・中一貫による習得主義の考えを採り入れた「系の達成段階」

としてそれぞれ明細化する。

　第3に、「系の学習」による学力観は、子どもが個々の能力と適性に応じてその「学習能

力」を向上させることをめざすから、とく、に学習動機と学習技能に研究の焦点を当てなが

ら、個々人の「学習カルテ」を作成し、小・中連携によりその時系列的な変化を跡づける。

「新しい」学力観は子どもの興味・関心・意欲の動機面を中心に個性の伸長をめざしてき

た。これに加えて、学び方（方法知）の指導を充実させ、両者を相互補完的に育成すること

がいま求められている。クロスカリキュラムには主題設定型と方法習得型の二つのタイプ

があるが、子どもが家庭で形成する学習習慣の差異を埋めるためには、後者の方法習得型

に比重をかける必要がある。学習技能の習得は、子どもが目に見える形でその成果を実感

することができるし、また、教師が目標を明示してこれに沿って習得状況の段階を細分化

しやすいというメリットがある。また、作業、調査、あるいは観察を採りいれる方法習得

型のクロスカリキュラムは、ただ単に学習技能のみならず、人間関係の技能や作法などの

社会的技能まで習得させる作用も認められる。この作用は教科枠によって閉じ込められた

学習関係を外部社会に向けて開く機能を果たすことが見込まれる。

　上記の枠組によって、「系の学習」に関する仮説はつぎのように設定される（7）。

1）個別学習と教科横断学習を組み合わせた「系の学習」が、子どもたちに対してより深い

　課題追究を促し、その結果、基礎学習から発展的な課題別学習への移行を円滑にする

　のではないか。とくに、学習技能を段階的に習得させることによって、この移行が促

　進されるのではないか。

2）小・中一貫による「系の学習」が、子どもに課題追究を継続させる契機となって、「学ぶ

　価値」を自ら創造する能動的な行動を促すのではないか。その道筋は、子どもが個々

　’にたどる学習と認知の文脈によって幅があるために、これに即して「系の学習」も柔軟

　に組み変える必要性が生ずるのではないか。
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注

（1）国立教育研究所「昭和62～平成10年度文部省研究開発学校における研究開発の内容に

　　関する分析的検討（1）一教育課程の全体的な再編、情報教育、「総合学科」高校、英

　　会話をめぐる研究開発一』（「教科等の構成と開発に関する調査研究」研究成果報告書

　　1）平成12（2000）年3月、14頁。

（2）Caswell，　H．　L＆Campbe11，　D．　S，　Curriculum　D　evelopment，　American　Book　Company，

　　1935．倉沢剛「カリキュラム構成』誠文堂新光社、1949年。

（3）田中統治「クロスガリキュラムの原理と方法一教科を越える道一」谷川彰英他編著

　　『21世紀の教育と子どもたち②学校教育の再構築をめざして』東京書籍、2000年、

　　141－178頁。

（4）これまでの新教科等の開発は、「総合的な学習の時間」の試行的な実践であるものの、

　　その名称が示すように、それぞれ独自のねらいをもっている。たとえば、情意面も含

　　む「見えない学力」を高める実践（大阪市滝川小）、生活科と総合的学習を統合した

　　「生活創造科」をコアとする実践（北九州市祝町小）、あるいは機能的学力観による

　，「記号科」を新設した（兵庫教育大学附小）の場合を参照。国立教育政策研究所『昭和

　　62～平成10年度文部省研究開発学校における研究開発の内容に関する分析的検討

　　（2）一「新教科」および「総合的学習」の創造をめぐる研究開発一』（「教科等の構成

　　と開発に関する調査研究」研究成果報告書8）平成13（2001）年3月、12頁。もちろん、

　　こうした新教科への疑問や批判があることにも注意しなければならない。梅原利夫他

　　「新学力種と新教科』あゆみ出版、1994年。

（5）品川区教育委員会「品川の教育改革　プラン21　一明るく楽しい学校を目指して一』

　　改訂版。このプランによる試みは1999（平成11）年より着手され、2002（平成14）r年

　　3月にはその実現に向けた再改訂版が作成される予定であるという。

（6）たとえば、安彦忠彦編著『学校知の転換』学校変革実践シリーズ4、ぎょうせい、

　　1998年、および新井郁男編「学習社会としての学校』シリーズ子どもと教育の社会学

　　1、教育出版、1999年、参照。

（7）ここで若干、補足すれば、「系の学習」は「学習に伸びをもたらす」学習能力の開発を

　　めざすものである。したがって、それは子どもが課題を深く追究するときに、教科枠

　　を越えて求める学習技能の系列であるとみなすことができるだろう。このため、研究

　　開発に当たっては、より持続性の高い学習能力を生みだすため、学習の動機面よりも

　　学習のスキルの方を重視して、このスキルから「学ぶ価値」の創造へ向かう筋道を教

　　師が対話によって引き出すように図る。その理由は、これまでの教科指導では子ども

　　が学習状況に束縛されて学習能力の転移が起こらない傾向がみられるからである。生

　　涯学習社会で通用する学習能力を身に付けさせるためには、教師が学習領域として課

　　題を構成し、これをプロジェクト方式で「狭く深く」追究する経験を小・中一貫で保

　　申することが重要であると考えた。こうした「学び方を学ぶ」カリキュラム開発の先

　　行事例として、宇都宮大学附属中学校が95年度から97年度までにわたって試みた研究

　　開発を挙げることができる。
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理科授業を通して育む子どもの学力とその実践的な検証

森本信也（横浜国立大学）

1．学力についての二つの見方

　現在の学力に関する議論を焦点化する上で、IEAと最近OECDが実施をはじめたPISA

（programme　for　international　student　assessment）における調査は一種の対局をなしてお

り、意味ある視点を提供するように思われる。それは、前者が学校におけるカリキュラム

の習得度の調査であるのに対して、後者は特定の学校のカリキュラムがどれだけ習得され

ているのかを見るものではない、という異なる視点に立っているからである。すなわち、

後者の調査においては、義務教育修了段階の子どもが持っている知識や技能を「実生活の

様々な場面で直面する課題にどの程度活用できるか」が評価の対象とされているのである。

図1は科学リテラシーの習得の程度を見るための調査問題の一例であるω。

次の記事を読んで、以下の設商に答1えて豪だき齢♂

壕繋萎攣鞭昏課膣婁講義叢濃騨輩雛1就発調離

K氏は、殺虫剤が時間とともに少しずつ分解したのではないか、と考えました。それを確か

めるにはどうすればよいか、簡潔に説明してください。

K氏は、殺虫剤が時間とともに少しずつ分解したのではないか、と考えました。なぜ「殺虫

剤Aの効き目がどんどん落ちてきた」のかについて、他に二つの説明を記してください。

原因　1：

原因　2：

図1科学リテラシーの調査問題
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　図1に例示されたPISAのいわば評価観を見るとき、これら二つの調査の視点を簡単に言

えば、知識や技能をどの程度記憶しているのかを見るのが前者であるのに対して、後者は

どれだけ知識や技能を使うことができるかを見ている、というように定式化することがで

きる。「静的な」知識の習得か「動的な」知識の習得かという構図である。結果として、

この調査において日本の子どもは数学と科学のリテラシーにおいて、世界1、2位の水準を

保持していたというのは周知の事実である。世界的な比較という点ではIEAにおける調査

も同様な傾向を示しているが、注目すべき点はIEAにおける子どもの数学や理科に対する

好き嫌いの割合である。これも既に周知の事柄であるが、これら教科に関して嫌いと捉え

ている者の割合も世界でトップレベルにあるのである。

　明らかに日本の子どもは「学校の理科や数学のカリキュラム」を忌避しようとしている。

学校で学んだ数学や理科的な知識を活用しようという意欲がないのである。記憶再生式の

学習を拒んでいるのである。PISAの調査結果は、こうした現状に対して一つの視点の転換

を提供するように思われる。すなわち、日本の子どもには少なくとも、多少陳腐化した感

じは否めないが「自ら学び自ら考える」力の萌芽が見られるのである。こうした力は、当

然のことながら、知識や技能とそれを積極的に使用しようとする意志あるいは意欲が伴わ

なければ身に付かない。であるならば、’知識と意欲の離反を回避するこうした学習のさら

なる推進こそ、これからの理科に限らずすべての「学校におけるカリキュラム」を運用す

るための基本にならなければならない、と考える。そこで、具体的に意欲的に問題を追究

し、その結果として知識を獲得する子どもの実相を示すことで、こうした提案の有意味性

を明らかにしたい。また、その結果習得されるであろう学力像についても言及してみたい。

2．意欲的に問題を追究し自らの視点から科学概念を習得する子ども

　以下に示す実践事例は、小学校5年生の単元「植物の成長」に関する展開の一場面であ

る（2）。この授業の初めに、子どもたちは、古代エジプト王、ツタンカーメンと共に埋葬さ

れていたエンドウ豆が3000年の眠りから覚めて発芽したという教師の話を聞かされ、種の

持つ不思議さ、生命力に興味を抱いた。そして、こうした興味は次に示す子どもの「問い」

へと昇華していくほど、ここでの学びの大きな動機となっていた。

　子どもの「問い」の流れはこうである。「3000年も眠っていたなんて！種の中はどうな

っているのかな」→「種の中には生きるのに必要な仕組みができているんだよ」→「種は

生きているなら息をしてるんだろうか」→「眠りからさまさせるにはどうしたらいいんだ

ろう」。こうした子どもの表現は、多くが直観的なものであり、科学概念として未熟であ

るということは言うまでもない。教師によるこうした表現が持つ潜在的な発展の可能性、

すなわち、潜在的カリキュラムが見いだされることにより、初めて意味を発揮するのであ

る。生きるのに必要な仕組み＝幼植物体、生きてるなら息をする＝呼吸、種の目覚め＝発

芽、というように。そして、これらは次に示すように、‘ qどもが問いを追究するためのキ

．一 潤[ドとして機能していったのである。

　こうした問いを更に発展させるための重要な視点、それは、種と水との関係を探ること

であった。子どもにとって水と種との関係は経験的に理解されている事柄である。「種に

は水が必要だ」、と。しかし、その理解にリアリティーはない。実際に、「種を水に浸ける
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と、種はおぼれてしまう（生きられない）」、と考える子どもたちも現れたのである。

　そこで、ビニール袋の中で水につけた種と水につけない種の呼吸について実際に検証し

た。ビニール袋を使用したのは「種の息」を採取するためである。そして、’ C体検知管で

水につけた種は「人の呼吸と同じように汚い空気（二酸化炭素）」を出していることを確

認した。授業の初めと同じように、ここでも子どもの潜在的カリキュラムの掘り起こしが

なされているのである。また、こうした手続きは以下の授業の展開においても重要な視点

を提供していったことは言うまでもない。

　この結果は子どもにとって衝撃的であった。「おぼれるはずが水に触れて目を覚ました

んだ！息をし始めたんだ！」「水は種には必要と思ったけど種も人と同じように息をする

んだ！」、と。こうした思いのもとに、子どもの問いの追究は以下のように展開していっ

た。（A～Fは子ども、Tは教師の発言）

A：水につける前、種は息ができなかったんだ。

B：私は、（種は）水につける前は～寝ているっていうか…　人間も寝てるときは少

　　ししか息をしないでしょう、水につけたほうは、水につけられて復活したっていう

　　か、息をがまんしてたっていうか…　、そして水につけられて息をし始めたって

　　いうこと。

T1：Bちゃんの言う、寝てたっていうこと、（寝てても少しは）息をしていたっていう

　　こと？

　T2：みんなに確認したいんだけど、（身振りで）先生が種だとすると、まわりに水があ

　　　ると、オー、水だ1　芽を出さなくちやあ一、と思ったからファー、ファーと息し

　　　始めたってこと？

　C：種がなぜ芽を出さないかっていうと、動力源がまだ、全然動いていないから、発芽

　　　させる力を出すのが水で…

　T3：カチッ、スイッチ（小さい声をだしながら、ロボットみたいなものにスイッチを

　　　入れる身振りをしながら）

　C：とにかく、それで、（種のところに）水がきたら・…

　T4：今、　C君が言っているのは、機械を想像しているんだよね。動力とか言うのはわ

　　　かる、ウィンーってモーターがまわるようなもの、スイッチ、カチッていうと、種

　　　の中の命のエネルギーがまわり出す。

全員：賛成です1

　D：水っていうのは、モーターを回すための電池だと考えると、モーターは電池が入り

　　　っぱなしで、いつでも電池さえあればスイッチが入る状態になっているんだけど、

　　　言い換えると、種は水さえあげれば、もう、すぐに息をする状態になっていて、ス

　　　イッチを入れるんじゃなくて、スイッチが入った状態のモーターが今にも回りそう

　　　なところで…

　T5：乾電池がぬいてあるだけなんだね。

　D：乾電池だけぬいてあって、スイッチの入っただけのモーターがあって、そこに電池
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　　　を入れると、そのまま動き出すから、これを言い換えると、種は水さえあれば、今

　　　にも動き出す状態にあるけど、水がないから、芽を出さなくて、その種に水をあげ

　　　さえずれば、モーターが回るっていうか、種の役割をするかもしれない．．．

　T6：（Dの意見にあわせるかのように手で、スイッチが入る状態を身振りで示す。）

全員：賛成です1

　T7：（うれしそうに）おもしろいね1

　E：質問、水をあげたらすぐに息をし始めるのか、だいぶたってから息をし始めるんで

　　　すか？

　C：少し充電式で、電池を入れたら、しばらく電池の力を少しとっておいて…

　T8：体に行き渡るまで．．．電気の力が行き渡るまで．．．

　F：みんなに、質問したいんだけど、でも、それだけで芽は出るんですか？

全員：（あっ、そうだというように）あ一。

　この授業の流れの中で子どもに、発芽、根・くき・ふた葉・本葉、等の科学用語を「解

説」することは不要であろう。子どもはすでにこうした用語が説明する世界を構成してい

るからである。子どもにはこうした用語は「ただ知らせれば」よいのである。「発芽→種

が芽を目を覚ますことだよ」「根・くき・葉→種の中にもともとあった仕組みだよ」、とい

うように。イメージ、その結果としての比喩的表現を武器にして、子どもは問いを追究す

ることの意味とその有効性を学んだのである。逆に、こうした表現を創出できないとき問

いの追究が不可能であることも。

この授業事例における教師の役割は明確である。子どもの意欲的な問いの創出とその追

究に対する一貫した支援である。子どもと共に問いの内実を科学を武器にして分析し、そ

の発展を図ろうとしているのである。この授業において、科学は子どもの導入されるもの

ではない。それは、子どもによって構成されるものなのである。PISAの評価観に見られる

学習がここでは具現化されている。新しい理科学習像として位置付けたい。

3．珪科授業における子どもの学びのプロセスを包括する概念としての学力

　上述した授業に現れた子どもの学習を説明する概念、すなわち、われわれがこれから目

指そうとすべき学力像を図2に示す。これを提起した根拠とその意味内容は次の通りであ

る（3）。

　学習者の保持する知識（概念）について先ず見てみよう。記号的表現、イメージ、エピ

ソード、パフォーマンスは第1章で紹介したホワイトの知識表現の多様性を示したもので

ある。一つの知識を獲得すること、構成すること、それは、こうした要素群に見られるよ

うに、いろいろな言い換えをすることができること、あるいは、どのような表現方法でも

知識の獲得と捉えること、というように考えるのである。また、図の同じ欄の右側の興味、

関心、学習意欲はいわゆる情意的な要素群である。上述の知識構成においては、情意的な

要素も表裏一体となって子どもにおいて醸成されている、ということを示しているのであ

る。感動すること、次の活動へ意欲を示すこと、そこには図の左側に示されているような、
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塵　↑　↓

学習者の保持する知識（概念）
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@ク

⇔ 記号的表現　　i興味，関心

Cメージ　　　i学習意欲
Gピソード　　1　　　　　　：パフォーマンス1

⇔

に他

謗ﾒ
驍ﾌ
H学
撃ﾑ
ﾌと
Lの
ｪり
閭刀

@ク

図2　理科における学力を構成する要素

認知的な裏付けがあるのである。

　逆に言えば、認知的な学びの成立があったとするならば、そこには、次の活動への飽く

なき追究意欲が、あるいは、大いなる感動が子どもの中に成立していると見るのである。

イメージをすること、感動すること、これは子どもの学びを広げる上において、重要な要

素であるが、それは、そのまま彼や彼女の学力として定着していくのである。子どもの感

動が生まれないところに、学力の定着はありえないのである。言い換えれば、子ども一人

ひとりが実感的に捉えるプロセスを、さらには、そこで獲得したものを重要視することに

より、こうした「学びの力」は形成されていくのであろう。図にある観察・実験の要素、

それは、こうした子どもが実感的に学びを形作っていくフ．ロセスに関わる重要な視点であ

る。図に示されているように、観察・実験は上述したように、子どもの多様な考え方、表

現、感じ方の検証、あるいは、拡大の手段として位置付けられているのである。

　したがって、子どもの考え、感じ方、思い、願い等が反映されない、観察・実験は考え

られないのである。それは、子どもが自らの学びの見通しを持つことができないのと同義

である。考え、感じ方を検証しようとするから、そこに学びの見通しが存在してくるので

ある。「水に入れたニクロム線に電流を流し、そのときの、温度、電流、電圧の変化を表

にしてみましょう、また、これをグラフ化するとどのようなことが言えるでしょう」、で

はだめなのである。「電気、パワーがあったよね、ニクロム線を使って調べてみよう、電

気のパワーって、何で表したらいいのかな」というような、子どものイメージや興味を基

礎にした検証過程が設定されないとき、観察・実験することに対する自らの学びにとって

の意味は、子どもには実感されまい。観察・実験、それは、同時に、子どもにとって自然

の仕組みを探るための重要な技術としての位置付けを意味しよう。子どもが学びを自由に

検証する技術として、それは駆使されなければならないのである。

　図における、最後の要素である、他者の学びとのリンクによる意味の広がりは、一言で

言えば社会的分散認知への覚醒を意味している。観察・実験が学びを広げる重要な技術的

手段であったのと同じように、自らの周りにある多様な情報群を自分の頭の延長として自

由に駆使することの必要性、重要性がこの要素の意味内容である。コミュニケーション活

動の一環として、議論すること、インターネット情報を検索すること、教師より助言をも

らうこと、図書室で資料を探ること等すべて、こめ要素に含まれる事柄である。図に示さ
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れたように、こうして子ども一人ひとりが個人から発想し、社会的な広がりとして学びを

広げていくことを確認するとき、初めて、われわれは理科授業における彼らの「学力論」

を口にすることができるのである。

　「種の中にはもう生きるのに必要な種のしくみができているんだよ、なにがこのしくみ

を動かすのに必要な電源になるのか探すことが必要なんだよ」、というように、生物概念

を既製の科学概念の表現を越えて、子どもは自らに対して意味をもたらせるべく、実に巧

みに構成してきた。子どもの固有の考え方、発想を適切に評価し、その発展を支援すると

き、こうした表現に見られるように、個性的な理解の世界は展開されてきた。言い換えれ

ば、そこには、子ども自身の手になる固有の自然の仕組みに関する理解、すなわち、スト

ーリーが展開されているのである。子どもが自然についてのストーリーを展開できたとき、

あるいはストーリーテラーとなったとき、それは明らかに、子どもにおける自然観構成の

証である。

　そして、ストリートしての自然観の構成、それは、言うまでもなく、一つの学力形成で

ある。なぜならば、このとき、図2における個々の要素が子どもの学びのプロセスにおい

て、フル稼働された状態にあったことをわれわれは想像し、かつ確認することができたか

らである。学力は固定的に「蓄えられる」ものではない。この例に示されたように、常に

稼働され、構成する要素の内容の充実を求めて、改変されるべきものである。図2で説明

される子どもの学力は、こうして、子ども一人ひとり固有の学びに起因して構成されるこ

とが明らかである。子ども固有の学び、発想がないとき、彼や彼女にとってはまさに、生

きて働く学力は形成されていかないのである。上述した実践は、このことを如実に物語っ

ている。子どもの学びを創出し、学ぶ力を生み出す理科授業についての試論の結論である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（註）

（1）OECD－PISA調査プロジェクト（2000）『OECD生徒の学習到達度調査（PISA）〈調査

　　問　題例〉』国立教育研究所

（2）森本信也（1999）『子どもの学びにそくした理科授業のデザイン』東洋館出版社，pp．34一

　・36

（3）同上書pp．154－156

　　　　　　　　　　　　ぜ
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教育課程編成・授業づくりにおける生徒参加（皿）

藤　田　昌　士（帝京平成大学）

　本稿は、筆者が先に発表した「教育課程編成・授業づくりにおける生徒参加」（市川

博捜「教育課程の構成・基準の改革に関する総合的研究一第二次報告一』所収、平成13年

3月）に続くものである。前回と同様に、なるべく実践校の原資料を活かしながら、実践

の紹介に努めたい。その上で、それらの実践がもつ意義について若干の考察を加える。

1千葉県立小金高校の場合

（1）実践

　小金高校は1965年創立、普通科24学級、生徒数約960名、千葉県松戸市に位置する学校

である。卒業生のほとんど全員が4年制大学を主体として、大学・専門学校に進学する。

同校には、教職員、生徒、保護者それぞれの代表によって構成される「小金高校三者会議」

がある。同校PTA「活動のしおり』にある「小金高校三者会議の運営覚書」の冒頭には、

「成立に至る経過」として次のような説明が掲げられている。

　　小金高校は自主自律の校風のもとで、教職員、生徒、保護者がそれぞれ自主的に活動

　するとともに、相互に尊重する関係が築かれてきました。ことに1994年から1996年に

　かけての卒業式をめぐる三者の話し合いの過程で、教職員の教育権だけでなく、生徒の

　自治権と意見表明権、親の教育権とそれに基づく学校教育への参加権を認めあいながら、

　相互の恒常的な情報交換と相互理解のための場として、三者会議が定着するようになり

　ました。それにともないPTA常任委員会、職員会議、生徒総会でそれぞれ三者会議へ

　の参加が決定されました。

　以上のような説明から、同校の三者会議が、1989年改訂学習指導要領による「国旗」掲

揚、「国歌」斉唱の「義務づけ」のもとでの卒業式の在り方をめぐる「三者」（当初は管理

職を別にして「冠者」ともいわれていた）の話し合いのなかから、教職員・生徒・保護者

相互の意見交換と相互理解を求めて、保護者側からの提案を契機に生まれたものであるこ

とを知ることができる。

　さて、上記の「小金高校三者会議の運営覚書」は「成立に至る経過」につづいて次のよ

うな「運営要綱」と「三者会議運営細則」を掲げている。

　運営要綱

　1．この会議は、情報交換と相互理解を目的として、教職員代表、生徒代表、保護者代

　表の三者により構成する。

　2．教職員代表は、管理職、議長団、生徒会顧問、庶務部長、話題に関係する部署の代

　表により構成する。

　3．生徒代表は、生徒会執行部、話題に関係する組織の代表者、生徒会執行部により承

　諾された生徒により構成する。

　4．保護者代表は、PTA常任委員（保護者）とし、一般会員も代表への申し出により

　参加できる。
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　5．この会議は、三者いずれかの要請によって開催する。

　6．この会議の司会は三者の持ち回りで行う。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1997年2月1日

　三者会議運営細則

　1．生徒・保護者・教職員の各代表から運営委員を各1名選び、会議前に会議の運営の

　手順などを検討する運営会議をもつ。

　2．生徒・保護者・教職員、各々1～2名から成る事務局を置く。

　　1の運営委員が事務局員を兼ねることもできる。

　運営覚え書きにある代表以外の者が事務局員になることもできる。

　3．事務局の仕事

　①三者会議の議事録の作成と保管を行う。

　②全生徒・保護者・教職員向けに会議の報告を作成・配布する。

　③会議の議題の受付を行い、生徒・保護者・教職員の運営委員に事前に通知する。

　④会議のオブザーバーの受付を行う。

　4．生徒会・PTA・教職員のいずれかの機関で話し合いまとまったことが三者会議に

　議題として提案された場合は、三者会議で協議したうえで、各機関はその提案を持ち

　帰って検討し、その結果を三者会議で回答・報告しなければならない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1999．10．30　（土）

　ちなみに、第1回の三者会議が開かれたのは1996年7月9日のことである。生徒6名（生徒

会新旧執行部）、保護者7名、教師9名が出席して、自己紹介、経過報告、意見交換のあと、

今後の方向性を話し合っている。そこで三者の対等の立場を実践するものとして、次回は

司会者を生徒側から出すことを申し合わせている（第1回の司会者は教師）。生徒の司会で

行われた第2回（10月23日）では、次回の司会者を保護者側から出すことを申し合わせて

いる。保護者の司会によるその第3回（12月17日）では、職員会や生徒会がそれぞれにも

っている「三者会議の参加規約」とは別に「三者会議の規約」をつくることが話題にのぼ

り、第4回（1997年2月1日）で保護者側からの提案をもとに決定されたのが、当初は上記

の「成立に至る経過」と「運営要綱」から成るものとされていた「三者会議運営覚書」で

ある。第1回以来の経過をうけて、司会は三者の持ち回りとされている。「この会議は、三

者いずれかの要請によって開催する」とある点は、「どこが要請しても他は拒まないとい

うこと」と理解されている（「第4回三者会議報告」参照）。結果として、1996年度に4回開

かれたのをはじめとして、年度に4回程度の回数で開かれている。それらの記録は、当初

は三者がそれぞれに作成し、交換しあうものとされていた。しかし、1999年10月30日に開

かれた1999年度第2回三者会議において三者会議の運営細則が決定され、運営会議ととも

に新たに設置された事務局によって会議報告が作成されることとなった（この他に、必要

に応じて三者それぞれが独自に議事録を作成することも考慮されている）。2000年3月、

三者会議事務局による「三者会議便り第1号」が発行され、2002年1月現在、「三者会議便

り」は、それ以前のものを含めて通算27号に及んでいる。’

　なお、学校運営における最終決定権の所在について、上記「運営覚書」は触れていない

が、三者が「対等の立場」（前記「活動のしおり』に別にある三者会議の紹介より）で

「恒常的な情報交換と相互理解」をめざすという点に、同校三者会議の性格をうかがうこ
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とができる。

　さて、同校の場合、授業の問題は第1回の三者会議から登場している。その会議の報告

によると、生徒から「自由選択制の導入によって、生徒の各種会議の集まりが悪くなった。

制度の見直しはなんとかならないか」「授業のことで言いたいことがあるが言う機会がな

い」「プリントが多すぎて読みきれない授業とか、先生がしゃべるだけで、生徒の参加が

ない授業がある」などの発言があり、保護者からも「小金の先生は生徒の話を聞いてくれ

るはずだ。生徒のほうが遠慮しているのではないか」「うちの子も数学がわからなくなっ

てとまどっている。初日の授業でいきなり内容を始めて（自己紹介などしないで）ずっと

ハイペースで進んでいるのでこまっている。クラスや部活動などは楽しいらしいが授業が

どれも思っていたよりむずかしく負担に感じている」などの発言がある。これらに対して

教師からは「意図してわかりにくくしている面もある。教科書に書いてあることをなぞる

ような、読めば自分でできるようなことを授業でやっても意味がない。授業の合間にじっ

くり考えてほしい」というような意見とともに「授業が教師の聖域である必要はない。生

徒が意見を言う場をどんどん作るべきだ」との発言もなされている。その後も、服装規定

の見直しの問題、保健室問題（保健室をもっと利用しやすく）、自動販売機設置の問題な

どとともに授業の問題（自由選択制の問題を含む）が毎回のように登場している。

　特筆を要するのは、1997年度第5回の三者会議（1998年4月22日）で、教師の側から、

2003年度から始まる新カリキュラムについて三者で検討してはどうかという提案がなされ

たことである。会議報告は「今後三者協議会の話題をどうするか」と題して次のように伝

えている。

　　まず、鈴木教務主任から今後の話題として、2002年（2003年の誤り一引用者注）か

　ら始まる新カリキュラムについて検討してはどうかという話が持ち出された。週休2日

　制とあわせて、今と比べてもかなり卒業に必要な単位数も減る。どんなカリキュラムに

　するかによってかなり学校が変わる。生徒会の活動にも関係するので、いかがかという

　ものだった。

　同校PTAの『PTA会報』第47号（2000年3月1日発行　特集《小金高2003年問題を考

える》一新カリキュラム検討を巡って一）で当時の教育課程検討委員会委員長鈴木顕定氏

が述べるところによれば、

　　三者会議では成立以来、学校生活のすべての分野にわたり様々なことが話し合われて

　きました。自由選択制と生徒会活動・授業への注文など授業の分野、盗難・上履き・無

　断外出・服装自由化見直しなど生活規律の分野、卒業式・合唱祭など学校・生徒会行事

　の分野等。このような話し合いの積み重ねの中で、以前にもまして、三者の問で何でも

　話し合えるという雰囲気ができあがってきました。

　　しかし、一方、マンネリ化の様子が見え始めました。生徒にとって獲得すべき権利や

　制度の多くがすでに実現している現状では、率直な話し合いはあっても、その結果が目

　に見える形で現実のものとなるということが少ないのです。

　　このマンネリ化の壁を破るには、

　①話し合いが目に見える形で実現できる問題で

　②しかも学校生活の根幹に関わるような問題に

　三者が共同で取り組むことしかありません。（後略）
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　こうして、一つには三者会議そのものの活性化を意図して、教師の側から上記のような

提案がなされたのである。ところで、この提案に対して、同会議報告は「S・Pの反応は

重かった」と伝える。その「重さ」は生徒の次のような発言に代表されるものであった。

　　まだ先のことで現在の生徒が受益者ではない。今のカリキュラムのどこが具体的に悪

　いのかもよくわからずぴんとこない。自分の受けている授業への要望のほうが出しやす

　い。

　そこで、同報告が伝えるところによれば、「カリキュラムを作るのではなく、まずどん

な授業を受けたいかということを率直に出していこうということになった」。「結論として、

授業への要望を出し合うところがら、教育課程づくりへの方向性を探っていこうというこ

とを合意して散会した」。

　以来、同校においては、①生徒会による授業についてのアンケートとそれにもとつくク

ラス（ホームルーム）や三者会議での討論、教師への要望提出、②講演会とパネルディス

カッション、さらには③「総合的な学習の時間」三者検討委員会の活動、に大別される三

者共同の取り組みが展開されている。

　まず①について。1998年度第3回三者会議（11月13日）の報告が伝えるところによれば、

「生徒がとった授業についてのアンケート結果」として、1年では「英会話をしてほしい」

「自分の趣味にはしった授業をしないでほしい」「プリントだけでは困る。教科書にそって

ほしい」など、2年では「教師を選んで授業を受けたい」「パソコンを入れた授業を」など、

3年ではさらに「受験勉強するために1・2年で受験科目をすませてほしい」「ボランティア、

福祉活動をして将来役立つ授業をしてほしい」など、生徒のさまざまな要望が示されてい

る。そしてこれらの要望に対して教師からは「100人100様の生徒の答えがあっていい」と

いう感想が示される反面、次のような意見も提出されている。

　　アンケートには好きなことを書けばよいが、全体として生徒が要求をまとめてこなく

　ては、生徒会の要求として出せないのでは。また、その前提には「高校とはどんな勉強

　をするところか。」という話し合いがなければ先へ進まない。

　このような教師の意見をうけてか、次の第4回三者会議（1999年2月20日）では、生徒か

ら「アンケートをやった結果、理念を話し合う必要があると考えた。しかし、理念をすぐ

話すのは難しい。（後略）」というような発言がなされ、討議はさらに「受験向きの授業と

は」「どんな学力をつけるべきか」というようなテーマに進んでいる。そして教師からは

「新カリキュラムの編成に向けての学力についてめ共通のイメージをもっておかなくては

ならない。みんなで学習するために講演会をやってみたらどうだろうか」という提案がな

され、父母からは「有名企業のサラリーマンの講演も必要だと思う。受験知識はどう残る

のかを聞かせたい。（中略）知識の上に知恵を育てるようなカリキュラムがほしい。（中略）

公立高校でどこまでやるかが問題だが、基本的な知識とそれを使った生き方（考える力、

生きる力）を学ぶ場と考えたい」というような発言がなされている。

　ちなみに、前記の『PTA会報』第47号で鈴木氏が述べるところによれば、生徒会のア

ンケートをめぐるこれらの話し合いで明らかになってきたことは「高校で身につけるべき

学力と受験勉強とのズレ・食い違いの問題」なのであった。

　生徒会のアンケートは「先生の教育理念を問う」として、教師を対象としてもなされて

いる（1999年10月）。その延長線上にあって、2000年度の授業を始める際には、前年度末

一187一



に提出された生徒会の要望にもとづき、各教師が授業の目的・方針を語るという取り組み

もなされている。さらに2000年度においては、2学期に集計した生徒の教師側への要望を

いったん各クラスに戻し、各クラスで要望書を作成して一部の教師に提出するという取り

組みもなされている。近くは生徒側から、新教育課程に自由選択制を残してほしいという

要望を盛りこんだ意見書が提出されている（「三者会議便り第27号」参照。2001年12月21

日付）。

　次に②に属する活動どしては、「大学が求める学力」を関心事としての西山繁氏（慶応

大学教授）の講演会（1999年6月23日）、「企業が求めるこれからの学力・人物像」と題す

る第1回パネルディスカッション（1999年12月19日）、続いて「小金の力、あるいは可能性」

と題する第2回パネルディスカッション（2000年7月15日）、「授業に期待するもの」と題す

る第3回パネルディスカッション（2001年6月16日）などを挙げることができる。このうち、

第3回のパネルディスカッションについてみると、パネリストは在校生（2年生）、卒業生

（現在、大学3年生）、同校教諭、在校生保護者の4名。ここではその記録の中から生徒会長

の冒頭の発言だけを紹介する。

　　三者会議では、98年頃から授業のことを話し合うようになりました。これは新教育

　課程、総合学習の導入が目前にあり、授業を見直してゆこうという発想から始まりまし

　た。授業とは受験のためなのか、それとも人間形成のためにあるのか、小金高校の教育

　の理念とはなんなのか、それを確立してゆきたいと考えました。しかしあまり盛り上が

　らず、99年度には、先生方への要望を生徒一人一人から出してもらいました。しかし、

　授業への改革には直接つながらず、授業の内容を向上させたいという思いも、実際には、

　授業の板書の文字が小さい、先生の声が小さくて聞きづらいなど、要望が技術面のこと

　に偏りました。ふだん会っている先生なのに、口で言えずわざわざペーパーにしたとい

　う先生方の不快感もありました。実際に、生徒が先生にこうして欲しいという明確なビ

　ジョンを持てずにいるという現実もあります。こうした経緯から、なんのために学ぶの

　か、そこから考えてゆきたいとパネルディスカッションを企画しました。

　　受験のための学習が、生徒の人間形成に本当に役立っているのかという思いもあり、

　現実には、学校での授業も先生方からの一方的な受身の授業になっていることが多く、

　総合学習に関してもその内容について、広く皆さんから意見を出してほしいと思ってい

　ます。

　当面する「受験」を意識しつつも、なんのために学ぶのか、人間形成のための授業とは

どのようなものかを問う生徒の声をここに聞くことができる。当面の授業を改善するため

の要望提出に始まり、さらには上記のような問いを内包しつつ進行しているのが、同校に

おける教育課程編成への生徒参加なのである。

　ただし、第2回パネルについてみれば参加生徒数は16名というように、生徒の参加はま

だ多いとはいえない。三者会議においても、新カリキュラムの検討に参加する生徒が限ら．

れていることについての生徒代表の悩みが語られ、「広報活動を地道に行うこと」など、

保護者・教師側からの励ましと助言がなされている（たとえば1999年度第1回三者会議報

告参照）。第3回パネルディスカッションに参加した東京都内のある高校教師の次のような

発言は、小金高校の生徒集団に課せられた今後の課題と期待とを示すものといえよう。

　　何度もこのパネルには来ており、生徒さんがいい雰囲気で語っているのには感心して
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　います。（中略）日本全国でも皆無に近い中で、カリキュラム作りへの生徒の参加に重

　大な意義を感じながらも、生徒の要望から見えてくることというプリントの中で、教科

　書に添った授業という要望もあり、この中に小金の生徒の本音も見えてきています。本

　当はどうなのだろうか。いまここの皆さんは、自発的な問題発見型の学習をということ

　を言われていますが、かなりの生徒はそうでもないのかなという気もしています。ここ

　でお願いしたいのは、生徒間での統一した理念を（どう一引用者）形成していくのか、

　また、いけるのかいけないのか、いけなければ自分たちでどのようにしてゆくのか、そ

　んなことを思いました。

　最後に③の「総合的な学習の時間」三者検討委員会は、新教育課程を編成する取り組み

の一環として2000年7月15日に発足したものである。以来、東葛飾高校の自由研究の時間、

和光高校の総合学習の時間の見学などの活動を経て、同校の総合的な学習の時間は次の3

点を骨子とするものと考えられている（「三者会議便り」第7号、2001年1月18日付）。

　1生徒が自主的にテーマを選び、探究する学習

　2調査・検索、討論、発表などを通して生きた学力をつける学習

　3　保護者や地域の人の積極的な協力を得て、生徒が自ら進路を開く学習

　上記の3と関連して、「人材バンク」をつくり、保護者や地域の人びとが参加できる条件

づくりをしてほしいとの要請も提出されている。

すでに述べたように、2003年度に始まる新教育課程を関心事として始まった同校の三者

協議であるが、現段階におけるその三者協議の焦点は、この総合的な学習の時間の構成に

あるといえる。他方で、生徒が自由選択制を残してほしいという要望を提出していること

とあわせて、教育課程編成における生徒参加、さらには父母参加が、まずは教育課程の比

較的自由度の高い局面に向けられていることを示すものといえる。

（2）若干の考察

　前回の報告で述べたように、1973年に発表されたドイツ教育審議会教育委員会勧告（第

一部）は、生徒が授業の計画と編成に参加する形態として「授業計画フォーラム」と「授

業の批評」とを挙げている。つまりは、授業の計画と評価の段階における参加である。こ

の区分によると、前回紹介した長野県辰野高校の場合は、さしあたり評価の段階における

生徒参加であるということができる。他方、ここに紹介した小金高校の場合は計画段階に

おける参加ということができる。ただし、小金高校の場合も、すでにみたように当面の授

業を評価するところがら教育課程編成における参加へと進みつつあるところが興味深い。

そこに現実の生徒の要求に即した参加の筋道があるといえよう。

　ところで、教育課程編成への生徒参加は、単なる枠いじりではなくて、彼らが学びとは

なにかを問い返し、自分たちの学習要求の自覚化、明確化を追求する過程であらざるを得

なかった。否、生徒にとどまらず、教師にとっても、保護者にとっても、いま生徒（子ど

も）に期待する学びとはなにかを問い返す過程であらざるを得なかった。たとえば小金高

校の教師たちは、2000年12月、校内教研において「各教科において生徒に学ばせたいもの

は」というテーマで各教科からの発表を行い、話し合いを行っている。第3回パネルディ

スカッションに参加したある保護者からは「三者にとっての、とてもよい刺激になったと

思います。実際、子どもに『何の為に勉強するのか』と問われた時に、親の経験でしか答

えられないジレンマを感じたことがあります。このようにたくさんの方の意見を聞くこと
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ができて参考になりました。（後略）」という感想が寄せられている。教育課程編成への生

徒・保護者・教師三者の参加がもっこのような意義ないしは可能性に注目したい1

2　高知県立伊野商業高校の場合

（1）実践

　伊野商業高等学校は高知市の西隣り、吾川郡伊野町に位置する。平成13年度「学校要覧』

によれば、流通ビジネス科、国際観光科、情報デザイン科、ビジネス会計科、情報処理科

の5学科から成り、在籍生徒数は520名余を数える。高知県下の公立学校が一般にそうであ

るように、同校にも「開かれた学校づくり推進委員会」が「伊野商業高校を良くする会」

という名称で置かれている。その設置要項は次のとおりである。

　　　　伊野商業高校を良くする会　設置要項

　（目的）

　第1条　伊野商業高等学校は、創立以来30年を越え、新たなる飛躍を目指す大きな節目

　　　　を迎えている。学校では、この機に臨み、学科の改編や様々な教育環境の整備を

　　　　通じて、商業教育の改善・充実、向上に取り組んでいるが、さらに、魅力ある伊

　　　　野商業高校となるよう、生徒をはじめ、保護者・地域社会など各方面からの協力

　　　　を得るために「伊野商業高校を良くする会」を設置する。

　（組織）

　第2条　委員会は、学校長ほか次に掲げる者のうちから、学校長が委嘱又は任命した委

　　　　員で構成する。

　　　　（1）生徒の代表

　　　　（2）保護者

　　　　（3）地域で活動する団体の代表者

　　　　（4）地域での産業・経済・文化等についての有識者

　　　　（5）教頭及び教職員

　　　　（6）その他学校長が必要と判断する者

　（任期）

　第3条　委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

　　　2　委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

　（役員）

　第4条　委員会に、委員長及び副委員長各1名を置き、それぞれ委員の互選によって

　　　　定める。

　　　2　委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

　　　3　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

　（運営）

　第5条　委員会の運営については、次のように定める。

　　　　（1）委員会は委員長が招集し、主宰する。

　　　　（2）委員会は、市町村教育委員会や地域指導主事等とも連携を取りながら運営

　　　　　　するものとする。

　（協議事項）
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　第6条　本委員会は、第1条の目的を達成するために次の協議を行う。

　　　　（1）伊野商業高校を良くすること

　　　　（2）学校・家庭・地域の相互の理解と協力の促進に関すること

　　　　（3）その他委員会において協議を要する事項

　（事務局）

　第7条　委員会の事務局は、高知県立伊野商業高校内に置く。

　（雑則）

　第8条　この要項に定めるほか、本会の運営について必要な事項は、委員会の協議で定

　　　　める。

　　付則

　　　この要項は、平成9年4月1日から施行する。

　以上のような要項にもとづいて、委員会は、1・2・3学年各4名、計12名の生徒代表（各

ホームルーム主任の推薦にもとづき学校長が任命）と成人委員によって構成されている。

成人委員は同校のPTA会長、伊野町子ども会連合会長、伊野町連合婦人会長、区長、伊

野商業同窓会長、伊野商業高校北内会（同校卒業生の保護者および旧職員を構成者とする

後援会）代表、伊野町教育次長、社会教育指導主事、学校長、他に事務局を担当する同校

の教頭をはじめ7名の教職員、計16名である。

　さて、同校において注目されるのは、新教育課程編成における生徒参加である。ここで

新教育課程とは、1999年改訂の高等学校学習指導要領にもとづき、2003年度から本格的に

実施に移されるものを指している。それでは同校において、どのような事情がその生徒参

加を促したのであろうか。ここで同校が置かれている状況を顧みなければならない。

　同校は、1963年、高知県下ではじめて設立された県立の商業高校である。そのような歴

史を有する同校ではあるが、1970年、市立高知商業高校が比較的近隣の地に移転してきた

ことにともない、志願者数の減少という事態に直面することとなった。加えて、同校を取

り巻く普通科志向の波。また、現在においても「補導専任」として4名の教員が加配され

ていることにみられるように、生徒指導上の困難をも抱え込まざるを得なかった。ここに

同校は、生徒にとって魅力のある学校づくりを進め、学校のイメージを高めるという、い

わば学校の存立をかけた課題に直面することとなったのである。

　同校は、1994年度、従来の商業科を流通ビジネス科、国際観光科、情報デザイン科、ビ

ジネス会計科に改編、1971年度に新設された情報処理科とあわせて5学科体制をとるにい

たった。学科の性格をより明確化することを意図したその改編も、生徒にとって魅力のあ

る学校づくりを進めるという同校の取り組みの一環をなすものにほかならない。また、実

際的な教育、体験的な学習を重視するという観点から、情報デザイン科にリセ企画、国際

観光科にOLI，OLIと呼ばれるユニークな「会社」を設立していることも、上記の取

り組みの一環をなすものといえる。ちなみに、リセ（Ly6eeフランス語の「高校」）は、

2000年4月に情報デザイン科の生徒が設立した「企画会社」で、これまで高知県や多くの

企業の依頼を受けて、ロゴマークやパッケージデザイン等の作成を行ってきた。昨年8月、

高知市で第10回全国高校漫画選手権大会（まんが甲子園）が開かれた際にも、地元ライオ

ンズクラブ等の依頼を受けて、参加者に贈るバンダナの製作を行っている。他方、OLI，

OLI（ハワイの言葉で「うれしい」を意味する）は、国際観光科の生徒が2000年9月に
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設立した「株式会社」で、旅行代理業務、輸入業・輸出業や観光情報発信を行う。その第

一弾として同年には、同科の3年生が研修旅行先のハワイで買い付けた商品を「高知県高

校産業教育フェア」で販売するなどの活動を行っている。

　ところで、高知県産業教育審議会が2000年9月に発表した答申「「本県における今後の専

門高校・専門学科の在り方』について」は、産業技術や産業構造の変化、生徒数の減少等

への対応が求められる状況のなかで、専門高校、専門学科の適正配置、適正規模に関して

「今後は、現在の学科の役割等を考慮しながら、産業系総合高校や職業系専門教育を基礎

にした総合学科などについて検討する必要がある」としている。また、同年11月に発表さ

れた高知県立高等学校教育問題検討委員会の報告「21世紀を展望した高知県立高等学校の

在り方について」は、「学校・学科の適正配置」について「総合学科は現代の生徒のニー

ズに応え、教育改革の目指すべき方向であり、県内のどの地域の生徒も選択できるよう各

通学区域に少なくとも一校は配置することが望ましい」とし、さらに同校が位置する高知

学区については「学校数や生徒数が多い高知学区には総合学科の複数：配置についても検討

すべきである」「高知市周辺の学校を職業系専門教育を主とした総合学科へ改編すること

が望ましい」としている。

　このように「総合学科」構想が全県的に推進されつつある状況のなかで、同校は5学科

体制を擁しつつ、今後どのように商業高校としての独自性を追求しようとするのか。生徒

にとって魅力のある学校づくりの内実があらためて問われているといってよい。

　さて、同校における新教育課程編成への生徒参加は、『上記のような学校づくりの重要な

一環として位置づけられる。いま情報デザイン科と国際観光科との場合についてみれば、

同校の教育課程検討委員会の提起をもとに情報デザイン科の教師たちがはじめて生徒を対

象に「新教育課程編成のための意見交換会」を開催したのは、2000年1月21日のことであ

った。それに先立ち全学年対象の事前アンケートが行われている。1年生の場合、アン

ケートの項目は次のとおり。

　1．伊野商業高校情報デザイン科に入学して良かったですか。

　2．中学校時代の伊野商業高校情報デザイン科に対するイメージを教えて下さい。

　＄．’実際に伊野商業高校情報デザイン科に入学してからの感想を聞かせて下さい。

　4．情報デザイン科に来て良かったことは何ですか。

　5．逆に期待はずれだったことは何ですか。

　6．情報デザイン科はこれからどうずれば魅力ある学科になると思いますか。

　7．情報デザイン科に入学してこんな勉強をしてみたかったといったことはありますか。

　8．逆にこんなことは役に立たない、やめてほしいといったことはありますか。

　9．こんな行事をやって欲しい、逆にこんな行事はやめて欲しいといった提案はありま

　　すか。

　10．その他、上のこと以外で何か気の付いたことはありますか。

　（以下略）

　第1回の意見交換会には各学年の生徒代表と有志合わせて15名（在籍生徒は約100名）

と教師7名が出席している。そこで出された主な意見としては「1年生でのカリキュラムの

意見として専門教科にコンピュータ関連の授業を入れて欲しいという意見」「商業科目

『簿記』の授業については、『資格取得』をするためには必要だという意見」などが紹介さ
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れている。そして出席した教師からは、たとえば次のような意見・感想が聞かれる。

　・たいへん良いと思います。「今の生徒に聞いても仕方がない］という意見もあるよう

　ですが、だからと言って全て教師が決めているのでは、今までと何も変わらないと思い

　ます。自分達の意見を聞いてもらえるんだということで、生徒の授業態度や生活態度も

　少しずつかわってくるのでは。？

　・非常に良かったと思います。想像していなかった反応があり有益であった。

　・学校全体として取り組みを進めていくという点でいえば、わずか1時間の会だったが、

　いままで経験してきた教育課程づくりと違い何か期待感を抱かせるものになりつつある

　のではないか。（従前は教育課程検討委員会でほとんどの検討がなされ生徒の動向や多

　くの教職員の考えが反映不足だったように思う。）、

　・「簿記」や「デザインに関する科目」について、私達が考えている以上に生徒が必要

　性を感じていることがわかった。授業についていけない生徒たちの意見も聞いてみたい。

　他方で「もっと全員の意見を聞きたかった」という感想に示されるような残された課題

もあるが、生徒との対話について肯定的な評価が多い。以後、塁間では第2回（同年11月

24日）、第3回（2001年5月25日）というように、生徒との意見交換会が続く。第3回は1年

生全員との話し合いである。

　国際観光科でも’「国際観光科を良くする会」あるいは「国際観光科の将来を語る会」と

名付けて生徒との対話が行われている。たとえば2000年1月21自には「国際観光科を良く

する会」噛（参加者：1年生4名、2年生5名、3年生4名）が開かれ、それに先立ち前年には保

護者、卒業生、在校生、中学校教員を対象にアンケートも行われている。その「良くする

会」をうけて2001年には「国際観光科の将来を語る会」（各クラスの代表と教師）が開か

れている。附会に教師が提出した資料の中から前年における生徒の意見と教師の回答との

一部を紹介すると、次のとおりである。

　1・テストの科目を減らして欲しい。

　　　できる限り、実習を多く取り入れるように授業を工夫しています。テストが多くて

　　生徒の皆さんはたいへんだと思うのですが、科の特性上仕方がないところがあります。

　’今後ともテストをしなくても成績がつけられるような授業形態を考えてみますが、そ

　　れには生徒の皆さんの協力が必要です。

　2・修学旅行を自分たちで決めさせて欲しい。

　　　現在、新しい教育課程を作っています。その中で、「総合実践」を現在の方法から

　　変えて「ツアーコンダクト」を中心とした授業に変更して行こうと話しています。ツ

　　アコンが自分たちで出来るようになれば、実際に自分たちのコンダクトしたツァーを

　　自分でたどってみる、といった計画もあります。ただ、現在行っているハワイの研修

　　はいろんな事を考えてみても非常に意義深いものです。これはできる限りつづけて行

　　きたいと考えています。この海外研修とは別に自分たちで企画したツァーを実施でき

　　るような計画をしてみたいと考えています。

　3・英語は文法ではなく喋る授業をしたい。

　　　「英語実務」の中では特にそれを心がけるように取り組みを始めました。普通教科

　　の「英語」「オーラル」についても国際観光科の特性を出せるように先生方にお願い

　　をしています。英語に限らず、社会科や国語なども国際観光科の実情に合った内容に
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　　してもらえるようお願いしています。

　他に生徒の要望のみを示すと、「科の名前を変えて欲しい（堅苦しい）」「留学生を呼ぶ」

「企業実習は平日（授業のある日）に行って欲しい」「E－Mailができない」「イン

ターネットを多く取り入れて欲しい」「ES・WBSの日数を増やして欲しい」「今の英語

の歌を訳すような授業をしてほしい」「高知県民だから高知のことをもっと知りたい。（よ

さこい・伊野町など）」などがあり、教師からはすでに実現した、あるいは事情の許すか

ぎり要望に添いたいという趣旨の回答がなされている。たとえば留学生の誘致、よさこい

まつりへの参加を含む伝統文化の学習は、すでに実施に移されているところである。

　生徒にとって魅力のある学校・学科づくりをめざす同校の教師と生徒との協力は、「簿

記」など、検定資格取得科目の存続とより早い学年からの実施、同じくワープロ関連科目

のより早い学年からの実施など、同校の教育課程に確かな変化をもたらしつつあるものと

いえる。

（2）若干の考察

　高知県生活指導研究会が2000年2月から3月にかけて県下の高校生を対象に行った調査

によると、「『推進委員会』（『開かれた学校づくり推進委員会』一引用者注）でどういうこ

とを話し合いたいか」という質問のなかで、「授業の内容や方法」などそれぞれの項目に

ついて「そう思う」と答えた者の比率は、「校則」が70．4％でもっとも多く、以下、「頭髪

や服装」（64．6％）、「先生への要望」（59．7％）、「よりよい学校にする」（57．0％）、「アルバ

イト」（56．8％）、「バイク免許」（55．4％）、「生徒指導」（54．3％）、「進路や将来のこと」

（53．4％）、「いじめや暴力」（51．7％）と続く。これらに続いて「授業の内容や方法」

（51．1％）が登場する。「服装や髪型」「アルバイト」「バイク免許」などを含めて、「校則」

関連の項目が上位に目立つ（藤田　毅「『開かれた学校づくり』への高校生の意見」参照。

民主教育研究所編集『季刊　人間と教育』第28号所収、旬報社、2000年12月目。

　しかし、学校生活の中核ともいうべき授業への期待は決して小さなものではない。それ

どころか同じ高知県生活指導研究会調査によると、「学校や先生に求めることは何か」と

いう質問のなかで、「授業の内容をもっとわかりやすくしてほしい」という項目について

「どても大切」あるいは「どちらかといえばそう思う」と答えた者を合わせた比率は

77．6％で、「教科の成績だけでなく、生徒のいろいろな長所を見てほしい」という項目

（83．1％）についで多い。以下、「学校の施設・設備を良くしてほしい」（72．1％）、「服装や

髪型を自由にさせてほしい」（71．7％）、「学校の規則をもっとゆるめてほしい」（70．5％）

「生徒のいうことをもっと聞いてほしい」（69．6％）などの項目が続く。先の「推進委員会」

に関する回答と照らし合わせるならば、「授業」の問題はむしろ教師との直接的な対話に

期待しているということであろうか。

　ともあれ、現に伊野商業高校にみられるものも、「新教育課程編成のための意見交換会」

「国際観光科の将来を語る会」などを場とする教師と生徒との直接的な対話である。

　ところで、同校については、すでに見たように、いわば商業高校としての存立をかけた

教師集団の取り組みのなかから、生徒にとって魅力のある学校づくり・学科づくりをめざ

して教育課程編成への生徒参加という道が選ばれたことに注目したい。それは、学校を生

徒の学習要求に応える学習空間として創りあげるという取り組みにほかならない。その生

徒参加と「リセ企画」「OLI，OLI」など、他の特色あるプログラムとがあいまって
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であろう、同校には、近年、定員をオーバーする志願者数の増加がみられるという。また、

生徒参加がもたらした成果の一つとして、同校の教師は生徒との信頼関係の深まりを挙げ

ている。生徒に少しずつ自信や誇りが生まれてきたということも、同校の教師の語るとこ

ろである。

おわりに

今回報告した2校の事例、さらには前回報告した長野県辰野高校、東京都和光高校の事例

をもあわせてみるならば、教育課程編成・授業づくりにおける生徒参加というテーマのも

とで、およそ次の5点が要約的に指摘されるだろう。

（1）現代の生徒参加が子どもの権利条約第12条にいう意見表明権の制度的保障を意味する

　ものであるからには、生徒参加が、校則とかぎらず、子どもの学校生活の中核ともいう

　べき教育課程や授業に及ぼされることは、必然的な成り行きといわなければならない。

　この点で、4校の事例は先駆的なものといえる。・

（2）教育課程編成・授業づくりにおける生徒参加は、参加型学習といわれるような場合を

　別とすれば、評価の段階における生徒参加と計画の段階における生徒参加とに分けられ

　る。その場合、評価の段階における生徒参加が基底というべきであろう。そしてそこか

　ら計画の段階における生徒参加への発展が期待されるのである。

（3）計画の段階における生徒参加は、現実には、教育課程編成において学校に保障された

　自由度に依存する。したがって、現状において、その生徒参加は、自由選択科目や総合

　的な学習の時間など、自由度の比較的高い局面を主な対象としている。

（4）教育課程編成・授業づくりにおける生徒参加は、生徒が学習要求を自覚化、明確化す

　るとともに、学校をその学習要求に応える学習空間どして創りあげるいとなみである。

　　さらにいうならば、①生徒の学習要求の自覚化・明確化と②学校をその学習要求に応

　える学習空間として創りあげるということの両面を含んで、生徒の学習権を実質化する

　過程である。

（5）生徒参加は、前回紹介したドイツの場合にもみられるように、生徒が権利を行使する

　過程であると同時に、教師の適切な援助によって生徒の権利行使能力を高める過程でも

　ある。この意味で、生徒参加については、それがもつ市民性の教育にかかわる意義につ

　いても、さらに掘り下げた検討を要する。

　要約的に述べた以上の諸点については、機会をあらためて論ずることにしたい。

　本稿の最後に、前回から今回の報告にかけてご協力をいただいた各校の教職員と保護者

の方々、また生徒諸君にお礼を申し上げる。
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教育課程開発・改革の動向と課題

市　川 博．（横浜国立大学）

1，研究開発指定校等における教科再編の試み

　文部省は、1970年代中頃までは、教科の枠組みを崩さない範囲でしか教育課程の開発・

研究を許可してこなかった。だが、新教科・生活科を設置するに当たり、その開発の必要

から、文部省は、その研究開発指定校に対して、新たな教科の設置を含む研究開発を許可

するようになった。それ以来、次に示すように、文部省研究開発指定校を中心にして既成

の教科の枠にとらわれない種々の試みが行なわれてきたが、中学校では、高校進学の準備

教育のために思い切った改革ができにくく、長い間、「選択」の時間を利用した総合的な

教育の試みが行われてきている状況にあった。

　1）教科の統合による新教科の設置一他教科の内容の一部との統合を含む一

　　　a，記号科一小1，2年の国語と算数を統合（兵庫教大附小）

　　　b，環境関係の教科

　　　　・環境科・地球科一理科中心に改編（東京・錦華三等）

　　　　・地域・環境科一小3，4年は社会科を廃止、理科の一部と統合。5，6年は社会科

　　　　・家庭科、及び理科の一部を統合。理科・社会科も時間を削減して存続。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（大阪・滝川小）

　　　c，人間科一社会科と家庭科の統合（福島大附小等）

　　　d，表現科一音楽・図工だけではなく、討論・文章表現・舞踊・演劇・パフォーマ

　　　　　　　　　ンスも含む統合（東京・累年三等）

　　　e，生活文化科一技術・家庭、保健体育の保健分野、社会科と理科の一部を統合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宮城教大附中）

　2）教科の新設

　　　a，生活体験科一活動、生活体験を重視すると共に、国際文化、産業技術、福祉交

　　　　　　　　　　　流、情報活用など新しい内容を盛り込んだ総合的内容（治田東小）

　　　b，英語科（国際科など）一96年度より各県に1校を指定し研究開発を開始

　　　c，情報科一情報をつくる喜びを味わう（鹿児島大回小）

　3）従来の教科の枠を変えずに教育内容を改革’

　　　a，教科名を変更一「体育」を「運動遊戯科」へ改称（兵庫教大墨刑）

　　　b，教科編成を動かさずに教育内容を改革（横国大横浜附小）

　　　c，既設の教科の外に子どもの関心を追究する学習の機会を設定一従来の教科は存

　　　　　　　　　　　続したままで、自主学習（各人の関心の追究）・課題学習（課題

　　　　　　　　　　　を集団で又は教師が設定し、それを選択してグループで追究）・

　　　　　　　　　　　共同学習（学級・学年の枠を越えて集団で活動）の時間を設置

　　　　　　　　　　　（お二大二二）

　　　　d，1活動3学習で編成一総合的な活動をを柱にして「教科の学習」、「道徳、学校

　　　　　　　　　　　行事、学級・児童会」、「選択学習」で編成（香川大高松附小等）
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　　e，教科の学習と総合単元との連携一内容知、方法知、自分知の三つの「知」によ

　　　　　　　　　　る学力概念を基に、各教科学習、総合学習、心の教育活動、特活

　　　　　　　　　　で構成。（東学大大目附小）

4）特別教育活動の時間の廃止一特別教育活動の内容を各教科の中に組み入れて実施

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（福島大響銅）

5）既設の教科体系を改編

　　a，既設の教科を撤廃して改編一調査・探検、情報活用、観察・実験、飼育・栽培、

　　　　　　観賞、創造、交流、ゲーム・遊び、話し合いの活動に改編（愛媛大附小）

　　b，全教育課程を総合学習とし、あらかじめ教科を設定せず、子どもたちの学びの活

　　　　　　動に応じて、必要があれば学級ごとに教科的な学習を展開（横国大鎌倉附小）

　　c，教科の枠を柔軟にして「系」に再編一「系」とは、子どもが教科を横断して課

　　　　　　題を深く追究する時にたどる学習と認知の系列を指し、個別学習と教科横

　　　　　　断型を組み合わせた「系の学習」。暫定的には、．言語系（国語・英語）、自

　　　　　　然系、社会教養系（社会、道徳・特活）、生活健康系（保健・体育、技

　　　　　　術・家庭）、芸術系を設定く東京・品川区上神明小・伊東小・富士見台中

　　　　　　の共同開発）

　　d，カテゴリーによる再構成一文部省の「高等学校教育の改善充実に関する調査協

　　　　　　力者会議」で、1998年度の学習指導要領の改訂に際して、高等学校の教

　　　　　　科・科目の再編について、下記のように3案が検討された。だが、いずれ

　　　　　　の案にも問題点があること、小・中学校の教科・科目への影響、下図テゴ

　　　　　　リーにおいて一部の教科のみを履修することとした場合、それによって当

　　　　　　該カテゴリーの期する目標を十分に達成できるかという問題などのために

　　　　　　決定に至らなかった。（『高等学校教育の改善充実について』1997年9月）

　　　　　〔考えられるカテゴリーの例〕

　　　　　　＊生徒に身に付けさせるべき資質・能力の観点から設定する方法の例

　　　　　　　く第一案〉

　　　　　　　　・言語能力の育成に関する分野（国語・外国語）

　　　　　　　　・社会人として必要な資質の畦畔に関する分野

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（地理歴史、公民、職業に関する教科）

　　　　　　　　・論理的思考力の育成に関する分野（数学・理科）

　　　　　　　　・健康で豊かな生活に関する分野（保健体育、芸術、家庭）

　　　　　　　〈第二案〉

　　　　　　　　・自己表現能力の育成に関する分野（国語、芸術・外国語）

　　　　　　　　・科学的・論理的思考力の育成に関する分野（地理歴史、数学、理科）

　　　　　　　　・豊かな社会生活を営む力の育成に関する分野

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（公民、保健体育、家庭、職業に関する教科）

　　　　　　＊学問的系統性に即して設定する方法の例

　　　　　　　　・人間としての基本的能力（国語、数学、外国語）

　　　　　　　　　（言語的能力、数理的能力）

一197一



・社会人として必要な知識・教養（地理歴史、公民、理科、職業に関

　　　　　　　　　　　　　　　する教科）

　（自然科学、人文科学、社会科学）

・社会生活を営むための生活技能（保健体育、芸術、家庭）

2，小・中・高の関連を図ったカリキュラム開発

　中高一貫校のカリキュラム開発については、本報告書及び第二次報告書で榊達雄・水原

克敏氏が紹介されているので、ここでは簡単に触れるに止どめたい。

　1）節目（区分）の設定

　　　a，中高一貫（6年間）による中だるみ是正のシステム

　　　　・2・2・2制の導入。基礎期（中1，2）、充実期（中3，高1）、

　　　　　　　発展期（高2，3）（東大附中等・奈良女大附中等）

　　　　・1・2・2・1制の導入。入門基礎群（中1）、個性探求期（中2，3）、専門基礎期

　　　　　　　（高1，2）、個性伸長期（高3）（名大附属中・高）

　　　b，小・中・高の結節期に着目したカリキュラム研究一『「結節期」とは、「児童・

　　　　　　生徒の知的認識あるいは身体的機能などの発達における、ある要素Aとより

　　　　　　上位の要素Bの認められる期間を想定した時の、『A・B両要素のオーバー

　　　　　　ラップする変わり目の期間（過度期）を結節期」としている。

　　　　・結節期…①小1，2、②小3～5、③小6～中2、④中3～高1、⑤高2，3

　　　　　（それらを①と②の5年間／③の3年間／④と⑤の4年間に分けて研究）

　　　　・研究の視点…①発達段階とそれにみあう学習内容や指導方法を研究。②小・

　　　　　　　中・高における教育の見通しのもとに指導。③教育内容・方法のオーバー

　　　　　　　ラップの考察（東学期世田谷附小中高）

　　　c，小中を3区分（小1、小2～5、小6～中3）。5段階に区分（後の2区分をさらに2年

　　　　　　　ごとに区分）（鳥取大附小中）

　2）カリキュラム編成の中核的理念

　　　a，・自己の「学びの意味」の重視一児童生徒の「知離れ」「自立や自立の力の低下」

　　　　　　　が問題とされている状況を踏まえて、「“児童生徒が自分にとって『意味あ

　　　　　　　る学び』を創出する”教育課程の開発」をテーマとして次の3つの要素設定

　　　　　　意味…「なぜ」学ぶのか（価値・目標）

　　　　　　内容…「何を」学ぶのか（概念、知識、技術）

　　　　　　方法…「どのように」学ぶのか（学び方）（お茶大回小・中・高）

　　　b，「自分探し」「アイデンティティ形成」の重視一学習とは、“「自分探し」「アイ

　　　　　　　デンティティ形成」（自分とは何者であるかが自覚的に明確になること）

　　　　　　　である”として、自己や人間関係のとらえにも注目し、カリキュラム評価

　　　　　　　を手がかりとして研究開発（東学大世田谷附小中高）

　　　c，「学び続けられる」学カー科学知、方法知、自分知一を重視。各教科で研究会を

　　　　　　　組織して、授業研究を通じてカリキュラムの再構成を検討（広大附小中高）

　3）カリキュラムの系統性

　　　1a，小中高を4段階に区分した系統性
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　　　　小1～3（ことば、数、創造活動く総合皿《道徳含む》〉）

　　　　小4～6（教科、創造活動く総合1、II《道徳含む》〉）

　　　　　中学（教科・選択〈OWNプラン、マイ・タイム〉、探究く総合H一自主研

　　　　　　　　究〉、総合《総合1》道徳、特活、総合学習〉

　　　　高校（教科く必須、選択〉、特活）（お茶大附小中高）

　　b，合科学習・学び方重視の伝統を生かして、生活の場の展開を機軸に構成

　　　　1，2年（具体的操作期から科学的思考の基礎としての形式的操作への完了期。

　　　　　　　自主的活動の促進による自立の能力、体験・操作活動の導入による生

　　　　　　　活概念・科学的概念のへの抽象化、基礎・基本の定着）

　　　　3，4年（身体的・精神的な成長の節目期。『個性』がかたちをとり始める。

　　　　　　　〈中だるみの回避〉自己表現・自己主張く教師・学校批判など〉の保障、

　　　　　　　フィールドワークで現実の社会にふれ、多様な価値観の存在を認識）

　　　　5，6年（形式的思考と機能的活動の段階。自由と責任、権利と義務の自覚。

　　　　　　　選択学習の拡大による自己選択権の保障）（奈良女大附中等）

　　c，教科の枠を緩やかにして教育課程の分化へ（『道徳』は各教科で実施）

　　　小1（国語、算数、生活総合、図画工作、音楽、体育、にんげん、特包）

　　　小2（情報を新設）

　　　小3（英会話を新設）

　　　小4（生活総合を社会、理科、家庭、探究に分化）

　　　小6（選択制の導入）

　　　　中学（教科名は学習指導要領に示すものに準拠）（鳥取大附小中）

4）教科の統合・新設

　　a，科学・技術科一理科・技術との統合（東大附中等）

　　b，健康・家庭科一保健体育の保健部分と技術・家庭科の一部を統合（同上）

　　c，数学特論・臨床心理入門・現代宇宙論一大学教官・院生との連携講義（同上）

　　d，図書館情報入門一大学教官と学部図書室との連携講義（同上）

　　e，特色ある総合的学習

　　　・総合科一「奈良学」「環境学」「世界学」「情報学」（奈良町大師中等）

　　　・総合人間科「「青年期のキャリア形成」の推進としてのソーシャル・プログラ

　　　　　　ムー生徒の対社会・対人関係のカリキュラム開発。中1（「自己・他者認識

　　　　　　の基礎」、中1，2（「キャリア情報検索」＜社会との結びつきの認識、社会

　　　　　　システムの理解〉）、高1，2（「キャリアプランニング能力」＜自己・社会

　　　　　　理解の変化・拡大〉、高3（「自己実現」）（名大月中・高）

3，既設の教科の教育内容の連携・棲み分け

　1）教科間の教育内容の連携一1年生の社会科の「様々な地域」の単元で中国を取り上

　　　　　　げる時に、英語科でも「アジアについて知る」を扱う。3年生の社会科で、

　　　　　　「人間の尊重と日本国憲法」、英語科で「ヒロシマ」、国語科で「ヒロシマ神

　　　　　　話」を同時期に学習するなど、カリキュラムを再構成（宮城教回附中）

　2）小・中一体化（棲み分け）のカリキュラム編成一例えば歴史学習で、小学校6年で
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は、古代から江戸時代までを重点的に学習、中学1，2年で、それまでの時代

は大きく流れをとらえ、明治以降に重点を置く　（お茶女大附小中）

4，開かれたカリキュラム開発・編成

　近年、地域住民や専門家との連携によるカリキュラムづくりや授業への参画が進ん

でいる。また、予備校とジョイントしてその授業を高校で受講することも行われてき

ており、カリキュラムの編成や授業の方式も多様化してきている。ここでは、地域の

小・中学校間の連携と教育課程編成における生徒参加の事例のみ挙げておく。

　1）地域の小・中学校との連携によるカリキュラム開発・授業

　　　a，「系の学習」の研究・開発一東京・品川区上神明・伊東小と富士見台中（前述）

　　　b，連携型中高一貫校問の教員派遣による授業一高校の教員を連携する中学校3校

　　　　　　　へ2名つつ派遣して授業（三重県・飯南地域連携型中高一貫校）

　　　c，私立大学教員の中・高学校への出前授業一松坂大の教員が高校の生徒に「社会

　　　　　　　福祉基礎」「社会科学入門」を、鈴鹿国際大の教員が「国際社会と日本」

　　　　　　　を年間を通じて講義（飯南地域中高一貫校）

　　　d，訪問授業を全区立中で実施一いわゆる進学校だけではなく、国際高、園芸科、

　　　　　　　商業科、工業科など高校20校以上が、区内の中学校23校に教師を派遣

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京・世田谷区）

　2）教育課程編成・授業づくりへの生徒参加（千葉県立小金高校、高知県立伊野商業高

　　　　　　校等）

5，1998年版学習指導要領の改訂の特徴

　2002年度から小中学校で完全実施される新教育課程では、これまでとは比較できない大

きな改革が行われた。この方向が後の教育課程改革にも大きな影響を与えると考えられる

ので、その事項のみ簡単に挙げておくこ．ととする。

　1）多くの知識を一方的に教え込む教育から転換

　　　a，「自ら学び自ら考える力」の重視

　　　b，「生きる力」の重視

　　　　・関心・意欲、問題解決力、体験的学習の重視

　　　　・表現（発信）の重視一高等学校の国語で、スピーチ、説明、報告、発表、話

　　　　　　　し合い討論、そして聞く力など「伝え合う力」を重視。

　　　　・情報教育の重視一高校「情報」（2単位を重視）を必須

　2）ゆとりある教育活動一学校5日制の導入、教育内容の3割削減

　3）教育内容の重複の是正一スパイラル方式の見直し

　4）「知」の総合化一「総合的な学習の時間」を小中高に新設

　5）教育課程の多様化一生徒の多様な要請・能力に応じた教育課程の設定ヘー

　　　a，高1年から教育課程を多様化一戦後の教育課程は、高等学校一年までは原則的

　　　　　に共通の内容を多く履修させる教育課程の構成をとってきた。

　　　　・体育・保健を除いて全教科を科目選択制

　　　　　　　国語1（4単位）→国語表現1（2単位）or国語総合（4単位）
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　　　　　数学1（4単位）→数学基礎（2単位）or数学工（3単位）などに

　　　・共通必須科目の単位の削減一38単位（普通科）、35単位（専門・総合学科）か

　　　　　　ら一律31単位へ削減。その内、体育7～8単位、保健2単位と、体育関係の

　　　　　　単位が約3割

　　b，高等学校で学校設定教科・科目を学校独自に設定を奨励

6）国の基準の大綱化・柔軟化

　　a，教科内容の学年配分を2学年一括して規定した教科の増加

　　b，時間割編成・一単位時間の柔軟化

　　c，「総合的な学習の時間」の教育内容を明示しない

　　d，各学校の創意工夫の奨励一特色ある教育、特色ある学校づくりの推進

7）学校以外の学習活動の認定

　　a，ボランティア活動の単位認定

　　b，学習塾を教育活動の一貫として認定

　　　・全国21の都道府県で5地域ずつ、100地域をモデルにして、小学校の英会話教育

　　　　を英語塾などに委託し、費用を補助（1999年8月、文部省決定）

　　c，大学・専修学校の公開講座の受講を単位として認定（注）

6，教育課程開発・改革の課題

以上、教育課程開発・改革の動向を概観してきたが、今後、解決すべき課題は大きい。

次に、その課題を整理しておこう。

　1）激動する社会における諸課題

　（1）環境・高齢化・化石資源の減少・放射性廃棄物の処理・南北問題・人口の爆発的

　　　　　増大など人類の存続・発展に関わる難問への関心の喚起

　（2）社会的諸問題の国際化の増大、情報化社会に伴うグローバルな問題意識・高いモ

　　　　　ラルと実践力

　（3）激動し、先行き不透明な社会に主体的に生きる力の育成

　　　　a，　「“学び”“未来”“関係恥くヒトとヒト、ヒトと事実・事象、事実・事象同

　　　　　　士の関係性〉”からの逃避」の克服

　　　　b，科学万能への疑念、合理的思考への疲れ、感性への郷愁（→新たなる視角に

　　　　　　よる宗教教育の必要性）

　（4）高度科学技術革新による学問体系の再検討新たなる「“知”の枠組み」の構築と

　　　　　新たな学力像の構築

　2）教育課程の編成・教育方法の改革の課題

　（1）学校の機能の再検討一「学校」で育成すべき学力像の究明一

　　　　a，家庭・地域との新しい棲み分けと連携く機能の分化＞

　　　　b，生涯学習時代における学校の位置（役割）の明確化

　　　　　（前述のごとく文部省は学習塾も教育機能の一環として承認すると共に、近

　　　　　年では、学校5日制に伴う休日の受け皿（体験学習を実施など）として塾を

　　　　　活用しようとしている。校外での活動、大学・専門学校での授業の単位認定

　　　　　など、学校独自の機能をどう確立、推進していくかも大きな課題である）
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（2）21世紀の学力像と教育課程の構築一小中高大を一貫した構想一

（3）教育課程の国家基準の在り方

　　一地域・学校などにおける創意ある教育活動を真に推進する基準の在り方一

　　a，「最低基準」の設定一文部科学省は、新学習指導要領は「最低基準」である

　　　　とした。もし、そうであるならば、すべての児童生徒にその修得を保障す

　　　　る義務が生ずる。学校には心身に障害を持つ者もいるし、能力も多様であ

　　　　り、すべての子どもに最低基準の学力保障をすることは不可能である。そ

　　　　の保障を裁判に訴えられたら、国は勝つことができるだろうか。他方、学

　　　　力低下論が厳しい状況への対応策として、文部省は、「最低基準」を発展さ

　　　　せた内容を教科書にも盛り込む方向を打ち出している。どこまでの発展を

　　　　許容するのか、その判定の基準は何を根拠とし得るのか。また、「最低基準」

　　　　の設定が、地域・学校・個人間の格差を拡大する教育を生み出すと共に、

　　　　受験準備教育のために利用される弊害がすでに生じている。

　　b，地域・学校のカリキュラム編成と基準性一学習指導要領の基準の弾力化に伴

　　　　い、都道府県・市町村単位でカリキュラムの自主編成が進められつつある

　　　　が、それが強い拘束力をもって、各学校の創意ある教育活動を規制する弊

　　　　害を生み出している。各学校においても学校プランと、各学年で作成した

　　　　『計画』が教師の創意ある教育活動を規制している場合も多い。

（4）教育課程における共通性と個別性との関係性

　　a，必須単位数の在り方一高等学校の新学習指導要領は、上述の如く必須単位を

　　　　大幅に削減したが、高校教育としての共通の教養教育に必要な単位指定を

　　　　如何に設定すべきか。また、体育関係の単位が異常に多い。共通必須単位

　　　　38単位（普通科）、35単位（専門・総合学科）から一律31単位へ削減された。

　　　　しかも、体育7～8単位、保健2単位と、体育関係の単位が約3割近くを占め

　　　　ている。必須とする教科とその単位数を如何に決定すべきか。

　　b，必須教科内における科目選択の在り方一上記の学習指導要領においては、同

　　　　一教科であっても選択する科目によって大きく異なる。はたしてこれによ

　　　　って高校としての共通の教養教育といえるのか、教科内の科目選択の在り

　　　　方も検討課題である。

（5）スパイラル方式と教育内容の厳選

　　aチスパイラル方式の有用性（活用条件）一同一教育内容の無用な重複学習は不

　　　　必要だが、新たな内容を一度の学習で修得できるものではない。算数の合

　　　　同・相似などの学習をはじめとして、重要な内容は機会あるごとに違った

　　　　視点・場の中で再度学習を進めながら理解が深っていくものであり、学習

　　　　の効率のみを求めてスパイラルな学習の在り方を否定するのは危険である。

　　　　また、相似の学習が、社会科の地図の読み取り、図工の写生などとどう関

　　　　わりあっていくのか。教科を越えた追跡検討も必要となる。

　　　b，　「教育内容厳選」の基準一この度の教育内容の厳選の視点が不明確で、3割

　　　　削減の原則がまず設定されて実施されている。算数の円周率の扱いが社会

　　　　的に問題とされているが、例えば、小学校学習指導要領の社会科の政治の
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　　　　　扱いでは、「厳選」の名の下に、1989年版で3年「市町村のしごと」が6年の

　　　　　政治単元に統合、98年版で4年の現在の開発に関する内容も6年の政治単元

　　　　　に統合されるなど、政治について学習する機会が改訂ごとに削減されてき

　　　　　ている。政治への子どもの関心をそらさんとするものではないとは思うが、

　　　　　そうした傾向を助長することが憂慮される。公民としての資質の育成の基

　　　　　盤となる政治についての教養を系統的に積み重ねていく教育課程を広い視

　　　　　野で構想していくことが不可欠である。

3）教育課程の開発研究の今後の課題

　教育課程開発の研究についてはすでに上記にも含まれているが、今後の実践的な研究

課題として挙げておきたい。

　（1）一般の公私立学校でも活発な開発研究を

　　　先に、教育課程の研究開発の動向を紹介したが、大学の附属校としての歴史と人

　　材を有している点で、研究開発の条件に恵まれているとはいえ、意欲的に取り組ん

　　でいる学校の大部分は、国立の附属学校である。茅ヶ崎市の浜之郷小学校のように

　　地方自治体でパイロットスクールとして、国から離れて独自に研究を進めていると

　　ころも出てきているが、一般の公立校でも自由に研究開発を進めていくことが期待

　　されるし、そうした条件を整備・奨励していくことが重要である。

　（2）学習指導要領を乗り越える新たな学力像の構築と教育課程の構想を

　　　研究開発指定校の教育課程研究を分析して痛感することは、新たな学力像への究

　　明が不十分なまま、学習指導要領の範囲内で（例え教科の構成は変化しても、学習

　　指導要領が示す教育内容を大幅に乗り越えたものになっていない）、教育課程研究

　　が進められていることである。本科研グループは、戦後の学力論についての基礎資

　　料を収集し、内部研究資料として三冊の資料集を作成し、本「最終報告書』でも、

　　それに触れた研究成果が掲載されているが、学力像の検討と構築を踏まえて、教育

　　課程の新たな構想を打ち立てていくことが残された大きな課題である。

　（3）意欲的で綿密な授業研究と結合した教育課程開発とその評価を

　　　教育課程開発には、綿密な授業研究が不可欠である。研究開発指定校の研究報告

　　書に掲載されている授業の実践の大部分は、二等（事実）を「つかむ」「追究する」．

　　「まとめる」というパターンで、しかもそれを一時間の授業内で展開する短絡的な

　　ものとなっている。個々の子どもの想いに即し、トータルな発達を保障する木目の

　　細かな教育実践とそのカリキュラム評価を基にしたその構築が重要である。

　（4）総合学習の理念に基づく教育課程の開発を

　　　各教科の連携の必要性については、ヘルバルトが1802年に「ペスタロッチの直感

　　のABC』を出版し、各教科で直感を重視する教育を並列的に行なっても意味がな

　　いとして、合科的に進めることを提唱したことに淵源を求めることができ、約200

　　年の歴史を有している。わが国でも、樋口勘次郎が1889（明治32）年に「統合主義

　　新教授法』を出版して以来、大正自由教育期、そして戦後初期に総合的な学びが教

　　三界を風靡した。

　　　今また、新たなるブームを引き起こしつつあるが、それは過去の単なる再来では

　　ない。その今日的意義を深く検討しておくことが、．今後の新たな教育の構築にとつ
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　て特に重要と考える。

　　今日は、変化の激しい社会にあり、環境・資源・人口問題、放射性廃棄物の処理

　など、人類がかって経験したことのない難問で、輻較しており、その解決は、一つ

　の領域で解決を図ろうとしても不可能である。事実・事象を総合的にとらえ、多様

　な学問（教科）の知識・技術を援用していく力が不可欠である。然るに、科学は細

　分化の一途をたどっている。問題究明のためには細分化も必要であるが、単なる蛸

　壺的な学問の発展だけでは無意味である。その成果を総合的に関連させ、生かして

　いくために、総合学習の手法が貴重となってくる。また、直面する巨大な課題を解

　決していくためには、新たな知の枠組みを変えていくことなしには不可能である。

　今日の状況は、明治初期の文明開化の時代に似ている。その当時、江戸時代の往来

　物、四書五経とは違った新たな知の体系の転換によって近代化を図り、国難に対応

　した。だが、現在は、そのようなお手本にするものがない。故に、既成の教科（学

　問）の枠にとらわれないで、個性的に問題を追究し、新たな知の体系を独自に試行

　錯誤しつつ作り上げていく営みが要請されており、教師も教科の枠を乗り越えて、

　あるいは新たな枠組みを設定して総合的に教育活動進めていくことが必要であり、

　その学びは、子どもが既成の教科・学問の枠を乗り越えて新たな枠組みを作り上げ

　ていくための基礎としても重要である。

（5）生徒参加のカリュラム編成の基盤としての自治活動と授業における集団思考の推進

　　生徒にカリキュラム編成に積極的に関わるように呼び掛けても生徒の反応は鈍い

　し、積極的な提案が出にくく、授業方法の提案にとどまっていることが多いといわ

　れている。カリキュラム編成に参画した経験もなく、問題意識もなく成長してきた

　生徒にとっては、それは無理からぬことであろう。進学を控えた彼らにとってはカ

　リキュラムを変えることよりも、受験に役立つ効果的なカリキュラム・授業に関心

　がいきがちだ。しかし、生徒の自治活動を活発にし、また授業に集団思考の場を積

　極的に進めて、彼らの学習の方向や方法を自分達で作り上げていく体験を豊かにし、

　その方法を習熟していくことによって次第にその条件が生み出されてくる。その努

　力を重視したい。

（6）弾力性のある教育課程開発を

　　カリキュラムは、時代、地域、学校、学級、学習者の実態に即して編成さるべき

　ものであり、新たな構想といえども、実践の手がかり（一つの例示）に過ぎない。

　戦後初期の学習指導要領が「試案」とされ、’『学習活動の例』として示されたよう

　に弾力的に運用できる形で作成され、示される必要がある。

〈注〉

　教育課程の研究開発の動向については、本科研『報告書』の他、次の拙稿を参照されたい。

・本科研の『報告書』（第一次、第二次、及び最終報告書）

・「開発指定校における教科再編の試みとその検討」（『教育学研究』第64巻第1号、日本

　教育学会機関誌　1997年3月）

・「教育課程改革の現状と課題」（『教育学研究』第67巻第1号　同上　2000年3月目

・「社会科関連カリキュラムフレームワークの考察一文部省研究開発指定校等における実
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践報告の検討一」（1996－9年度科研「小・中・高等学校の一貫による社会科関連科目の

連携に基づくフレームワークの研究』　1999年3月）

・「文部省研究開発指定校等における小中高一貫の社会系教科・科目のカリキュム開発

の現状と課題」（1999－2001年度科研「社会科関連科目の小・中・高一貫による教育課

程開発・編成に関する研究』　2002年3月）
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教育課程の編成と学習活動における『個』の総合

市　川 博（横浜国立大学）

1，重松鷹泰の『実力』の定義

　1970年代後半以降、教科の枠を崩した教育課程の開発の試みが行われ、近年では、中高

一貫校をはじめ既成の制度を前提としない教育課程の開発も進められつつあり、その一端

を前章で紹介した。新しい社会状況に合致した新しい教育体制の下で新たな教科を構成し、

新時代に即した教育活動を進めていくことは重要であるが、その新たな教科の教育課程に

基づいて、旧態依然の方法で教授する限りは、単に教育内容が新しくなっただけに過ぎな

い。教育課程の開発は単に、教科の構成やその内容を革新するだけではなく、その学びの

在り方も革新するものでなくてはならない。

　新しい学力像を構築することも重要ではあるが、それによって子どもを枠にはめるので

はなく、一人ひとりの子どもに生きる力として具体的に身に付いていくものであることが

重要である。

　研究開発校などの取り組みをみていると、型やその教育内容の斬新さには興味を引かれ

るものもあり、その努力に敬意を表したいと思うが、それだけに終わって、それによって

学ぶ個々の子どもの生き生きとした姿や育ちの姿が見えてこないのがほとんどで、むなし

さを感じることが多い。

　新たな革袋と、その中に入れる新たな中身も大切であるが、それをどう賞翫し、血肉化

し、明日を開く活力と知恵を生み出すものとなっているかが大切である。

　ある研究会で、「知的能力」はそこそこだが、学ぶ意欲がなく、暴力的、短気、短絡的、

自己中心的、ルーズな金銭感覚の生徒の多い高校の教師が、その生徒の問題状況を解決す

るために、意欲的に温暖化問題に取り組んだ授業実践の報告を聞いたが、生徒がその授業

で獲得した知識などが、学ぶ意欲がなく、暴力的な……生徒の問題の克服とどう関わって

くるのかを問うたところ、その問いの意味も理解できない回答が返ってきた。想いは大き

く、熱いが、個々の生徒にそれらの学びがどのように位置づき、自分自身を見つめ、時分

在り方を改善していく可能性を作り上げていっているのかという意識がなく、教師のせっ

かくの努力が生徒の変容に生かされていないことを残念に感じた。教育課程の開発などの

研究成果を読んでも、また、実際にその授業を参観しても、意欲的で斬新的な試みは感じ

ても、それを学ぶ子どもらの生き生きとした姿が見えてこない場合が多い。つまり総論が

多く、具体的な各論の展開の木目の細かさに欠けているのである。その問題を教育方法の一

問題とせず、具体的な子どもの学びの姿として明らかにしていく学力論・教育課程論を確

立していくことが必要だと考える。

　そうしたことで、近年、知識を教え込む教育を反省して、「生きる力」、総合的学習や問

題解決力の育成が重視されつつある。しかし、それに対する強い批判の声が出てきている

が、その逆風に逡巡することなく、すべての教科において総合学習の理念で、問題解決学

習を通じて知的なものと結合して真に「生きる力」を育てる教育を個々の子どもに即して

展開し、その姿、育ちの姿を具体的に明らかにしていくことが、新たな学力像・教育課程
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像の構造を展開していくためにも必要である。

　そのことについて、今から50年前にその具体像を示したのが、重松鷹泰である。1947年

に新教育が正式に発足したが、早くも50年前後から新教育による学力低下論が台頭してき

た。そこで、当時、新教育の牽引となって活躍したコアカリキュラム連盟は機関誌「カリ

キュラム』（51年11月号）で基礎学力について特集を組んだ。そこではすでに、今日の問

題にもつながる基本的問題がかなりに高度に論じられているが、重松鷹泰は、その号で、

「『実力』を身につけるさせるために」という表題で、「実力』について次のような興味深

いことを述べている。

　「実力とは、事態処理能力であり、問題解決の力である。それ故に、その中には、あ

らゆる能力が含まれる。技能も態度や習慣も知識もまた、問題解決に動員され、それに

寄与するものであるから、その能力の一部をなす。（中略）

　実力の内容となる、技能や態度・習慣や知識は、むしろ、行為の主体との関係におい

て吟味されるべきだろう。それらの各々が、どれほど、主体の近くにあるか、どれほど

主体自身の統制に従うようになっているか、等等によって、考えられるべきであろう。

実力とは、むしろ、ある個人の性格であるということができないだろうか。なぜなら

ば、性格こそは、土壇場において、つまり危機的場面において、主体の行為を決定する

ものであることが多いからである。そしてまた、虚偽でない力、身についた力とは、そ

の人の性格を形成しているに違いないからである。」

重松は、その力として具体的に次の7項目を挙げている。

1，よりよい生活を実現していこうという要求の存在すること（自己の要求を実現しよ

　　うとする要求、自分自身の生活を統一して行こうとする要求）。

2，情緒が安定し立場を転換することができること（自分の判断が最善ではない。〔1〕

　　のことは自己の感情や周囲の状況に流さている場合がある。事態に巻き込まれない

　　余裕と立場を自由に転換できる可能性があること）。

’3，事物事態の構造や機能を分析することができること。

4，事物事態の構造や機能に関する知識を豊富に持っていること（豊かな経験が整理さ

　　れて有効な知識となっていること）

5，問題解決に必要な予見を立てることができること。

6，予見を理論的に検討し得ること。

7，予見に従う行動をなしとげる知識、技能、習慣、態度を持っていること。

　しかし、それらをばらばらに育てるだけでは無意味である。統一のとれた獲得とその発

展が不可欠であることも再度、強調しておきたい。

　このことを、上田薫は“個的統一”といい、社会科の初志をつらぬく会で実践的にも、

理論的にも積み重ねられてきているが、今日、流布されている“総合”の理念の根本を表

す言葉でもあると考える。総合とは、“個における総合”であり、それは、知識、技能な

どを主体自身の統制に従うように探索、獲得して問題解決を図りつつ、トータルな成長を

遂げていく営みである。
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　その“総合”は、いうまでもなく、一人ひとりその仕方・在り方は異なってくる。

個々人の成育の過程での知識・体験や、その子が今、置かれている立場（状況）などに

よって異なり、故に、その子の成長にとって、今、必要とされる学びの課題（学力）も異

なってくる。

次にそのことについて述べてみたい。

2，生活・学びの総合性

　1）“教科の学習”－“生活”の総合的性格

　私たちが、日々、生活していることは、問題解決の営みの連続であり、それは目的実現

のために種々の領域の知識・技術などの能力をフルに活用したり、必要なものを新たに取

り込んで解決していく総合的な営みである。

　切符を買う．ために、販売機にお金を入れる行為一つ取っても、そこには行き先について

の地理的知識、お金を計算する算数の能力、お金を素早く落とさないで入れる指先の運動

能力などが総合されて、つまり、これまでの知識・技術がフルに動員されて目的が達成さ

れていくのである（『実力』の一つの具現化一諸能力の有機的活用）。そのような行為は、

いつも気づかずに行っていることであり、特別なことではなく、人間が生きていく自然の

姿そのものであるということもできる。

　人間が生き、生活している自然の姿が“総合”であり、この自然の姿を、学習の場に生

かしていくことが大切である。それは、その子なりの、個性的な営み以外のものではない。』

“総合”とは、その営みを、総合”という視点で、その今日的意義を込めて、とらえ直し

たものにすぎない。

　学習自身も総合的営みである。各教科における子どもの学びが真に成立する授業の基盤

に“総合性”がある。故に、総合的学習の時間だけが、総合学習ではない。教科の枠は仮

に設定されたものであり、点線または波線で表わされるべきものである。教科の学習にお

いても、総合学習となっていないと授業として成立しないのである。問題の追究一目的実

現のために種々の領域の知識・技術などの能力をフルに活用し、総合的に必要なものを取

り込んで解決していく過程で人間はトータルな発展を図っているのである。それには、学

習の対象をまずしっかりとらえることが学習の出発点である。そこから生じた疑問・好奇

心・不安・怒り・願いを問題として追究していこうとするならば、教科の枠をはみ出さざ

るを得ない。他教科の領域まで浸食して一広げて一いかないと学習が進展していかないの

である。

　そのことを、3年生の社会科の商店街の学習を基に説明しよう。

　商店街の利用の様子をとらえるために、一週間の買い物調べをし、購入した店・品・回

数を整理することがしばしば行われる。肉の買い物でも、普段の食事用に買う店、来客用

の上等な肉を買う店、肉は肉でも鳥肉は鳥肉専門店で買うことが多い。

　買い物をした店・品・回数などを整理するために、算数の領域とされている棒グラフを

つくる。その学習は、3つの展開となってあらわれる。まず①社会科における学習の必要

から棒グラフづくりに発展してきたことを契機にして、そのことを「算数の授業」の「導

入の機会」として展開していく。②「社会科の授業」という枠の中で棒グラフを正面にす

えて、いわゆる算数科の学習を展開する機会とする。③棒グラフについて学習した既習の

一208一



ものを「復習1する機会として利用する。②③は、子どもは、「社会科の学習」をしてい

ると思っているが、実際には「算数の学習」をする場となっている。それは、社会科の学

習の領域が算数の領域まで拡大していった（社会科の枠を算数の領域へと広げていく）証

左であるということがでぎる。

　このことは、ある授業の一場面をみれば、算数の教科の学習の時間と変わらないように

みえようが、社会科の学習が、教科の枠を越えて、或いは教科の枠を拡大して、枠の波を

膨らませて、成立・展開していくということができる。

　つまり、棒グラフの学習は社会科の学習にとって不可欠だが、その学習は算数の領域で

あり、また、棒グラフの線を正確に引いたり、配色を考え、線から食み出ないようにして、

その線の内側近くを濃く塗る作業は図工の領域でもある。買い物の仕方は“家庭科”、生

鮮食料品の鮮度に着眼することは“理科”“家庭科”の基礎的な領域でもある。

　このように学習は総合的であり、子どものその営みを、総合的にとらえ、多様な視点か

らとらえていくことが重要である。

　棒グラフでクレオンで色塗りをしている時に、「線から食み出さないで色を塗っている

かな」というような視点で子どもの行為をみる視点が“総合”なのである。

　しかし、それは、そこで実際に指導するということを必ずしも意味しない。そうした複

数の視点で子どもの動きをとらえ、トータルな発達をめざして指導の可能性・手掛かりを

探り、後の学習に生かしていくことを意味している。その子にとって今、必要な、また獲

得させるチャンスである学力の内容とその形成を子どもの姿で語るということは上記のこ

とを表している。

　2）子どもの関心と認識

　では、その子なりの個性的な“総合”の営みとは具体的にはどういうことだろうか。

　それを家庭ゴミの集積場所に群がるカラスについての子どもの認識とその変容を基にし

て述べてみよう（別掲の図を参照されたい）。

　4年生の社会科で、廃棄物の処理の学習でゴミ集積場所にカラスが集まり、ゴミ袋をや

ぶって道路を汚して困ることが問題となることがあるが、それ以外でも、地域の探検をし

たり、通学途中で気がついたことを話し合っているうちに、ゴミ袋を食い破って道路を汚

しているカラスが問題となることがある。

　カラスは、身近に見られる色の黒い鳥という認識や、人が死ぬとその家の上空を飛んで

鳴くので、多くの子どもたちはてそれらの知識・体験を繋ぎ合わせて不吉で気味の悪い鳥

であるという認識を抱いていることが多い。

　図の左側の大きな円の右下の円の“黒色”という認識自体も赤・黄色との識別があって

成立してくるのだが、それは一応置くとしても、鳥の色の“黒”も、肢・階・羽根に着目

して（視点を当てて）、そこで得た知識を“色”という視点で関係付けて、色は“黒”で

あるという関係性（一認識）を引き出してくるのである。

　“黒”という色自体が、赤やオレンジのような暖色ではないし、葬式の時に黒の服装を

することもあって、親近感を持ちにくい色でもある。

　“不吉”ということは、“仮”の認識の例示と押さえておいていただきたい（人が亡く

なると、“不吉”と感じる者もいようし、“恐怖”“不快感”を感じることもあろう）。
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　とにかく、今日ではドライアイスを納棺しているので、それ程でもないが、わたくしの

小さい時は、死臭に引かれてカラスが集まり、鳴き声を出したり、その家の上空を飛び回

った光景をよくみて、カラスに対して“不吉”“嫌な”鳥と認識されることが多かった。

かくて、ここでは、一応、そうした“黒”“不吉”という認識が関係づけられて（“黒”と

“不吉”との認識の結合く図の点線〉）、“嫌な”鳥という認識を、子どもが持っていると

して話を進めよう。

　ところで、私たちの認識活動は、私たちはまずその対象に関心を持つことからはじまる。

もし、対象についての関心がなければ、「心そこにあらざれば、見れども見えず」で、そ

れが目には入っていても、その存在を知覚することは不可能である。

　ある対象に関心を持った時、私たちはそれを自分が関心を寄せる視点から見て、そこか

ら得られた情報から対象をとらえ（対象についての事実の認識）、そしてそれらの視点か

ら得られた情報を一定の論理で関係付けて、対象を認識していく。

　そのことをカラスの例に戻して述べてみると、路上の黒いもの関心を向けて、大きさ、

形、羽根・階先の色などの視点から得た情報と、既有の認識と結合させて、「カラスであ

る」と認識する。カラスをはじめて見たり、カラスという鳥の名を知っていないと、「黒

い鳥だ」という認識に止どまる。

　不吉な鳥である認識も獲得しているならば、それも含めて、「悪いカラスがいる」と認

識することになる。そして、カラスがゴミ袋を食い破って道路を汚しているを見れば、カ

ラスに関する否定的認識（関係づけ一論理）がさらに強められることとなる。

　そのような認識の子どもが多くいて、付近の住民もカラスがゴミをあさって道路を汚し

て困っていることを知って、「カラスにゴミ袋をあさらせないようにするにはどうしたら

いいか」ということが問題となってくる。そして、「みつけたら石を投げて追い払う」「鉄

砲で撃って殺す」「丈夫な袋にゴミを入れる」「ゴミ袋の上に網を被せる」、「ごみの大きな

保管庫を設置する」「警察や市役所に処理してくれるように頼む」などのカラス対策が考

えられ、提案される。これは、既有の知識・体験と新たな知識・体験を結合して問題解決

を図る方法を打ち出すという場面であり、重松がいうところの「予想を立てる」場面であ

るが、ここに子どもたちのカラスへの対処の仕方に、その子どもの生活の姿（在り方）の

一端一が現れている。

　3）子どもの関心の追究と認識の多様性

　これまで、わたくしは、カラスは悪さをする嫌な鳥であるとして、話を進めてきたが、

すべての子どもがカラスについて悪感情を持っているとは限らない。「普通の鳥よりも大

きく、黒い色をした鳥だ」と認識しているくらいで、カラス退治に関心を持たない子もい

よう。動物好きで、やさしい心を持った子なら、「ゴミ袋を漁るカラスの行動は困るが、

袋に網をかぶせてしまったらカラスが食べ物を得ることができなくなって、お腹をすかせ

て困るるのではないか」と心配するだろう。自分の家でインコを飼っていたりして、鳥に

関心の強い子なら、カラスが袋を破っている様子や食べ物を啄んでいる様子に関心を持ち、

カラスの好きな食べ物や行動に着目したり、カラスの生態などについてさらに知りたいと

思う子もいるだろう。

　そして、カラスに好意を感じている子が、興味深い話をすることによって、カラス退治

よりも、カラスの生態にクラスの関心が大きく傾いていく場合がある。
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　カラスを図書館やインターネットで調べていくと、かなり賢い鳥で、興味が沸いてくる

（唐沢孝一『カラスはどれほど賢いか』中公新書。高橋千劒破「都市にくらす一一カラ

スー」〈「有隣』平成12年5月10日号〉）。

　例えば、カラスは道具を造り使う知恵を持っている。ニューカレドニアのカラスは、倒

木の幹の深い穴にカミキリムシの幼虫が棲んでいる所を探しだすと、木の枝を階で細工し

て竿を造り、それを穴に差し込んでつり上げて食べる。高級オレンジは小鳥たちの好物で

あるが、皮が固くて小鳥では歯が立ちにくくて、食べられない。そこで、カラスは小鳥が

食べやすいように穴を開けて仕掛けを造り、近くの枝に止まって待っていて、ヒヨドリな

ど小鳥が食べにくるのを待っていて襲うという知恵を持っている。

　腐りやすい生物はその日の内に、多少持つものは二三日内に、クルミは長く貯蔵して食

べる工夫もする。クルミは堅いので、くわえて車道に落として自動車に礫いて貰って食べ

るという知恵も働かせる。

　電線にぶら下がり、ぐるりと一回転したり、線路の上に小石を並べて遊んだりもする。

カラスは、光るものが好きで、それを拾ってきて巣にためたりする。ゴルフ場で、ゴルフ

のボールをとられる話を北海道で聞いたことがある。ヨーロッパには、カラスの巣からコ

インや宝石を探す話もある。ロゥソクや線香の燃え澤を巣に運んで巣を燃やしてしまう失

敗をしたり、農家の藁屋根に落として火事を引き起こした例もあるくらい、火を恐れない

どころか、強い関心を示す。

　カラスは、また、コミュニケーションの手段として幾種類の音声を使い分けたり、人の

声や鳥の鳴き声の物まねもする。

　そもそも、カラスは、古代より人との関わりが深く、不吉な鳥として嫌われている反面、

予知能力を持つ賢い鳥で、神の使いと考えられてきた。中国の神話では、カラスは太陽に

棲む火の精とされていた。そのカラスは、3本足と書かれている。『古事記』『日本書紀』

にも3本足のカラスが登場し、神武天皇を助けたのも3本足の下腿烏である。熊野大社、名

古屋の熱田神宮、安芸の厳島神社は、今でもカラスを神使として尊重している。

　こうした過去のことはさて置き、子どもたちがごみ集積所のカラスに関心を持って調べ

はじめた場合、食べ物、生態、智慧など関心の視点は異なってくる。子どもがそれぞれ調

べたことを持ち寄って、検討し合いながら、子どもたちがカラスの知られざる側面を知っ

た時、それらの情報をつなぎ直して、カラスへの偏見を変えて、またはその感情を薄めて

いく子（一線へ）や、カラスの悪賢さや問題行動の事実に着目して、カラスへの悪感情

をさらに増して繋ぎ直す子←・一・一線へ）など、新たに得た情報の重視度やつなぎ方（総合

の仕方）は多様となるはずである。それによって個々の子どものカラスへの対応（生活の

在り方も変化してくるが、それについては後にまとめて述べることとする）。

　4）カラスへの尺度の転換と多様性

　子どもがカラスの生態を追いかけているうちに、どこで寝ているのかが気に掛かって調

べる子も出てくる。そして、カラスの寝る場所が森であることや、自分達が今、住んでい

るまちは、50年前には、土地の高いところは森林や畑で、平地のところはほとんど田圃だ

ったことを、その土地に長く住んでいる人から聞いて、昔のまちの様子に関心が高まって

いくことがある。いわゆるカラスの生態という理科的な学習から社会科的な学習（まちの

歴史の学習）への転換である（図の大きな円への転換である）。

一212一



　これによって、子どもたちは、①森はただカラスの寝場所だけではなく、木の実・種、

昆虫・小鳥をと6て生活していた場所でもある。②その森がとても広かったが、今では住

宅として開発されてカラスの棲む場所も餌場もなくなった。③畑も開発されて住宅となり、

カラスの居場所、餌は場がさらに少なくなった。④今の広い道一国道は昔、京都へ通じる

街道。市道は鎌倉道という名が残っているように鎌倉への道。また今は小さな道も舗装さ

れているが、その多くの道は農道だったし、雨が降ったり、霜解けの時は歩くのがたいへ

んだった。⑤店はA店一つだけだった。今はコンビニで多様なものを売っているが、昔も

何でも屋だった。しかし、売っていたものは農機具、肥料、鍋やしゃもじなど農業・生活

用品であり、菓子や文房具の内容も今とは全く異なっていた。⑥住宅は疎らで、藁葺き屋

根の農家がほとんどだった。⑦学校は自分達のまちにはなく、一時間も歩いて通っていた

ことなど、新たな視点で（尺度の転換を図って一歴史の視点で）まちを調べて、新たな

“情報”を組み込んで、今、目にしている森・道・住宅・店などを細線で関連づけた認識

を、昔のまちという視点で再構成し（太線の小さな円への再関係付け），そして、その再

構成されたそれぞれの認識を、昔のまちという視点で、新たに繋ぎ合わせていくことによ

って、50年前のまちの様子（太線の大きな円への再関係づけ）へと再構成（再認識）され

ていくことになる。

　かくて、その50年前のまちの様子を組み入れた上で、カラスがねぐらとしている森林が

位置付け直されていく。つまり左側で得た学びの“円”（関係性）でとらえたカラスのね

ぐらとしての森林と、右側の昔のまちの様子という“円”（関係性）の中でカラスのねぐ

ら・生活の場としての広い領域を持った森林と二つの大きな“円”が結合して認識の再構

成が行われている様子を図で示した。

　それは、森林で木や草の実・種、昆虫、小鳥を食べて暮らしていたカラスの生活の場を、

人間が住宅地として開発して奪ってしまった情報を含み込んで、新たな広い視野で再認識

する営みである。右の円の学び一新たな知識・体験の獲得一を組み込んで認識を新たにし

た上で、①最後までゴミを道路に散らかす行為にこだわって、カラスをけしからんと関係

づける子、②人間が、カラスの生活の場を奪ってしまったことにこだわりながらも、カラ

スの行為をけしからんと否定的に関係づける子、③自分達人間によって生活の場を奪われ

てしまったカラスに同情して、他の場で餌を得られる方法・場所を考えようとする子など、

多様となるが、それは個々の子どもが重点を置く視点や事実が異なり、そこで得られた認

識を一定の論理で繋げていく、その仕方（関係づける論理の違い）によって異なるからで

ある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

　そして、将にそこに、個々人がそれぞれ個性的に総合し、カラスに立ち向かう子どもた

ちの生活の在り方の一端が現れてくる。例えば、①の子は、ゴミ集積場にいるカラスを厳

しい目で睨み、右を投げつけるかも知れない。②の子は、「また。汚している」と批判的

にみて、石を投げようとするが、ふと、カラスの賢かったこと、遊び心もあること、自分

達人間がカラスの棲む場を奪ったことを思い起こして、振り上げた手を下ろすかも知れな

い。③の子は、図書館で調べたり、カラスのことを研究している人を探す努力をするかも

知れない。また、カラスに同情して、餌をやろうとする子も出てこよう（カラスの生態を

研究している立場からすると、カラスに同情すると、人間を馬鹿にするようになり、人間

を襲うようになる危険があるし、野放図に増えることによって問題はさらに拡大すること
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もあるとのことである。だが、そうした情報を獲得して新たに判断する機会は次の学習の

課題となろう）。

　5）知識・技能・態度・習慣と結合した学び

　なお、ここで強調しておきたいことは、そうした多様な視点で得られた情報を一定の論

理でその子なりに関係づけて認識の再構成を図ることだけが“総合”ではないということ

である。対象に関心を持ち、追究する視点を主体的に検討・判断して、そこで得られたも

のを主体的に一定の論理で再構成するという、個々人の主体的判断・活動が行われている

ことを前提としていることである。そして、個々の子どもが自分なりに統一した姿が、子

どもの生活の容態として表出してくるのである。しかし、それはその子の一つの断面が現

れているにすぎないし、新たな学びによって変化していく仮（過程）の姿でもある。

　以上のことは、新たな認識を基にした新たな主体的な関係づけだけを意味するものでは

ない。カラスの食べ物に関心を持った者は、ゴミをあさっているカラスが何を好んでい食

べているかを長時間にわたって克明に観察・記録していく中で、その力量を育む。図書館

で調べようとすれば、どこにどのような本があるかを探索し、そこで本を通じて情報を得

てまとめる力を育む。情報が思うように集まらなくて、ついに父親に頼んでインターネッ

トの操作の仕方を学び、それによって調べる力を育む。そうしてそうして得た情報をまと

め、発表する力を育んだりする。発表した結果、質問詰めに会い、調査や発表の仕方の不

備を痛感させられ、新たな方法・知識を得る機会としたり、カラスの生態を違う角度から

調べた子の情報や方法を取り込んで、自分の調べ活動では得られなかったものを取り込ん

で、視野を広げていく……。こうして、その子はカラスの食べ物を中核として新たな知識

や調べ・発表する力を育んでいくのであり、学びの視点・方法は各人によって異なるし、

学びの内容も個々人によって異なるものとなる（例えば、図書館とインターネットでの学

ぶ内容は異なってくる）。

　なお、教師は、単に子どもの興味・関心に従って、上記のような力を共通に培うことに

努めていけばよしとするものではない。事実の見方が雑な子が、カラスの食べ物には強い

関心を示している場合には、この機会を利用して、カラスの食べ物調べに没頭する時間を

十分に保障すると共に、事実を克明にみつめ、記録するできように指導し、その調べたこ

とを教師自身がしっかり受け止め、みんなの前で話をすることを奨励・援助することに努

めるなど、個々の子どもが今、何に関心を持ち、その関心の追究を保障していくことによ

って、その子の成長する可能性のどこをどう伸せることができるかをみきわめ、個に即し

て、きめ細かくとらえ、一人一人の子が学んだものを主体的に統御して、問題解決に生か

していけるように育んでいくことが大切であり、そうしたことを視野に入れて学力像・教

育課程像を構築・展開していくことが重要だと考える。

〈注〉

　知識・技能・習慣・態度などの学力を自己の統制できるように獲得し、問題解決に生か

していく具体的な姿を詳しく書くスペースがなかった。詳しくは次に挙げる市川の著書・

論文を参照されたい。

・「個性的認識め創造と社会性の育成」（日本学術会議教科教育研究連絡委員会編『21

　　　世紀に求められる教科教育』　東洋館　1995年）
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・『名札マグネットを使った“討論の授業”づくり』（市川博・横浜市山元小学校著〉

　　明治図書　1997年

・「社会科・生活科における学習課題成立の諸様相』（1997－99年度科研『各教科にお

　　ける学習課題の成立過程の比較及び教科間の関連に関する研究』　2000年3月）

・「個の育ちと集団の育ち一具体的事実に執拗にこだわる中で個2集団の育成を一」

　　（『教育研究』　筑波大学附属小学校初等教育研究会　1199号　2002年1月号）

・「学ぶ意欲をどう高めていくか」（「教職研修』　教育開発研究所　2002年4月号）
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